
 
 

○ 総 務 省 令 第    号  

 電 波 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 三 十 一 号 ） の 規 定 に 基 づ き 、 及 び 同 法 を 実 施 す る た め 、 電 波 法 施 行

規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 を 次 の よ う に 定 め る 。  

  令 和   年   月   日  

総 務 大 臣  ○ ○  ○ ○     

   電 波 法 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 省 令  

 （ 電 波 法 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 一 条  電 波 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 （ 下 線 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） を 付 し

又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ

部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線 を 付 し た 規 定

（ 以 下 こ の 条 に お い て 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る

対 象 規 定 と し て 移 動 し 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 後 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な

い も の は 、 こ れ を 削 り 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 前 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な

い も の は 、 こ れ を 加 え る 。  

別紙２  
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改  正  後 改  正  前 

目 次 

［ 第 一 章 ～ 第 三 章 略 ］ 

 第 四 章 雑 則 

  ［ 第 一 節 ～ 第 三 節 略 ］ 

  第 四 節 提 出 書 類 （ 第 五 十 二 条 ） 

  第 五 節 電 子 情 報 処 理 組 織 に よ る 手 続 （ 第 五 十 三 条― 第 五 十 五 条 ） 

 附 則 

目 次 

 ［ 第 一 章 ～ 第 三 章 同 上 ］ 

 第 四 章 ［ 同 上 ］ 

  ［ 第 一 節 ～ 第 三 節 同 上 ］ 

  第 四 節 提 出 書 類 （ 第 五 十 二 条― 第 五 十 二 条 の 四 ） 

第 五 章 経 過 規 定 （ 第 五 十 三 条 ） 

 附 則 

  

（ 定 義 ） 

第 二 条 電 波 法 に 基 づ く 命 令 の 規 定 の 解 釈 に 関 し て は 、 別 に 規 定 す る も の の ほ か 、 次 の 定 義 に 従 う も

の と す る 。 

 ［ 一 ～ 十 四 略 ］ 

 十 四 の 二 「 書 面 等 」 、 「 申 請 等 」 又 は 「 処 分 通 知 等 」 と は 、 そ れ ぞ れ 情 報 通 信 技 術 を 活 用 し た 行

政 の 推 進 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 百 五 十 一 号 。 以 下 「 情 報 通 信 技 術 活 用 法 」 と い う 。

） 第 三 条 に 規 定 す る 書 面 等 、 申 請 等 又 は 処 分 通 知 等 を い う 。 

十 四 の 三 「 電 磁 的 記 録 」 と は 、 法 第 十 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 電 磁 的 記 録 を い う 。 

十 四 の 四 「 電 子 申 請 等 」 と は 、 情 報 通 信 技 術 活 用 法 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 電 子 情 報 処 理 組 織

を 使 用 し て 行 う 申 請 等 を い う 。 

十 四 の 五 「 書 面 申 請 等 」 と は 、 書 面 等 を 使 用 し て 行 う 申 請 等 を い う 。 

十 四 の 六 「 電 子 交 付 等 」 と は 、 情 報 通 信 技 術 活 用 法 第 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 電 子 情 報 処 理 組 織

を 使 用 し て 行 う 処 分 通 知 等 を い う 。 

十 四 の 七 「 電 子 処 分 通 知 等 」 と は 、 電 子 交 付 等 に 係 る 電 磁 的 記 録 で あ つ て 、 総 務 省 の 使 用 に 係 る

電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル に 記 録 す る 処 分 通 知 等 を い う 。 

十 四 の 八 「 免 許 事 項 証 明 書 」 と は 、 法 第 十 四 条 の 二 に 規 定 す る 書 面 を い う 。 

十 四 の 九 「 登 録 事 項 証 明 書 」 と は 、 法 第 二 十 七 条 の 二 十 三 に 規 定 す る 書 面 を い う 。 

十 四 の 十 「 許 可 事 項 証 明 書 」 と は 、 法 第 百 条 第 五 項 に お い て 準 用 す る 第 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ

り 作 成 さ れ た 電 磁 的 記 録 に 記 録 さ れ て い る 事 項 を 証 明 し た 書 面 を い う 。 

［ 十 五 ～ 九 十 三 略 ］ 

［ ２ 略 ］ 

 （ 定 義 ） 

第 二 条 ［ 同 上 ］ 

 

 ［ 一 ～ 十 四 同 上 ］ 

 ［ 新 設 ］ 

 

 

 ［ 新 設 ］ 

 ［ 新 設 ］ 

 

 ［ 新 設 ］ 

 ［ 新 設 ］ 

 

 ［ 新 設 ］ 

 

 ［ 新 設 ］ 

 ［ 新 設 ］ 

 ［ 新 設 ］ 

 

 ［ 十 五 ～ 九 十 三 同 上 ］ 

［ ２ 同 上 ］ 

第 七 条 の 三 法 第 二 十 七 条 の 二 十 五 の 総 務 省 令 で 定 め る 登 録 の 有 効 期 間 は 、 五 年 と す る 。 第 七 条 の 三 法 第 二 十 七 条 の 二 十 四 の 総 務 省 令 で 定 め る 登 録 の 有 効 期 間 は 、 五 年 と す る 。 

（ 公 表 す る 免 許 記 録 記 録 事 項 等 ） 

第 十 一 条 法 第 二 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 、 法 第 十 四 条 の 二 に 規 定 す る 免 許 記 録 に 記 録 さ れ て い る

事 項 若 し く は 法 第 二 十 七 条 の 六 第 三 項 の 規 定 に よ り 届 け 出 ら れ た 事 項 （ 法 第 十 四 条 第 一 項 各 号 に 掲

げ る 事 項 に 相 当 す る 事 項 に 限 る 。 ） 又 は 法 第 二 十 七 条 の 二 十 三 に 規 定 す る 登 録 記 録 に 記 録 さ れ て い

る 事 項 若 し く は 法 第 二 十 七 条 の 三 十 四 の 規 定 に よ り 届 け 出 ら れ た 事 項 （ 法 第 二 十 七 条 の 二 十 二 各 号

（ 公 表 す る 免 許 状 記 載 事 項 等 ） 

第 十 一 条 法 第 二 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 、 免 許 状 に 記 載 さ れ た 事 項 若 し く は 法 第 二 十 七 条 の 六 第

三 項 の 規 定 に よ り 届 け 出 ら れ た 事 項 （ 法 第 十 四 条 第 二 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 に 相 当 す る 事 項 に 限 る 。

） 又 は 法 第 二 十 七 条 の 二 十 五 第 一 項 の 登 録 状 に 記 載 さ れ た 事 項 若 し く は 法 第 二 十 七 条 の 三 十 四 の 規

定 に よ り 届 け 出 ら れ た 事 項 （ 法 第 二 十 七 条 の 二 十 五 第 二 項 に 規 定 す る 事 項 に 相 当 す る 事 項 に 限 る 。
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に 掲 げ る 事 項 に 相 当 す る 事 項 に 限 る 。 ） （ 以 下 「 免 許 記 録 記 録 事 項 等 」 と い う 。 ） の う ち 総 務 大 臣

が 公 表 す る も の は 、 次 に 掲 げ る 事 項 以 外 の も の と す る 。 

［ 一 ～ 三 略 ］ 

［ ２ 略 ］ 

） （ 以 下 「 免 許 状 記 載 事 項 等 」 と い う 。 ） の う ち 総 務 大 臣 が 公 表 す る も の は 、 次 に 掲 げ る 事 項 以 外

の も の と す る 。 

［ 一 ～ 三 同 上 ］ 

［ ２ 同 上 ］ 

３ 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 無 線 局 の 周 波 数 は 、 当 該 無 線 局 に 指 定 さ れ て い る

周 波 数 が 一 GH
z

以 上 の も の に つ い て は 、 五 〇 〇 MH
z

未 満 の 端 数 が あ る と き は こ れ を 切 り 捨 て て 、 五 〇 〇

MH
z

以 上 一 GH
z

未 満 の 端 数 が あ る と き は こ れ を 一 GH
z

に 切 り 上 げ て 公 表 し 、 当 該 無 線 局 に 指 定 さ れ て い る

周 波 数 が 一 GH
z

未 満 の も の に つ い て は 、 五 〇 MH
z

未 満 の 端 数 が あ る と き は こ れ を 切 り 捨 て て 、 五 〇 MH
z

以

上 一 〇 〇 MH
z

未 満 の 端 数 が あ る と き は こ れ を 一 〇 〇 MH
z

に 切 り 上 げ て 公 表 す る 。 た だ し 、 当 該 無 線 局 に

指 定 さ れ て い る 周 波 数 が 五 〇 MH
z

未 満 の も の に つ い て は 、 当 該 無 線 局 の 周 波 数 と し て 、 一 〇 〇 MH
z

と 公

表 す る 。 

［ 一 略 ］ 

二 基 幹 放 送 事 業 者 又 は 基 幹 放 送 局 提 供 事 業 者 が 開 設 す る 無 線 局 で あ つ て 、 放 送 事 業 の 円 滑 な 遂 行

を 図 る た め の 無 線 通 信 を 行 う こ と を 目 的 と す る も の （ 次 条 第 二 号 に 該 当 す る も の を 除 く 。 ） 

［ 三 ・ 四 略 ］ 

［ ４ 略 ］ 

３ ［ 同 上 ］ 

 

 

 

 

 

 

［ 一 同 上 ］ 

二 基 幹 放 送 事 業 者 又 は 基 幹 放 送 局 提 供 事 業 者 が 開 設 す る 無 線 局 で あ つ て 、 放 送 事 業 の 円 滑 な 遂 行

を 図 る た め の 無 線 通 信 を 行 う こ と を 目 的 と す る も の （ 次 条 第 十 六 号 に 該 当 す る も の を 除 く 。 ） 

［ 三 ・ 四 同 上 ］ 

［ ４ 同 上 ］ 

５ 前 四 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 別 表 第 二 号 の 二 に 定 め る 無 線 局 （ 第 十 条 の 二 の 二 第 二 号 か ら 第 五 号

ま で に 掲 げ る 無 線 局 、 非 常 局 及 び 特 別 業 務 の 局 を 除 く 。 以 下 同 じ 。 ） に つ い て 総 務 大 臣 が 公 表 す る

免 許 記 録 記 録 事 項 等 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。 た だ し 、 登 録 局 に つ い て は 、 第 三 号 、 第 一 号 包 括

免 許 人 が 開 設 す る 特 定 無 線 局 （ 法 第 二 十 七 条 の 二 第 一 号 に 掲 げ る 無 線 局 に 係 る も の に 限 る 。 ） に つ

い て は 、 第 四 号 を 除 く 。 

［ 一 ～ 五 略 ］ 

５ 前 四 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 別 表 第 二 号 の 二 に 定 め る 無 線 局 （ 第 十 条 の 二 の 二 第 二 号 か ら 第 五 号

ま で に 掲 げ る 無 線 局 、 非 常 局 及 び 特 別 業 務 の 局 を 除 く 。 以 下 同 じ 。 ） に つ い て 総 務 大 臣 が 公 表 す る

免 許 状 記 載 事 項 等 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。 た だ し 、 登 録 局 に つ い て は 、 第 三 号 、 第 一 号 包 括 免

許 人 が 開 設 す る 特 定 無 線 局 （ 法 第 二 十 七 条 の 二 第 一 号 に 掲 げ る 無 線 局 に 係 る も の に 限 る 。 ） に つ い

て は 、 第 四 号 を 除 く 。 

［ 一 ～ 五 同 上 ］ 

［ ６ 略 ］ ［ ６ 同 上 ］ 

７ 第 五 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 別 表 第 二 号 の 二 に 定 め る 無 線 局 の 第 五 項 第 四 号 の 規 定 の 適 用 に つ い

て は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 免 許 記 録 記 録 事 項 等 に 応 じ て 、 当 該 各 号 の と お り 公 表 す る 。 

一 無 線 設 備 の 設 置 場 所 

［ ⑴  ・ ⑵ 略 ］ 

二 移 動 範 囲 又 は 無 線 設 備 を 設 置 し よ う と す る 区 域 免 許 記 録 記 録 事 項 等 （ た だ し 、 総 務 大 臣 が 移

動 範 囲 又 は 無 線 設 備 を 設 置 し よ う と す る 区 域 が 特 定 さ れ る お そ れ が あ る と 認 め る も の は 、 次 の ⑴

又 は ⑵ 若 し く は 当 該 移 動 範 囲 又 は 当 該 無 線 設 備 を 設 置 し よ う と す る 区 域 が 特 定 さ れ な い よ う 必 要

な 措 置 を 講 じ た も の 。 ） 

［ ⑴ ・ ⑵ 略 ］ 

７ 第 五 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 別 表 第 二 号 の 二 に 定 め る 無 線 局 の 第 五 項 第 四 号 の 規 定 の 適 用 に つ い

て は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 免 許 状 記 載 事 項 等 に 応 じ て 、 当 該 各 号 の と お り 公 表 す る 。 

一 無 線 設 備 の 設 置 場 所 

［ ⑴ ・ ⑵ 同 上 ］ 

二 移 動 範 囲 又 は 無 線 設 備 を 設 置 し よ う と す る 区 域 免 許 状 記 載 事 項 等 （ た だ し 、 総 務 大 臣 が 移 動

範 囲 又 は 無 線 設 備 を 設 置 し よ う と す る 区 域 が 特 定 さ れ る お そ れ が あ る と 認 め る も の は 、 次 の ⑴ 又

は ⑵ 若 し く は 当 該 移 動 範 囲 又 は 当 該 無 線 設 備 を 設 置 し よ う と す る 区 域 が 特 定 さ れ な い よ う 必 要 な

措 置 を 講 じ た も の 。 ） 

［ ⑴ ・ ⑵ 同 上 ］ 

［ ８ 略 ］ ［ ８ 同 上 ］ 

（ 免 許 記 録 記 録 事 項 等 を 公 表 し な い 無 線 局 ） 

第 十 一 条 の 二 法 第 二 十 五 条 第 一 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 無 線 局 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。 

［ 一 ～ 五 略 ］ 

（ 免 許 状 記 載 事 項 等 を 公 表 し な い 無 線 局 ） 

第 十 一 条 の 二 法 第 二 十 五 条 第 一 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 無 線 局 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。 

［ 一 ～ 五 同 上 ］ 

（ 混 信 又 は ふ く そ う に 関 す る 調 査 を 行 お う と す る 場 合 ） （ 混 信 又 は ふ く そ う に 関 す る 調 査 を 行 お う と す る 場 合 ） 
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第 十 一 条 の 二 の 二 法 第 二 十 五 条 第 二 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 場 合 は 、 免 許 人 又 は 法 第 八 条 の 予 備 免 許

を 受 け た 者 が 、 次 の い ず れ か の 工 事 又 は 変 更 を 行 お う と す る 場 合 及 び 登 録 人 （ 法 第 二 十 七 条 の 二 十

二 に 規 定 す る 登 録 人 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） が 、 第 三 号 又 は 第 六 号 の 変 更 を 行 お う と す る 場 合 と す る

。 

［ 一 ～ 七 略 ］ 

第 十 一 条 の 二 の 二 法 第 二 十 五 条 第 二 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 場 合 は 、 免 許 人 又 は 法 第 八 条 の 予 備 免 許

を 受 け た 者 が 、 次 の い ず れ か の 工 事 又 は 変 更 を 行 お う と す る 場 合 及 び 登 録 人 （ 法 第 二 十 七 条 の 二 十

六 第 一 項 に 規 定 す る 登 録 人 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） が 、 第 三 号 又 は 第 六 号 の 変 更 を 行 お う と す る 場 合

と す る 。 

［ 一 ～ 七 同 上 ］ 

（ 免 許 記 録 の 目 的 等 に か か わ ら ず 運 用 す る こ と が で き る 通 信 ） 

第 三 十 七 条 次 に 掲 げ る 通 信 は 、 法 第 五 十 二 条 第 六 号 の 通 信 と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 一 号 の 通

信 を 除 く ほ か 、 船 舶 局 に つ い て は そ の 船 舶 の 航 行 中 、 航 空 機 局 に つ い て は そ の 航 空 機 の 航 行 中 又 は

航 行 の 準 備 中 に 限 る 。 た だ し 、 運 用 規 則 第 四 十 条 第 一 号 及 び 第 三 号 並 び に 第 百 四 十 二 条 第 一 号 の 規

定 の 適 用 を 妨 げ な い 。 

［ 一 ～ 三 十 四 略 ］ 

（ 免 許 状 の 目 的 等 に か か わ ら ず 運 用 す る こ と が で き る 通 信 ） 

第 三 十 七 条 ［ 同 上 ］ 

 

 

 

 ［ 一 ～ 三 十 四 同 上 ］ 

（ 備 付 け を 要 す る 業 務 書 類 等 ） 

第 三 十 八 条 法 第 六 十 条 の 規 定 に よ り 無 線 局 に 備 え 付 け て お か な け れ ば な ら な い 書 類 は 、 次 の 表 の 上

欄 の 無 線 局 に つ き 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る と お り と す る 。 

（ 備 付 け を 要 す る 業 務 書 類 ） 

第 三 十 八 条 法 第 六 十 条 の 規 定 に よ り 無 線 局 に 備 え 付 け て お か な け れ ば な ら な い 書 類 は 、 次 の 表 の 上

欄 の 無 線 局 に つ き 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る と お り と す る 。 

  

無  線  局 業  務  書  類 

一 船 舶 局 及 び 船 舶 地 球 局 ㈠ 免 許 記 録 

㈡ 無 線 局 の 免 許 の 申 請 書 の 添 付 書 類 の 写 し （ 再 免 許 を 受 け

た 無 線 局 に あ つ て は 、 最 近 の 再 免 許 の 申 請 に 係 る も の 並 び

に 免 許 規 則 第 十 六 条 の 三 の 規 定 に よ り 提 出 を 省 略 し た 添 付

書 類 と 同 一 の 記 載 内 容 を 有 す る 添 付 書 類 の 写 し 及 び 同 規 則

第 十 七 条 の 規 定 に よ り 提 出 を 省 略 し た 工 事 設 計 書 と 同 一 の

記 載 内 容 を 有 す る 工 事 設 計 書 の 写 し ） ⑴ 

㈢ 免 許 規 則 第 十 二 条 （ 同 規 則 第 二 十 五 条 第 一 項 に お い て 準

用 す る 場 合 を 含 む 。 以 下 こ の 表 に お い て 同 じ 。 ） の 変 更 の

申 請 書 の 添 付 書 類 及 び 届 出 書 の 添 付 書 類 の 写 し （ 再 免 許 を

受 け た 無 線 局 に あ つ て は 、 最 近 の 再 免 許 後 に お け る 変 更 に

係 る も の ） ⑴ 

㈣ 第 四 十 三 条 第 一 項 の 届 出 書 に 添 付 し た 書 類 の 写 し ⑵ （ 船

舶 局 の 場 合 に 限 る 。 ） 

㈤ 無 線 従 事 者 選 解 任 届 の 写 し ⑵ 

㈥ 船 舶 局 の 局 名 録 及 び 海 上 移 動 業 務 識 別 の 割 当 表 ⑶ （ 義 務

船 舶 局 等 の 場 合 に 限 る 。 ） 

㈦ 海 岸 局 及 び 特 別 業 務 の 局 の 局 名 録 ⑶ （ 国 際 航 海 に 従 事 す

る 船 舶 の 義 務 船 舶 局 等 の 場 合 に 限 る 。 ） 

㈧ 海 上 移 動 業 務 及 び 海 上 移 動 衛 星 業 務 で 使 用 す る 便 覧 ⑶ （

国 際 通 信 を 行 う 船 舶 局 及 び 船 舶 地 球 局 の 場 合 に 限 る 。 ） 

  

無  線  局 業  務  書  類 

一 船 舶 局 及 び 船 舶 地 球 局 ㈠ 免 許 状 

㈡ 無 線 局 の 免 許 の 申 請 書 の 添 付 書 類 の 写 し （ 再 免 許 を 受 け

た 無 線 局 に あ つ て は 、 最 近 の 再 免 許 の 申 請 に 係 る も の 並 び

に 免 許 規 則 第 十 六 条 の 三 の 規 定 に よ り 提 出 を 省 略 し た 添 付

書 類 と 同 一 の 記 載 内 容 を 有 す る 添 付 書 類 の 写 し 及 び 同 規 則

第 十 七 条 の 規 定 に よ り 提 出 を 省 略 し た 工 事 設 計 書 と 同 一 の

記 載 内 容 を 有 す る 工 事 設 計 書 の 写 し ） ⑴ 

㈢ 免 許 規 則 第 十 二 条 （ 同 規 則 第 二 十 五 条 第 一 項 に お い て 準

用 す る 場 合 を 含 む 。 以 下 こ の 表 に お い て 同 じ 。 ） の 変 更 の

申 請 書 の 添 付 書 類 及 び 届 出 書 の 添 付 書 類 の 写 し （ 再 免 許 を

受 け た 無 線 局 に あ つ て は 、 最 近 の 再 免 許 後 に お け る 変 更 に

係 る も の ） ⑴ 

㈣ 第 四 十 三 条 第 一 項 の 届 出 書 に 添 付 し た 書 類 の 写 し ⑵ （ 船

舶 局 の 場 合 に 限 る 。 ） 

㈤ 無 線 従 事 者 選 解 任 届 の 写 し ⑵ 

㈥ 船 舶 局 の 局 名 録 及 び 海 上 移 動 業 務 識 別 の 割 当 表 ⑶ （ 義 務

船 舶 局 等 の 場 合 に 限 る 。 ） 

㈦ 海 岸 局 及 び 特 別 業 務 の 局 の 局 名 録 ⑶ （ 国 際 航 海 に 従 事 す

る 船 舶 の 義 務 船 舶 局 等 の 場 合 に 限 る 。 ） 

㈧ 海 上 移 動 業 務 及 び 海 上 移 動 衛 星 業 務 で 使 用 す る 便 覧 ⑶ （

国 際 通 信 を 行 う 船 舶 局 及 び 船 舶 地 球 局 の 場 合 に 限 る 。 ） 



五 頁  
 

 

㈨ 第 四 十 三 条 第 二 項 の 届 出 書 に 添 付 し た 書 類 の 写 し ⑵ （ 船

舶 地 球 局 の 場 合 に 限 る 。 ） 

㈩ 法 第 三 十 五 条 各 号 の 措 置 に 応 じ て 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す

る 書 類 ⑵ （ 同 条 の 措 置 を と ら な け れ ば な ら な い 義 務 船 舶 局

等 の 場 合 に 限 る 。 ） 

二 海 岸 局 及 び 海 岸 地 球 局 ㈠ 免 許 記 録 

㈡ 一 の 項 の ㈡ 及 び ㈢ に 掲 げ る 書 類 ⑴ 

㈢ 一 の 項 の ㈥ に 掲 げ る 書 類 ⑶ （ 二 六 ・ 一 七 五 MH
z

を 超 え る 周

波 数 の 電 波 を 使 用 す る 海 岸 局 に あ つ て は 、 電 気 通 信 業 務 用

又 は 港 務 用 の 海 岸 局 の 場 合 に 限 る 。 ） 
㈣ 一 の 項 の ㈧ に 掲 げ る 書 類 ⑶ （ 国 際 通 信 を 行 う 海 岸 局 及 び

海 岸 地 球 局 の 場 合 に 限 る 。 ） 

三 航 空 機 局 及 び 航 空 機 地

球 局( 航 空 機 の 安 全 運 航 又

は 正 常 運 航 に 関 す る 通 信

を 行 う も の に 限 る 。) 

㈠ 免 許 記 録 

㈡ 一 の 項 の ㈡ 及 び ㈢ に 掲 げ る 書 類 ⑴ 

㈢ 一 の 項 の ㈣ に 掲 げ る 書 類 ⑵ （ 航 空 機 地 球 局 に あ つ て は 、

電 気 通 信 業 務 を 行 う こ と を 目 的 と す る も の 以 外 の も の の 場

合 に 限 る 。 ） 

㈣ 通 信 憲 章 、 通 信 条 約 及 び 無 線 通 信 規 則 並 び に 国 際 民 間 航

空 機 関 に よ り 採 択 さ れ た 通 信 手 続 ⑵ （ 国 際 通 信 を 行 う 航 空

機 局 及 び 航 空 機 地 球 局 の 場 合 に 限 る 。 ） 

㈤ 一 の 項 の ㈨ に 掲 げ る 書 類 ⑵ （ 電 気 通 信 業 務 を 行 う こ と を

目 的 と す る 航 空 機 地 球 局 の 場 合 に 限 る 。 ） 

四 航 空 局 及 び 航 空 地 球 局(

航 空 機 の 安 全 運 航 又 は 正

常 運 航 に 関 す る 通 信 を 行

う も の に 限 る 。) 

㈠ 免 許 記 録 

㈡ 一 の 項 の ㈡ 及 び ㈢ に 掲 げ る 書 類 ⑴ 

㈢ 三 の 項 の ㈣ に 掲 げ る 書 類 ⑵ （ 国 際 通 信 を 行 う 航 空 局 及 び

航 空 地 球 局 の 場 合 に 限 る 。 ） 

五 ア マ チ ュ ア 局 ㈠ 免 許 記 録 

㈡ 無 線 局 の 免 許 の 申 請 書 の 添 付 書 類 の 写 し （ 再 免 許 を 受 け

た 無 線 局 に あ つ て は 、 最 近 の 再 免 許 の 申 請 に 係 る も の ） ⑴

（ 人 工 衛 星 に 開 設 す る ア マ チ ュ ア 局 及 び 人 工 衛 星 に 開 設 す

る ア マ チ ュ ア 局 の 無 線 設 備 を 遠 隔 操 作 す る ア マ チ ュ ア 局 （

以 下 こ の 項 に お い て 「 人 工 衛 星 等 の ア マ チ ュ ア 局 」 と い う

。 ） の 場 合 に 限 る 。 ） 

㈢ 一 の 項 の ㈢ に 掲 げ る 書 類 ⑴ （ 人 工 衛 星 等 の ア マ チ ュ ア 局

の 場 合 に 限 る 。 ） 

六 陸 上 移 動 局 、 携 帯 局 、

航 空 機 地 球 局( 三 の 項 に 掲

免 許 記 録 

㈨ 第 四 十 三 条 第 二 項 の 届 出 書 に 添 付 し た 書 類 の 写 し ⑵ （ 船

舶 地 球 局 の 場 合 に 限 る 。 ） 

㈩ 法 第 三 十 五 条 各 号 の 措 置 に 応 じ て 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す

る 書 類 ⑵ （ 同 条 の 措 置 を と ら な け れ ば な ら な い 義 務 船 舶 局

等 の 場 合 に 限 る 。 ） 

二 海 岸 局 及 び 海 岸 地 球 局 ㈠ 免 許 状 

㈡ 一 の 項 の ㈡ 及 び ㈢ に 掲 げ る 書 類 ⑴ 

㈢ 一 の 項 の ㈥ に 掲 げ る 書 類 ⑶ （ 二 六 ・ 一 七 五 MH
z

を 超 え る 周

波 数 の 電 波 を 使 用 す る 海 岸 局 に あ つ て は 、 電 気 通 信 業 務 用

又 は 港 務 用 の 海 岸 局 の 場 合 に 限 る 。 ） 

㈣ 一 の 項 の ㈧ に 掲 げ る 書 類 ⑶ （ 国 際 通 信 を 行 う 海 岸 局 及 び

海 岸 地 球 局 の 場 合 に 限 る 。 ） 

三 航 空 機 局 及 び 航 空 機 地

球 局( 航 空 機 の 安 全 運 航 又

は 正 常 運 航 に 関 す る 通 信

を 行 う も の に 限 る 。) 

㈠ 免 許 状 

㈡ 一 の 項 の ㈡ 及 び ㈢ に 掲 げ る 書 類 ⑴ 

㈢ 一 の 項 の ㈣ に 掲 げ る 書 類 ⑵ （ 航 空 機 地 球 局 に あ つ て は 、

電 気 通 信 業 務 を 行 う こ と を 目 的 と す る も の 以 外 の も の の 場

合 に 限 る 。 ） 

㈣ 通 信 憲 章 、 通 信 条 約 及 び 無 線 通 信 規 則 並 び に 国 際 民 間 航

空 機 関 に よ り 採 択 さ れ た 通 信 手 続 ⑵ （ 国 際 通 信 を 行 う 航 空

機 局 及 び 航 空 機 地 球 局 の 場 合 に 限 る 。 ） 

㈤ 一 の 項 の ㈨ に 掲 げ る 書 類 ⑵ （ 電 気 通 信 業 務 を 行 う こ と を

目 的 と す る 航 空 機 地 球 局 の 場 合 に 限 る 。 ） 

四 航 空 局 及 び 航 空 地 球 局(

航 空 機 の 安 全 運 航 又 は 正

常 運 航 に 関 す る 通 信 を 行

う も の に 限 る 。) 

㈠ 免 許 状 

㈡ 一 の 項 の ㈡ 及 び ㈢ に 掲 げ る 書 類 ⑴ 

㈢ 三 の 項 の ㈣ に 掲 げ る 書 類 ⑵ （ 国 際 通 信 を 行 う 航 空 局 及 び

航 空 地 球 局 の 場 合 に 限 る 。 ） 

五 ア マ チ ュ ア 局 ㈠ 免 許 状 

㈡ 無 線 局 の 免 許 の 申 請 書 の 添 付 書 類 の 写 し （ 再 免 許 を 受 け

た 無 線 局 に あ つ て は 、 最 近 の 再 免 許 の 申 請 に 係 る も の ） ⑴

（ 人 工 衛 星 に 開 設 す る ア マ チ ュ ア 局 及 び 人 工 衛 星 に 開 設 す

る ア マ チ ュ ア 局 の 無 線 設 備 を 遠 隔 操 作 す る ア マ チ ュ ア 局 （

以 下 こ の 項 に お い て 「 人 工 衛 星 等 の ア マ チ ュ ア 局 」 と い う

。 ） の 場 合 に 限 る 。 ） 

㈢ 一 の 項 の ㈢ に 掲 げ る 書 類 ⑴ （ 人 工 衛 星 等 の ア マ チ ュ ア 局

の 場 合 に 限 る 。 ） 

六 陸 上 移 動 局 、 携 帯 局 、

航 空 機 地 球 局( 三 の 項 に 掲

免 許 状 
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げ る 航 空 機 地 球 局 を 除 く

。) 、 携 帯 移 動 地 球 局 、 簡

易 無 線 局 及 び 構 内 無 線 局 

七 基 幹 放 送 局 ㈠ 免 許 記 録 

㈡ 無 線 局 の 免 許 の 申 請 書 の 添 付 書 類 の 写 し （ 再 免 許 を 受 け

た 無 線 局 に あ つ て は 、 最 近 の 再 免 許 の 申 請 に 係 る も の 並 び

に 免 許 規 則 第 十 六 条 の 二 の 規 定 に よ り 無 線 局 事 項 書 の 記 載

を 省 略 し た 部 分 を 有 す る 無 線 局 事 項 書 （ そ の 記 載 を 省 略 し

た 部 分 の み の も の と す る 。 ） 及 び 同 規 則 第 十 七 条 の 規 定 に

よ り 提 出 を 省 略 し た 工 事 設 計 書 と 同 一 の 記 載 内 容 を 有 す る

工 事 設 計 書 の 写 し ） ⑴ 

㈢ 一 の 項 の ㈢ に 掲 げ る 書 類 ⑴ 

八 遭 難 自 動 通 報 局 、 船 上

通 信 局 、 無 線 航 行 移 動 局

及 び 無 線 標 定 移 動 局 

㈠ 免 許 記 録 

㈡ 一 の 項 の ㈡ 及 び ㈢ に 掲 げ る 書 類 ⑴ 

㈢ 一 の 項 の ㈨ に 掲 げ る 書 類 ⑵ （ 遭 難 自 動 通 報 局 （ 携 帯 用 位

置 指 示 無 線 標 識 の み を 設 置 す る も の を 除 く 。 ） 及 び 無 線 航

行 移 動 局 の 場 合 に 限 る 。 ） 

九 そ の 他 の 無 線 局 ㈠ 免 許 記 録 

㈡ 一 の 項 の ㈡ 及 び ㈢ に 掲 げ る 書 類 ⑴ 

  

げ る 航 空 機 地 球 局 を 除 く

。) 、 携 帯 移 動 地 球 局 、 簡

易 無 線 局 及 び 構 内 無 線 局 

七 基 幹 放 送 局 ㈠ 免 許 状 

㈡ 無 線 局 の 免 許 の 申 請 書 の 添 付 書 類 の 写 し （ 再 免 許 を 受 け

た 無 線 局 に あ つ て は 、 最 近 の 再 免 許 の 申 請 に 係 る も の 並 び

に 免 許 規 則 第 十 六 条 の 二 の 規 定 に よ り 無 線 局 事 項 書 の 記 載

を 省 略 し た 部 分 を 有 す る 無 線 局 事 項 書 （ そ の 記 載 を 省 略 し

た 部 分 の み の も の と す る 。 ） 及 び 同 規 則 第 十 七 条 の 規 定 に

よ り 提 出 を 省 略 し た 工 事 設 計 書 と 同 一 の 記 載 内 容 を 有 す る

工 事 設 計 書 の 写 し ） ⑴ 

㈢ 一 の 項 の ㈢ に 掲 げ る 書 類 ⑴ 

八 遭 難 自 動 通 報 局 、 船 上

通 信 局 、 無 線 航 行 移 動 局

及 び 無 線 標 定 移 動 局 

㈠ 免 許 状 

㈡ 一 の 項 の ㈡ 及 び ㈢ に 掲 げ る 書 類 ⑴ 

㈢ 一 の 項 の ㈨ に 掲 げ る 書 類 ⑵ （ 遭 難 自 動 通 報 局 （ 携 帯 用 位

置 指 示 無 線 標 識 の み を 設 置 す る も の を 除 く 。 ） 及 び 無 線 航

行 移 動 局 の 場 合 に 限 る 。 ） 

九 そ の 他 の 無 線 局 ㈠ 免 許 状 

㈡ 一 の 項 の ㈡ 及 び ㈢ に 掲 げ る 書 類 ⑴ 

  

注 注 

一 免 許 記 録 の 備 付 け は 、 次 に 掲 げ る い ず れ か の 方 法 に よ り 、 免 許 記 録 に 記 録 さ れ て い る 事 項 を

閲 覧 す る こ と が で き る 状 態 に 置 く こ と に よ り 行 う 。 た だ し 、 免 許 記 録 の 写 し に つ い て は 、 総 務

大 臣 の 定 め る 方 法 等 に よ り 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 作 成 す る も の に 限 る 。 

㈠ 免 許 記 録 を 、 無 線 局 に 備 え 付 け た 電 子 計 算 機 そ の 他 の 機 器 （ 当 該 免 許 記 録 の 一 覧 性 を 確 保

し て 表 示 で き る 大 き さ の も の で あ つ て 、 当 該 免 許 記 録 を 当 該 免 許 記 録 に 係 る 免 許 事 項 証 明 書

の 様 式 と 同 等 程 度 に 大 き く 、 か つ 、 見 や す く 表 示 で き る も の に 限 る 。 ） に 必 要 に 応 じ 直 ち に

表 示 す る 方 法 

㈡ 電 磁 的 記 録 に よ る 免 許 記 録 の 写 し を 、 無 線 局 に 備 え 付 け た 電 子 計 算 機 そ の 他 の 機 器 （ 当 該

免 許 記 録 の 一 覧 性 を 確 保 し て 表 示 で き る 大 き さ の も の で あ つ て 、 当 該 免 許 記 録 を 当 該 免 許 記

録 に 係 る 免 許 事 項 証 明 書 の 様 式 と 同 等 程 度 に 大 き く 、 か つ 、 見 や す く 表 示 で き る も の に 限 る

。 ） に 必 要 に 応 じ 直 ち に 表 示 さ せ る 方 法 

㈢ 書 面 等 に よ る 免 許 記 録 の 写 し （ 当 該 免 許 記 録 に 係 る 免 許 事 項 証 明 書 の 様 式 と 同 等 程 度 の 大

き さ で あ つ て 、 か つ 、 見 や す い も の に 限 る 。 ） を 、 無 線 局 に 備 え 付 け る 方 法 

㈣ 免 許 事 項 証 明 書 を 、 無 線 局 に 備 え 付 け る 方 法 

［ 新 設 ］ 

二 ⑴ を 付 し た 書 類 は 、 免 許 規 則 第 八 条 第 二 項 （ 同 規 則 第 十 二 条 第 四 項 、 第 十 五 条 の 四 第 二 項 、

第 十 五 条 の 五 第 二 項 、 第 十 五 条 の 六 第 二 項 及 び 第 十 九 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。

一 ⑴ を 付 し た 書 類 は 、 免 許 規 則 第 八 条 第 二 項 （ 同 規 則 第 十 二 条 第 四 項 、 第 十 五 条 の 四 第 二 項 、

第 十 五 条 の 五 第 二 項 、 第 十 五 条 の 六 第 二 項 及 び 第 十 九 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。



七 頁  
 

 

） の 規 定 に よ り 総 務 大 臣 又 は 総 合 通 信 局 長 が 提 出 書 類 の 写 し で あ る こ と を 証 明 し た も の （ 同 規

則 第 八 条 第 二 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 申 請 者 に 返 し た も の と み な さ れ た 提 出 書 類 の 写 し に 係 る

電 磁 的 記 録 を 含 む 。 ） と す る 。 

） の 規 定 に よ り 総 務 大 臣 又 は 総 合 通 信 局 長 が 提 出 書 類 の 写 し で あ る こ と を 証 明 し た も の （ 同 規

則 第 八 条 第 二 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 申 請 者 に 返 し た も の と み な さ れ た 提 出 書 類 の 写 し に 係 る

電 磁 的 記 録 を 含 む 。 ） と す る 。 

三 ⑵ を 付 し た 書 類 及 び ⑶ を 付 し た 書 類 （ 第 六 項 に 規 定 す る 総 務 大 臣 の 認 定 す る も の を 含 む 。 ）

に 係 る 電 磁 的 記 録 の 備 付 け は 、 当 該 電 磁 的 記 録 を 必 要 に 応 じ 直 ち に 、 か つ 、 見 や す く 表 示 す る

こ と が で き る 電 子 計 算 機 そ の 他 の 機 器 を 備 え 付 け て お く こ と に よ り 行 う も の と す る 。 た だ し 、

第 七 項 に 規 定 す る 方 法 に よ る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。 

二 ⑵ を 付 し た 書 類 及 び ⑶ を 付 し た 書 類 （ 第 六 項 に 規 定 す る 総 務 大 臣 の 認 定 す る も の を 含 む 。 ）

に つ い て は 、 電 磁 的 方 法 （ 電 子 的 方 法 、 磁 気 的 方 法 そ の 他 の 人 の 知 覚 に よ つ て は 認 識 す る こ と

が で き な い 方 法 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に よ り 記 録 さ れ た も の と す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に

お い て は 、 当 該 記 録 を 必 要 に 応 じ 直 ち に 表 示 す る こ と が で き る 電 子 計 算 機 そ の 他 の 機 器 を 備 え

付 け て お か な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 第 七 項 に 規 定 す る 方 法 に よ る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い

。 

四 ⑶ を 付 し た 書 類 は 、 無 線 通 信 規 則 付 録 第 十 六 号 に 掲 げ る 書 類 と す る 。 三 ⑶ を 付 し た 書 類 は 、 無 線 通 信 規 則 付 録 第 十 六 号 に 掲 げ る 書 類 と す る 。 

２ 船 舶 局 、 無 線 航 行 移 動 局 又 は 船 舶 地 球 局 に あ つ て は 、 前 項 で 備 え 付 け た 免 許 記 録 を 、 次 に 掲 げ る

い ず れ か の 方 法 に よ り 掲 示 し て お か な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 掲 示 を 困 難 と す る も の に つ い て は

、 そ の 掲 示 を 要 し な い も の と し 、 ま た 、 免 許 記 録 の 写 し に つ い て は 、 総 務 大 臣 の 定 め る 方 法 等 に よ

り 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 作 成 す る も の に 限 る 。 

一 免 許 記 録 を 、 主 た る 送 信 装 置 の あ る 場 所 に 備 え 付 け た 電 子 計 算 機 そ の 他 の 機 器 に 常 に 表 示 （ 当

該 免 許 記 録 に 係 る 免 許 事 項 証 明 書 の 様 式 と 同 等 程 度 の 大 き さ で あ つ て 、 か つ 、 見 や す い も の に 限

る 。 ） さ せ 、 そ れ を 当 該 場 所 の 見 や す い 箇 所 に 掲 示 す る 方 法 

二 電 磁 的 記 録 に よ る 免 許 記 録 の 写 し を 、 主 た る 送 信 装 置 の あ る 場 所 に 備 え 付 け た 電 子 計 算 機 そ の

他 の 機 器 に 常 に 表 示 （ 当 該 免 許 記 録 に 係 る 免 許 事 項 証 明 書 の 様 式 と 同 等 程 度 の 大 き さ で あ つ て 、

か つ 、 見 や す い も の に 限 る 。 ） さ せ 、 そ れ を 当 該 場 所 の 見 や す い 箇 所 に 掲 示 す る 方 法 

三 書 面 等 に よ る 免 許 記 録 の 写 し （ 当 該 免 許 記 録 に 係 る 免 許 事 項 証 明 書 の 様 式 と 同 等 程 度 の 大 き さ

で あ つ て 、 か つ 、 見 や す い も の に 限 る 。 ） を 、 主 た る 送 信 装 置 の あ る 場 所 の 見 や す い 箇 所 に 掲 示

す る 方 法 

四 免 許 事 項 証 明 書 を 、 主 た る 送 信 装 置 の あ る 場 所 の 見 や す い 箇 所 に 掲 示 す る 方 法 

２ 船 舶 局 、 無 線 航 行 移 動 局 又 は 船 舶 地 球 局 に あ つ て は 、 前 項 の 免 許 状 は 、 主 た る 送 信 装 置 の あ る 場

所 の 見 や す い 箇 所 に 掲 げ て お か な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 掲 示 を 困 難 と す る も の に つ い て は 、 そ

の 掲 示 を 要 し な い 。 

 

 ［ 新 設 ］ 

 

３ 遭 難 自 動 通 報 局 （ 携 帯 用 位 置 指 示 無 線 標 識 の み を 設 置 す る も の に 限 る 。 ） 、 船 上 通 信 局 、 陸 上 移

動 局 、 携 帯 局 、 無 線 標 定 移 動 局 、 携 帯 移 動 地 球 局 、 陸 上 を 移 動 す る 地 球 局 で あ つ て 停 止 中 に の み 運

用 を 行 う も の 、 又 は 移 動 す る 、 実 験 試 験 局 （ 宇 宙 物 体 に 開 設 す る も の を 除 く 。 ） 、 ア マ チ ュ ア 局 （

人 工 衛 星 に 開 設 す る も の を 除 く 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ） 、 簡 易 無 線 局 若 し く は 気 象 援 助 局 に あ つ て

は 、 第 一 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 に 掲 げ る い ず れ か の 場 所 に 免 許 記 録 を 備 え 付 け て お か な け れ ば

な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 免 許 記 録 の 備 付 け の 方 法 は 、 第 一 項 の 表 の 注 一 に 規 定 す る 方 法 を 準

用 す る 。 

一 送 信 装 置 の あ る 場 所 （ 当 該 送 信 装 置 を 用 い て 当 該 無 線 局 を 運 用 し 、 又 は 運 用 し よ う と す る と き

に 限 る 。 ） 

二 無 線 設 備 の 常 置 場 所 （ Ｖ Ｓ Ａ Ｔ 地 球 局 に あ つ て は 、 当 該 Ｖ Ｓ Ａ Ｔ 地 球 局 の 送 信 の 制 御 を 行 う 他

の 一 の 地 球 局 （ 以 下 「 Ｖ Ｓ Ａ Ｔ 制 御 地 球 局 」 と い う 。 ） の 無 線 設 備 の 設 置 場 所 と す る 。 ） 

３ 遭 難 自 動 通 報 局 （ 携 帯 用 位 置 指 示 無 線 標 識 の み を 設 置 す る も の に 限 る 。 ） 、 船 上 通 信 局 、 陸 上 移

動 局 、 携 帯 局 、 無 線 標 定 移 動 局 、 携 帯 移 動 地 球 局 、 陸 上 を 移 動 す る 地 球 局 で あ つ て 停 止 中 に の み 運

用 を 行 う も の 又 は 移 動 す る 実 験 試 験 局 （ 宇 宙 物 体 に 開 設 す る も の を 除 く 。 ） 、 ア マ チ ュ ア 局 （ 人 工

衛 星 に 開 設 す る も の を 除 く 。 ） 、 簡 易 無 線 局 若 し く は 気 象 援 助 局 に あ つ て は 、 第 一 項 の 規 定 に か か

わ ら ず 、 そ の 無 線 設 備 の 常 置 場 所 （ Ｖ Ｓ Ａ Ｔ 地 球 局 に あ つ て は 、 当 該 Ｖ Ｓ Ａ Ｔ 地 球 局 の 送 信 の 制 御

を 行 う 他 の 一 の 地 球 局 （ 以 下 「 Ｖ Ｓ Ａ Ｔ 制 御 地 球 局 」 と い う 。 ） の 無 線 設 備 の 設 置 場 所 と す る 。 ）

に 同 項 の 免 許 状 を 備 え 付 け な け れ ば な ら な い 。 
［ 新 設 ］ 

４ 個 人 が 開 設 す る 移 動 す る ア マ チ ュ ア 局 に あ つ て は 、 前 項 の 規 定 に よ る 免 許 記 録 の 備 付 け は 、 次 に

掲 げ る い ず れ か の 方 法 を も つ て 、 免 許 記 録 の 備 付 け と す る こ と が で き る 。 た だ し 、 免 許 記 録 の 写 し

に つ い て は 、 総 務 大 臣 の 定 め る 方 法 等 に よ り 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 作 成 す る も の に 限 る 。 

４ 第 一 項 の 規 定 に よ る 無 線 局 （ 船 舶 局 、 無 線 航 行 移 動 局 及 び 船 舶 地 球 局 を 除 く 。 ） の 免 許 状 の 備 付

け は 、 当 該 免 許 状 を ス キ ャ ナ に よ り 読 み 取 る 方 法 そ の 他 こ れ に 類 す る 方 法 に よ り 作 成 し た 電 磁 的 記

録 を そ の 写 し と し 、 当 該 写 し を 無 線 局 （ 前 項 に 規 定 す る 場 合 に あ つ て は 、 そ の 無 線 設 備 の 常 置 場 所



八 頁  
 

 

一 免 許 記 録 を 、 免 許 人 が 携 帯 す る 電 子 計 算 機 そ の 他 の 機 器 （ 当 該 免 許 記 録 の 一 覧 性 を 確 保 し て 表

示 で き る 大 き さ の も の で あ つ て 、 当 該 免 許 記 録 を 当 該 免 許 記 録 に 係 る 免 許 事 項 証 明 書 の 様 式 と 同

等 程 度 に 大 き く 、 か つ 、 見 や す く 表 示 で き る も の に 限 る 。 ） に 必 要 に 応 じ 直 ち に 表 示 す る 方 法 

二 電 磁 的 記 録 に よ る 免 許 記 録 の 写 し を 、 免 許 人 が 携 帯 す る 電 子 計 算 機 そ の 他 の 機 器 （ 当 該 免 許 記

録 の 一 覧 性 を 確 保 し て 表 示 で き る 大 き さ の も の で あ つ て 、 当 該 免 許 記 録 を 当 該 免 許 記 録 に 係 る 免

許 事 項 証 明 書 の 様 式 と 同 等 程 度 に 大 き く 、 か つ 、 見 や す く 表 示 で き る も の に 限 る 。 ） に 必 要 に 応

じ 直 ち に 表 示 さ せ る 方 法 

三 書 面 等 に よ る 免 許 記 録 の 写 し （ 当 該 免 許 記 録 に 係 る 免 許 事 項 証 明 書 の 様 式 と 同 等 程 度 の 大 き さ

で あ つ て 、 か つ 、 見 や す い も の に 限 る 。 ） を 、 免 許 人 が 携 帯 す る 方 法 

四 免 許 事 項 証 明 書 を 、 免 許 人 が 携 帯 す る 方 法 

） に 備 え 付 け た 電 子 計 算 機 そ の 他 の 機 器 に 必 要 に 応 じ 直 ち に 表 示 さ せ る こ と を も つ て こ れ に 代 え る

こ と が で き る 。 

［ ５ 略 ］ 

［ ６ 略 ］ 

［ ５ 同 上 ］ 

［ ６ 同 上 ］ 

７ 電 子 申 請 等 に よ り 、 第 一 項 及 び 第 五 項 の 規 定 に よ り 無 線 局 に 備 え 付 け て お か な け れ ば な ら な い 書

類 の う ち 次 の 各 号 に 掲 げ る も の に 係 る 電 磁 的 記 録 を 提 出 し た 無 線 局 に つ い て は 、 当 該 書 類 に 係 る 電

磁 的 記 録 （ 総 務 省 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル に 記 録 さ れ た 当 該 書 類 に 係 る 電 磁

的 記 録 に 限 る 。 以 下 こ の 項 及 び 第 九 項 に お い て 同 じ 。 ） を 必 要 に 応 じ 直 ち に 、 か つ 、 見 や す く 表 示

す る こ と が で き る 方 法 （ 当 該 書 類 に 係 る 電 磁 的 記 録 を 直 ち に 、 か つ 、 見 や す く 表 示 す る こ と が 困 難

又 は 不 合 理 で あ る 無 線 局 に あ つ て は 、 当 該 書 類 に 係 る 電 磁 的 記 録 の 内 容 を 確 認 す る こ と が で き る 方

法 と し て 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 方 法 。 第 九 項 に お い て 同 じ 。 ） を も つ て 、 当 該 書 類 （ 第 一 号 か ら

第 四 号 ま で に 掲 げ る も の に あ つ て は 、 当 該 書 類 の 写 し ） の 備 付 け と す る こ と が で き る 。 

 

 

 

一 無 線 局 の 免 許 の 申 請 書 の 添 付 書 類 

二 免 許 規 則 第 十 二 条 （ 同 規 則 第 二 十 五 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 変 更 の 申 請 書

の 添 付 書 類 及 び 届 出 書 の 添 付 書 類 

三 第 四 十 三 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 届 出 書 に 添 付 し た 書 類 

四 無 線 従 事 者 選 解 任 届 

五 無 線 局 の 現 状 を 示 す 書 類 

７ 電 子 申 請 等 （ 情 報 通 信 技 術 を 活 用 し た 行 政 の 推 進 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 百 五 十 一 号

。 以 下 「 情 報 通 信 技 術 活 用 法 」 と い う 。 ） 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 同 項 に 規 定 す る 電 子 情 報 処 理

組 織 を 使 用 す る 方 法 に よ り 行 う 同 法 第 三 条 第 八 号 に 規 定 す る 申 請 等 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に よ り 、

第 一 項 及 び 第 五 項 の 規 定 に よ り 無 線 局 に 備 え 付 け て お か な け れ ば な ら な い 書 類 の う ち 次 の 各 号 に 掲

げ る も の に 係 る 電 磁 的 記 録 を 提 出 し た 無 線 局 に つ い て は 、 当 該 書 類 に 係 る 電 磁 的 記 録 （ 総 務 省 の 使

用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル に 記 録 さ れ た 当 該 書 類 に 係 る 電 磁 的 記 録 を い う 。 以 下 こ

の 項 及 び 第 九 項 に お い て 同 じ 。 ） を 必 要 に 応 じ 直 ち に 表 示 す る こ と が で き る 方 法 （ 当 該 書 類 に 係 る

電 磁 的 記 録 を 直 ち に 表 示 す る こ と が 困 難 又 は 不 合 理 で あ る 無 線 局 に あ つ て は 、 当 該 書 類 に 係 る 電 磁

的 記 録 の 内 容 を 確 認 す る こ と が で き る 方 法 と し て 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 方 法 。 第 九 項 に お い て 同

じ 。 ） を も つ て 、 当 該 書 類 （ 第 一 号 か ら 第 四 号 ま で に 掲 げ る も の に あ つ て は 、 当 該 書 類 の 写 し ） の

備 付 け と す る こ と が で き る 。 

一 無 線 局 の 免 許 の 申 請 書 の 添 付 書 類 

二 免 許 規 則 第 十 二 条 （ 同 規 則 第 二 十 五 条 第 一 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 変 更 の 申 請 書

の 添 付 書 類 及 び 届 出 書 の 添 付 書 類 

三 第 四 十 三 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 届 出 書 に 添 付 し た 書 類 

四 無 線 従 事 者 選 解 任 届 

五 無 線 局 の 現 状 を 示 す 書 類 

８ 前 各 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 包 括 免 許 に 係 る 特 定 無 線 局 に 備 え 付 け て お か な け れ ば な ら な い 書 類

は 免 許 記 録 （ 第 十 五 条 の 二 第 二 項 第 一 号 、 第 三 号 及 び 第 四 号 に 掲 げ る 無 線 局 に あ つ て は 、 免 許 記 録

及 び 法 第 二 十 七 条 の 六 第 三 項 の 規 定 に よ る 届 出 書 の 写 し ） と し 、 当 該 包 括 免 許 に 係 る 手 続 を 行 う 包

括 免 許 人 の 事 務 所 に 備 え 付 け な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 一 項 の 表 の 注 一 の 規 定 は 、

当 該 免 許 記 録 の 備 付 け に つ い て 準 用 す る 。 

９ 電 子 申 請 等 に よ り 、 前 項 の 規 定 に よ り 包 括 免 許 に 係 る 特 定 無 線 局 に 備 え 付 け て お か な け れ ば な ら

な い 法 第 二 十 七 条 の 六 第 三 項 の 規 定 に よ る 届 出 書 に 係 る 電 磁 的 記 録 を 提 出 し た 無 線 局 に つ い て は 、

当 該 届 出 書 に 係 る 電 磁 的 記 録 を 必 要 に 応 じ 直 ち に 、 か つ 、 見 や す く 表 示 す る こ と が で き る 方 法 を も

つ て 、 当 該 届 出 書 の 写 し の 備 付 け と す る こ と が で き る 。 

８ 前 各 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 包 括 免 許 に 係 る 特 定 無 線 局 に 備 え 付 け て お か な け れ ば な ら な い 書 類

は 免 許 状 （ 第 十 五 条 の 二 第 二 項 第 一 号 、 第 三 号 及 び 第 四 号 に 掲 げ る 無 線 局 に あ つ て は 、 免 許 状 及 び

法 第 二 十 七 条 の 六 第 三 項 の 規 定 に よ る 届 出 書 の 写 し ） と し 、 当 該 包 括 免 許 に 係 る 手 続 を 行 う 包 括 免

許 人 の 事 務 所 に 備 え 付 け な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 四 項 の 規 定 は 、 当 該 免 許 状 に つ

い て 準 用 す る 。 

９ 電 子 申 請 等 に よ り 、 前 項 の 規 定 に よ り 包 括 免 許 に 係 る 特 定 無 線 局 に 備 え 付 け て お か な け れ ば な ら

な い 法 第 二 十 七 条 の 六 第 三 項 の 規 定 に よ る 届 出 書 に 係 る 電 磁 的 記 録 を 提 出 し た 無 線 局 に つ い て は 、

当 該 届 出 書 に 係 る 電 磁 的 記 録 を 必 要 に 応 じ 直 ち に 表 示 す る こ と が で き る 方 法 を も つ て 、 当 該 届 出 書

の 写 し の 備 付 け と す る こ と が で き る 。 



九 頁  
 

 

1
0  登 録 局 に 備 え 付 け て お か な け れ ば な ら な い 書 類 は 、 前 各 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 登 録 記 録 と す る

。 こ の 場 合 に お い て 、 第 一 項 の 表 の 注 一 の 規 定 は 、 当 該 登 録 記 録 の 備 付 け に つ い て 準 用 す る 。 

1
0  登 録 局 に 備 え 付 け て お か な け れ ば な ら な い 書 類 は 、 前 各 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 登 録 状 と す る 。

こ の 場 合 に お い て 、 第 四 項 の 規 定 は 、 当 該 登 録 状 に つ い て 準 用 す る 。 

1
1  無 線 従 事 者 は 、 そ の 業 務 に 従 事 し て い る と き は 、 無 線 従 事 者 の 免 許 証 （ 法 第 三 十 九 条 又 は 法 第 五

十 条 の 規 定 に よ り 船 舶 局 無 線 従 事 者 証 明 を 要 す る こ と と さ れ た 者 に つ い て は 、 無 線 従 事 者 の 免 許 証

及 び 船 舶 局 無 線 従 事 者 証 明 書 ） を 携 帯 し て い な け れ ば な ら な い 。 

1
1  無 線 従 事 者 は 、 そ の 業 務 に 従 事 し て い る と き は 、 免 許 証 （ 法 第 三 十 九 条 又 は 法 第 五 十 条 の 規 定 に

よ り 船 舶 局 無 線 従 事 者 証 明 を 要 す る こ と と さ れ た 者 に つ い て は 、 免 許 証 及 び 船 舶 局 無 線 従 事 者 証 明

書 ） を 携 帯 し て い な け れ ば な ら な い 。 

（ 時 計 、 業 務 書 類 等 の 省 略 ） 

第 三 十 八 条 の 二 法 第 六 十 条 た だ し 書 の 規 定 に よ り 、 時 計 、 無 線 業 務 日 誌 及 び 前 条 に 規 定 す る 書 類 の

全 部 又 は 一 部 に つ い て 、 そ の 備 付 け を 省 略 で き る 無 線 局 は 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 。 

２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 登 録 局 に あ つ て は 、 時 計 及 び 無 線 業 務 日 誌 の 備 付 け を 省 略 す る こ と が

で き る 。 

（ 時 計 、 業 務 書 類 等 の 省 略 ） 

第 三 十 八 条 の 二 法 第 六 十 条 た だ し 書 の 規 定 に よ り 、 時 計 、 無 線 業 務 日 誌 及 び 前 条 に 規 定 す る 書 類 の

全 部 又 は 一 部 に つ い て 、 そ の 備 付 け を 省 略 で き る 無 線 局 は 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 。 

２ 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 登 録 局 に あ つ て は 、 時 計 及 び 無 線 業 務 日 誌 の 備 付 け を 省 略 す る こ と が

で き る 。 

第 三 十 八 条 の 三 法 第 六 十 条 の 規 定 に よ り 無 線 局 に 備 え 付 け な け れ ば な ら な い 無 線 業 務 日 誌 又 は 第 三

十 八 条 に 規 定 す る 書 類 で あ つ て 、 当 該 無 線 局 に 備 え 付 け て お く こ と が 困 難 で あ る か 又 は 不 合 理 で あ

る も の に つ い て は 、 次 に 掲 げ る 場 所 そ の 他 総 務 大 臣 が 別 に 指 定 す る 場 所 に 備 え 付 け て お く こ と が で

き る 。 

 

一 登 録 局 に 係 る も の に あ つ て は 、 登 録 人 の 住 所 

二 宇 宙 局 に 係 る も の に あ つ て は 、 無 線 従 事 者 の 常 駐 す る 場 所 の う ち 主 た る も の 

三 無 人 方 式 の 無 線 設 備 の 無 線 局 （ 移 動 す る も の を 除 く 。 ） に 係 る も の に あ つ て は 、 無 線 従 事 者 の

常 駐 す る 場 所 又 は 当 該 無 線 局 を 管 理 す る 場 所 

［ ２ ～ ５ 略 ］ 

第 三 十 八 条 の 三 法 第 六 十 条 の 規 定 に よ り 無 線 局 に 備 え 付 け な け れ ば な ら な い 無 線 業 務 日 誌 又 は 第 三

十 八 条 に 規 定 す る 書 類 で あ つ て 、 当 該 無 線 局 に 備 え 付 け て お く こ と が 困 難 で あ る か 又 は 不 合 理 で あ

る も の に つ い て は 、 総 務 大 臣 が 別 に 指 定 す る 場 所 （ 登 録 局 に あ つ て は 、 登 録 人 の 住 所 ） に 備 え 付 け

て お く こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 条 第 四 項 の 規 定 は 、 こ の 項 の 規 定 に よ り 総 務 大 臣 が 別

に 指 定 す る 場 所 に 備 え 付 け る 免 許 状 又 は 登 録 状 に つ い て 準 用 す る 。 

 ［ 新 設 ］ 

 

 

 

［ ２ ～ ５ 同 上 ］ 

（ 非 常 時 運 用 人 に 対 す る 説 明 ） 

第 四 十 一 条 の 二 法 第 七 十 条 の 七 第 一 項 の 規 定 に よ り 無 線 局 を 自 己 以 外 の 者 に 運 用 さ せ る 免 許 人 等 は

、 あ ら か じ め 、 非 常 時 運 用 人 に 対 し 、 当 該 無 線 局 の 免 許 記 録 又 は 登 録 記 録 に 記 録 さ れ て い る 事 項 、

他 の 無 線 局 の 免 許 人 等 と の 間 で 混 信 そ の 他 の 妨 害 を 防 止 す る た め に 必 要 な 措 置 に 関 す る 契 約 の 内 容

（ 当 該 契 約 を 締 結 し て い る 場 合 に 限 る 。 ） 、 当 該 無 線 局 の 適 正 な 運 用 の 方 法 並 び に 非 常 時 運 用 人 が

遵 守 す べ き 法 及 び 法 に 基 づ く 命 令 並 び に こ れ ら に 基 づ く 処 分 の 内 容 を 説 明 し な け れ ば な ら な い 。 

（ 非 常 時 運 用 人 に 対 す る 説 明 ） 

第 四 十 一 条 の 二 法 第 七 十 条 の 七 第 一 項 の 規 定 に よ り 無 線 局 を 自 己 以 外 の 者 に 運 用 さ せ る 免 許 人 等 は

、 あ ら か じ め 、 非 常 時 運 用 人 に 対 し 、 当 該 無 線 局 の 免 許 状 又 は 法 第 二 十 七 条 の 二 十 五 第 一 項 の 登 録

状 に 記 載 さ れ た 事 項 、 他 の 無 線 局 の 免 許 人 等 と の 間 で 混 信 そ の 他 の 妨 害 を 防 止 す る た め に 必 要 な 措

置 に 関 す る 契 約 の 内 容 （ 当 該 契 約 を 締 結 し て い る 場 合 に 限 る 。 ） 、 当 該 無 線 局 の 適 正 な 運 用 の 方 法

並 び に 非 常 時 運 用 人 が 遵 守 す べ き 法 及 び 法 に 基 づ く 命 令 並 び に こ れ ら に 基 づ く 処 分 の 内 容 を 説 明 し

な け れ ば な ら な い 。 

（ 免 許 人 以 外 の 者 に 特 定 の 無 線 局 の 簡 易 な 操 作 に よ る 運 用 を 行 わ せ る 場 合 に お け る 準 用 等 ） 

第 四 十 一 条 の 二 の 四 第 四 十 一 条 の 二 の 規 定 は 、 法 第 七 十 条 の 八 第 一 項 の 規 定 に よ り 自 己 以 外 の 者 に

無 線 局 の 運 用 を 行 わ せ る 免 許 人 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 四 十 一 条 の 二 中 「 非 常 時

運 用 人 」 と あ る の は 「 当 該 自 己 以 外 の 者 」 と 、 「 免 許 記 録 又 は 登 録 記 録 」 と あ る の は 「 免 許 記 録 」

と 読 み 替 え る も の と す る 。 

［ ２ ・ ３ 略 ］ 

（ 免 許 人 以 外 の 者 に 特 定 の 無 線 局 の 簡 易 な 操 作 に よ る 運 用 を 行 わ せ る 場 合 に お け る 準 用 等 ） 

第 四 十 一 条 の 二 の 四 第 四 十 一 条 の 二 の 規 定 は 、 法 第 七 十 条 の 八 第 一 項 の 規 定 に よ り 自 己 以 外 の 者 に

無 線 局 の 運 用 を 行 わ せ る 免 許 人 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 四 十 一 条 の 二 中 「 非 常 時

運 用 人 」 と あ る の は 「 当 該 自 己 以 外 の 者 」 と 、 「 免 許 状 又 は 法 第 二 十 七 条 の 二 十 五 第 一 項 の 登 録 状

」 と あ る の は 「 免 許 状 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

［ ２ ・ ３ 同 上 ］ 

（ 登 録 局 を 自 己 以 外 の 者 に 運 用 さ せ る 場 合 に お け る 準 用 ） 

第 四 十 一 条 の 二 の 五 第 四 十 一 条 の 二 の 規 定 は 、 法 第 七 十 条 の 九 第 一 項 の 規 定 に よ り 登 録 局 を 自 己 以

外 の 者 に 運 用 さ せ る 登 録 人 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 四 十 一 条 の 二 中 「 非 常 時 運 用

人 」 と あ る の は 「 当 該 自 己 以 外 の 者 」 と 、 「 無 線 局 の 免 許 記 録 又 は 」 と あ る の は 「 登 録 局 の 」 と 、

「 無 線 局 の 適 正 」 と あ る の は 「 登 録 局 の 適 正 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

（ 登 録 局 を 自 己 以 外 の 者 に 運 用 さ せ る 場 合 に お け る 準 用 ） 

第 四 十 一 条 の 二 の 五 第 四 十 一 条 の 二 の 規 定 は 、 法 第 七 十 条 の 九 第 一 項 の 規 定 に よ り 登 録 局 を 自 己 以

外 の 者 に 運 用 さ せ る 登 録 人 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第 四 十 一 条 の 二 中 「 非 常 時 運 用

人 」 と あ る の は 「 当 該 自 己 以 外 の 者 」 と 、 「 無 線 局 の 免 許 状 又 は 」 と あ る の は 「 登 録 局 の 」 と 、 「

無 線 局 の 適 正 」 と あ る の は 「 登 録 局 の 適 正 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 
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［ ２ 略 ］ ［ ２ 同 上 ］ 

（ 記 載 事 項 等 の 変 更 ） 

第 四 十 三 条 船 舶 局 、 航 空 機 局 、 船 舶 地 球 局 （ 電 気 通 信 業 務 を 行 う こ と を 目 的 と す る も の を 除 く 。 ）

又 は 航 空 機 地 球 局 （ 電 気 通 信 業 務 を 行 う こ と を 目 的 と す る も の を 除 く 。 ） の 免 許 人 は 、 法 第 六 条 第

三 項 、 第 四 項 、 第 五 項 又 は 第 六 項 に 規 定 す る 事 項 に 変 更 が あ つ た と き は 、 速 や か に そ の 旨 を 文 書 に

よ つ て 、 総 合 通 信 局 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。 

［ ２ ～ ７ 略 ］ 

８ 第 一 項 、 第 二 項 又 は 第 三 項 の 規 定 に よ る 届 出 （ 免 許 記 録 に 記 録 し た 事 項 の 変 更 に 係 る も の に 限 る

。 ） を し よ う と す る 場 合 は 、 併 せ て 、 電 波 法 第 二 十 一 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 、 無 線 局 の 免 許 記 録 の

変 更 の 届 出 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。 

９ ［ 略 ］ 

（ 記 載 事 項 等 の 変 更 ） 

第 四 十 三 条 ［ 同 上 ］ 

 

 

 

［ ２ ～ ７ 同 上 ］ 

［ 新 設 ］ 

 

 

８ ［ 同 上 ］ 

（ 電 磁 的 方 法 に よ り 記 録 す る こ と が で き る 書 類 ） 

第 四 十 三 条 の 五 免 許 人 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類 に つ い て は 、 電 磁 的 方 法 に よ り 記 録 す る こ と が で

き る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 当 該 記 録 を 電 子 計 算 機 そ の 他 の 機 器 に 必 要 に 応 じ 直 ち に 、 か つ 、 見 や

す く 表 示 す る こ と が で き な け れ ば な ら な い 。 

［ 一 ・ 二 略 ］ 

［ ２ 略 ］ 

（ 電 磁 的 方 法 に よ り 記 録 す る こ と が で き る 書 類 ） 

第 四 十 三 条 の 五 免 許 人 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類 に つ い て は 、 電 磁 的 方 法 に よ り 記 録 す る こ と が で

き る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 当 該 記 録 を 必 要 に 応 じ 電 子 計 算 機 そ の 他 の 機 器 を 用 い て 直 ち に 作 成 、

表 示 及 び 書 面 へ の 印 刷 が で き な け れ ば な ら な い 。 

［ 一 ・ 二 同 上 ］ 

［ ２ 同 上 ］ 

（ 備 付 け を 要 す る 書 類 等 ） 

第 四 十 五 条 の 三 法 第 百 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 許 可 を 受 け た 者 は 、 次 に 掲 げ る 書 類 （ 許 可 記 録 （ 法 第

百 条 第 五 項 に お い て 準 用 す る 法 第 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 作 成 さ れ た 電 磁 的 記 録 を い う 。 以 下 同

じ 。 ） を 含 む 。 ） を 当 該 設 備 の 設 置 場 所 （ 移 動 す る 設 備 の 場 合 に あ つ て は 、 そ の 常 置 場 所 又 は そ の

設 備 の あ る 場 所 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） に 備 え 付 け て お か な け れ ば な ら な い 。 

一 高 周 波 利 用 設 備 の 許 可 記 録 

二 高 周 波 利 用 設 備 の 許 可 の 申 請 書 の 添 付 書 類 並 び に 免 許 規 則 第 二 十 九 条 第 一 項 の 変 更 の 申 請 書 の

添 付 書 類 及 び 届 出 書 の 添 付 書 類 の 写 し （ 免 許 規 則 第 二 十 六 条 第 四 項 （ 免 許 規 則 第 二 十 九 条 第 二 項

に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 総 合 通 信 局 長 が 提 出 書 類 の 写 し で あ る こ と を 証 明

し た も の と す る 。 ） 

（ 備 付 け を 要 す る 書 類 ） 

第 四 十 五 条 の 三 法 第 百 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 許 可 を 受 け た 者 は 、 次 に 掲 げ る 書 類 を 当 該 設 備 の 設 置

場 所 （ 移 動 す る 設 備 の 場 合 に あ つ て は そ の 常 置 場 所 ） に 備 え 付 け て お か な け れ ば な ら な い 。 

 

 

一 高 周 波 利 用 設 備 の 許 可 状 

二 高 周 波 利 用 設 備 の 許 可 の 申 請 書 の 添 付 書 類 並 び に 免 許 規 則 第 二 十 九 条 第 一 項 の 変 更 の 申 請 書 の

添 付 書 類 及 び 届 出 書 の 添 付 書 類 の 写 し （ 免 許 規 則 第 二 十 六 条 第 四 項 （ 免 許 規 則 第 二 十 九 条 第 二 項

に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 総 合 通 信 局 長 が 提 出 書 類 の 写 し で あ る こ と を 証 明

し た も の と す る 。 ） 

２ 前 項 の 規 定 に よ る 高 周 波 利 用 設 備 の 許 可 記 録 の 備 付 け は 、 次 に 掲 げ る い ず れ か の 方 法 に よ り 、 免

許 記 録 に 記 録 さ れ て い る 事 項 を 閲 覧 す る こ と が で き る 状 態 に 置 く こ と に よ り 行 う 。 た だ し 、 許 可 記

録 の 写 し に つ い て は 、 総 務 大 臣 の 定 め る 方 法 等 に よ り 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 作 成 す る も の に

限 る 。 

一 許 可 記 録 を 、 高 周 波 利 用 設 備 の 設 置 場 所 に 備 え 付 け た 電 子 計 算 機 そ の 他 の 機 器 （ 当 該 許 可 記 録

の 一 覧 性 を 確 保 し て 表 示 で き る 大 き さ の も の で あ つ て 、 当 該 許 可 記 録 を 当 該 許 可 記 録 に 係 る 許 可

事 項 証 明 書 の 様 式 と 同 等 程 度 に 大 き く 、 か つ 、 見 や す く 表 示 で き る も の に 限 る 。 ） に 必 要 に 応 じ

直 ち に 表 示 す る 方 法 

二 電 磁 的 記 録 に よ る 許 可 記 録 の 写 し を 、 高 周 波 利 用 設 備 の 設 置 場 所 に 備 え 付 け た 電 子 計 算 機 そ の

他 の 機 器 （ 当 該 許 可 記 録 の 一 覧 性 を 確 保 し て 表 示 で き る 大 き さ の も の で あ つ て 、 当 該 許 可 記 録 を

２ 前 項 の 規 定 に よ る 高 周 波 利 用 設 備 の 許 可 状 の 備 付 け は 、 当 該 許 可 状 を ス キ ャ ナ に よ り 読 み 取 る 方

法 そ の 他 こ れ に 類 す る 方 法 に よ り 作 成 し た 電 磁 的 記 録 を そ の 写 し と し 、 当 該 写 し を 設 備 の 設 置 場 所

に 備 え 付 け た 電 子 計 算 機 そ の 他 の 機 器 に 必 要 に 応 じ 直 ち に 表 示 さ せ る こ と を も つ て こ れ に 代 え る こ

と が で き る 。 

 ［ 新 設 ］ 
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当 該 許 可 記 録 に 係 る 許 可 事 項 証 明 書 の 様 式 と 同 等 程 度 に 大 き く 、 か つ 、 見 や す く 表 示 で き る も の

に 限 る 。 ） に 必 要 に 応 じ 直 ち に 表 示 さ せ る 方 法 

三 書 面 等 に よ る 許 可 記 録 の 写 し （ 当 該 許 可 記 録 に 係 る 許 可 事 項 証 明 書 の 様 式 と 同 等 程 度 の 大 き さ

で あ つ て 、 か つ 、 見 や す い も の に 限 る 。 ） を 、 高 周 波 利 用 設 備 の 設 置 場 所 に 備 え 付 け る 方 法 

四 許 可 事 項 証 明 書 を 、 高 周 波 利 用 設 備 の 設 置 場 所 に 備 え 付 け る 方 法 

［ ３ 略 ］ ［ ３ 同 上 ］ 

４ 第 三 十 八 条 第 七 項 （ 各 号 を 除 く 。 ） の 規 定 は 、 電 子 申 請 等 に よ り 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 添 付 書

類 又 は 前 項 の 書 類 の 電 磁 的 記 録 を 提 出 し た 高 周 波 利 用 設 備 に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 条 第

七 項 中 「 第 一 項 及 び 第 五 項 の 規 定 に よ り 無 線 局 に 備 え 付 け て お か な け れ ば な ら な い 書 類 の う ち 次 の

各 号 に 掲 げ る も の 」 と あ る の は 「 第 四 十 五 条 の 三 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 添 付 書 類 又 は 同 条 第 三 項

の 書 類 」 と 、 「 し た 無 線 局 」 と あ る の は 「 し た 高 周 波 利 用 設 備 」 と 、 「 で あ る 無 線 局 」 と あ る の は

「 で あ る 高 周 波 利 用 設 備 」 と 、 「 第 一 号 か ら 第 四 号 ま で 」 と あ る の は 「 第 四 十 五 条 の 三 第 一 項 第 二

号 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

４ 第 三 十 八 条 第 七 項 （ 各 号 を 除 く 。 ） の 規 定 は 、 電 子 申 請 等 に よ り 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 添 付 書

類 又 は 前 項 の 書 類 の 電 磁 的 記 録 を 提 出 し た 高 周 波 利 用 設 備 に 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 条 第

七 項 中 「 第 一 項 及 び 第 五 項 の 規 定 に よ り 無 線 局 に 備 え 付 け て お か な け れ ば な ら な い 書 類 の う ち 次 の

各 号 に 掲 げ る も の 」 と あ る の は 「 第 四 十 五 条 の 三 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 添 付 書 類 又 は 同 条 第 三 項

の 書 類 」 と 、 「 し た 無 線 局 」 と あ る の は 「 し た 高 周 波 利 用 設 備 」 と 、 「 で あ る 無 線 局 」 と あ る の は

「 で あ る 高 周 波 利 用 設 備 」 と 、 「 第 一 号 か ら 第 四 号 ま で 」 と あ る の は 「 第 四 十 五 条 の 三 第 一 項 第 二

号 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

（ 型 式 確 認 ） 

第 四 十 六 条 の 七 製 造 業 者 等 は 、 そ の 製 造 し 、 又 は 輸 入 す る 電 子 レ ン ジ 又 は 電 磁 誘 導 加 熱 式 調 理 器 の

型 式 に つ い て 、 次 の 各 号 の 区 別 に 従 い 、 当 該 各 号 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 し て い る こ と の 確 認 （ 以 下 「

型 式 確 認 」 と い う 。 ） を 行 う こ と が で き る 。 

［ 一 ・ 二 略 ］ 

［ ２ ・ ３ 略 ］ 

４ 前 項 の 規 定 に 基 づ き 保 管 す る 資 料 に つ い て は 、 電 磁 的 方 法 に よ り 記 録 す る こ と が で き る 。 こ の 場

合 に お い て は 、 当 該 記 録 を 電 子 計 算 機 そ の 他 の 機 器 に 必 要 に 応 じ 直 ち に 、 か つ 、 見 や す く 表 示 す る

こ と が で き な け れ ば な ら な い 。 

（ 型 式 確 認 ） 

第 四 十 六 条 の 七 ［ 同 上 ］ 

 

 

［ 一 ・ 二 同 上 ］ 

［ ２ ・ ３ 同 上 ］ 

４ 前 項 の 規 定 に 基 づ き 保 管 す る 資 料 に つ い て は 、 電 磁 的 方 法 に よ り 記 録 す る こ と が で き る 。 こ の 場

合 に お い て は 、 当 該 記 録 を 必 要 に 応 じ 電 子 計 算 機 そ の 他 の 機 器 を 用 い て 直 ち に 表 示 及 び 書 面 へ の 印

刷 が で き な け れ ば な ら な い 。 

（ 指 定 の 申 請 ） 

第 五 十 条 の 四 ［ 略 ］ 

［ ２ ～ ４ 略 ］ 

［ 削 る ］ 

（ 指 定 の 申 請 ） 

第 五 十 条 の 四 ［ 同 上 ］ 

［ ２ ～ ４ 同 上 ］ 

５ 第 一 項 の 規 定 に よ る 申 請 書 及 び 添 附 書 類 に は 、 そ れ ぞ れ そ の 写 し 二 通 を 添 え る も の と す る 。 

（ 権 限 の 委 任 ） 

第 五 十 一 条 の 十 五 法 に 規 定 す る 総 務 大 臣 の 権 限 で 次 に 掲 げ る も の は 、 所 轄 総 合 通 信 局 長 （ 沖 縄 総 合

通 信 事 務 所 長 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） に 委 任 す る 。 た だ し 、 第 二 号 の 二 の 三 、 第 三 号 及 び 第 五 号 の 二

に 掲 げ る 権 限 は 、 総 務 大 臣 が 自 ら 行 う こ と が あ る 。 

一 法 第 四 条 、 第 五 条 （ 第 四 項 を 除 く 。 ） 、 第 六 条 第 一 項 、 第 七 条 か ら 第 十 二 条 ま で 、 第 十 四 条 第

一 項 、 第 十 四 条 の 二 、 第 十 五 条 、 第 十 七 条 か ら 第 十 九 条 ま で 、 第 二 十 条 第 二 項 か ら 第 六 項 ま で 、

第 九 項 及 び 第 十 項 、 第 二 十 一 条 、 第 二 十 二 条 、 第 二 十 四 条 、 第 二 十 七 条 第 一 項 、 第 二 十 七 条 の 三

第 一 項 、 第 二 十 七 条 の 四 、 第 二 十 七 条 の 五 第 一 項 及 び 第 二 項 、 第 二 十 七 条 の 六 、 第 二 十 七 条 の 八

、 第 二 十 七 条 の 九 、 第 二 十 七 条 の 十 第 一 項 、 第 二 十 七 条 の 二 十 一 第 一 項 及 び 第 二 項 、 第 二 十 七 条

の 二 十 二 か ら 第 二 十 七 条 の 二 十 四 ま で 、 第 二 十 七 条 の 二 十 六 （ 第 三 項 を 除 く 。 ） 、 第 二 十 七 条 の

二 十 七 第 二 項 、 第 二 十 七 条 の 二 十 八 、 第 二 十 七 条 の 二 十 九 第 一 項 、 第 二 十 七 条 の 三 十 、 第 二 十 七

条 の 三 十 二 第 二 項 、 第 二 十 七 条 の 三 十 三 （ 第 三 項 を 除 く 。 ） 、 第 二 十 七 条 の 三 十 四 、 第 二 十 七 条

（ 権 限 の 委 任 ） 

第 五 十 一 条 の 十 五 法 に 規 定 す る 総 務 大 臣 の 権 限 で 次 に 掲 げ る も の は 、 所 轄 総 合 通 信 局 長 （ 沖 縄 総 合

通 信 事 務 所 長 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） に 委 任 す る 。 た だ し 、 第 二 号 の 二 の 三 、 第 三 号 、 第 五 号 の 二 及

び 第 六 号 の 二 に 掲 げ る 権 限 は 、 総 務 大 臣 が 自 ら 行 う こ と が あ る 。 

一 法 第 四 条 、 第 五 条 （ 第 四 項 を 除 く 。 ） 、 第 六 条 第 一 項 、 第 七 条 か ら 第 十 二 条 ま で 、 第 十 四 条 第

一 項 、 第 十 五 条 、 第 十 七 条 か ら 第 十 九 条 ま で 、 第 二 十 条 第 二 項 か ら 第 六 項 ま で 、 第 九 項 及 び 第 十

項 、 第 二 十 一 条 、 第 二 十 二 条 、 第 二 十 四 条 、 第 二 十 七 条 第 一 項 、 第 二 十 七 条 の 三 第 一 項 、 第 二 十

七 条 の 四 、 第 二 十 七 条 の 五 第 一 項 及 び 第 二 項 、 第 二 十 七 条 の 六 、 第 二 十 七 条 の 八 、 第 二 十 七 条 の

九 、 第 二 十 七 条 の 十 第 一 項 、 第 二 十 七 条 の 二 十 一 第 一 項 及 び 第 二 項 、 第 二 十 七 条 の 二 十 二 か ら 第

二 十 七 条 の 二 十 五 ま で 、 第 二 十 七 条 の 二 十 六 （ 第 三 項 を 除 く 。 ） 、 第 二 十 七 条 の 二 十 七 第 二 項 、

第 二 十 七 条 の 二 十 八 、 第 二 十 七 条 の 二 十 九 第 一 項 、 第 二 十 七 条 の 三 十 、 第 二 十 七 条 の 三 十 一 、 第

二 十 七 条 の 三 十 二 第 二 項 、 第 二 十 七 条 の 三 十 三 （ 第 三 項 を 除 く 。 ） 、 第 二 十 七 条 の 三 十 四 、 第 二



十二 頁  
 

 

の 三 十 五 、 第 三 十 九 条 第 四 項 （ 法 第 五 十 一 条 （ 法 第 七 十 条 の 九 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） 及 び 第 七 十 条 の 九 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 第 七 十 条 の 七 第 二 項 （ 法 第 七

十 条 の 八 第 二 項 及 び 第 七 十 条 の 九 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 第 七 十 五 条 、 第 七 十

六 条 第 一 項 （ 法 第 七 十 条 の 七 第 四 項 、 第 七 十 条 の 八 第 三 項 及 び 第 七 十 条 の 九 第 三 項 に お い て 準 用

す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 第 二 項 、 第 三 項 （ 法 第 七 十 条 の 七 第 四 項 及 び 第 七 十 条 の 九 第 三 項 に お い て

準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 及 び 第 六 項 並 び に 第 八 十 条 の 規 定 に 基 づ く 総 務 大 臣 の 権 限 で あ つ て 、 次

の 無 線 局 （ 法 第 五 条 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ る 者 の 開 設 に 係 る も の を 除 く 。 ） に 関 す る も の 

⑴ 固 定 局 、 地 上 一 般 放 送 局 （ エ リ ア 放 送 を 行 う も の に 限 る 。 ） 、 陸 上 局 、 移 動 局 、 無 線 測 位 局

、 地 球 局 （ Ｖ Ｓ Ａ Ｔ 地 球 局 又 は 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 三 の 八 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件

が 定 め ら れ て い る 地 球 局 に 限 る 。 ） 、 船 舶 地 球 局 、 航 空 機 地 球 局 、 携 帯 移 動 地 球 局 、 非 常 局 、

ア マ チ ュ ア 局 、 簡 易 無 線 局 、 構 内 無 線 局 、 気 象 援 助 局 、 標 準 周 波 数 局 及 び 特 別 業 務 の 局 

⑵ ⑴ に 掲 げ る 無 線 局 （ ア マ チ ュ ア 局 を 除 く 。 ） の 行 う 無 線 通 信 業 務 に 係 る 実 用 化 試 験 局 

十 七 条 の 三 十 五 、 第 三 十 九 条 第 四 項 （ 法 第 五 十 一 条 （ 法 第 七 十 条 の 九 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場

合 を 含 む 。 ） 及 び 第 七 十 条 の 九 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 第 七 十 条 の 七 第 二 項 （

法 第 七 十 条 の 八 第 二 項 及 び 第 七 十 条 の 九 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 第 七 十 五 条 、

第 七 十 六 条 第 一 項 （ 法 第 七 十 条 の 七 第 四 項 、 第 七 十 条 の 八 第 三 項 及 び 第 七 十 条 の 九 第 三 項 に お い

て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 、 第 二 項 、 第 三 項 （ 法 第 七 十 条 の 七 第 四 項 及 び 第 七 十 条 の 九 第 三 項 に

お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 及 び 第 六 項 並 び に 第 八 十 条 の 規 定 に 基 づ く 総 務 大 臣 の 権 限 で あ つ

て 、 次 の 無 線 局 （ 法 第 五 条 第 一 項 第 二 号 に 掲 げ る 者 の 開 設 に 係 る も の を 除 く 。 ） に 関 す る も の 

⑴ 固 定 局 、 地 上 一 般 放 送 局 （ エ リ ア 放 送 を 行 う も の に 限 る 。 ） 、 陸 上 局 、 移 動 局 、 無 線 測 位 局

、 地 球 局 （ Ｖ Ｓ Ａ Ｔ 地 球 局 又 は 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 三 の 八 に お い て そ の 無 線 設 備 の 条 件

が 定 め ら れ て い る 地 球 局 に 限 る 。 ） 、 船 舶 地 球 局 、 航 空 機 地 球 局 、 携 帯 移 動 地 球 局 、 非 常 局 、

ア マ チ ュ ア 局 、 簡 易 無 線 局 、 構 内 無 線 局 、 気 象 援 助 局 、 標 準 周 波 数 局 及 び 特 別 業 務 の 局 

⑵ ⑴ に 掲 げ る 無 線 局 （ ア マ チ ュ ア 局 を 除 く 。 ） の 行 う 無 線 通 信 業 務 に 係 る 実 用 化 試 験 局 

［ 一 の 二 ・ 二 略 ］ ［ 一 の 二 ・ 二 同 上 ］ 

二 の 二 法 第 二 十 四 条 の 二 第 一 項 、 第 二 項 及 び 第 四 項 、 第 二 十 四 条 の 三 第 一 項 、 第 二 十 四 条 の 四 第

一 項 、 第 二 十 四 条 の 五 、 第 二 十 四 条 の 六 第 二 項 、 第 二 十 四 条 の 七 、 第 二 十 四 条 の 八 第 一 項 、 第 二

十 四 条 の 九 第 一 項 、 第 二 十 四 条 の 十 並 び に 第 二 十 四 条 の 十 一 の 規 定 に 基 づ く 総 務 大 臣 の 権 限 

 

［ 二 の 二 の 二 ～ 三 略 ］ 

四 法 第 百 条 第 一 項 、 第 二 項 及 び 第 四 項 並 び に 同 条 第 五 項 に お い て 準 用 す る 法 第 十 四 条 第 一 項 、 第

十 四 条 の 二 、 第 十 七 条 、 第 二 十 一 条 、 第 二 十 二 条 、 第 二 十 四 条 、 第 七 十 一 条 の 五 、 第 七 十 二 条 、

第 七 十 三 条 第 五 項 、 第 七 十 六 条 第 一 項 及 び 第 八 十 一 条 の 規 定 に 基 づ く 総 務 大 臣 の 権 限 

［ 五 ～ 八 略 ］ 

二 の 二 法 第 二 十 四 条 の 二 第 一 項 、 第 二 項 及 び 第 四 項 、 第 二 十 四 条 の 二 の 二 第 一 項 、 第 二 十 四 条 の

三 、 第 二 十 四 条 の 四 第 一 項 、 第 二 十 四 条 の 五 第 一 項 、 第 二 十 四 条 の 六 第 二 項 、 第 二 十 四 条 の 七 、

第 二 十 四 条 の 八 第 一 項 、 第 二 十 四 条 の 九 第 一 項 、 第 二 十 四 条 の 十 並 び に 第 二 十 四 条 の 十 一 の 規 定

に 基 づ く 総 務 大 臣 の 権 限 

［ 二 の 二 の 二 ～ 三 同 上 ］ 

四 法 第 百 条 第 一 項 、 第 二 項 及 び 第 四 項 並 び に 同 条 第 五 項 に お い て 準 用 す る 法 第 十 四 条 第 一 項 、 第

十 七 条 、 第 二 十 一 条 、 第 二 十 二 条 、 第 二 十 四 条 、 第 七 十 一 条 の 五 、 第 七 十 二 条 、 第 七 十 三 条 第 五

項 、 第 七 十 六 条 第 一 項 及 び 第 八 十 一 条 の 規 定 に 基 づ く 総 務 大 臣 の 権 限 

［ 五 ～ 八 同 上 ］ 

［ ２ ～ ５ 略 ］ ［ ２ ～ ５ 同 上 ］ 

６ 法 第 二 十 四 条 の 十 二 第 一 項 、 同 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 法 第 二 十 四 条 の 二 第 二 項 及 び 第 四 項 、

第 二 十 四 条 の 四 第 一 項 、 第 二 十 四 条 の 五 、 第 二 十 四 条 の 六 第 二 項 、 第 二 十 四 条 の 七 第 一 項 及 び 第 二

項 、 第 二 十 四 条 の 八 第 一 項 、 第 二 十 四 条 の 九 第 一 項 及 び 第 二 十 四 条 の 十 一 並 び に 第 二 十 四 条 の 十 二

第 三 項 の 規 定 に 基 づ く 総 務 大 臣 の 権 限 は 、 関 東 総 合 通 信 局 長 に 委 任 す る 。 た だ し 、 当 該 権 限 は 、 総

務 大 臣 が 自 ら 行 う こ と が あ る 。 

６ 法 第 二 十 四 条 の 十 三 第 一 項 、 同 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 法 第 二 十 四 条 の 二 第 二 項 及 び 第 四 項 、

第 二 十 四 条 の 三 、 第 二 十 四 条 の 四 第 一 項 、 第 二 十 四 条 の 五 第 一 項 、 第 二 十 四 条 の 六 第 二 項 、 第 二 十

四 条 の 七 第 一 項 及 び 第 二 項 、 第 二 十 四 条 の 八 第 一 項 、 第 二 十 四 条 の 九 第 一 項 及 び 第 二 十 四 条 の 十 一

並 び に 第 二 十 四 条 の 十 三 第 三 項 の 規 定 に 基 づ く 総 務 大 臣 の 権 限 は 、 関 東 総 合 通 信 局 長 に 委 任 す る 。

た だ し 、 当 該 権 限 は 、 総 務 大 臣 が 自 ら 行 う こ と が あ る 。 

［ 削 る ］ 第 五 十 二 条 の 二 削 除 

 

［ 削 る ］ 

 

（ 電 子 申 請 等 の 場 合 の 添 付 書 類 等 の 提 出 ） 
第 五 十 二 条 の 三 法 及 び こ れ に 基 づ く 命 令 の 規 定 に よ る 申 請 又 は 届 出 を 電 子 申 請 等 に よ り 行 う 場 合 に

お い て 、 当 該 申 請 又 は 届 出 に 添 付 す る こ と と さ れ て い る 書 類 等 （ 当 該 書 類 等 に 記 載 す べ き 事 項 に つ

い て 総 務 省 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル に 電 子 申 請 等 を す る 者 の 使 用 に 係 る 電 子

計 算 機 か ら 入 力 し て 記 録 す る こ と と さ れ て い る も の を 除 く 。 ） が あ る と き は 、 当 該 書 類 等 の 提 出 は

、 免 許 状 、 免 許 証 そ の 他 の 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る も の を 除 き 、 当 該 書 類 等 を ス キ ャ ナ （ こ れ に 準

ず る 画 像 読 取 装 置 を 含 む 。 ） に よ り 読 み 取 つ て で き た 電 磁 的 記 録 を 当 該 申 請 又 は 届 出 に 併 せ て 送 信

す る こ と に よ り 行 う こ と が で き る 。 
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２ 前 項 の 規 定 に よ り 電 磁 的 記 録 を 送 信 し た 者 は 、 当 該 電 磁 的 記 録 を 送 信 し た 日 か ら 二 年 間 （ こ の 間

に 当 該 申 請 又 は 届 出 に 係 る 許 認 可 等 の 有 効 期 間 が 満 了 す る 場 合 は 、 当 該 有 効 期 間 が 満 了 す る 日 ま で

の 間 ） 、 前 項 の 規 定 に よ り 読 み 取 つ た 書 類 等 を 保 存 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 当 該 書 類 等 が 、

電 子 申 請 等 を し た 者 が 当 該 申 請 又 は 届 出 の た め に 自 ら 作 成 し た も の で あ る と き は 、 こ の 限 り で な い

。 

３ 総 務 大 臣 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ り 送 信 さ れ た 電 磁 的 記 録 に 疑 義 が あ る と き 又 は 判 読 す る こ と が で

き な い と き は 、 当 該 電 磁 的 記 録 を 送 信 し た 者 に 対 し て 、 期 限 を 定 め て 、 前 項 の 規 定 に よ り 保 存 す る

書 類 等 の 提 出 を 求 め る こ と が で き る 。 

４ エ リ ア 放 送 を 行 う 地 上 一 般 放 送 局 の 免 許 の 申 請 書 及 び 申 請 書 に 添 付 す る 書 類 の 提 出 に 係 る 取 扱 い

に つ い て は 、 前 三 項 の 規 定 に よ る ほ か 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る と こ ろ に よ る 。 

 

［ 削 る ］ 

（ 電 子 情 報 処 理 組 織 の 使 用 の 特 例 ） 

第 五 十 二 条 の 四 電 子 申 請 等 に 係 る 電 子 情 報 処 理 組 織 （ 情 報 通 信 技 術 活 用 法 第 六 条 第 一 項 に 規 定 す る

電 子 情 報 処 理 組 織 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） の 停 止 （ あ ら か じ め 停 止 す る 旨 を 公 表 し て

い る 場 合 を 除 く 。 ） そ の 他 や む を 得 な い 事 由 に よ り 、 法 及 び こ れ に 基 づ く 命 令 の 規 定 に よ る 申 請 又

は 届 出 の 期 間 内 に 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 に よ り 申 請 又 は 届 出 を 行 う こ と が 著 し く 困 難 と

認 め る 場 合 は 、 当 該 各 規 定 に か か わ ら ず 、 総 務 大 臣 の 指 定 す る 方 法 に よ り 、 そ の 申 請 又 は 届 出 を す

る こ と が で き る 。 

２ 総 務 大 臣 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 指 定 し た 方 法 に つ い て 、 イ ン タ ー ネ ッ ト の 利 用 そ の 他 の 方 法 に よ

り 公 表 す る 。 

    第 五 節 電 子 情 報 処 理 組 織 に よ る 手 続 

 （ 電 子 情 報 処 理 組 織 に よ る 手 続 ） 

第 五 十 三 条 法 及 び こ れ に 基 づ く 命 令 の 規 定 に よ る 申 請 等 を 電 子 申 請 等 に よ り 行 う 場 合 は 、 総 務 大 臣

が 定 め る 方 法 等 に 従 い 行 う も の と す る 。 

２ 法 及 び こ れ に 基 づ く 命 令 の 規 定 に よ る 申 請 等 に 対 す る 処 分 通 知 等 を 電 子 交 付 等 に よ り 受 け る こ と

を 希 望 す る 者 は 、 総 務 大 臣 が 定 め る 方 法 等 に 従 い 、 そ の 旨 を 表 示 し て 電 子 申 請 等 に よ り 行 う も の と

す る 。 

３ 法 及 び こ れ に 基 づ く 命 令 の 規 定 に よ る 申 請 等 に 対 す る 電 子 処 分 通 知 等 に 係 る 公 印 は 、 押 印 を 省 略

す る も の と す る 。 

４ 無 線 局 の 免 許 に 係 る 申 請 等 を 電 子 申 請 等 に よ り 行 う 場 合 に あ つ て は 、 申 請 等 か ら 処 分 ま で の 手 続

を 電 子 申 請 等 に よ り 行 う と と も に 、 処 分 通 知 等 を 電 子 交 付 等 に よ り 受 け る こ と を 原 則 と す る 。 
［ 新 設 ］ 

 

（ 電 子 申 請 等 に よ る 場 合 の 添 付 書 類 等 の 提 出 ） 

第 五 十 四 条 法 及 び こ れ に 基 づ く 命 令 の 規 定 に よ る 申 請 等 を 電 子 申 請 等 に よ り 行 う 場 合 に お い て 、 当

該 申 請 等 に 添 付 す る こ と と さ れ て い る 書 類 等 （ 当 該 書 類 等 に 記 載 す べ き 事 項 に つ い て 総 務 省 の 使 用

に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル に 電 子 申 請 等 を す る 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 か ら 入 力 し

て 記 録 す る こ と と さ れ て い る も の を 除 く 。 ） が あ る と き は 、 当 該 書 類 等 の 提 出 は 、 無 線 従 事 者 の 免

許 証 そ の 他 の 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る も の を 除 き 、 当 該 書 類 等 を ス キ ャ ナ （ こ れ に 準 ず る 画 像 読 取
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装 置 を 含 む 。 ） に よ り 読 み 取 つ て で き た 電 磁 的 記 録 を 当 該 申 請 等 に 併 せ て 送 信 す る こ と に よ り 行 う

こ と が で き る 。 

２ 前 項 の 規 定 に よ り 電 磁 的 記 録 を 送 信 し た 者 は 、 当 該 電 磁 的 記 録 を 送 信 し た 日 か ら 二 年 間 （ こ の 間

に 当 該 申 請 等 に 係 る 許 認 可 等 の 有 効 期 間 が 満 了 す る 場 合 は 、 当 該 有 効 期 間 が 満 了 す る 日 ま で の 間 ）

、 前 項 の 規 定 に よ り 読 み 取 つ た 書 類 等 を 保 存 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 当 該 書 類 等 が 、 電 子 申

請 等 を し た 者 が 当 該 申 請 等 の た め に 自 ら 作 成 し た も の で あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。 

３ 総 務 大 臣 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ り 送 信 さ れ た 電 磁 的 記 録 に 疑 義 が あ る と き 又 は 判 読 す る こ と が で

き な い と き は 、 当 該 電 磁 的 記 録 を 送 信 し た 者 に 対 し て 、 期 限 を 定 め て 、 前 項 の 規 定 に よ り 保 存 す る

書 類 等 の 提 出 を 求 め る こ と が で き る 。 

４ エ リ ア 放 送 を 行 う 地 上 一 般 放 送 局 の 免 許 の 申 請 書 及 び 申 請 書 に 添 付 す る 書 類 の 提 出 に 係 る 取 扱 い

に つ い て は 、 前 三 項 の 規 定 に よ る ほ か 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る と こ ろ に よ る 。 

（ 電 子 情 報 処 理 組 織 の 使 用 の 特 例 ） 

第 五 十 五 条 電 子 申 請 等 に 係 る 電 子 情 報 処 理 組 織 の 停 止 （ あ ら か じ め 停 止 す る 旨 を 公 表 し て い る 場 合

を 除 く 。 ） 、 故 障 そ の 他 そ の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 事 由 に よ り 、 法 及 び こ れ に 基 づ く 命 令 の

規 定 に よ る 申 請 等 の 期 間 内 に 当 該 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 に よ り 申 請 等 を 行 う こ と が 著 し

く 困 難 と 認 め ら れ る 場 合 は 、 当 該 各 規 定 に か か わ ら ず 、 総 務 大 臣 の 指 定 す る 方 法 に よ り 、 そ の 申 請

等 を す る こ と が で き る 。 

２ 総 務 大 臣 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 指 定 し た 方 法 に つ い て 、 イ ン タ ー ネ ッ ト の 利 用 そ の 他 の 方 法 に よ

り 公 表 す る 。 

 

［ 削 る ］    第 五 章 経 過 規 定 

 （ 旧 法 に よ る 局 の 免 許 の 有 効 期 間 ） 

第 五 十 三 条 法 附 則 第 九 項 に 規 定 す る 無 線 局 の 免 許 の 有 効 期 間 は 、 左 の 各 号 に 掲 げ る 無 線 局 の 種 別 ご

と に 、 法 施 行 の 日 か ら 起 算 し て そ れ ぞ れ 下 記 に 掲 げ る 期 間 と す る 。 

一 放 送 局              三 年 

二 放 送 中 継 局            三 年 

三 船 舶 局              三 年 

四 海 岸 局              一 年 六 箇 月 

五 基 地 局              二 年 

六 陸 上 移 動 局            二 年 

七 簡 易 無 線 局            二 年 

八 実 験 局 （ 実 用 化 試 験 局 を 含 む 。 ）  一 年 
九 そ の 他 の 局            二 年 六 箇 月 

２ 旧 法 （ こ れ に 基 づ く 命 令 を 含 む 。 ） の 規 定 に 基 い て 免 許 （ 施 設 の 許 可 を い う 。 ） を 与 え ら れ た 無

線 局 で あ つ て 免 許 の 有 効 期 間 が 前 項 の 期 間 に 満 た な い も の は 、 前 項 の 規 定 に 拘 わ ら ず 有 効 期 間 は そ

の 経 過 に よ つ て 満 了 す る も の と す る 。 

  

別表第二号の二 免許記録記録事項等の一部を公表する無線局（第 11 条第５項関係） 別表第二号の二 免許状記載事項等の一部を公表する無線局（第 11 条第５項関係） 



十五 頁  
 

 

［略］ ［同左］ 

別表第五号の五 記載事項等の変更届出書の様式（第 43 条第５項関係）（総務大臣又は総合通信局

長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。） 

別表第五号の五 記載事項等の変更届出書の様式（第 43 条第５項関係）（総務大臣又は総合通信局

長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。） 

記載事項等変更届出書 

年  月  日  

 総務大臣 殿（注１）  

収入印紙貼付欄 

（注２） 

 

 □電波法施行規則第 43 条第１項、第２項又は第３項の規定により、記載事項を変更したので、別

紙の書類を添えて下記のとおり届け出ます。併せて、電波法第 21 条第 2 項の規定により、無線

局の免許記録に変更があつたので、届け出ます（電波法施行規則第 43 条第１項及び第２項にあ

つては、免許記録に記録した事項の変更に係るものに限る。）。 

 □電波法施行規則第 43 条第４項の規定により、定款又は理事に関し変更するので、別紙の書類を

添えて下記のとおり届け出ます。 

 （注３） 

また、上記の届出（免許記録に記録した事項の変更に係るものに限る。）に併せて、電波法第 14

条の２の規定により、免許記録に記載されている事項を証明した書面の交付を請求します。（注

４） 

記 

 １ 届出者（注５） 

住 所 都道府県―市区町村コード 〔             〕 

〒（  ―  ） 

 

  

氏名又は名称及び代表

者氏名 

フリガナ 

 

 

  

法人番号  

 ２ 免許を受けた無線局に関する事項（注４） 

① 無線局の種別及び局数   

② 識別信号   

③ 免許の番号   

④ 備考  

記載事項等変更届出書 

年  月  日  

 総務大臣 殿（注１） 

 □電波法施行規則第 43 条第１項、第２項又は第３項の規定により、記載事項を変更したので、別

紙の書類を添えて下記のとおり届け出ます。 

 □電波法施行規則第 43 条第４項の規定により、定款又は理事に関し変更するので、別紙の書類を

添えて下記のとおり届け出ます。 

 （注２） 

記 

 １ 届出者（注３） 

住 所 都道府県―市区町村コード 〔             〕 

〒（  ―  ） 

 

  

氏名又は名称及び代表

者氏名 

フリガナ 

 

 

  

法人番号  

 ２ 免許を受けた無線局に関する事項（注４） 

① 無線局の種別及び局数   

② 識別信号   

③ 免許の番号   

 ３ 届出の内容に関する連絡先 

所属、氏名 フリガナ 

 

 

  

電話番号   

電子メールアドレス   
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 ３ 届出の内容に関する連絡先 

所属、氏名 フリガナ 

 

 

  

電話番号   

電子メールアドレス   

    

注１ 第 51 条の 15 第１項第１号に掲げる無線局に係る場合は、同条に規定する所轄総合通信局長

に宛てること。 

２ 収入印紙については、次によること。ただし、当該部分は、電子申請等による場合にあつて

は、適用しない。 

⑴ 免許記録に記録した事項に変更が生じない場合は、収入印紙の貼付を要しない。 

⑵ 収入印紙貼付欄に全部を貼付できない場合は、その欄に別紙に貼付する旨を記載し、日本

産業規格Ａ列４番の用紙に貼付すること。 

⑶ 収入印紙を必要額を超えて貼付している場合は、届出書の余白に「過納承諾 氏名」のよ

うに記入すること。 

３ 該当する□にレ印を付けること。 

４ 届出に併せて免許事項証明書の交付の請求を行わない場合は、当該部分を削除すること。ま

た、当該部分は、電子申請等による場合にあつては、適用しない。 

５ １の欄は、次によること。 

⑴ 住所の欄は、日本産業規格ＪＩＳ Ｘ0401 及びＸ0402 に規定する都道府県コード及び市

区町村コード（以下この別表において「都道府県コード」という。）、郵便番号並びに住所

（届出者が法人又は団体の場合は、本店又は主たる事務所の所在地）を記載すること。ただ

し、都道府県コードが不明の場合は、コードの欄への記載を要しない。また、都道府県コー

ドを記載した場合は、都道府県及び市区町村の記載は要しない。 

⑵ 届出者が外国人である場合は、住所については、国籍及び日本における居住地を記載する

こと。 

⑶ 法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載するこ

と。ただし、届出者が国の機関、地方公共団体、法律により直接に設立された法人及び特別

の設立行為をもつて設立された法人の場合は、代表者の氏名の記載を要しない。 

⑷ 代理人による届出の場合は、届出者に関する必要事項を記載するほか、これに準じて当該

代理人に関する必要事項を枠下に記載すること。この場合においては、委任状を添付するこ

と。ただし、包括委任状の番号が通知されている場合は、当該番号を記載することとし、委

任状の添付は要しない。 

注１ 第 51 条の 15 第１項第１号に掲げる無線局に係る場合は、同条に規定する所轄総合通信局長

に宛てること。 

２ 該当する□にレ印を付けること。 

３ １の欄は、次によること。 

⑴ 住所の欄は、日本産業規格ＪＩＳ Ｘ0401 及びＸ0402 に規定する都道府県コード及び市

区町村コード（以下この別表において「都道府県コード」という。）、郵便番号並びに住所

（届出者が法人又は団体の場合は、本店又は主たる事務所の所在地）を記載すること。ただ

し、都道府県コードが不明の場合は、コードの欄への記載を要しない。また、都道府県コー

ドを記載した場合は、都道府県及び市区町村の記載は要しない。 

⑵ 届出者が外国人である場合は、住所については、国籍及び日本における居住地を記載する

こと。 

⑶ 法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載するこ

と。ただし、届出者が国の機関、地方公共団体、法律により直接に設立された法人及び特別

の設立行為をもつて設立された法人の場合は、代表者の氏名の記載を要しない。 

⑷ 代理人による届出の場合は、届出者に関する必要事項を記載するほか、これに準じて当該

代理人に関する必要事項を枠下に記載すること。この場合においては、委任状を添付するこ

と。ただし、包括委任状の番号が通知されている場合は、当該番号を記載することとし、委

任状の添付は要しない。 

⑸ 法人番号の欄は、法人又は団体の場合に限り、行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律第 2 条第 16 項に規定する法人番号を記載すること。ただ

し、法人番号が不明の場合は記載を要しない。 

４ ２の欄は、次によること。 

⑴ ①の欄は、免許規則第２条第１項に掲げる無線局の種別を記載し、免許規則第 15 条の２

の２第１項又は第２項の規定により一括して申請する場合は、無線局の種別ごとの局数を併

せて記載すること。 

⑵ ②の欄は、現に免許を受けている無線局（包括免許の場合を除く。）に指定されている識

別信号を①の欄の記載事項に対応して記載すること。 

⑶ ③の欄は、現に免許を受けている無線局の免許の番号を記載すること。 
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⑸ 法人番号の欄は、法人又は団体の場合に限り、行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律第 2 条第 16 項に規定する法人番号を記載すること。ただ

し、法人番号が不明の場合は記載を要しない。 

６ ２の欄は、次によること。 

⑴ ①の欄は、免許規則第２条第１項に掲げる無線局の種別を記載し、免許規則第 15 条の２

の２第１項又は第２項の規定により一括して届け出る場合は、無線局の種別ごとの局数を併

せて記載すること。 

⑵ ②の欄は、現に免許を受けている無線局（包括免許の場合を除く。）に指定されている識

別信号を①の欄の記載事項に対応して記載すること。 

⑶ ③の欄は、現に免許を受けている無線局の免許の番号を記載すること。 

⑷ ④の欄は、免許規則第 15 条の２の２第１項又は第２項の規定により一括して届け出る場

合であつて、このうち一部の無線局において免許事項証明書の交付の請求を併せて行う場合

は、当該交付の請求を行う無線局の免許番号を記載すること。 

７ 免許事項証明書の送付を希望するとき（書面申請等による場合に限る。）は、届出者又は代

理人の住所の郵便番号、住所及び氏名を記載し、送付に要する郵便切手又は民間事業者による

信書の送達に関する法律(平成 14 年法律第 99 号)第２条第６項に規定する一般信書便事業者若

しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便の役務に関

する料金の支払のために使用することができる証票(以下「郵便切手等」という。)を貼付した

返信用封筒を届出書に添付すること。この場合において、封筒は、当該書類を封入し得るもの

(書類を折らずに送付することを希望する場合は、相当の大きさのもの)とする。 

８ 届出書の用紙は、日本産業規格Ａ列４番とし、該当欄に全部を記載することができない場合

は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。 

５ 届出書の用紙は、日本産業規格Ａ列４番とし、該当欄に全部を記載することができない場合

は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。 

  

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。 
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（ 無 線 局 免 許 手 続 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 二 条  無 線 局 免 許 手 続 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。  

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る

改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 （ 下 線 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） を 付 し 又 は 破 線 で 囲 ん だ

部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線 （ 二 重 下 線 を

含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） を 付 し た 規 定 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は

、 そ の 標 記 部 分 が 同 一 の も の は 当 該 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る も の の よ う に 改 め 、 そ の 標 記 部 分

が 異 な る も の は 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 と し て 移 動 し 、 改 正 前 欄 に

掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 後 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 削 り 、 改 正 後 欄 に

掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 前 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 加 え る 。  
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改   正   後 改   正   前 

目 次 

［ 第 一 章  略 ］ 

目 次 

［ 第 一 章  同 上 ］ 

 第 二 章  無 線 局 の 手 続 

  ［ 第 一 節 ～ 第 二 節 の 四 略 ］ 

  第 三 節 免 許 記 録 等 （ 第 二 十 一 条― 第 二 十 三 条 ） 

［ 第 三 章 ・ 第 四 章 略 ］ 

 第 二 章  無 線 局 の 手 続 

  ［ 第 一 節 ～ 第 二 節 の 四 同 上 ］ 

  第 三 節 免 許 状 （ 第 二 十 一 条 ― 第 二 十 三 条 ） 

 ［ 第 三 章 ・ 第 四 章 同 上 ］ 

第 五 章 無 線 局 の 登 録 手 続 

 ［ 第 一 節 ～ 第 四 節 略 ］ 

 第 五 節  登 録 記 録 等 （ 第 二 十 五 条 の 二 十 一― 第 二 十 五 条 の 二 十 二 ） 

 ［ 第 六 節 略 ］ 

［ 第 五 章 の 二 ～ 第 七 章  略 ］ 

第 五 章 無 線 局 の 登 録 手 続 

 ［ 第 一 節 ～ 第 四 節 同 上 ］ 

 第 五 節  登 録 状 （ 第 二 十 五 条 の 二 十 一 ― 第 二 十 五 条 の 二 十 二 の 二 ） 

 ［ 第 六 節 同 上 ］ 

［ 第 五 章 の 二 ～ 第 七 章  同 上 ］ 

第 八 章 電 子 情 報 処 理 組 織 に よ る 手 続 等 （ 第 三 十 二 条 ・ 第 三 十 三 条 ） 

第 九 章 雑 則 （ 第 三 十 四 条 ） 

附 則 

第 八 章 雑 則 （ 第 三 十 二 条 ） 

 

附 則 

  

（ 添 付 書 類 の 写 し の 提 出 部 数 等 ） 

第 八 条 ［ 略 ］ 

２  総 務 大 臣 又 は 総 合 通 信 局 長 は 、 免 許 の 申 請 に つ き 法 第 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 予 備 免 許 を 与

え た と き は 、 前 項 の 規 定 に よ る 写 し の う ち 一 通 に つ い て 提 出 書 類 の 写 し で あ る こ と を 証 明 し て

申 請 者 に 返 す も の と す る 。 た だ し 、 免 許 の 申 請 が 、 電 子 申 請 等 に よ る 場 合 は 、 当 該 申 請 に つ き

予 備 免 許 を 与 え た と き は 、 前 項 の 規 定 に よ る 写 し に つ い て 提 出 書 類 の 写 し で あ る こ と を 証 明 し

て 申 請 者 に 返 し た も の と み な す 。 

（ 添 付 書 類 の 写 し の 提 出 部 数 等 ） 

第 八 条 ［ 同 上 ］ 

２  総 務 大 臣 又 は 総 合 通 信 局 長 は 、 免 許 の 申 請 に つ き 法 第 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 予 備 免 許 を 与

え た と き は 、 前 項 の 規 定 に よ る 写 し の う ち 一 通 に つ い て 提 出 書 類 の 写 し で あ る こ と を 証 明 し て

申 請 者 に 返 す も の と す る 。 た だ し 、 免 許 の 申 請 が 、 電 子 申 請 等 （ 施 行 規 則 第 三 十 八 条 第 六 項 の

電 子 申 請 等 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） で あ る 場 合 は 、 当 該 申 請 に つ き 予 備 免 許 を 与 え た と き は 、 前

項 の 規 定 に よ る 写 し に つ い て 提 出 書 類 の 写 し で あ る こ と を 証 明 し て 申 請 者 に 返 し た も の と み な

す 。 

（ 免 許 申 請 手 数 料 等 の 簡 易 な 納 付 手 続 ） 

第 八 条 の 二 同 一 人 に 属 す る 二 以 上 の 無 線 局 （ 第 二 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 無 線 局 の 種 別 を 同 じ く

す る も の に 限 る 。 ） で あ つ て 、 そ の 無 線 設 備 の 設 置 場 所 （ 船 舶 又 は 航 空 機 を 無 線 設 備 の 設 置 場

所 又 は 常 置 場 所 と す る 無 線 局 に つ い て は 当 該 船 舶 の 主 た る 停 泊 港 又 は 当 該 航 空 機 の 定 置 場 の 所

在 地 、 地 球 の 大 気 圏 の 主 要 部 分 の 外 に あ る 物 体 （ そ の 主 要 部 分 の 外 に 出 る こ と を 目 的 と し 、 又

は そ の 主 要 部 分 の 外 か ら 入 つ た も の を 含 む 。 以 下 「 宇 宙 物 体 」 と い う 。 ） に 開 設 す る 無 線 局 に

つ い て は 申 請 者 の 住 所 、 そ の 他 の 移 動 す る 無 線 局 に つ い て は 当 該 無 線 局 の 無 線 設 備 の 常 置 場 所

と す る 。 ） が い ず れ も 同 一 の 総 合 通 信 局 （ 沖 縄 総 合 通 信 事 務 所 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 管 轄 区

域 内 に あ る も の に つ い て 免 許 の 申 請 を 同 時 に 行 う 場 合 に お い て 、 そ の 申 請 書 が 二 以 上 と な る と

き は 、 手 数 料 令 第 二 条 の 規 定 に よ る 手 数 料 は 、 当 該 申 請 書 の う ち 任 意 の 申 請 書 に 各 無 線 局 に 係

る 同 条 の 手 数 料 の 額 を 合 算 し た 額 に 相 当 す る 収 入 印 紙 を 貼 つ て 納 め る こ と が で き る 。 

 

（ 免 許 申 請 手 数 料 の 簡 易 な 納 付 手 続 ） 

第 八 条 の 二 同 一 人 に 属 す る 二 以 上 の 無 線 局 （ 第 二 条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 無 線 局 の 種 別 を 同 じ く

す る も の に 限 る 。 ） で あ つ て 、 そ の 無 線 設 備 の 設 置 場 所 （ 船 舶 又 は 航 空 機 を 無 線 設 備 の 設 置 場

所 又 は 常 置 場 所 と す る 無 線 局 に つ い て は 当 該 船 舶 の 主 た る 停 泊 港 又 は 当 該 航 空 機 の 定 置 場 の 所

在 地 、 地 球 の 大 気 圏 の 主 要 部 分 の 外 に あ る 物 体 （ そ の 主 要 部 分 の 外 に 出 る こ と を 目 的 と し 、 又

は そ の 主 要 部 分 の 外 か ら 入 つ た も の を 含 む 。 以 下 「 宇 宙 物 体 」 と い う 。 ） に 開 設 す る 無 線 局 に

つ い て は 申 請 者 の 住 所 、 そ の 他 の 移 動 す る 無 線 局 に つ い て は 当 該 無 線 局 の 無 線 設 備 の 常 置 場 所

と す る 。 ） が い ず れ も 同 一 の 総 合 通 信 局 （ 沖 縄 総 合 通 信 事 務 所 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 管 轄 区

域 内 に あ る も の に つ い て 免 許 の 申 請 を 同 時 に 行 う 場 合 に お い て 、 そ の 申 請 書 が 二 以 上 と な る と

き は 、 手 数 料 令 第 二 条 の 規 定 に よ る 手 数 料 は 、 当 該 申 請 書 の う ち 任 意 の 申 請 書 に 各 無 線 局 に 係

る 同 条 の 手 数 料 の 額 を 合 算 し た 額 に 相 当 す る 収 入 印 紙 を は つ て 納 め る こ と が で き る 。 
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２  免 許 の 申 請 に 併 せ て 免 許 事 項 証 明 書 の 交 付 の 請 求 を 行 う 場 合 は 、 手 数 料 令 第 二 条 又 は 第 六 条

の 規 定 に よ る 手 数 料 及 び 同 令 第 三 条 の 二 の 規 定 に よ る 手 数 料 の 額 を 合 算 し た 額 に 相 当 す る 収 入

印 紙 を 申 請 書 に 貼 つ て 納 め る こ と が で き る 。 

［ 新 設 ］ 

（ 工 事 設 計 等 の 変 更 の 申 請 及 び 届 出 ） 

第 十 二 条  ［ 略 ］ 

［ ２ ・ ３  略 ］ 

４  第 八 条 の 規 定 は 、 第 一 項 及 び 前 項 の 規 定 に よ る 申 請 等 を 行 う 場 合 に 準 用 す る 。 

［ ５ 略 ］ 

（ 工 事 設 計 等 の 変 更 の 申 請 及 び 届 出 ） 

第 十 二 条  ［ 同 上 ］ 

［ ２ ・ ３  同 上 ］ 

４  第 八 条 の 規 定 は 、 第 一 項 及 び 前 項 の 規 定 に よ る 申 請 又 は 届 出 を 行 う 場 合 に 準 用 す る 。 

［ ５ 同 上 ］ 

（ 届 出 を 要 し な い 外 国 人 等 が 保 有 す る 議 決 権 割 合 等 の 変 更 ） 

第 十 二 条 の 二 ［ 略 ］ 

２  法 第 九 条 第 五 項 第 二 号 の 総 務 省 令 で 定 め る 変 更 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 基 幹 放 送 局 の 区 分 に 応

じ 、 当 該 各 号 に 定 め る も の と す る 。 

一  受 信 障 害 対 策 中 継 放 送 、 衛 星 基 幹 放 送 又 は 移 動 受 信 用 地 上 基 幹 放 送 を 行 う 基 幹 放 送 局 以 外

の 基 幹 放 送 局 次 の イ か ら ヘ ま で に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 イ か ら ヘ ま で に 定 め る も

の 

［ イ ～ ホ  略 ］ 

ヘ  変 更 前 の 外 国 人 等 保 有 議 決 権 割 合 が 百 分 の 十 五 以 上 で あ る 場 合 （ 変 更 前 の 外 国 人 等 保 有

議 決 権 割 合 に 関 し て 、 放 送 法 第 百 十 六 条 第 一 項 、 第 二 項 （ 第 百 二 十 五 条 第 二 項 に お い て 準

用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 若 し く は 第 百 二 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 、 株 主 名 簿 に 記 載 し 、 若

し く は 記 録 す る こ と を 拒 否 し て い る 株 式 が あ る 場 合 又 は 同 法 第 百 十 六 条 第 四 項 （ 第 百 二 十

五 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 同 法 第 百 十 六 条 第 四 項 に 規 定 す

る 特 定 外 国 株 主 の 議 決 権 が 制 限 さ れ て い る 場 合 を 除 く 。 ） 外 国 人 等 保 有 議 決 権 割 合 が 減

少 し た も の 又 は 外 国 人 等 保 有 議 決 権 割 合 の 増 加 が 千 分 の 一 未 満 で あ つ て 、 変 更 後 の 外 国 人

等 保 有 議 決 権 割 合 が 百 分 の 十 五 以 上 五 分 の 一 未 満 で あ る も の 

 ［ 二 略 ］ 

３  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 基 幹 放 送 局 が 外 国 人 等 直 接 保 有 議 決 権 割 合 又 は 外 国 人 等 保 有 議 決

権 割 合 の 変 更 に 際 し て 、 放 送 法 第 百 十 六 条 第 一 項 、 第 二 項 （ 第 百 二 十 五 条 第 二 項 に お い て 準 用

す る 場 合 を 含 む 。 ） 若 し く は 第 百 二 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 、 株 主 名 簿 に 記 載 し 、 若 し く は

記 録 す る こ と を 拒 否 し た 株 式 が あ る 場 合 又 は 同 法 第 百 十 六 条 第 四 項 （ 第 百 二 十 五 条 第 二 項 に お

い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 、 同 法 第 百 十 六 条 第 四 項 に 規 定 す る 特 定 外 国 株 主 の

議 決 権 が 制 限 さ れ て い る 場 合 は 、 法 第 九 条 第 五 項 に 規 定 す る 変 更 の 届 出 を 要 す る も の と す る 。 

［ ４ 略 ］ 

（ 届 出 を 要 し な い 外 国 人 等 が 保 有 す る 議 決 権 割 合 等 の 変 更 ） 

第 十 二 条 の 二 ［ 同 上 ］ 

２  法 第 九 条 第 五 項 第 二 号 の 総 務 省 令 で 定 め る 変 更 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 基 幹 放 送 局 の 区 分 に 応

じ 、 当 該 各 号 に 定 め る も の と す る 。 

一  受 信 障 害 対 策 中 継 放 送 、 衛 星 基 幹 放 送 又 は 移 動 受 信 用 地 上 基 幹 放 送 を 行 う 基 幹 放 送 局 以 外

の 基 幹 放 送 局 次 の イ か ら ヘ ま で に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 イ か ら ヘ ま で に 定 め る も

の 

［ イ ～ ホ  同 上 ］ 

ヘ  変 更 前 の 外 国 人 等 保 有 議 決 権 割 合 が 百 分 の 十 五 以 上 で あ る 場 合 （ 変 更 前 の 外 国 人 等 保 有

議 決 権 割 合 に 関 し て 、 放 送 法 第 百 十 六 条 第 一 項 、 第 二 項 （ 第 百 二 十 五 条 第 二 項 に お い て 準

用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 若 し く は 第 百 二 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 、 株 主 名 簿 に 記 載 し 、 若

し く は 記 録 す る こ と を 拒 否 し て い る 株 式 が あ る 場 合 又 は 同 法 第 百 十 六 条 第 四 項 （ 第 百 二 十

五 条 第 二 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 法 第 百 十 六 条 第 四 項 に 規 定 す る

特 定 外 国 株 主 の 議 決 権 が 制 限 さ れ て い る 場 合 を 除 く 。 ） 外 国 人 等 保 有 議 決 権 割 合 が 減 少

し た も の 又 は 外 国 人 等 保 有 議 決 権 割 合 の 増 加 が 千 分 の 一 未 満 で あ つ て 、 変 更 後 の 外 国 人 等

保 有 議 決 権 割 合 が 百 分 の 十 五 以 上 五 分 の 一 未 満 で あ る も の 

 ［ 二 同 上 ］ 

３  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 基 幹 放 送 局 が 外 国 人 等 直 接 保 有 議 決 権 割 合 又 は 外 国 人 等 保 有 議 決

権 割 合 の 変 更 に 際 し て 、 放 送 法 第 百 十 六 条 第 一 項 、 第 二 項 （ 第 百 二 十 五 条 第 二 項 に お い て 準 用

す る 場 合 を 含 む 。 ） 若 し く は 第 百 二 十 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 、 株 主 名 簿 に 記 載 し 、 若 し く は

記 録 す る こ と を 拒 否 し た 株 式 が あ る 場 合 又 は 同 法 第 百 十 六 条 第 四 項 （ 第 百 二 十 五 条 第 二 項 に お

い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 、 法 第 百 十 六 条 第 四 項 に 規 定 す る 特 定 外 国 株 主 の 議

決 権 が 制 限 さ れ て い る 場 合 は 、 法 第 九 条 第 五 項 に 規 定 す る 変 更 の 届 出 を 要 す る も の と す る 。 
［ ４ 同 上 ］ 

（ 工 事 設 計 書 の 記 載 の 簡 略 ） 

第 十 五 条 の 三 ［ 略 ］ 

２  前 項 の 規 定 は 、 法 第 九 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 工 事 設 計 の 変 更 の 申 請 等 の 場 合 に 準

用 す る 。 

（ 工 事 設 計 書 の 記 載 の 簡 略 ） 

第 十 五 条 の 三 ［ 同 上 ］ 

２  前 項 の 規 定 は 、 法 第 九 条 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 工 事 設 計 の 変 更 の 申 請 又 は 届 出 の 場

合 に 準 用 す る 。 



二十一 頁  
 

 

 

［ ３ ・ ４  略 ］ ［ ３ ・ ４  同 上 ］ 
（ 工 事 設 計 書 等 の 提 出 の 省 略 等 ） 

第 十 七 条  無 線 局 の 再 免 許 の 申 請 を し よ う と す る 場 合 で あ つ て 、 免 許 の 有 効 期 間 中 に お い て 再 免

許 の 申 請 の 時 ま で に 当 該 無 線 局 の 無 線 設 備 の 工 事 設 計 の 内 容 に 変 更 が な か つ た と き 又 は 当 該 無

線 局 の 無 線 設 備 の 工 事 設 計 の 内 容 に 変 更 が あ つ た 場 合 に お い て 第 四 条 第 二 項 の 表 に 掲 げ る 区 分

に 従 い 全 部 の 事 項 に つ い て 記 載 し た 工 事 設 計 書 （ 船 上 通 信 局 、 特 定 船 舶 局 、 遭 難 自 動 通 報 局 及

び 無 線 航 行 移 動 局 に つ い て は 、 無 線 局 事 項 書 及 び 工 事 設 計 書 ） を 当 該 変 更 の 許 可 の 申 請 等 に 際

し 提 出 し た と き は 、 第 十 六 条 の 二 の 規 定 に よ り 申 請 書 に 添 付 す べ き 工 事 設 計 書 の 提 出 （ 船 上 通

信 局 、 特 定 船 舶 局 、 遭 難 自 動 通 報 局 及 び 無 線 航 行 移 動 局 に つ い て は 、 工 事 設 計 に 係 る 部 分 の 記

載 ） を 省 略 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 申 請 書 に 添 付 す る 無 線 局 事 項 書 （ 船 上 通

信 局 、 特 定 船 舶 局 、 遭 難 自 動 通 報 局 及 び 無 線 航 行 移 動 局 に つ い て は 、 無 線 局 事 項 書 及 び 工 事 設

計 書 ） に そ の 旨 を 記 載 し な け れ ば な ら な い 。 

（ 工 事 設 計 書 等 の 提 出 の 省 略 等 ） 

第 十 七 条  無 線 局 の 再 免 許 の 申 請 を し よ う と す る 場 合 で あ つ て 、 免 許 の 有 効 期 間 中 に お い て 再 免

許 の 申 請 の 時 ま で に 当 該 無 線 局 の 無 線 設 備 の 工 事 設 計 の 内 容 に 変 更 が な か つ た と き 又 は 当 該 無

線 局 の 無 線 設 備 の 工 事 設 計 の 内 容 に 変 更 が あ つ た 場 合 に お い て 第 四 条 第 二 項 の 表 に 掲 げ る 区 分

に 従 い 全 部 の 事 項 に つ い て 記 載 し た 工 事 設 計 書 （ 船 上 通 信 局 、 特 定 船 舶 局 、 遭 難 自 動 通 報 局 及

び 無 線 航 行 移 動 局 に つ い て は 、 無 線 局 事 項 書 及 び 工 事 設 計 書 ） を 当 該 変 更 の 許 可 の 申 請 若 し く

は 届 出 に 際 し 提 出 し た と き は 、 第 十 六 条 の 二 の 規 定 に よ り 申 請 書 に 添 付 す べ き 工 事 設 計 書 の 提

出 （ 船 上 通 信 局 、 特 定 船 舶 局 、 遭 難 自 動 通 報 局 及 び 無 線 航 行 移 動 局 に つ い て は 、 工 事 設 計 に 係

る 部 分 の 記 載 ） を 省 略 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 申 請 書 に 添 付 す る 無 線 局 事 項

書 （ 船 上 通 信 局 、 特 定 船 舶 局 、 遭 難 自 動 通 報 局 及 び 無 線 航 行 移 動 局 に つ い て は 、 無 線 局 事 項 書

及 び 工 事 設 計 書 ） に そ の 旨 を 記 載 し な け れ ば な ら な い 。 

（ ア マ チ ュ ア 局 の 様 式 の 特 例 ） 

第 二 十 条 の 十 三  次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る ア マ チ ュ ア 局 （ 人 工 衛 星 等 の ア マ チ ュ ア 局 を 除 く 。 以 下

こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） の 申 請 等 は 、 中 欄 に 掲 げ る 申 請 書 又 は 届 出 書 の 様 式 並 び に 無 線 局 事 項

書 及 び 工 事 設 計 書 の 様 式 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 下 欄 の 様 式 に よ る こ と が で き る も の と す る 。 

 

［ 表 略 ］ 

（ ア マ チ ュ ア 局 の 様 式 の 特 例 ） 

第 二 十 条 の 十 三  次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る ア マ チ ュ ア 局 （ 人 工 衛 星 等 の ア マ チ ュ ア 局 を 除 く 。 以 下

こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） の 申 請 又 は 届 出 は 、 中 欄 に 掲 げ る 申 請 書 又 は 届 出 書 の 様 式 並 び に 無 線

局 事 項 書 及 び 工 事 設 計 書 の 様 式 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 下 欄 の 様 式 に よ る こ と が で き る も の と

す る 。 

 ［ 表 同 上 ］ 

第 三 節 免 許 記 録 等 第 三 節 免 許 状 

（ 免 許 記 録 の 周 波 数 等 の 表 示 等 ） 

第 二 十 一 条 第 十 条 の 二 第 一 項 の 規 定 は 、 船 舶 局 、 航 空 機 局 、 陸 上 移 動 業 務 の 無 線 局 又 は 携 帯 移

動 業 務 の 無 線 局 に 係 る 免 許 記 録 に 周 波 数 を 記 録 す る 場 合 に 準 用 す る 。 

［ 削 る ］ 

 

２  第 十 条 の 二 第 二 項 の 規 定 は 、 超 短 波 デ ー タ 多 重 放 送 を 行 う 基 幹 放 送 局 に 係 る 免 許 記 録 に 周 波

数 を 記 録 す る 場 合 に 準 用 す る 。 

３  第 十 条 の 二 第 三 項 の 規 定 は 、 デ ジ タ ル 放 送 を 行 う 基 幹 放 送 局 に 係 る 免 許 記 録 に 周 波 数 を 記 録

す る 場 合 に 準 用 す る 。 

４  第 十 条 の 二 第 四 項 の 規 定 は 、 ア マ チ ュ ア 局 （ 人 工 衛 星 等 の ア マ チ ュ ア 局 を 除 く 。 ） に 係 る 免

許 記 録 に 電 波 の 型 式 、 周 波 数 及 び 空 中 線 電 力 を 記 録 す る 場 合 に 準 用 す る 。 

５  同 一 人 に 属 す る 二 以 上 の 簡 易 無 線 局 、 気 象 援 助 局 、 陸 上 移 動 局 、 携 帯 局 、 船 上 通 信 局 、 無 線

標 定 移 動 局 、 携 帯 移 動 地 球 局 、 Ｖ Ｓ Ａ Ｔ 地 球 局 又 は 実 験 試 験 局 に つ い て は 、 無 線 設 備 の 常 置 場

所 （ Ｖ Ｓ Ａ Ｔ 地 球 局 に あ つ て は Ｖ Ｓ Ａ Ｔ 制 御 地 球 局 の 無 線 設 備 の 設 置 場 所 と す る 。 ） を 同 じ く

す る 場 合 及 び 同 一 人 に 属 す る 二 以 上 の Ｐ Ｈ Ｓ の 基 地 局 、 設 備 規 則 第 三 条 第 一 号 に 規 定 す る 携 帯

無 線 通 信 を 行 う 基 地 局 若 し く は 陸 上 移 動 中 継 局 、 同 条 第 十 号 に 規 定 す る 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ

ス シ ス テ ム の 基 地 局 若 し く は 陸 上 移 動 中 継 局 又 は 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 三 の 八 に 規 定 す る

（ 様 式 等 ） 

第 二 十 一 条 法 第 十 四 条 の 免 許 状 の 様 式 は 、 別 表 第 六 号 か ら 別 表 第 六 号 の 三 ま で の と お り と す る   

。 

２  第 十 条 の 二 第 一 項 の 規 定 は 、 船 舶 局 、 航 空 機 局 、 陸 上 移 動 業 務 の 無 線 局 又 は 携 帯 移 動 業 務 の

無 線 局 に 係 る 免 許 状 に 周 波 数 を 記 載 す る 場 合 に 準 用 す る 。 

３  第 十 条 の 二 第 二 項 の 規 定 は 、 超 短 波 デ ー タ 多 重 放 送 を 行 う 基 幹 放 送 局 に 係 る 免 許 状 に 周 波 数

を 記 載 す る 場 合 に 準 用 す る 。 

４  第 十 条 の 二 第 三 項 の 規 定 は 、 デ ジ タ ル 放 送 を 行 う 基 幹 放 送 局 に 係 る 免 許 状 に 周 波 数 を 記 載 す

る 場 合 に 準 用 す る 。 

５  第 十 条 の 二 第 四 項 の 規 定 は 、 ア マ チ ュ ア 局 （ 人 工 衛 星 等 の ア マ チ ュ ア 局 を 除 く 。 ） に 係 る 免

許 状 に 電 波 の 型 式 、 周 波 数 及 び 空 中 線 電 力 を 記 載 す る 場 合 に 準 用 す る 。 
６  同 一 人 に 属 す る 二 以 上 の 簡 易 無 線 局 、 気 象 援 助 局 、 陸 上 移 動 局 、 携 帯 局 、 船 上 通 信 局 、 無 線

標 定 移 動 局 、 携 帯 移 動 地 球 局 、 Ｖ Ｓ Ａ Ｔ 地 球 局 又 は 実 験 試 験 局 に つ い て は 、 無 線 設 備 の 常 置 場

所 （ Ｖ Ｓ Ａ Ｔ 地 球 局 に あ つ て は Ｖ Ｓ Ａ Ｔ 制 御 地 球 局 の 無 線 設 備 の 設 置 場 所 と す る 。 ） を 同 じ く

す る 場 合 及 び 同 一 人 に 属 す る 二 以 上 の Ｐ Ｈ Ｓ の 基 地 局 、 設 備 規 則 第 三 条 第 一 号 に 規 定 す る 携 帯

無 線 通 信 を 行 う 基 地 局 若 し く は 陸 上 移 動 中 継 局 、 同 条 第 十 号 に 規 定 す る 広 帯 域 移 動 無 線 ア ク セ

ス シ ス テ ム の 基 地 局 若 し く は 陸 上 移 動 中 継 局 又 は 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 二 十 三 の 八 に 規 定 す る
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地 球 局 に つ い て は そ の 無 線 設 備 の 設 置 場 所 が い ず れ も 同 一 総 合 通 信 局 の 管 轄 区 域 内 に あ る 場 合

は 、 一 の 免 許 記 録 を 作 成 す る こ と が あ る 。 

地 球 局 に つ い て は そ の 無 線 設 備 の 設 置 場 所 が い ず れ も 同 一 総 合 通 信 局 の 管 轄 区 域 内 に あ る 場 合

は 、 一 の 免 許 状 を 交 付 す る こ と が あ る 。 

 （ 免 許 記 録 の 作 成 の 通 知 ） 

第 二 十 一 条 の 二  法 第 十 四 条 又 は 第 二 十 七 条 の 五 第 二 項 の 規 定 に よ る 免 許 記 録 の 作 成 に 係 る 免 許

人 に 対 す る 通 知 は 、 当 該 免 許 に 係 る 申 請 等 が 、 電 子 申 請 等 に よ る 場 合 に あ つ て は 総 務 省 の 使 用

に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル に 記 録 す る こ と に よ り 行 う こ と と し 、 書 面 申 請 等 に よ

る 場 合 に あ つ て は 免 許 事 項 証 明 書 を 交 付 す る こ と に よ り 行 う こ と と す る 。 た だ し 、 特 に そ の 必

要 が あ る 場 合 に お い て は 、 こ れ ら の 方 法 以 外 の 方 法 に よ る こ と が あ る 。 

 

第 二 十 一 条 の 二  法 第 二 十 七 条 の 五 第 二 項 の 免 許 状 の 様 式 は 、 別 表 第 六 号 の 四 の と お り と す る 。 

（ 免 許 記 録 に 記 録 さ れ て い る 事 項 を 閲 覧 に 供 す る 際 の 様 式 ） 

第 二 十 一 条 の 三  総 務 大 臣 又 は 総 合 通 信 局 長 が 免 許 記 録 に 記 録 さ れ て い る 事 項 を 閲 覧 に 供 す る 際

の 様 式 は 、 別 表 第 六 号 か ら 別 表 第 六 号 の 四 ま で の と お り と す る 。 た だ し 、 様 式 の 大 き さ に 係 る

規 定 は 適 用 せ ず 、 ま た 、 公 印 の 押 印 を 省 略 す る も の と す る 。 

 

［ 新 設 ］ 

（ 免 許 記 録 の 閲 覧 の 請 求 ） 

第 二 十 一 条 の 四  免 許 人 は 、 当 該 免 許 人 に 係 る 免 許 記 録 の 閲 覧 を 請 求 し よ う と す る と き は 、 次 に

掲 げ る 事 項 を 記 録 し て 、 電 子 申 請 等 に よ り 総 務 大 臣 又 は 総 合 通 信 局 長 に 請 求 し な け れ ば な ら な

い 。 

一  免 許 人 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ つ て は 、 そ の 代 表 者 の 氏 名 

二  無 線 局 の 種 別 及 び 局 数 

三  識 別 信 号 （ 包 括 免 許 に 係 る 特 定 無 線 局 を 除 く 。 ） 

四  免 許 の 番 号 又 は 包 括 免 許 の 番 号 

 

［ 新 設 ］ 

（ 免 許 事 項 証 明 書 の 様 式 ） 

第 二 十 一 条 の 五  免 許 事 項 証 明 書 の 様 式 は 、 別 表 第 六 号 か ら 別 表 第 六 号 の 四 ま で の と お り と す る

。 

 

［ 新 設 ］ 

 （ 免 許 事 項 証 明 書 の 交 付 の 請 求 ） 

第 二 十 一 条 の 六  免 許 人 は 、 法 第 十 四 条 の 二 の 規 定 に よ り 当 該 免 許 人 に 係 る 免 許 事 項 証 明 書 の 交

付 を 請 求 し よ う と す る と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 請 求 書 を 総 務 大 臣 又 は 総 合 通 信 局 長

に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

一  免 許 人 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ つ て は 、 そ の 代 表 者 の 氏 名 

二  無 線 局 の 種 別 及 び 局 数 

三  識 別 信 号 （ 包 括 免 許 に 係 る 特 定 無 線 局 を 除 く 。 ） 

四  免 許 の 番 号 又 は 包 括 免 許 の 番 号 

２  前 項 の 請 求 書 の 様 式 は 、 別 表 第 六 号 の 八 の と お り と す る 。 

３  法 第 六 条 若 し く は 第 二 十 七 条 の 三 又 は 第 十 六 条 第 一 項 若 し く は 第 二 十 条 の 八 第 一 項 の 申 請 を

す る 場 合 （ 書 面 申 請 等 に よ る 場 合 に 限 る 。 ） は 、 当 該 申 請 に 併 せ て 、 第 一 項 の 請 求 を す る こ と

が で き る 。 

 

［ 新 設 ］ 
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４  前 項 の 規 定 は 、 書 面 申 請 等 に よ り 、 無 線 局 の 免 許 に 係 る そ の 他 の 申 請 等 （ 免 許 記 録 に 記 録 し

た 事 項 の 変 更 に 係 る も の に 限 る 。 ） を す る 場 合 に 準 用 す る 。 

（ 免 許 記 録 の 変 更 等 ） 

第 二 十 二 条 免 許 人 は 、 法 第 二 十 一 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 免 許 記 録 に 記 録 し た 事 項 の 変 更 の 届 出

を し よ う と す る と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 届 出 書 を 総 務 大 臣 又 は 総 合 通 信 局 長 に 提 出

し な け れ ば な ら な い 。 

一  免 許 人 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ つ て は 、 そ の 代 表 者 の 氏 名 

二  無 線 局 の 種 別 及 び 局 数 

三  識 別 信 号 （ 包 括 免 許 に 係 る 特 定 無 線 局 を 除 く 。 ） 

四  免 許 の 番 号 又 は 包 括 免 許 の 番 号 

五  変 更 箇 所 及 び 変 更 理 由 

２  前 項 の 届 出 書 の 様 式 は 、 別 表 第 六 号 の 五 の と お り と す る 。 

３  法 第 二 十 一 条 の 規 定 に よ る 免 許 記 録 の 変 更 に 係 る 免 許 人 に 対 す る 通 知 は 、 第 二 十 一 条 の 二 の

規 定 を 準 用 す る 。 

４  総 務 大 臣 又 は 総 合 通 信 局 長 は 、 法 第 二 十 一 条 各 号 に 掲 げ る 場 合 の ほ か 、 職 権 に よ り 免 許 記 録

の 変 更 を 行 う こ と が あ る 。 こ の 場 合 に お い て 、 総 務 大 臣 又 は 総 合 通 信 局 長 は 、 当 該 免 許 記 録 に

係 る 免 許 人 に 対 し 、 遅 滞 な く 、 そ の 旨 を 通 知 す る も の と す る 。 

５  総 務 大 臣 又 は 総 合 通 信 局 長 は 、 法 第 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 無 線 設 備 の 設 置 場 所 の 変 更 又

は 無 線 設 備 の 変 更 の 工 事 の 許 可 を し た と き で あ つ て 、 か つ 、 法 第 十 八 条 の 規 定 に よ る 検 査 を 行

う 場 合 は 、 当 該 変 更 又 は 工 事 の 結 果 が 第 十 七 条 第 一 項 の 許 可 の 内 容 に 適 合 し て い る と 認 め ら れ

た 後 に 、 免 許 記 録 を 変 更 す る も の と す る 。 

６  総 務 大 臣 又 は 総 合 通 信 局 長 は 、 法 第 二 十 条 第 二 項 、 第 四 項 （ 分 割 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） 又 は

第 五 項 （ 合 併 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 に よ り 無 線 局 の 免 許 人 の 地 位 の 承 継 （ 承 継 し た も の

と み な さ れ る 場 合 を 含 む 。 ） を 許 可 し た と き は 、 設 立 登 記 又 は 変 更 登 記 に 係 る 登 記 事 項 証 明 書

が 提 出 さ れ た 後 に 、 免 許 記 録 を 変 更 す る も の と す る 。 

（ 免 許 状 の 訂 正 ） 

第 二 十 二 条 免 許 人 は 、 法 第 二 十 一 条 の 免 許 状 の 訂 正 を 受 け よ う と す る と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項

を 記 載 し た 申 請 書 を 総 務 大 臣 又 は 総 合 通 信 局 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

 

一  免 許 人 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ つ て は 、 そ の 代 表 者 の 氏 名 

二  無 線 局 の 種 別 及 び 局 数 

三  識 別 信 号 （ 包 括 免 許 に 係 る 特 定 無 線 局 を 除 く 。 ） 

四  免 許 の 番 号 又 は 包 括 免 許 の 番 号 

五  訂 正 を 受 け る 箇 所 及 び 訂 正 を 受 け る 理 由 

２  前 項 の 申 請 書 の 様 式 は 、 別 表 第 六 号 の 五 の と お り と す る 。 

３  第 一 項 の 申 請 が あ つ た 場 合 に お い て 、 総 務 大 臣 又 は 総 合 通 信 局 長 は 、 新 た な 免 許 状 の 交 付 に

よ る 訂 正 を 行 う こ と が あ る 。 

４  総 務 大 臣 又 は 総 合 通 信 局 長 は 、 第 一 項 の 申 請 に よ る 場 合 の ほ か 、 職 権 に よ り 免 許 状 の 訂 正 を

行 う こ と が あ る 。 

 

５  免 許 人 は 、 新 た な 免 許 状 の 交 付 を 受 け た と き は 、 遅 滞 な く 旧 免 許 状 を 返 さ な け れ ば な ら な い  

。 

 

 

［ 新 設 ］ 

 

第 二 十 三 条 削 除 

（ 免 許 状 の 再 交 付 ） 

第 二 十 三 条 免 許 人 は 、 免 許 状 を 破 損 し 、 汚 し 、 失 つ た 等 の た め に 免 許 状 の 再 交 付 の 申 請 を し よ

う と す る と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 を 総 務 大 臣 又 は 総 合 通 信 局 長 に 提 出 し な け

れ ば な ら な い 。 

一  免 許 人 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ つ て は 、 そ の 代 表 者 の 氏 名 

二  無 線 局 の 種 別 及 び 局 数 
三  識 別 信 号 （ 包 括 免 許 に 係 る 特 定 無 線 局 を 除 く 。 ） 

四  免 許 の 番 号 又 は 包 括 免 許 の 番 号 

五  再 交 付 を 求 め る 理 由 

２  前 項 の 申 請 書 の 様 式 は 、 別 表 第 六 号 の 八 の と お り と す る 。 
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３  前 条 第 五 項 の 規 定 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ り 免 許 状 の 再 交 付 を 受 け た 場 合 に 準 用 す る 。 た だ し

、 免 許 状 を 失 つ た 等 の た め に こ れ を 返 す こ と が で き な い 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。 

（ 無 線 局 の 廃 止 の 届 出 ） 

第 二 十 四 条 の 三  法 第 二 十 二 条 又 は 法 第 二 十 七 条 の 十 第 一 項 の 規 定 に よ る 無 線 局 の 廃 止 の 届 出 は

、 当 該 無 線 局 又 は 包 括 免 許 に 係 る 全 て の 特 定 無 線 局 を 廃 止 す る 前 に 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し

た 届 出 書 を 総 務 大 臣 又 は 総 合 通 信 局 長 に 提 出 し て 行 う も の と す る 。 た だ し 、 災 害 等 に よ り 運 用

が 困 難 と な つ た 無 線 局 又 は 包 括 免 許 に 係 る 全 て の 特 定 無 線 局 に 係 る 当 該 届 出 は 、 当 該 無 線 局 又

は 特 定 無 線 局 の 廃 止 後 遅 滞 な く 、 当 該 災 害 等 に よ り 無 線 局 の 運 用 が 困 難 と な つ た 日 に 廃 止 し た

旨 及 び そ の 理 由 並 び に 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 届 出 書 を 総 務 大 臣 又 は 総 合 通 信 局 長 に 提 出 し

て 行 う こ と が で き る 。 

［ 一 ～ 五  略 ］ 

［ ２ 略 ］ 

［ 削 る ］ 

（ 無 線 局 の 廃 止 の 届 出 ） 

第 二 十 四 条 の 三  ［ 同 上 ］ 

［ 一 ～ 五  同 上 ］ 

［ ２ 同 上 ］ 

３  第 一 項 た だ し 書 の 届 出 に 係 る 無 線 局 又 は 特 定 無 線 局 に 係 る 返 納 さ れ た 免 許 状 は 、 当 該 無 線 局

又 は 特 定 無 線 局 が 廃 止 さ れ た 日 か ら 一 月 以 内 に 返 納 さ れ た も の と み な す 。 

（ 無 線 局 の 変 更 の 申 請 等 ） 

第 二 十 五 条 第 十 二 条 の 規 定 は 、 法 第 十 七 条 の 規 定 に よ る 許 可 の 申 請 等 （ 事 業 計 画 の 変 更 の 届 出

を 除 く 。 ） 又 は 法 第 十 九 条 の 規 定 に よ る 指 定 の 変 更 の 申 請 を 行 う 場 合 に 準 用 す る 。 

２  第 二 条 第 六 項 の 規 定 は 、 同 項 各 号 に 掲 げ る 装 置 を 共 通 に 使 用 し よ う と す る 無 線 局 に つ い て 、

法 第 十 七 条 の 規 定 に よ る 無 線 設 備 の 変 更 の 工 事 の 許 可 の 申 請 等 を 行 う 場 合 に 準 用 す る 。 こ の 場

合 に お い て 、 第 二 条 第 六 項 第 二 号 又 は 第 三 号 に 規 定 す る 装 置 に 係 る も の に つ い て は 、 当 該 航 空

機 局 又 は 航 空 機 地 球 局 の 航 空 機 の 定 置 場 を 管 轄 す る 総 合 通 信 局 が 同 一 の 場 合 に 限 り 、 同 一 型 式

の 共 通 の 装 置 ご と に 単 一 の 申 請 等 を す る こ と が で き る 。 

３  第 十 五 条 の 三 第 一 項 、 第 三 項 及 び 第 四 項 の 規 定 は 、 法 第 十 七 条 の 規 定 に よ る 無 線 設 備 の 変 更

の 工 事 の 許 可 の 申 請 等 を 行 う 場 合 に 準 用 す る 。 

［ ４ ～ ６  略 ］ 

７  第 十 五 条 の 二 の 二 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 は 、 法 第 十 七 条 の 規 定 に よ る 許 可 の 申 請 等 （ 事 業

計 画 の 変 更 を 除 く 。 ） 、 法 第 十 九 条 の 規 定 に よ る 指 定 の 変 更 の 申 請 又 は 施 行 規 則 第 四 十 三 条 第

一 項 、 第 二 項 若 し く は 第 三 項 の 規 定 に よ る 届 出 を 行 う 場 合 に 準 用 す る 。 

［ ８ 略 ］ 

（ 無 線 局 の 変 更 の 申 請 等 ） 

第 二 十 五 条 第 十 二 条 の 規 定 は 、 法 第 十 七 条 の 規 定 に よ る 許 可 の 申 請 若 し く は 届 出 （ 事 業 計 画 の

変 更 の 届 出 を 除 く 。 ） 又 は 法 第 十 九 条 の 規 定 に よ る 指 定 の 変 更 の 申 請 を 行 う 場 合 に 準 用 す る 。 

２  第 二 条 第 六 項 の 規 定 は 、 同 項 各 号 に 掲 げ る 装 置 を 共 通 に 使 用 し よ う と す る 無 線 局 に つ い て 、

法 第 十 七 条 の 規 定 に よ る 無 線 設 備 の 変 更 の 工 事 の 許 可 の 申 請 又 は 届 出 を 行 う 場 合 に 準 用 す る 。

こ の 場 合 に お い て 、 第 二 条 第 六 項 第 二 号 又 は 第 三 号 に 規 定 す る 装 置 に 係 る も の に つ い て は 、 当

該 航 空 機 局 又 は 航 空 機 地 球 局 の 航 空 機 の 定 置 場 を 管 轄 す る 総 合 通 信 局 が 同 一 の 場 合 に 限 り 、 同

一 型 式 の 共 通 の 装 置 ご と に 単 一 の 申 請 又 は 届 出 を す る こ と が で き る 。 

３  第 十 五 条 の 三 第 一 項 、 第 三 項 及 び 第 四 項 の 規 定 は 、 法 第 十 七 条 の 規 定 に よ る 無 線 設 備 の 変 更

の 工 事 の 許 可 の 申 請 又 は 届 出 を 行 う 場 合 に 準 用 す る 。 

［ ４ ～ ６  同 上 ］ 

７  第 十 五 条 の 二 の 二 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 は 、 法 第 十 七 条 の 規 定 に よ る 許 可 の 申 請 若 し く は

届 出 （ 事 業 計 画 の 変 更 を 除 く 。 ） 、 法 第 十 九 条 の 規 定 に よ る 指 定 の 変 更 の 申 請 又 は 施 行 規 則 第

四 十 三 条 第 一 項 、 第 二 項 若 し く は 第 三 項 の 規 定 に よ る 届 出 を 行 う 場 合 に 準 用 す る 。 

［ ８ 同 上 ］ 

（ 登 録 申 請 手 数 料 等 の 簡 易 な 納 付 手 続 ） 

第 二 十 五 条 の 十 一 同 一 人 に 属 す る 二 以 上 の 無 線 局 の 登 録 の 申 請 を 同 時 に 行 う 場 合 で あ つ て 、 そ

の 無 線 設 備 の 設 置 場 所 （ 移 動 す る 無 線 局 に あ つ て は 、 常 置 場 所 ） が い ず れ も 同 一 の 総 合 通 信 局

の 管 轄 区 域 内 と な る も の に つ い て は 、 手 数 料 令 第 八 条 の 規 定 に よ る 手 数 料 は 、 任 意 の 申 請 書 に

各 無 線 局 に 係 る 同 条 の 手 数 料 の 額 を 合 算 し た 額 に 相 当 す る 収 入 印 紙 を 貼 つ て 納 め る こ と が で き

る 。 

（ 登 録 の 申 請 手 数 料 の 簡 易 な 納 付 手 続 ） 

第 二 十 五 条 の 十 一 同 一 人 に 属 す る 二 以 上 の 無 線 局 の 登 録 の 申 請 を 同 時 に 行 う 場 合 で あ つ て 、 そ

の 無 線 設 備 の 設 置 場 所 （ 移 動 す る 無 線 局 に あ つ て は 、 常 置 場 所 ） が い ず れ も 同 一 の 総 合 通 信 局

の 管 轄 区 域 内 と な る も の に つ い て は 、 手 数 料 令 第 八 条 の 規 定 に よ る 手 数 料 は 、 任 意 の 申 請 書 に

各 無 線 局 に 係 る 同 条 の 手 数 料 の 額 を 合 算 し た 額 に 相 当 す る 収 入 印 紙 を は つ て 納 め る こ と が で き

る 。 

［ 新 設 ］ 



二十五 頁  
 

 

 

２  登 録 の 申 請 に 併 せ て 登 録 事 項 証 明 書 の 交 付 の 請 求 を 行 う 場 合 は 、 手 数 料 令 第 八 条 又 は 第 九 条

の 規 定 に よ る 手 数 料 及 び 同 令 第 三 条 の 二 の 規 定 に よ る 手 数 料 の 額 を 合 算 し た 額 に 相 当 す る 収 入

印 紙 を 申 請 書 に 貼 つ て 納 め る こ と が で き る 。 

（ 相 続 等 に お け る 登 録 の 承 継 の 届 出 ） 

第 二 十 五 条 の 十 五 法 第 二 十 七 条 の 二 十 七 第 一 項 の 規 定 に よ り 登 録 局 の 登 録 人 の 地 位 を 承 継 し た

こ と を 届 け 出 る と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 届 出 書 に 同 条 第 二 項 の 書 面 を 添 え て 総 合 通

信 局 長 に 提 出 し て 行 う も の と す る 。 

一  登 録 人 の 地 位 を 承 継 し た 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ つ て は 、 そ の 代 表 者 の

氏 名 

二  承 継 に 係 る 登 録 局 の 登 録 の 番 号 、 登 録 人 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ つ て は 、

そ の 代 表 者 の 氏 名 

三  承 継 の 理 由 及 び 期 日 

２  前 項 の 届 出 書 の 様 式 は 、 別 表 第 五 号 の 三 の と お り と す る 。 

３  登 録 人 の 地 位 を 承 継 す る こ と が で き る 者 が 二 人 以 上 あ る 場 合 に お い て 、 そ の 協 議 に よ り 、 登

録 人 の 地 位 を 承 継 す べ き 者 を 定 め た と き は 、 そ の 者 は 、 第 一 項 の 届 出 書 に 他 の 登 録 人 の 地 位 を

承 継 す る こ と が で き る 者 が こ れ に 同 意 し た 事 実 を 証 す る 書 面 を 添 付 す る も の と す る 。 

 

［ 同 上 ］ 

（ 包 括 登 録 に 関 す る 準 用 ） 

第 二 十 五 条 の 二 十 ［ 略 ］ 

２  第 二 十 五 条 の 十 五 の 規 定 は 、 包 括 登 録 人 の 地 位 の 承 継 に つ い て 準 用 す る 。 

 

［ 同 上 ］ 

第 五 節 登 録 記 録 等    第 五 節 登 録 状 

 （ 登 録 記 録 に 記 録 す る 事 項 ） 

第 二 十 五 条 の 二 十 一 法 第 二 十 七 条 の 二 十 三 に 規 定 す る 登 録 記 録 に は 、 法 第 二 十 七 条 の 二 十 二 （

法 第 二 十 七 条 の 三 十 七 第 二 項 に お い て 読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 各 号 に 規 定 す る 事 項

の ほ か 、 登 録 の 有 効 期 間 を 記 録 す る 。 

［ 削 る ］ 

（ 登 録 状 ） 

第 二 十 五 条 の 二 十 一 法 第 二 十 七 条 の 二 十 五 第 一 項 の 登 録 状 に は 、 同 条 第 二 項 （ 法 第 二 十 七 条 の

三 十 七 第 二 項 に お い て 読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） に 規 定 す る 事 項 の ほ か 、 登 録 の 有 効

期 間 を 記 載 す る 。 

２  前 項 の 登 録 状 の 様 式 は 、 別 表 第 六 号 の 六 の と お り と す る 。 

（ 登 録 記 録 の 作 成 の 通 知 ） 

第 二 十 五 条 の 二 十 一 の 二 法 第 二 十 七 条 の 二 十 二 （ 法 第 二 十 七 条 の 三 十 七 第 二 項 に お い て 読 み 替

え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 登 録 記 録 の 作 成 に 係 る 登 録 人 に 対 す る 通 知 は 、 当 該

登 録 に 係 る 申 請 等 が 、 電 子 申 請 等 に よ る 場 合 に あ つ て は 総 務 省 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え

ら れ た フ ァ イ ル に 記 録 す る こ と に よ り 行 う こ と と し 、 書 面 申 請 等 に よ る 場 合 に あ つ て は 登 録 事

項 証 明 書 の 交 付 に よ り 行 う こ と と す る 。 た だ し 、 特 に そ の 必 要 が あ る 場 合 に お い て は 、 こ れ ら

の 方 法 以 外 の 方 法 に よ る こ と が あ る 。 

 

［ 新 設 ］ 

（ 登 録 記 録 に 記 録 さ れ て い る 事 項 を 閲 覧 に 供 す る 際 の 様 式 ） 

第 二 十 五 条 の 二 十 一 の 三 総 合 通 信 局 長 が 登 録 記 録 に 記 録 さ れ て い る 事 項 を 閲 覧 に 供 す る 際 の 様

式 は 、 別 表 第 六 号 の 六 の と お り と す る 。 た だ し 、 様 式 の 大 き さ に 係 る 規 定 は 適 用 せ ず 、 ま た 、

公 印 の 押 印 を 省 略 す る も の と す る 。 

 

［ 新 設 ］ 



二十六 頁  
 

 

 

 （ 登 録 記 録 の 閲 覧 の 請 求 ） 

第 二 十 五 条 の 二 十 一 の 四 登 録 人 は 、 当 該 登 録 人 に 係 る 登 録 記 録 の 閲 覧 を 請 求 し よ う と す る と き

は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 録 し て 、 電 子 申 請 等 に よ り 総 合 通 信 局 長 に 請 求 し な け れ ば な ら な い 。 

一  登 録 人 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ つ て は 、 そ の 代 表 者 の 氏 名 

二  登 録 の 番 号 

 

［ 新 設 ］ 

 

（ 登 録 事 項 証 明 書 の 様 式 ） 

第 二 十 五 条 の 二 十 一 の 五 登 録 事 項 証 明 書 の 様 式 は 、 別 表 第 六 号 の 六 の と お り と す る 。 

 

［ 新 設 ］ 

 （ 登 録 事 項 証 明 書 の 交 付 の 請 求 ） 

第 二 十 五 条 の 二 十 一 の 六 登 録 人 は 、 法 第 二 十 七 条 の 二 十 三 の 規 定 に よ り 当 該 登 録 人 に 係 る 登 録

事 項 証 明 書 の 交 付 を 請 求 し よ う と す る と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 請 求 書 を 総 合 通 信 局

長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

一  登 録 人 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ つ て は 、 そ の 代 表 者 の 氏 名 

二  登 録 の 番 号 

２  前 項 の 請 求 書 の 様 式 は 、 別 表 第 六 号 の 八 の と お り と す る 。 

３  法 第 二 十 七 条 の 二 十 一 第 二 項 若 し く は 第 二 十 七 条 の 三 十 二 第 二 項 又 は 第 二 十 五 条 の 十 四 第 一

項 若 し く は 第 二 十 五 条 の 十 九 第 一 項 の 申 請 を す る 場 合 （ 書 面 申 請 等 に よ る 場 合 に 限 る 。 ） は 、

当 該 申 請 に 併 せ て 、 第 一 項 の 請 求 を す る こ と が で き る 。 

４  前 項 の 規 定 は 、 書 面 申 請 等 に よ り 、 無 線 局 の 登 録 に 係 る そ の 他 の 申 請 等 （ 登 録 記 録 に 記 録 し

た 事 項 の 変 更 に 係 る も の に 限 る 。 ） を す る 場 合 に 準 用 す る 。 

 

［ 新 設 ］ 

 

（ 登 録 記 録 の 変 更 等 ） 

第 二 十 五 条 の 二 十 二 第 二 十 五 条 の 十 五 第 一 項 （ 第 二 十 五 条 の 二 十 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む

。 ） の 規 定 に よ る 届 出 、 第 二 十 五 条 の 二 十 五 の 規 定 に よ る 変 更 登 録 の 申 請 に よ る 免 許 記 録 の 変

更 に 係 る 免 許 人 に 対 す る 通 知 は 、 第 二 十 五 条 の 二 十 一 の 二 の 規 定 を 準 用 す る 。 

２  総 合 通 信 局 長 は 、 第 二 十 五 条 の 十 五 第 一 項 （ 第 二 十 五 条 の 二 十 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む

。 ） の 規 定 に よ る 届 出 又 は 第 二 十 五 条 の 二 十 五 の 規 定 に よ る 変 更 登 録 の 申 請 に よ る 場 合 の ほ か

、 職 権 に よ り 登 録 記 録 の 変 更 を 行 う こ と が あ る 。 こ の 場 合 に お い て 、 総 合 通 信 局 長 は 、 当 該 登

録 記 録 に 係 る 登 録 人 に 対 し 、 遅 滞 な く 、 そ の 旨 を 通 知 す る も の と す る 。 

（ 登 録 状 の 訂 正 ） 

第 二 十 五 条 の 二 十 二 登 録 人 は 、 法 第 二 十 七 条 の 二 十 八 の 登 録 状 の 訂 正 を 受 け よ う と す る と き は

、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 を 総 合 通 信 局 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

一  登 録 人 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ つ て は 、 そ の 代 表 者 の 氏 名 

二  登 録 の 番 号 

三  訂 正 を 受 け る 箇 所 及 び 訂 正 を 受 け る 理 由 

２  前 項 の 申 請 書 の 様 式 は 、 別 表 第 六 号 の 七 の と お り と す る 。 

３  第 一 項 の 申 請 が あ つ た 場 合 に お い て 、 総 合 通 信 局 長 は 、 新 た な 登 録 状 の 交 付 に よ る 訂 正 を 行

う こ と が あ る 。 

４  総 合 通 信 局 長 は 、 第 一 項 の 申 請 に よ る 場 合 の ほ か 、 職 権 に よ り 登 録 状 の 訂 正 を 行 う こ と が あ

る 。 
５  第 二 十 二 条 第 五 項 の 規 定 は 、 新 た な 登 録 状 の 交 付 を 受 け た 場 合 に 準 用 す る 。 

 

［ 削 る ］ 

（ 登 録 状 の 再 交 付 ） 

第 二 十 五 条 の 二 十 二 の 二 登 録 人 は 、 登 録 状 を 破 損 し 、 汚 し 、 失 つ た 等 の た め に 登 録 状 の 再 交 付

の 申 請 を し よ う と す る と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 を 総 合 通 信 局 長 に 提 出 し な け

れ ば な ら な い 。 

一  登 録 人 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ つ て は 、 そ の 代 表 者 の 氏 名 
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二  登 録 の 番 号 

三  再 交 付 を 求 め る 理 由 

２  前 項 の 申 請 書 の 様 式 は 、 別 表 第 六 号 の 八 の と お り と す る 。 

３  第 二 十 二 条 第 五 項 の 規 定 は 、 第 一 項 の 規 定 に よ り 登 録 状 の 再 交 付 を 受 け た 場 合 に 準 用 す る 。

た だ し 、 登 録 状 を 失 つ た 等 の た め に こ れ を 返 す こ と が で き な い 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。 

（ 変 更 登 録 の 申 請 ） 

第 二 十 五 条 の 二 十 五 法 第 二 十 七 条 の 二 十 六 第 一 項 又 は 第 二 十 七 条 の 三 十 三 第 一 項 の 規 定 に よ る

変 更 登 録 の 申 請 を し よ う と す る と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 を 総 合 通 信 局 長 に 提

出 し て 行 う も の と す る 。 

一  登 録 人 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ つ て は 、 そ の 代 表 者 の 氏 名 

二  登 録 の 番 号 

三  変 更 の 具 体 的 内 容 及 び 理 由 

２  法 第 二 十 七 条 の 二 十 六 第 四 項 又 は 第 二 十 七 条 の 三 十 三 第 四 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 前 項 各 号

の 事 項 を 記 載 し た 届 出 書 を 総 合 通 信 局 長 に 提 出 し て 行 う も の と す る 。 

３  前 二 項 の 申 請 書 及 び 届 出 書 の 様 式 は 、 別 表 第 四 号 の 三 の と お り と す る 。 

 

［ 同 上 ］ 

（ 拒 否 の 通 知 ） 

第 二 十 六 条 の 二  法 第 百 条 第 一 項 の 許 可 の 申 請 を 審 査 し た 結 果 に よ り 、 許 可 を 拒 否 し た と き は 、

申 請 者 に 対 し そ の 旨 の 理 由 を 記 載 し た 文 書 を も つ て 通 知 す る 。 

２  前 項 の 規 定 は 、 高 周 波 利 用 設 備 の 許 可 に 係 る そ の 他 の 申 請 の 場 合 に 準 用 す る 。 

 

［ 新 設 ］ 

（ 許 可 記 録 ） 

第 二 十 六 条 の 三  許 可 記 録 （ 法 第 百 条 第 五 項 に お い て 準 用 す る 法 第 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 作

成 さ れ た 電 磁 的 記 録 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 録 す る 。 

一  許 可 の 年 月 日 及 び 許 可 の 番 号 

二  設 置 者 （ 法 第 百 条 第 一 項 の 許 可 を 受 け た 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 

三  設 備 の 種 別 

四  設 置 の 目 的 

五  設 備 の 設 置 場 所 

六  高 周 波 電 流 を 通 ず る 線 路 の 種 別 及 び 区 間 

 

［ 新 設 ］ 

 

 （ 許 可 記 録 の 作 成 の 通 知 ） 

第 二 十 六 条 の 四  許 可 記 録 の 作 成 に 係 る 法 第 百 条 第 一 項 の 許 可 を 受 け た 者 （ 以 下 「 設 置 者 」 と い

う 。 ） に 対 す る 通 知 は 、 当 該 許 可 に 係 る 申 請 等 が 、 電 子 申 請 等 に よ る 場 合 に あ つ て は 総 務 省 の

使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル に 記 録 す る こ と に よ り 行 う こ と と し 、 書 面 申 請 等

に よ る 場 合 に あ つ て は 許 可 事 項 証 明 書 の 交 付 に よ り 行 う こ と と す る 。 た だ し 、 特 に そ の 必 要 が

あ る 場 合 に お い て は 、 こ れ ら の 方 法 以 外 の 方 法 に よ る こ と が あ る 。 

 

［ 新 設 ］ 

（ 許 可 記 録 に 記 録 さ れ て い る 事 項 を 閲 覧 に 供 す る 際 の 様 式 ） （ 許 可 状 等 ） 
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第 二 十 七 条 総 合 通 信 局 長 が 許 可 記 録 に 記 録 さ れ て い る 事 項 を 閲 覧 に 供 す る 際 の 様 式 は 、 別 表 第

十 号 の と お り と す る 。 た だ し 、 様 式 の 大 き さ に 係 る 規 定 は 適 用 せ ず 、 ま た 、 公 印 の 押 印 を 省 略

す る も の と す る 。 

［ 削 る ］ 

第 二 十 七 条 法 第 百 条 第 二 項 の 許 可 を 与 え た と き は 、 別 表 第 十 号 で 定 め る 様 式 の 許 可 状 を 交 付 す

る 。 

 

２  前 項 の 許 可 を 拒 否 し た と き は 、 申 請 者 に 対 し そ の 旨 を 理 由 を 記 載 し た 文 書 を も つ て 通 知 す る

。 

（ 許 可 記 録 の 閲 覧 の 請 求 ） 

第 二 十 七 条 の 二  設 置 者 は 、 当 該 設 置 者 に 係 る 許 可 記 録 の 閲 覧 を 請 求 し よ う と す る と き は 、 次 に

掲 げ る 事 項 を 記 録 し て 、 電 子 申 請 等 に よ り 総 合 通 信 局 長 に 請 求 し な け れ ば な ら な い 。 

一  設 置 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ つ て は 、 そ の 代 表 者 の 氏 名 

二  設 備 の 種 別 及 び 設 備 数 

三  許 可 の 番 号 

四  許 可 の 年 月 日 

 

［ 新 設 ］ 

（ 許 可 事 項 証 明 書 の 様 式 ） 

第 二 十 七 条 の 三  許 可 事 項 証 明 書 の 様 式 は 、 別 表 第 十 号 の と お り と す る 。 

 

［ 新 設 ］ 

 （ 許 可 事 項 証 明 書 の 交 付 の 請 求 ） 

第 二 十 七 条 の 四  設 置 者 は 、 法 第 百 条 第 五 項 に お い て 準 用 す る 法 第 十 四 条 の 二 の 規 定 に よ り 当 該

設 置 者 に 係 る 許 可 事 項 証 明 書 の 交 付 を 請 求 し よ う と す る と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 請

求 書 を 総 合 通 信 局 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

一  設 置 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ つ て は 、 そ の 代 表 者 の 氏 名 

二  設 備 の 種 別 及 び 設 備 数 

三  許 可 の 番 号 

四  許 可 の 年 月 日 

２  法 第 百 条 第 一 項 の 許 可 の 申 請 を す る 場 合 （ 書 面 申 請 等 に よ る 場 合 に 限 る 。 ） は 、 当 該 申 請 に

併 せ て 、 前 項 の 請 求 を す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 前 項 第 三 号 及 び 第 四 号 に 掲 げ る

事 項 の 記 載 は 要 し な い 。 

３  前 項 の 規 定 は 、 書 面 申 請 等 に よ り 、 高 周 波 利 用 設 備 の 許 可 に 係 る そ の 他 の 申 請 等 （ 許 可 記 録

に 記 録 し た 事 項 の 変 更 に 係 る も の に 限 る 。 ） を す る 場 合 に 準 用 す る 。 

 

［ 新 設 ］ 

 

（ 許 可 記 録 の 変 更 等 ） 

第 二 十 八 条 法 第 百 条 第 一 項 の 許 可 を 受 け た 者 は 、 同 条 第 五 項 に お い て 準 用 す る 法 第 二 十 一 条 の

規 定 に よ り 許 可 記 録 に 記 録 し た 事 項 の 変 更 の 届 出 を し よ う と す る と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記

載 し た 届 出 書 を 総 合 通 信 局 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

一  設 置 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ つ て は 、 そ の 代 表 者 の 氏 名 

二  設 備 の 種 別 及 び 設 備 数 

三  許 可 の 番 号 

四  許 可 の 年 月 日 

五  変 更 箇 所 及 び 変 更 理 由 

（ 許 可 状 の 訂 正 ） 

第 二 十 八 条 法 第 百 条 第 一 項 の 許 可 を 受 け た 者 は 、 同 条 第 五 項 に お い て 準 用 す る 法 第 二 十 一 条 の

規 定 に よ り 許 可 状 の 訂 正 を 受 け よ う と す る と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 を 総 合 通

信 局 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 
一  設 置 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ つ て は 、 そ の 代 表 者 の 氏 名 

二  設 備 の 種 別 及 び 設 備 数 

三  許 可 の 番 号 

四  許 可 の 年 月 日 

五  訂 正 を 受 け る 箇 所 及 び 訂 正 を 受 け る 理 由 
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２  法 第 百 条 第 五 項 に お い て 準 用 す る 法 第 二 十 一 条 に よ る 許 可 記 録 の 変 更 に 係 る 設 置 者 に 対 す る

通 知 は 、 第 二 十 六 条 の 四 の 規 定 を 準 用 す る 。 

３  総 合 通 信 局 長 は 、 法 第 百 条 第 五 項 に お い て 準 用 す る 法 第 二 十 一 条 に 掲 げ る 場 合 の ほ か 、 職 権

に よ り 許 可 記 録 の 変 更 を 行 う こ と が あ る 。 こ の 場 合 に お い て 、 総 合 通 信 局 長 は 、 当 該 許 可 記 録

に 係 る 設 置 者 に 対 し 、 遅 滞 な く 、 そ の 旨 を 通 知 す る も の と す る 。 

［ 削 る ］ 

２  前 項 の 申 請 が あ つ た 場 合 に お い て 、 総 合 通 信 局 長 は 、 新 た な 許 可 状 の 交 付 に よ る 訂 正 を 行 う

こ と が あ る 。 

３  総 合 通 信 局 長 は 、 第 一 項 の 申 請 に よ る 場 合 の ほ か 、 職 権 に よ り 許 可 状 の 訂 正 を 行 う こ と が あ

る 。 

 

４  第 二 十 二 条 第 五 項 の 規 定 は 、 新 た な 許 可 状 の 交 付 を 受 け た 場 合 に 準 用 す る 。 

 

［ 削 る ］ 

（ 許 可 状 の 再 交 付 ） 

第 二 十 八 条 の 二  法 第 百 条 第 一 項 の 許 可 を 受 け た 者 は 、 許 可 状 を 破 損 し 、 汚 し 、 失 つ た 等 の た め

に 許 可 状 の 再 交 付 を 申 請 し よ う と す る と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 を 総 合 通 信 局

長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

一  設 置 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ つ て は 、 そ の 代 表 者 の 氏 名 

二  設 備 の 種 別 及 び 設 備 数 

三  許 可 の 番 号 

四  許 可 の 年 月 日 

五  再 交 付 を 求 め る 理 由 

２  第 二 十 二 条 第 五 項 の 規 定 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 許 可 状 の 再 交 付 を 受 け た 場 合 に 準 用 す る 。 た

だ し 、 許 可 状 を 失 つ た 等 の た め に こ れ を 返 す こ と が で き な い 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。 

（ 許 可 の 承 継 の 届 出 ） 

第 二 十 八 条 の 二  第 二 十 条 の 二 （ 第 二 項 及 び 第 四 項 を 除 く 。 ） の 規 定 は 、 法 第 百 条 第 四 項 の 場 合

に 準 用 す る 。 

（ 許 可 の 承 継 の 届 出 ） 

第 二 十 八 条 の 三  ［ 同 上 ］ 

（ 変 更 の 申 請 等 ） 

第 二 十 九 条 法 第 百 条 第 五 項 に お い て 準 用 す る 法 第 十 七 条 の 規 定 に よ り 、 許 可 に 係 る 設 備 の 変 更

の 許 可 の 申 請 等 を し よ う と す る 場 合 は 、 許 可 の 番 号 及 び 許 可 の 年 月 日 を 記 載 し た 申 請 書 又 は 届

出 書 に 変 更 に 係 る 部 分 に 関 す る 変 更 後 の 事 項 を 記 載 し た 別 表 第 九 号 第 ２ 又 は 別 表 第 九 号 第 ３ の

添 付 書 類 及 び そ の 添 付 書 類 の 写 し 一 通 を 添 え て 総 合 通 信 局 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

 

２  第 二 十 六 条 第 三 項 及 び 第 四 項 の 規 定 は 、 前 項 の 許 可 の 申 請 等 の 場 合 に 準 用 す る 。 

 

（ 変 更 の 申 請 等 ） 

第 二 十 九 条 法 第 百 条 第 五 項 に お い て 準 用 す る 法 第 十 七 条 の 規 定 に よ り 、 許 可 に 係 る 設 備 の 変 更

の 許 可 の 申 請 又 は 届 出 を し よ う と す る 場 合 は 、 許 可 の 番 号 及 び 許 可 の 年 月 日 を 記 載 し た 申 請 書

又 は 届 出 書 に 変 更 に 係 る 部 分 に 関 す る 変 更 後 の 事 項 を 記 載 し た 別 表 第 九 号 第 ２ 又 は 別 表 第 九 号

第 ３ の 添 付 書 類 及 び そ の 添 付 書 類 の 写 し 一 通 を 添 え て 総 合 通 信 局 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い

。 

２  第 二 十 六 条 第 三 項 及 び 第 四 項 の 規 定 は 、 前 項 の 許 可 の 申 請 又 は 届 出 の 場 合 に 準 用 す る 。 

  

第 八 章 電 子 情 報 処 理 組 織 に よ る 手 続 等 ［ 新 設 ］ 

（ 電 子 情 報 処 理 組 織 に よ る 手 続 等 ） 

第 三 十 二 条 こ の 省 令 の 規 定 に よ る 申 請 等 を 電 子 申 請 等 に よ り 行 う 場 合 は 、 総 務 大 臣 が 定 め る 方

法 等 に 従 い 行 う も の と す る 。 

２  こ の 省 令 の 規 定 に よ る 申 請 等 に 対 す る 処 分 通 知 等 を 電 子 交 付 等 に よ り 受 け る こ と を 希 望 す る

者 は 、 総 務 大 臣 が 定 め る 方 法 等 に 従 い 、 そ の 旨 を 表 示 し て 電 子 申 請 等 に よ り 行 う も の と す る 。 

 
施 行 規 則 と 異 な る 部 分 は 赤 字 
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３  こ の 省 令 の 規 定 に よ る 申 請 等 に 対 す る 電 子 処 分 通 知 等 に 係 る 公 印 は 、 押 印 を 省 略 す る も の と

す る 。 

４  無 線 局 の 免 許 に 係 る 申 請 等 を 電 子 申 請 等 に よ り 行 う 場 合 に あ つ て は 、 申 請 等 か ら 処 分 ま で の

手 続 を 電 子 申 請 等 に よ り 行 う と と も に 、 処 分 通 知 等 を 電 子 交 付 等 に よ り 受 け る こ と を 原 則 と す

る 。 

 （ 免 許 記 録 等 の 写 し 及 び 免 許 事 項 証 明 書 等 の 扱 い ） 

第 三 十 三 条 免 許 人 は 、 無 線 局 の 免 許 が そ の 効 力 を 失 つ た と き 又 は 免 許 記 録 が 変 更 さ れ た と き は

、 当 該 効 力 を 失 つ た 免 許 又 は 当 該 変 更 前 の 免 許 記 録 に 係 る 、 免 許 記 録 の 写 し 及 び 免 許 事 項 証 明

書 を 、 破 棄 し 、 又 は そ の 効 力 が な い 旨 が 容 易 に 識 別 で き る よ う に 措 置 し な け れ ば な ら な い 。 

２  登 録 人 は 、 無 線 局 の 登 録 が そ の 効 力 を 失 つ た と き 又 は 登 録 記 録 が 変 更 さ れ た と き は 、 当 該 効

力 を 失 つ た 登 録 又 は 当 該 変 更 前 の 登 録 記 録 に 係 る 、 登 録 記 録 の 写 し 及 び 登 録 事 項 証 明 書 を 、 破

棄 し 、 又 は そ の 効 力 が な い 旨 が 容 易 に 識 別 で き る よ う に 措 置 し な け れ ば な ら な い 。 

３  設 置 者 は 、 許 可 が そ の 効 力 を 失 つ た と き 又 は 許 可 記 録 が 変 更 さ れ た と き は 、 当 該 効 力 を 失 つ

た 許 可 又 は 当 該 変 更 前 の 許 可 記 録 に 係 る 、 許 可 記 録 の 写 し 及 び 許 可 事 項 証 明 書 を 、 破 棄 し 、 又

は そ の 効 力 が な い 旨 が 容 易 に 識 別 で き る よ う に 措 置 し な け れ ば な ら な い 。 

 

 

第 九 章 雑 則 第 八 章 雑 則 

（ 免 許 事 項 証 明 書 等 及 び 書 面 等 に よ る 処 分 通 知 等 の 送 付 に 要 す る 費 用 ） 

第 三 十 四 条 免 許 事 項 証 明 書 、 登 録 事 項 証 明 書 又 は 許 可 事 項 証 明 書 の 交 付 を 請 求 す る 者 が 、 当 該

証 明 書 の 送 付 を 希 望 す る と き は 、 当 該 請 求 者 は 、 総 務 大 臣 又 は 総 合 通 信 局 長 に 当 該 証 明 書 の 送

付 に 要 す る 費 用 を 納 め な け れ ば な ら な い 。 

２  無 線 局 の 免 許 の 申 請 そ の 他 法 の 規 定 に よ る 申 請 等 を す る 者 が 、 申 請 等 に 対 す る 書 面 等 に よ る

処 分 通 知 等 の 送 付 を 希 望 す る と き は 、 当 該 申 請 等 を す る 者 は 、 当 該 処 分 通 知 等 の 送 付 に 要 す る

費 用 を 納 め な け れ ば な ら な い 。 

３  前 二 項 の 場 合 に お い て 、 当 該 費 用 は 、 郵 便 切 手 又 は 民 間 事 業 者 に よ る 信 書 の 送 達 に 関 す る 法

律 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 九 十 九 号 ） 第 二 条 第 六 項 に 規 定 す る 一 般 信 書 便 事 業 者 若 し く は 同 条 第 九

項 に 規 定 す る 特 定 信 書 便 事 業 者 に よ る 同 条 第 二 項 に 規 定 す る 信 書 便 の 役 務 に 関 す る 料 金 の 支 払

の た め に 使 用 す る こ と が で き る 証 票 に よ り 納 め る も の と す る 。 

（ 免 許 状 等 の 送 付 に 要 す る 費 用 ） 

第 三 十 二 条 無 線 局 の 免 許 の 申 請 そ の 他 法 の 規 定 に よ る 申 請 又 は 届 出 を す る 者 が 、 申 請 又 は 届 出

に 対 す る 処 分 に 関 す る 書 類 の 送 付 を 希 望 す る と き は 、 当 該 申 請 者 又 は 届 出 を す る 者 は 、 総 務 大

臣 又 は 総 合 通 信 局 長 に 当 該 書 類 の 送 付 に 要 す る 費 用 を 納 め な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い

て 、 当 該 費 用 は 、 郵 便 切 手 又 は 民 間 事 業 者 に よ る 信 書 の 送 達 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 四 年 法 律 第

九 十 九 号 ） 第 二 条 第 六 項 に 規 定 す る 一 般 信 書 便 事 業 者 若 し く は 同 条 第 九 項 に 規 定 す る 特 定 信 書

便 事 業 者 に よ る 同 条 第 二 項 に 規 定 す る 信 書 便 の 役 務 に 関 す る 料 金 の 支 払 の た め に 使 用 す る こ と

が で き る 証 票 に よ り 納 め る も の と す る 。 

  

別表第一号 無線局の免許申請書及び再免許申請書の様式（第３条第２項及び第 16 条第２項関

係）（総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによるこ

とができる。） 

別表第一号 無線局の免許申請書及び再免許申請書の様式（第３条第２項及び第 16 条第２項関

係）（総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによるこ

とができる。） 

無線局免許（再免許）申請書 

年  月  日  

 総務大臣 殿（注１） 

無線局免許（再免許）申請書 

年  月  日  

 総務大臣 殿（注１） 
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収入印紙貼付欄 

（注２） 

 

 □電波法第６条の規定により、無線局の免許を受けたいので、無線局免許手続規則第４条に規

定する書類を添えて下記のとおり申請します。 

 □無線局免許手続規則第 16 条第１項の規定により、無線局の再免許を受けたいので、第 16 条

の２の規定により、別紙の書類を添えて下記のとおり申請します。 

 □無線局免許手続規則第 16 条第１項の規定により、無線局の再免許を受けたいので、第 16 条

の３の規定により、添付書類の提出を省略して下記のとおり申請します。 

  （注３） 

また、上記の申請に対する免許（再免許）を受けた場合は、電波法第 14 条の２の規定によ

り、免許記録に記録されている事項を証明した書面の交付を請求します。（注４） 

記（注５） 

 １ 申請者（注６） 

住 所 都道府県―市区町村コード 〔             〕 

〒（  ―  ） 

 

  

氏名又は名称及び代

表者氏名 

フリガナ 

 

 

  

法人番号  

 ２ 電波法第５条に規定する欠格事由（注７） 

開設しようとす

る無線局 
無線局の種類（法第５条第２項各号） 

□ 該当 

□ 該当しない 

外国性の有無 国籍等（同条第１項第１号から第３号まで） □ 有 □ 無 

代表者及び役員の割合（同項第４号） □ 有 □ 無 

議決権の割合（同号） □ 有 □ 無 

相対的欠格事由 処分歴等（同条第３項） □ 有 □ 無 

一部の基幹放送

をする無線局の

欠格事由 

国籍等（同条第４項第１号） □ 有 □ 無 

処分歴等（同号） □ 有 □ 無 

特定役員（同項第２号） □ 有 □ 無 

議決権の割合（同項第２号及び第３号） □ 有 □ 無 

 

収入印紙貼付欄 

（注２） 

 

 □電波法第６条の規定により、無線局の免許を受けたいので、無線局免許手続規則第４条に規

定する書類を添えて下記のとおり申請します。 

 □無線局免許手続規則第 16 条第１項の規定により、無線局の再免許を受けたいので、第 16 条

の２の規定により、別紙の書類を添えて下記のとおり申請します。 

 □無線局免許手続規則第 16 条第１項の規定により、無線局の再免許を受けたいので、第 16 条

の３の規定により、添付書類の提出を省略して下記のとおり申請します。 

  （注３） 

記（注４） 

 １ 申請者（注５） 

住 所 都道府県―市区町村コード 〔             〕 

〒（  ―  ） 

 

  

氏名又は名称及び代

表者氏名 

フリガナ 

 

 

  

法人番号  

 ２ 電波法第５条に規定する欠格事由（注６） 

開設しようとする

無線局 
無線局の種類（法第５条第２項各号） 

□ 該当 

□ 該当しない 

外国性の有無 国籍等（同条第１項第１号から第３号まで） □ 有 □ 無 

代表者及び役員の割合（同項第４号） □ 有 □ 無 

議決権の割合（同号） □ 有 □ 無 

相対的欠格事由 処分歴等（同条第３項） □ 有 □ 無 

一部の基幹放送を

する無線局の欠格

事由 

国籍等（同条第４項第１号） □ 有 □ 無 

処分歴等（同号） □ 有 □ 無 

特定役員（同項第２号） □ 有 □ 無 

議決権の割合（同項第２号及び第３号） □ 有 □ 無 

役員の処分歴等（同項第４号） □ 有 □ 無 

 ３ 免許又は再免許に関する事項（注７） 
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役員の処分歴等（同項第４号） □ 有 □ 無 

 ３ 免許又は再免許に関する事項（注８） 

① 無線局の種別及び局数   

② 識別信号   

③ 免許の番号   

④ 免許の年月日   

⑤ 希望する免許の有効期間   

⑥ 備考   

 ４ 電波利用料（注９） 

  ① 電波利用料の前納（注 10） 

電波利用料の前納の申出の有無 □有    □無 

電波利用料の前納に係る期間 □無線局の免許の有効期間まで前納します（電波法

第13条第２項に規定する無線局を除く。）。 

□その他（   年） 

  ② 電波利用料納入告知書送付先（法人の場合に限る。）（注 11） 

   □１の欄と同一のため記載を省略します。 

住 所 都道府県―市区町村コード 〔              〕 

〒（  ―  ） 

 

 

  

部署名 
フリガナ 

 

 

  

 ５ 申請の内容に関する連絡先 

所属、氏名 フリガナ 

 

 

  

電話番号   

電子メールアドレス   

    

① 無線局の種別及び局数   

② 識別信号   

③ 免許の番号   

④ 免許の年月日   

⑤ 希望する免許の有効期間   

⑥ 備考   

 ４ 電波利用料（注８） 

  ① 電波利用料の前納（注９） 

電波利用料の前納の申出の有無 □有    □無 

電波利用料の前納に係る期間 □無線局の免許の有効期間まで前納します（電波法

第13条第２項に規定する無線局を除く。）。 

□その他（   年） 

  ② 電波利用料納入告知書送付先（法人の場合に限る。）（注 10） 

   □１の欄と同一のため記載を省略します。 

住 所 都道府県―市区町村コード 〔              〕 

〒（  ―  ） 

 

 

  

部署名 
フリガナ 

 

 

  

 ５ 申請の内容に関する連絡先 

所属、氏名 フリガナ 

 

 

  

電話番号   

電子メールアドレス   

    

注１ 施行規則第 51 条の 15 第１項第１号に掲げる無線局に係る申請をする場合は、同条に規

定する所轄総合通信局長に宛てること。 

２ 収入印紙については、次によること。 

注１ 施行規則第 51 条の 15 第１項第１号に掲げる無線局に係る申請をする場合は、同条に規

定する所轄総合通信局長に宛てること。 

２ 収入印紙については、次によること。 
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⑴ 複数の無線局を申請する場合は、３①の欄の記載事項に対応した手数料及び第８条

の２第２項により合算した額の内訳が分かるように３⑥の欄に記載すること。 

 （記載例） 10Ｗ １局×6,200 円＋証明書 1 通×480 円 

        1Ｗ １局×3,450 円＋証明書１通×480 円 

                 合 計   10,610 円 

⑵ 第８条の２第１項の規定により合算した額に相当する収入印紙を貼付する場合は、

申請書の余白に当該合算した額の内訳を記載すること。 

⑶ 収入印紙貼付欄に全部を貼付できない場合は、その欄に別紙に貼付する旨を記載

し、日本産業規格Ａ列４番の用紙に貼付すること。 

⑷ 収入印紙を必要額を超えて貼付している場合は、申請書の余白に「過納承諾 氏

名」のように記入すること。 

３ 該当する□にレ印を付けること。 

４ 申請に併せて免許事項証明書の交付の請求を行わない場合は、当該部分を削除すること

。また、当該部分は、電子申請等による場合にあつては、適用しない。 

５ 各欄の記載は次の表のとおりとし、記載を要しない記載事項及び記載欄は必要に応じて

削除することができる。 

区 別 記載する欄 備 考 

１ 免許の申請の場合 １ ２ ３（① ② 

⑤ ⑥） ４ ５ 

 

２ 再免許の申請の場

合 

１ ２ ３ ４（注） 

５ 

（注） ②にあつては、電波利

用料納入告知書送付先に変

更がある場合に限る。 

６ １の欄は、次によること。 

⑴ 住所の欄は、日本産業規格ＪＩＳ Ｘ0401 及びＸ0402 に規定する都道府県コード及

び市区町村コード(以下この別表において「都道府県コード」という。)、郵便番号並

びに住所(申請者が法人又は団体の場合は、本店又は主たる事務所の所在地)を記載す

ること。ただし、都道府県コードが不明の場合は、コードの欄への記載を要しない。

また、都道府県コードを記載した場合は、都道府県及び市区町村の記載は要しない。 

⑵ 申請者が外国人である場合は、住所については、国籍及び日本における居住地を記

載すること。 

⑶ 法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載す

ること。ただし、申請者が国の機関、地方公共団体、法律により直接に設立された法

人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人の場合は、代表者の

氏名の記載を要しない。 

⑷ 代理人による申請の場合は、申請者に関する必要事項を記載するほか、これに準じ

て当該代理人に関する必要事項を枠下に記載すること。この場合においては、表第一

⑴ 複数の無線局を申請する場合は、３①の欄の記載事項に対応した手数料の内訳を３

⑥の欄に記載すること。 

 （記載例） 10Ｗ １局×6,700 円 

        1Ｗ １局×3,550 円 

          合 計 10,250 円 

⑵ 第８条の２の規定により合算した額に相当する収入印紙を貼付する場合は、申請書

の余白に当該合算した額の内訳を記載すること。 

⑶ 収入印紙貼付欄に全部を貼付できない場合は、その欄に別紙に貼付する旨を記載

し、日本産業規格Ａ列４番の用紙に貼付すること。 

⑷ 収入印紙を必要額を超えて貼付している場合は、申請書の余白に「過納承諾 氏

名」のように記入すること。 

３ 該当する□にレ印を付けること。 

４ 各欄の記載は次の表のとおりとし、記載を要しない記載事項及び記載欄は必要に応じて

削除することができる。 

区 別 記載する欄 備 考 

１ 免許の申請の場合 １ ２ ３（① ② 

⑤ ⑥） ４ ５ 

 

２ 再免許の申請の場

合 

１ ２ ３ ４（注） 

５ 

（注） ②にあつては、電波利

用料納入告知書送付先に変

更がある場合に限る。 

５ １の欄は、次によること。 

⑴ 住所の欄は、日本産業規格ＪＩＳ Ｘ0401 及びＸ0402 に規定する都道府県コード及

び市区町村コード(以下この別表において「都道府県コード」という。)、郵便番号並

びに住所(申請者が法人又は団体の場合は、本店又は主たる事務所の所在地)を記載す

ること。ただし、都道府県コードが不明の場合は、コードの欄への記載を要しない。

また、都道府県コードを記載した場合は、都道府県及び市区町村の記載は要しない。 

⑵ 申請者が外国人である場合は、住所については、国籍及び日本における居住地を記

載すること。 

⑶ 法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載す

ること。ただし、申請者が国の機関、地方公共団体、法律により直接に設立された法

人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人の場合は、代表者の

氏名の記載を要しない。 

⑷ 代理人による申請の場合は、申請者に関する必要事項を記載するほか、これに準じ

て当該代理人に関する必要事項を枠下に記載すること。この場合においては、表第一

号（記載要領）委任状を添付すること。ただし、包括委任状の番号が通知されている

場合は、当該番号を記載することとし、委任状の添付は要しない。 
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号（記載要領）委任状を添付すること。ただし、包括委任状の番号が通知されている

場合は、当該番号を記載することとし、委任状の添付は要しない。 

⑸ 法人番号の欄は、法人又は団体の場合に限り、行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号）第２条第 16 項に規定

する法人番号を記載すること。ただし、法人番号が不明の場合は記載を要しない。 

７ ２の欄は、法第５条に規定する欠格事由について、該当する□にレ印を付けること。た

だし、開設しようとする無線局の種別が法第５条第２項各号のいずれかに該当する場合に

は、外国性の有無の欄の記載は要しない。一部の基幹放送をする無線局の欠格事由の欄は

、受信障害対策中継放送、衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送以外の基幹放送を行

う基幹放送局の申請に限つて記載することとし、この場合において、当該基幹放送局は外

国性の有無及び相対的欠格事由の欄の記載は要しない。なお、申請者が個人の場合は、国

籍等の欄及び処分歴等の欄に限つて記載すること。 

８ ３の欄は、次によること。 

⑴ ①の欄は、第２条第１項に掲げる無線局の種別を記載し、第 15 条の２の２第１項又

は第２項の規定により一括して申請する場合は、無線局の種別ごとの局数を併せて記

載すること。この場合において、基幹放送局にあつては、第２条第５項第４号に掲げ

る基幹放送の種類による区分を付記すること。 

⑵ ②の欄は、現に免許を受けている無線局に指定されている識別信号を、①の欄の記

載事項に対応して記載すること。免許の申請(アマチュア局を除く。)の場合におい

て、希望する識別信号があるときは、その旨を記載すること。 

⑶ ③の欄及び④の欄は、現に免許を受けている無線局について、①の欄の記載事項に

対応して記載すること。 

⑷ ⑤の欄は、施行規則第９条の規定による免許の有効期間を希望する場合に限り、そ

の期間を記載すること。 

⑸ ⑥の欄は、次によること。 

ア ２の欄が「有」に該当する場合は、その内容について記載すること。 

イ 認定開設者が認定計画に従つて開設する特定基地局の申請をする場合は、認定計

画の認定の番号及び認定の年月日を記載すること。 

ウ 固定局の免許の申請を行う場合であつて、法第 102 条の２第１項に規定する伝搬

障害防止区域の指定を希望する場合は、その旨を記載すること。 

エ その他必要な事項がある場合は、その内容について記載すること。 

９ 法第 103 条の２第 14 項本文に該当する場合は、記載を要しない。 

10 施行規則第 51 条の 10 の６第３項の規定による電波利用料の前納に係る記載は、次によ

ること。 

⑴ 電波利用料の前納の申出の有無について、該当する□にレ印を付けること。なお、

前納の申出をした場合、口座振替により納付することはできない。 

⑸ 法人番号の欄は、法人又は団体の場合に限り、行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号）第２条第 16 項に規定

する法人番号を記載すること。ただし、法人番号が不明の場合は記載を要しない。 

６ ２の欄は、法第５条に規定する欠格事由について、該当する□にレ印を付けること。た

だし、開設しようとする無線局の種別が法第５条第２項各号のいずれかに該当する場合に

は、外国性の有無の欄の記載は要しない。一部の基幹放送をする無線局の欠格事由の欄は

、受信障害対策中継放送、衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送以外の基幹放送を行

う基幹放送局の申請に限つて記載することとし、この場合において、当該基幹放送局は外

国性の有無及び相対的欠格事由の欄の記載は要しない。なお、申請者が個人の場合は、国

籍等の欄及び処分歴等の欄に限つて記載すること。 

７ ３の欄は、次によること。 

⑴ ①の欄は、第２条第１項に掲げる無線局の種別を記載し、第 15 条の２の２第１項又

は第２項の規定により一括して申請する場合は、無線局の種別ごとの局数を併せて記

載すること。この場合において、基幹放送局にあつては、第２条第５項第４号に掲げ

る基幹放送の種類による区分を付記すること。 

⑵ ②の欄は、現に免許を受けている無線局に指定されている識別信号を、①の欄の記

載事項に対応して記載すること。免許の申請(アマチュア局を除く。)の場合におい

て、希望する識別信号があるときは、その旨を記載すること。 

⑶ ③の欄及び④の欄は、現に免許を受けている無線局について、①の欄の記載事項に

対応して記載すること。 

⑷ ⑤の欄は、施行規則第９条の規定による免許の有効期間を希望する場合に限り、そ

の期間を記載すること。 

⑸ ⑥の欄は、次によること。 

ア ２の欄が「有」に該当する場合は、その内容について記載すること。 

イ 認定開設者が認定計画に従つて開設する特定基地局の申請をする場合は、認定計

画の認定の番号及び認定の年月日を記載すること。 

ウ 固定局の免許の申請を行う場合であつて、法第 102 条の２第１項に規定する伝搬

障害防止区域の指定を希望する場合は、その旨を記載すること。 

エ その他必要な事項がある場合は、その内容について記載すること。 

８ 法第 103 条の２第 14 項本文に該当する場合は、記載を要しない。 

９ 施行規則第 51 条の 10 の６第３項の規定による電波利用料の前納に係る記載は、次によ

ること。 

⑴ 電波利用料の前納の申出の有無について、該当する□にレ印を付けること。なお、

前納の申出をした場合、口座振替により納付することはできない。 

⑵ 電波利用料の前納に係る期間については、前納を希望する場合に限り記載すること

とし、該当する□にレ印を付けること。その他に該当する場合は、無線局の免許の有
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⑵ 電波利用料の前納に係る期間については、前納を希望する場合に限り記載すること

とし、該当する□にレ印を付けること。その他に該当する場合は、無線局の免許の有

効期間のうち、１年を単位とする期間を記載すること。ただし、法第 13 条第２項に規

定する義務船舶局又は義務航空機局の無線局の免許を受けようとする者は、その他の

□にレ印を付け、１年を単位とする期間を記載すること。 

11 電波利用料納入告知書について、１の欄と異なる住所にある申請者と同一法人の部署に

送付を希望する場合に限り、注６に準じて記載すること。 

12 申請に対する処分に係る書類及び免許事項証明書（書面申請等による場合に限る。）の

送付を希望するときは、申請者又は代理人の住所の郵便番号、住所及び氏名を記載し、送

付に要する郵便切手又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14 年法律第 99

号)第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便

事業者による同条第２項に規定する信書便の役務に関する料金の支払のために使用するこ

とができる証票(以下「郵便切手等」という。)を貼付した返信用封筒を申請書に添付する

こと。この場合において、封筒は、当該書類を封入し得るもの(書類を折らずに送付する

ことを希望する場合は、相当の大きさのもの)とする。 

13 申請書の用紙は、日本産業規格Ａ列４番とし、該当欄に全部を記載することができない

場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この別表に定める規格の用紙に適宜記載す

ること。 

効期間のうち、１年を単位とする期間を記載すること。ただし、法第 13 条第２項に規

定する義務船舶局又は義務航空機局の無線局の免許を受けようとする者は、その他の

□にレ印を付け、１年を単位とする期間を記載すること。 

10 電波利用料納入告知書について、１の欄と異なる住所にある申請者と同一法人の部署に

送付を希望する場合に限り、注５に準じて記載すること。 

11 申請に対する処分に係る書類の送付を希望するときは、申請者又は代理人の住所の郵便

番号、住所及び氏名を記載し、送付に要する郵便切手又は民間事業者による信書の送達に

関する法律(平成 14 年法律第 99 号)第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同

条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便の役務に関する

料金の支払のために使用することができる証票(以下「郵便切手等」という。)を貼付した

返信用封筒を申請書に添付すること。この場合において、封筒は、当該書類を封入し得る

もの(書類を折らずに送付することを希望する場合は、相当の大きさのもの)とする。 

12 申請書の用紙は、日本産業規格Ａ列４番とし、該当欄に全部を記載することができない

場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この別表に定める規格の用紙に適宜記載す

ること。 

別表第一号の二 特定無線局の免許申請書及び再免許申請書の様式（第 20 条の５第２項及び第

20 条の８第２項関係）（総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによ

ることができる。） 

別表第一号の二 特定無線局の免許申請書及び再免許申請書の様式（第 20 条の５第２項及び第

20 条の８第２項関係）（総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによ

ることができる。） 

特定無線局免許（再免許）申請書 

年  月  日  

 （何）総合通信局長 殿（注１）  

収入印紙貼付欄 

（注２） 

 

 □電波法第 27 条の３の規定により、特定無線局の免許を受けたいので、無線局免許手続規則

第 20 条の６に規定する書類を添えて下記のとおり申請します。 

 □無線局免許手続規則第 20 条の８第１項の規定により、特定無線局の再免許を受けたいの

で、第 20 条の９の規定により、別紙の書類を添えて下記のとおり申請します。 

 □無線局免許手続規則第 20 条の８第１項の規定により、特定無線局の再免許を受けたいの

で、第 20 条の 10 の規定により、添付書類の提出を省略して下記のとおり申請します。 

（注３) 

特定無線局免許（再免許）申請書 

年  月  日  

 （何）総合通信局長 殿（注１）  

収入印紙貼付欄 

（注２） 

 

 □電波法第 27 条の３の規定により、特定無線局の免許を受けたいので、無線局免許手続規則

第 20 条の６に規定する書類を添えて下記のとおり申請します。 

 □無線局免許手続規則第 20 条の８第１項の規定により、特定無線局の再免許を受けたいの

で、第 20 条の９の規定により、別紙の書類を添えて下記のとおり申請します。 

 □無線局免許手続規則第 20 条の８第１項の規定により、特定無線局の再免許を受けたいの

で、第 20 条の 10 の規定により、添付書類の提出を省略して下記のとおり申請します。 

（注３) 

記（注４） 



三十六 頁  
 

 

 

 また、上記の申請に対する免許（再免許）を受けた場合は、電波法第 14 条の２の規定によ

り、免許記録に記録されている事項を証明した書面の交付を請求します。（注４） 

記（注５） 

 １ 申請者（注６） 

住 所 都道府県―市区町村コード 〔             〕 

〒（  ―  ） 

 

  

氏名又は名称及び代

表者氏名 

フリガナ 

 

 

  

法人番号  

 ２ 電波法第５条に規定する欠格事由（注７） 

   □有  □無 

 ３ 免許又は再免許に関する事項（注８） 

① 特定無線局の種別   

② 包括免許の番号   

③ 包括免許の年月日   

④ 希望する包括免許の有効期間   

⑤ 備考   

 ４ 電波利用料納入告知書送付先（法人の場合に限る。）（注９） 

  □１の欄と同一のため記載を省略します。 

住 所 都道府県―市区町村コード 〔              〕 

〒（  ―  ） 

 

 

  

部署名 
フリガナ 

 

 

  

 ５ 申請の内容に関する連絡先 

所属、氏名 フリガナ 

 

 

 １ 申請者（注５） 

住 所 都道府県―市区町村コード 〔             〕 

〒（  ―  ） 

 

  

氏名又は名称及び代

表者氏名 

フリガナ 

 

 

  

法人番号  

 ２ 電波法第５条に規定する欠格事由（注６） 

   □有  □無 

 ３ 免許又は再免許に関する事項（注７） 

① 特定無線局の種別   

② 包括免許の番号   

③ 包括免許の年月日   

④ 希望する包括免許の有効期間   

⑤ 備考   

 ４ 電波利用料納入告知書送付先（法人の場合に限る。）（注８） 

  □１の欄と同一のため記載を省略します。 

住 所 都道府県―市区町村コード 〔              〕 

〒（  ―  ） 

 

 

  

部署名 
フリガナ 

 

 

  

 ５ 申請の内容に関する連絡先 

所属、氏名 フリガナ 

 

 

  

電話番号   

電子メールアドレス   
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電話番号   

電子メールアドレス   

    

    

注１ 沖縄県の区域においては、沖縄総合通信事務所長とする。 

２ 収入印紙については、次によること。 

⑴ 収入印紙貼付欄に全部を貼付できない場合は、その欄に別紙に貼付する旨を記載

し、日本産業規格Ａ列４番の用紙に貼付すること。 

⑵ 収入印紙を必要額を超えて貼付している場合は、申請書の余白に「過納承諾 氏

名」のように記入すること。 

３ 該当する□にレ印を付けること。 

４ 申請に併せて免許事項証明書の交付の請求を行わない場合は、当該部分を削除するこ

と。また、当該部分は、電子申請等による場合にあつては、適用しない。 

５ 各欄の記載は次の表のとおりとし、記載を要しない記載事項及び記載欄は必要に応じて

削除することができる。 

区 別 記載する欄 備 考 

１ 免許の申請の場合 １ ２ ３（① ④ 

⑤） ４ ５ 

 

２ 再免許の申請の場

合 

１ ２ ３ ４（注） 

５ 

（注） 電波利用料納入告知書

送付先に変更がある場合に

限る。 

６ １の欄は、次によること。 

⑴ 住所の欄は、日本産業規格ＪＩＳ Ｘ0401 及びＸ0402 に規定する都道府県コード及

び市区町村コード（以下この別表において「都道府県コード」という。）、郵便番号

並びに住所（申請者が法人又は団体の場合は、本店又は主たる事務所の所在地）を記

載すること。ただし、都道府県コードが不明の場合は、コードの欄への記載を要しな

い。また、都道府県コードを記載した場合は、都道府県及び市区町村の記載は要しな

い。 

⑵ 申請者が外国人である場合は、住所については、国籍及び日本における居住地を記

載すること。 

⑶ 法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載す

ること。ただし、申請者が国の機関、地方公共団体、法律により直接に設立された法

人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人の場合は、代表者の

氏名の記載を要しない。 

⑷ 代理人による申請の場合は、申請者に関する必要事項を記載するほか、これに準じ

て当該代理人に関する必要事項を枠下に記載すること。この場合においては、委任状

注１ 沖縄県の区域においては、沖縄総合通信事務所長とする。 

２ 収入印紙については、次によること。 

⑴ 収入印紙貼付欄に全部を貼付できない場合は、その欄に別紙に貼付する旨を記載

し、日本産業規格Ａ列４番の用紙に貼付すること。 

⑵ 収入印紙を必要額を超えて貼付している場合は、申請書の余白に「過納承諾 氏

名」のように記入すること。 

３ 該当する□にレ印を付けること。 

４ 各欄の記載は次の表のとおりとし、記載を要しない記載事項及び記載欄は必要に応じて

削除することができる。 

区 別 記載する欄 備 考 

１ 免許の申請の場合 １ ２ ３（① ④ 

⑤） ４ ５ 

 

２ 再免許の申請の場

合 

１ ２ ３ ４（注） 

５ 

（注） 電波利用料納入告知書

送付先に変更がある場合に

限る。 

５ １の欄は、次によること。 

⑴ 住所の欄は、日本産業規格ＪＩＳ Ｘ0401 及びＸ0402 に規定する都道府県コード及

び市区町村コード（以下この別表において「都道府県コード」という。）、郵便番号

並びに住所（申請者が法人又は団体の場合は、本店又は主たる事務所の所在地）を記

載すること。ただし、都道府県コードが不明の場合は、コードの欄への記載を要しな

い。また、都道府県コードを記載した場合は、都道府県及び市区町村の記載は要しな

い。 

⑵ 申請者が外国人である場合は、住所については、国籍及び日本における居住地を記

載すること。 

⑶ 法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載す

ること。ただし、申請者が国の機関、地方公共団体、法律により直接に設立された法

人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人の場合は、代表者の

氏名の記載を要しない。 

⑷ 代理人による申請の場合は、申請者に関する必要事項を記載するほか、これに準じ

て当該代理人に関する必要事項を枠下に記載すること。この場合においては、委任状

を添付すること。ただし、包括委任状の番号が通知されている場合は、当該番号を記

載することとし、委任状の添付は要しない。 
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を添付すること。ただし、包括委任状の番号が通知されている場合は、当該番号を記

載することとし、委任状の添付は要しない。 

⑸ 法人番号の欄は、法人又は団体の場合に限り、行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律第２条第 16 項に規定する法人番号を記載するこ

と。ただし、法人番号が不明の場合は記載を要しない。 

７ 法第５条に規定する欠格事由の有無について、該当する□にレ印を付けること。 

８ ３の欄は、次によること。 

⑴ ①の欄は、第２条第１項に掲げる無線局の種別を記載すること。 

⑵ ②の欄及び③の欄は、現に免許を受けている無線局について記載すること。 

⑶ ④の欄は、施行規則第９条の規定による免許の有効期間を希望する場合に限り、そ

の期間を記載すること。 

⑷ ⑤の欄は、次によること。 

ア ２の欄が「有」に該当する場合は、その内容について記載すること。 

イ 認定開設者が認定計画に従つて開設する特定基地局の申請をする場合は、認定計

画の認定の番号及び認定の年月日を記載すること。 

ウ その他必要な事項がある場合は、その内容について記載すること。 

９ ４の欄は、次によること。 

⑴ 法第 103 条の２第 14 項本文に該当する場合は、記載を要しない。 

⑵ 電波利用料納入告知書について、１の欄と異なる住所にある申請者と同一法人の部

署に送付を希望する場合に限り、注６に準じて記載すること。 

10 申請に対する処分に係る書類及び免許事項証明書（書面申請等による場合に限る。）の

送付を希望するときは、申請者又は代理人の住所の郵便番号、住所及び氏名を記載し、送

付に要する郵便切手等を貼付した返信用封筒を申請書に添付すること。この場合において

、封筒は、当該書類を封入し得るもの（書類を折らずに送付することを希望する場合は、

相当の大きさのもの）とする。 

11 申請書の用紙は、日本産業規格Ａ列４番とし、該当欄に全部を記載することができない

場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この別表に定める規格の用紙に適宜記載す

ること。 

⑸ 法人番号の欄は、法人又は団体の場合に限り、行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律第２条第 16 項に規定する法人番号を記載するこ

と。ただし、法人番号が不明の場合は記載を要しない。 

６ 法第５条に規定する欠格事由の有無について、該当する□にレ印を付けること。 

７ ３の欄は、次によること。 

⑴ ①の欄は、第２条第１項に掲げる無線局の種別を記載すること。 

⑵ ②の欄及び③の欄は、現に免許を受けている無線局について記載すること。 

⑶ ④の欄は、施行規則第９条の規定による免許の有効期間を希望する場合に限り、そ

の期間を記載すること。 

⑷ ⑤の欄は、次によること。 

ア ２の欄が「有」に該当する場合は、その内容について記載すること。 

イ 認定開設者が認定計画に従つて開設する特定基地局の申請をする場合は、認定計

画の認定の番号及び認定の年月日を記載すること。 

ウ その他必要な事項がある場合は、その内容について記載すること。 

８ ４の欄は、次によること。 

⑴ 法第 103 条の２第 14 項本文に該当する場合は、記載を要しない。 

⑵ 電波利用料納入告知書について、１の欄と異なる住所にある申請者と同一法人の部

署に送付を希望する場合に限り、注５に準じて記載すること。 

９ 申請に対する処分に係る書類の送付を希望するときは、申請者又は代理人の住所の郵便

番号、住所及び氏名を記載し、送付に要する郵便切手等を貼付した返信用封筒を申請書に

添付すること。この場合において、封筒は、当該書類を封入し得るもの（書類を折らずに

送付することを希望する場合は、相当の大きさのもの）とする。 

10 申請書の用紙は、日本産業規格Ａ列４番とし、該当欄に全部を記載することができない

場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この別表に定める規格の用紙に適宜記載す

ること。 

別表第一号の三 無線局の登録申請書及び再登録申請書の様式（第 25 条の 10 第１項及び第 25

条の 14 第２項関係）（総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによ

ることができる。） 

別表第一号の三 無線局の登録申請書及び再登録申請書の様式（第 25 条の 10 第１項及び第 25

条の 14 第２項関係）（総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによ

ることができる。） 

無線局登録（再登録）申請書 

年  月  日  

 （何）総合通信局長 殿（注１） 

無線局登録（再登録）申請書 

年  月  日  

 （何）総合通信局長 殿（注１） 
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収入印紙貼付欄 

（注２） 

 

 □電波法第 27 条の 21 第２項の規定により、無線局の登録を受けたいので、同条第３項の規定

により、別紙の書類を添えて下記のとおり申請します。 

 □無線局免許手続規則第 25 条の 14 第１項の規定により、無線局の再登録を受けたいので、下

記のとおり申請します。 

（注３） 

また、上記の申請に対する登録（再登録）を受けた場合は、電波法第 27 条の 23 の規定によ

り、登録記録に記録されている事項を証明した書面の交付を請求します。（注４） 

記（注５） 

 １ 申請者（注６） 

住 所 都道府県―市区町村コード 〔             〕 

〒（  ―  ） 

 

  

氏名又は名称及び代

表者氏名 

フリガナ 

 

 

  

法人番号  

 ２ 電波法第 27 条の 24 第２項第１号への該当の有無（注７） 

   □有  □無 

 ３ 登録又は再登録に関する事項（注８） 

① 無線設備の規格   

② 無線設備の設置場所   

③ 周波数及び空中線電力   

④ 登録の番号   

⑤ 登録の年月日   

⑥ 希望する登録の有効期間   

⑦ 備考   

 ４ 電波利用料（注９） 

  ① 電波利用料の前納（注 10） 

電波利用料の前納の申出の有無 □有    □無 

 

収入印紙貼付欄 

（注２） 

 

 □電波法第 27 条の 21 第２項の規定により、無線局の登録を受けたいので、同条第３項の規定

により、別紙の書類を添えて下記のとおり申請します。 

 □無線局免許手続規則第 25 条の 14 第１項の規定により、無線局の再登録を受けたいので、下

記のとおり申請します。 

（注３） 

記（注４） 

 １ 申請者（注５） 

住 所 都道府県―市区町村コード 〔             〕 

〒（  ―  ） 

 

  

氏名又は名称及び代

表者氏名 

フリガナ 

 

 

  

法人番号  

 ２ 電波法第 27 条の 23 第２項第１号への該当の有無（注６） 

   □有  □無 

 ３ 登録又は再登録に関する事項（注７） 

① 無線設備の規格   

② 無線設備の設置場所   

③ 周波数及び空中線電力   

④ 登録の番号   

⑤ 登録の年月日   

⑥ 希望する登録の有効期間   

⑦ 備考   

 ４ 電波利用料（注８） 

  ① 電波利用料の前納（注９） 

電波利用料の前納の申出の有無 □有    □無 

電波利用料の前納に係る期間 □無線局の登録の有効期間まで前納します。 

□その他（   年） 
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電波利用料の前納に係る期間 □無線局の登録の有効期間まで前納します。 

□その他（   年） 

  ② 電波利用料納入告知書送付先（法人の場合に限る。）（注 11） 

   □１の欄と同一のため記載を省略します。 

住 所 都道府県―市区町村コード 〔              〕 

〒（  ―  ） 

 

 

  

部署名 
フリガナ 

 

 

  

 ５ 申請の内容に関する連絡先 

所属、氏名 フリガナ 

 

 

  

電話番号   

電子メールアドレス   

    

  ② 電波利用料納入告知書送付先（法人の場合に限る。）（注 10） 

   □１の欄と同一のため記載を省略します。 

住 所 都道府県―市区町村コード 〔              〕 

〒（  ―  ） 

 

 

  

部署名 
フリガナ 

 

 

  

 ５ 申請の内容に関する連絡先 

所属、氏名 フリガナ 

 

 

  

電話番号   

電子メールアドレス   

    

注１ 沖縄県の区域においては、沖縄総合通信事務所長とする。 

２ 収入印紙については、次によること。 

⑴ 収入印紙貼付欄に全部を貼付できない場合は、その欄に別紙に貼付する旨を記載

し、日本産業規格Ａ列４番の用紙に貼付すること。 

⑵ 収入印紙を必要額を超えて貼付している場合は、申請書の余白に「過納承諾 氏

名」のように記入すること。 

３ 該当する□にレ印を付けること。 

４ 申請に併せて登録事項証明書の交付の請求を行わない場合は、当該部分を削除すること

。また、当該部分は、電子申請等による場合にあつては、適用しない。 

５ 各欄の記載は次の表のとおりとし、記載を要しない記載事項及び記載欄は必要に応じて

削除することができる。 

区 別 記載する欄 備 考 

１ 登録の申請の場合 １ ２ ３（① ② 

③ ⑥ ⑦） ４ ５ 

 

注１ 沖縄県の区域においては、沖縄総合通信事務所長とする。 

２ 収入印紙については、次によること。 

⑴ 収入印紙貼付欄に全部を貼付できない場合は、その欄に別紙に貼付する旨を記載

し、日本産業規格Ａ列４番の用紙に貼付すること。 

⑵ 収入印紙を必要額を超えて貼付している場合は、申請書の余白に「過納承諾 氏

名」のように記入すること。 

３ 該当する□にレ印を付けること。 

４ 各欄の記載は次の表のとおりとし、記載を要しない記載事項及び記載欄は必要に応じて

削除することができる。 

区 別 記載する欄 備 考 

１ 登録の申請の場合 １ ２ ３（① ② 

③ ⑥ ⑦） ４ ５ 

 

２ 再登録の申請の場

合 

１ ２ ３（④ ⑤ 

⑥ ⑦） ４（注） 

５ 

（注） ②にあつては、電波利

用料納入告知書送付先に変

更がある場合に限る。 
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２ 再登録の申請の場

合 

１ ２ ３（④ ⑤ 

⑥ ⑦） ４（注） 

５ 

（注） ②にあつては、電波利

用料納入告知書送付先に変

更がある場合に限る。 

６ １の欄は、次によること。 

⑴ 住所の欄は、日本産業規格ＪＩＳ Ｘ0401 及びＸ0402 に規定する都道府県コード及

び市区町村コード（以下この別表において「都道府県コード」という。）、郵便番号

並びに住所（申請者が法人又は団体の場合は、本店又は主たる事務所の所在地）を記

載すること。ただし、都道府県コードが不明の場合は、コードの欄への記載を要しな

い。また、都道府県コードを記載した場合は、都道府県及び市区町村の記載は要しな

い。 

⑵ 申請者が外国人である場合は、住所については、国籍及び日本における居住地を記

載すること。 

⑶ 法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載す

ること。ただし、申請者が国の機関、地方公共団体、法律により直接に設立された法

人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人の場合は、代表者の

氏名の記載を要しない。 

⑷ 代理人による申請の場合は、申請者に関する必要事項を記載するほか、これに準じ

て当該代理人に関する必要事項を枠下に記載すること。この場合においては、委任状

を添付すること。ただし、包括委任状の番号が通知されている場合は、当該番号を記

載することとし、委任状の添付は要しない。 

⑸ 法人番号の欄は、法人又は団体の場合に限り、行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律第２条第 16 項に規定する法人番号を記載するこ

と。ただし、法人番号が不明の場合は記載を要しない。 

７ 法第 27 条の 24 第２項第１号への該当の有無について、該当する□にレ印を付けるこ

と。 

８ ３の欄は、次によること。 

⑴ ①の欄は、登録を受けようとする無線局の無線設備の規格について施行規則第 17 条

各号のうちいずれかの無線局の無線設備の規格を記載すること。 

⑵ ②の欄は、次によること。 

ア 移動しない無線局にあつては、登録を受けようとする無線局の無線設備の設置場

所を「何県何市何町○―○―○何内」のように記載し、併せて空中線の位置の緯度

及び経度をそれぞれ度、分及び秒をもつて「35.25.47」のように記載すること。た

だし、施行規則第 16 条第１号に規定する無線局にあつては、「何県何市何町

○―○―○何内」のように記載することとし、空中線の位置の緯度及び経度の記載

は要しない。 

５ １の欄は、次によること。 

⑴ 住所の欄は、日本産業規格ＪＩＳ Ｘ0401 及びＸ0402 に規定する都道府県コード及

び市区町村コード（以下この別表において「都道府県コード」という。）、郵便番号

並びに住所（申請者が法人又は団体の場合は、本店又は主たる事務所の所在地）を記

載すること。ただし、都道府県コードが不明の場合は、コードの欄への記載を要しな

い。また、都道府県コードを記載した場合は、都道府県及び市区町村の記載は要しな

い。 

⑵ 申請者が外国人である場合は、住所については、国籍及び日本における居住地を記

載すること。 

⑶ 法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載す

ること。ただし、申請者が国の機関、地方公共団体、法律により直接に設立された法

人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人の場合は、代表者の

氏名の記載を要しない。 

⑷ 代理人による申請の場合は、申請者に関する必要事項を記載するほか、これに準じ

て当該代理人に関する必要事項を枠下に記載すること。この場合においては、委任状

を添付すること。ただし、包括委任状の番号が通知されている場合は、当該番号を記

載することとし、委任状の添付は要しない。 

⑸ 法人番号の欄は、法人又は団体の場合に限り、行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律第２条第 16 項に規定する法人番号を記載するこ

と。ただし、法人番号が不明の場合は記載を要しない。 

６ 法第 27 条の 23 第２項第１号への該当の有無について、該当する□にレ印を付けるこ

と。 

７ ３の欄は、次によること。 

⑴ ①の欄は、登録を受けようとする無線局の無線設備の規格について施行規則第 17 条

各号のうちいずれかの無線局の無線設備の規格を記載すること。 

⑵ ②の欄は、次によること。 

ア 移動しない無線局にあつては、登録を受けようとする無線局の無線設備の設置場

所を「何県何市何町○―○―○何内」のように記載し、併せて空中線の位置の緯度

及び経度をそれぞれ度、分及び秒をもつて「35.25.47」のように記載すること。た

だし、施行規則第 16 条第１号に規定する無線局にあつては、「何県何市何町

○―○―○何内」のように記載することとし、空中線の位置の緯度及び経度の記載

は要しない。 

イ 移動する無線局にあつては、移動範囲を記載することとし、「東京都及び神奈川

県」のように記載すること。 

⑶ ③の欄は、次によること。 

ア 周波数及び周波数ごとの空中線電力を記載すること。 
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イ 移動する無線局にあつては、移動範囲を記載することとし、「東京都及び神奈川

県」のように記載すること。 

⑶ ③の欄は、次によること。 

ア 周波数及び周波数ごとの空中線電力を記載すること。 

イ 周波数については、使用する周波数を記載すること。 

ウ 空中線電力については、使用する無線設備が送信に際して使用できる最大の空中

線電力を記載すること。 

⑷ ④の欄及び⑤の欄は、現に登録を受けている無線局について記載すること。 

⑸ ⑥の欄は、施行規則第９条の規定による登録の有効期間を希望する場合に限り、そ

の期間を記載すること。 

⑹ ⑦の欄は、次によること。 

ア ２の欄が「有」に該当する場合は、その内容について記載すること。 

イ その他必要な事項がある場合は、その内容について記載すること。 

９ 法第 103 条の２第 14 項本文に該当する場合は、記載を要しない。 

10 施行規則第 51 条の 10 の６第３項の規定による電波利用料の前納に係る記載は、次によ

ること。 

⑴ 電波利用料の前納の申出の有無について、該当する□にレ印を付けること。なお、

前納の申出をした場合、口座振替により納付することはできない。 

⑵ 電波利用料の前納に係る期間については、前納を希望する場合に限り記載すること

とし、該当する□にレ印を付けること。その他に該当する場合は、無線局の登録の有

効期間のうち、１年を単位とする期間を記載すること。 

11 電波利用料納入告知書について、１の欄と異なる住所にある申請者と同一法人の部署に

送付を希望する場合に限り、注６に準じて記載すること。 

12 申請に対する処分に係る書類及び登録事項証明書（書面申請等による場合に限る。）の

送付を希望するときは、申請者又は代理人の住所の郵便番号、住所及び氏名を記載し送付

に要する郵便切手等を貼付した返信用封筒を申請書に添付すること。この場合において、

封筒は、当該書類を封入し得るもの（書類を折らずに送付することを希望する場合は、相

当の大きさのもの）とする。 

13 申請書の用紙は、日本産業規格Ａ列４番とし、該当欄に全部を記載することができない

場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この別表に定める規格の用紙に適宜記載す

ること。 

イ 周波数については、使用する周波数を記載すること。 

ウ 空中線電力については、使用する無線設備が送信に際して使用できる最大の空中

線電力を記載すること。 

⑷ ④の欄及び⑤の欄は、現に登録を受けている無線局について記載すること。 

⑸ ⑥の欄は、施行規則第９条の規定による登録の有効期間を希望する場合に限り、そ

の期間を記載すること。 

⑹ ⑦の欄は、次によること。 

ア ２の欄が「有」に該当する場合は、その内容について記載すること。 

イ その他必要な事項がある場合は、その内容について記載すること。 

８ 法第 103 条の２第 14 項本文に該当する場合は、記載を要しない。 

９ 施行規則第 51 条の 10 の６第３項の規定による電波利用料の前納に係る記載は、次によ

ること。 

⑴ 電波利用料の前納の申出の有無について、該当する□にレ印を付けること。なお、

前納の申出をした場合、口座振替により納付することはできない。 

⑵ 電波利用料の前納に係る期間については、前納を希望する場合に限り記載すること

とし、該当する□にレ印を付けること。その他に該当する場合は、無線局の登録の有

効期間のうち、１年を単位とする期間を記載すること。 

10 電波利用料納入告知書について、１の欄と異なる住所にある申請者と同一法人の部署に

送付を希望する場合に限り、注５に準じて記載すること。 

11 申請に対する処分に係る書類の送付を希望するときは、申請者又は代理人の住所の郵便

番号、住所及び氏名を記載し送付に要する郵便切手等を貼付した返信用封筒を申請書に添

付すること。この場合において、封筒は、当該書類を封入し得るもの（書類を折らずに送

付することを希望する場合は、相当の大きさのもの）とする。 

12 申請書の用紙は、日本産業規格Ａ列４番とし、該当欄に全部を記載することができない

場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この別表に定める規格の用紙に適宜記載す

ること。 

別表第一号の四 無線局の包括登録申請書及び包括再登録申請書の様式（第 25 条の 17 第 1 項及

び第 25 条の 19 第２項関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それ

によることができる。) 

別表第一号の四 無線局の包括登録申請書及び包括再登録申請書の様式（第 25 条の 17 第 1 項及

び第 25 条の 19 第２項関係)(総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それ

によることができる。) 

無線局包括登録（包括再登録）申請書 

年  月  日  

無線局包括登録（包括再登録）申請書 

年  月  日  
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 （何）総合通信局長 殿（注１）  

収入印紙貼付欄 

（注２） 

 

 □電波法第 27 条の 32 第３項の規定により、無線局の登録を受けたいので、同条第３項の規定

により、別紙の書類を添えて下記のとおり申請します。 

 □無線局免許手続規則第 25 条の 19 第１項の規定により、無線局の再登録を受けたいので、下

記のとおり申請します。 

（注３） 

 また、上記の申請に対する登録（再登録）を受けた場合は、電波法第 27 条の 23 の規定によ

り、登録記録に記録されている事項を証明した書面の交付を請求します。（注４） 

記（注５） 

 １ 申請者（注６） 

住 所 都道府県―市区町村コード 〔             〕 

〒（  ―  ） 

 

  

氏名又は名称及び代

表者氏名 

フリガナ 

 

 

  

法人番号  

 ２ 電波法第 27 条の 24 第２項第１号への該当の有無（注７） 

   □有  □無 

 ３ 登録又は再登録に関する事項（注８） 

① 無線設備の規格   

② 無線設備を設置しようとする

区域又は移動範囲 

  

③ 周波数及び空中線電力   

④ 登録の番号   

⑤ 登録の年月日   

⑥ 希望する登録の有効期間   

 （何）総合通信局長 殿（注１）  

収入印紙貼付欄 

（注２） 

 

 □電波法第 27 条の 32 第３項の規定により、無線局の登録を受けたいので、同条第３項の規定

により、別紙の書類を添えて下記のとおり申請します。 

 □無線局免許手続規則第 25 条の 19 第１項の規定により、無線局の再登録を受けたいので、下

記のとおり申請します。 

（注３） 

記（注４） 

 １ 申請者（注５） 

住 所 都道府県―市区町村コード 〔             〕 

〒（  ―  ） 

 

  

氏名又は名称及び代

表者氏名 

フリガナ 

 

 

  

法人番号  

 ２ 電波法第 27 条の 23 第２項第１号への該当の有無（注６） 

   □有  □無 

 ３ 登録又は再登録に関する事項（注７） 

① 無線設備の規格   

② 無線設備を設置しようとする

区域又は移動範囲 

  

③ 周波数及び空中線電力   

④ 登録の番号   

⑤ 登録の年月日   

⑥ 希望する登録の有効期間   

⑦ 登録の有効期間中において同

時に開設されていることとなる

無線局の見込数 

  

⑧ 備考  
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⑦ 登録の有効期間中において同

時に開設されていることとなる

無線局の見込数 

  

⑧ 備考  

 ４ 電波利用料納入告知書送付先（法人の場合に限る。）（注９） 

   □１の欄と同一のため記載を省略します。 

住 所 都道府県―市区町村コード 〔              〕 

〒（  ―  ） 

 

 

  

部署名 
フリガナ 

 

 

  

 ５ 申請の内容に関する連絡 

所属、氏名 フリガナ 

 

 

  

電話番号   

電子メールアドレス   

    

 ４ 電波利用料納入告知書送付先（法人の場合に限る。）（注８） 

   □１の欄と同一のため記載を省略します。 

住 所 都道府県―市区町村コード 〔              〕 

〒（  ―  ） 

 

 

  

部署名 
フリガナ 

 

 

  

 ５ 申請の内容に関する連絡 

所属、氏名 フリガナ 

 

 

  

電話番号   

電子メールアドレス   

    

注１ 沖縄県の区域においては、沖縄総合通信事務所長とする。 

２ 収入印紙については、次によること。 

⑴ 収入印紙貼付欄に全部を貼付できない場合は、その欄に別紙に貼付する旨を記載

し、日本産業規格Ａ列４番の用紙に貼付すること。 

⑵ 収入印紙を必要額を超えて貼付している場合は、申請書の余白に「過納承諾 氏

名」のように記入すること。 

３ 該当する□にレ印を付けること。 

４ 申請に併せて登録事項証明書の交付の請求を行わない場合は、当該部分を削除すること

。また、当該部分は、電子申請等による場合にあつては、適用しない。 

５ 各欄の記載は次の表のとおりとし、記載を要しない記載事項及び記載欄は必要に応じて

削除することができる。 

区 別 記載する欄 備 考 

注１ 沖縄県の区域においては、沖縄総合通信事務所長とする。 

２ 収入印紙については、次によること。 

⑴ 収入印紙貼付欄に全部を貼付できない場合は、その欄に別紙に貼付する旨を記載

し、日本産業規格Ａ列４番の用紙に貼付すること。 

⑵ 収入印紙を必要額を超えて貼付している場合は、申請書の余白に「過納承諾 氏

名」のように記入すること。 

３ 該当する□にレ印を付けること。 

４ 各欄の記載は次の表のとおりとし、記載を要しない記載事項及び記載欄は必要に応じて

削除することができる。 

区 別 記載する欄 備 考 

１ 登録の申請の場合 １ ２ ３（① ② 

③ ⑥ ⑧） ４ ５ 
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１ 登録の申請の場合 １ ２ ３（① ② 

③ ⑥ ⑧） ４ ５ 

 

２ 再登録の申請の場

合 

１ ２ ３（④ ⑤ 

⑥ ⑦ ⑧） ４

（注） ５ 

（注） 電波利用料納入告知書

送付先に変更がある場合に

限る。 

６ １の欄は、次によること。 

⑴ 住所の欄は、日本産業規格ＪＩＳ Ｘ0401 及びＸ0402 に規定する都道府県コード及

び市区町村コード(以下この別表において「都道府県コード」という。)、郵便番号及

び住所(申請者が法人又は団体の場合は、本店又は主たる事務所の所在地)を記載する

こと。ただし、都道府県コードが不明の場合は、コードの欄への記載を要しない。ま

た、都道府県コードを記載した場合は、都道府県及び市区町村の記載は要しない。 

⑵ 申請者が外国人である場合は、住所については、国籍及び日本における居住地を記

載すること。 

⑶ 法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載す

ること。ただし、申請者が国の機関、地方公共団体、法律により直接に設立された法

人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人の場合は、代表者の

氏名の記載を要しない。 

⑷ 代理人による申請の場合は、申請者に関する必要事項を記載するほか、これに準じ

て当該代理人に関する必要事項を枠下に記載すること。この場合においては、委任状

を添付すること。ただし、包括委任状の番号が通知されている場合は、当該番号を記

載することとし、委任状の添付は要しない。 

⑸ 法人番号の欄は、法人又は団体の場合に限り、行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律第２条第 16 項に規定する法人番号を記載するこ

と。ただし、法人番号が不明の場合は記載を要しない。 

７ 法第 27 条の 24 第２項第１号への該当の有無について、該当する□にレ印を付けるこ

と。 

８ ３の欄は、次によること。 

⑴ ①の欄は、当該申請に係る無線局の無線設備の規格について施行規則第 17 条各号の

うちいずれかの無線局の無線設備の規格を記載すること。 

⑵ ②の欄は、当該申請に係る無線局の無線設備を設置しようとする区域を全て記載す

ること。ただし、移動する無線局にあつては、移動範囲を記載することとし、「東京

都及び神奈川県」のように記載すること。 

⑶ ③の欄は、次によること。 

ア 周波数及び周波数ごとの空中線電力を記載すること。 

イ 周波数については、当該申請に係る無線局の無線設備が使用する周波数を全て記

載すること。 

２ 再登録の申請の場

合 

１ ２ ３（④ ⑤ 

⑥ ⑦ ⑧） ４

（注） ５ 

（注） 電波利用料納入告知書

送付先に変更がある場合に

限る。 

５ １の欄は、次によること。 

⑴ 住所の欄は、日本産業規格ＪＩＳ Ｘ0401 及びＸ0402 に規定する都道府県コード及

び市区町村コード(以下この別表において「都道府県コード」という。)、郵便番号及

び住所(申請者が法人又は団体の場合は、本店又は主たる事務所の所在地)を記載する

こと。ただし、都道府県コードが不明の場合は、コードの欄への記載を要しない。ま

た、都道府県コードを記載した場合は、都道府県及び市区町村の記載は要しない。 

⑵ 申請者が外国人である場合は、住所については、国籍及び日本における居住地を記

載すること。 

⑶ 法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載す

ること。ただし、申請者が国の機関、地方公共団体、法律により直接に設立された法

人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人の場合は、代表者の

氏名の記載を要しない。 

⑷ 代理人による申請の場合は、申請者に関する必要事項を記載するほか、これに準じ

て当該代理人に関する必要事項を枠下に記載すること。この場合においては、委任状

を添付すること。ただし、包括委任状の番号が通知されている場合は、当該番号を記

載することとし、委任状の添付は要しない。 

⑸ 法人番号の欄は、法人又は団体の場合に限り、行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律第２条第 16 項に規定する法人番号を記載するこ

と。ただし、法人番号が不明の場合は記載を要しない。 

６ 法第 27 条の 23 第２項第１号への該当の有無について、該当する□にレ印を付けるこ

と。 

７ ３の欄は、次によること。 

⑴ ①の欄は、当該申請に係る無線局の無線設備の規格について施行規則第 17 条各号の

うちいずれかの無線局の無線設備の規格を記載すること。 

⑵ ②の欄は、当該申請に係る無線局の無線設備を設置しようとする区域を全て記載す

ること。ただし、移動する無線局にあつては、移動範囲を記載することとし、「東京

都及び神奈川県」のように記載すること。 

⑶ ③の欄は、次によること。 

ア 周波数及び周波数ごとの空中線電力を記載すること。 

イ 周波数については、当該申請に係る無線局の無線設備が使用する周波数を全て記

載すること。 

ウ 空中線電力については、当該申請に係る無線局の無線設備が送信に際して使用で

きる最大の空中線電力を全て記載すること。 
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ウ 空中線電力については、当該申請に係る無線局の無線設備が送信に際して使用で

きる最大の空中線電力を全て記載すること。 

⑷ ④の欄及び⑤の欄は、現に登録を受けている無線局について記載すること。 

⑸ ⑥の欄は、施行規則第９条の規定による登録の有効期間を希望する場合に限り、そ

の期間を記載すること。 

⑹ ⑧の欄は、次によること。 

ア ２の欄が「有」に該当する場合は、その内容について記載すること。 

イ その他必要な事項がある場合は、その内容について記載すること。 

９ ４の欄は、次によること。 

⑴ 法第 103 条の２第 14 項本文に該当する場合は、記載を要しない。 

⑵ 電波利用料納入告知書について、１の欄と異なる住所にある申請者と同一法人の部

署に送付を希望する場合に限り、注６に準じて記載すること。 

10 申請に対する処分に係る書類及び登録事項証明書（書面申請等による場合に限る。）の

送付を希望するときは、申請者又は代理人の住所の郵便番号、住所及び氏名を記載し、送

付に要する郵便切手等を貼付した返信用封筒を申請書に添付すること。この場合において

、封筒は、当該書類を封入し得るもの(書類を折らずに送付することを希望する場合は、

相当の大きさのもの)とする。 

11 申請書の用紙は、日本産業規格Ａ列４番とし、該当欄に全部を記載することができない

場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この別表に定める規格の用紙に適宜記載す

ること。 

⑷ ④の欄及び⑤の欄は、現に登録を受けている無線局について記載すること。 

⑸ ⑥の欄は、施行規則第９条の規定による登録の有効期間を希望する場合に限り、そ

の期間を記載すること。 

⑹ ⑧の欄は、次によること。 

ア ２の欄が「有」に該当する場合は、その内容について記載すること。 

イ その他必要な事項がある場合は、その内容について記載すること。 

８ ４の欄は、次によること。 

⑴ 法第 103 条の２第 14 項本文に該当する場合は、記載を要しない。 

⑵ 電波利用料納入告知書について、１の欄と異なる住所にある申請者と同一法人の部

署に送付を希望する場合に限り、注５に準じて記載すること。 

９ 申請に対する処分に係る書類の送付を希望するときは、申請者又は代理人の住所の郵便

番号、住所及び氏名を記載し、送付に要する郵便切手等を貼付した返信用封筒を申請書に

添付すること。この場合において、封筒は、当該書類を封入し得るもの(書類を折らずに

送付することを希望する場合は、相当の大きさのもの)とする。 

10 申請書の用紙は、日本産業規格Ａ列４番とし、該当欄に全部を記載することができない

場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この別表に定める規格の用紙に適宜記載す

ること。 

  

別表第三号の三 特定無線局の運用開始の期限の延長申請書の様式（第 23 条の２第２項関係）

（総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。） 

別表第三号の三 特定無線局の運用開始の期限の延長申請書の様式（第 23 条の２第２項関係）

（総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。） 

特定無線局の運用開始の期限の延長申請書 

年  月  日  

 （何）総合通信局長 殿（注１）  

収入印紙貼付欄 

（注２） 

  

電波法第 27 条の６第１項の規定により、特定無線局の運用開始の期限を延長したいので、下

記のとおり申請します。 

また、上記の申請に対する許可を受けた場合は、電波法第 14 条の２の規定により、免許記録

に記録されている事項を証明した書面の交付を請求します。（注３） 

 

記 

特定無線局の運用開始の期限の延長申請書 

年  月  日  

 （何）総合通信局長 殿（注１） 

 電波法第 27 条の６第１項の規定により、特定無線局の運用開始の期限を延長したいので、下

記のとおり申請します。 

記 

 １ 申請者（注２） 

住 所 都道府県―市区町村コード 〔             〕 

〒（  ―  ） 

 

  

氏名又は名称及び代

表者氏名 

フリガナ 
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 １ 申請者（注４） 

住 所 都道府県―市区町村コード 〔             〕 

〒（  ―  ） 

 

  

氏名又は名称及び代

表者氏名 

フリガナ 

 

 

  

法人番号  

 ２ 特定無線局の運用開始の期限の延長に関する事項（注５） 

① 無線局の種別   

② 包括免許の番号   

③ 運用開始の期限   

④ 希望する延長期限及び延長す

る理由 

  

 ３ 申請の内容に関する連絡先 

所属、氏名 フリガナ 

 

 

  

電話番号   

電子メールアドレス   

  

 

  

法人番号  

 ２ 特定無線局の運用開始の期限の延長に関する事項（注３） 

① 無線局の種別   

② 包括免許の番号   

③ 運用開始の期限   

④ 希望する延長期限及び延長す

る理由 

  

 ３ 申請の内容に関する連絡先 

所属、氏名 フリガナ 

 

 

  

電話番号   

電子メールアドレス   

  

注１ 沖縄県の区域においては、沖縄総合通信事務所長とする。 

２ 収入印紙については、次によること。ただし、当該部分は、電子申請等による場合にあ

つては、適用しない。 

⑴ 免許記録に記録した事項に変更が生じない場合は、収入印紙の貼付を要しない。 

⑵ 収入印紙貼付欄に全部を貼付できない場合は、その欄に別紙に貼付する旨を記載

し、日本産業規格Ａ列４番の用紙に貼付すること。 

⑶ 収入印紙を必要額を超えて貼付している場合は、申請書の余白に「過納承諾 氏

名」のように記入すること。 

３ 申請に併せて免許事項証明書の交付の請求を行わない場合は、当該部分を削除すること

。また、当該部分は、電子申請等による場合にあつては、適用しない。 

４ １の欄は、次によること。 

注１ 沖縄県の区域においては、沖縄総合通信事務所長とする。 

２ １の欄は、次によること。 

⑴ 住所の欄は、日本産業規格ＪＩＳ Ｘ0401 及びＸ0402 に規定する都道府県コード及

び市区町村コード（以下この別表において「都道府県コード」という。）、郵便番号

並びに住所（申請者が法人又は団体の場合は、本店又は主たる事務所の所在地）を記

載すること。ただし、都道府県コードが不明の場合は、コードの欄への記載を要しな

い。また、都道府県コードを記載した場合は、都道府県及び市区町村の記載は要しな

い。 

⑵ 申請者が外国人である場合は、住所については、国籍及び日本における居住地を記

載すること。 

⑶ 法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載す

ること。ただし、申請者が国の機関、地方公共団体、法律により直接に設立された法
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⑴ 住所の欄は、日本産業規格ＪＩＳ Ｘ0401 及びＸ0402 に規定する都道府県コード及

び市区町村コード（以下この別表において「都道府県コード」という。）、郵便番号

並びに住所（申請者が法人又は団体の場合は、本店又は主たる事務所の所在地）を記

載すること。ただし、都道府県コードが不明の場合は、コードの欄への記載を要しな

い。また、都道府県コードを記載した場合は、都道府県及び市区町村の記載は要しな

い。 

⑵ 申請者が外国人である場合は、住所については、国籍及び日本における居住地を記

載すること。 

⑶ 法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載す

ること。ただし、申請者が国の機関、地方公共団体、法律により直接に設立された法

人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人の場合は、代表者の

氏名の記載を要しない。 

⑷ 代理人による申請の場合は、申請者に関する必要事項を記載するほか、これに準じ

て当該代理人に関する必要事項を枠下に記載すること。この場合においては、委任状

を添付すること。ただし、包括委任状の番号が通知されている場合は、当該番号を記

載することとし、委任状の添付は要しない。 

⑸ 法人番号の欄は、法人又は団体の場合に限り、行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律第２条第 16 項に規定する法人番号を記載するこ

と。ただし、法人番号が不明の場合は記載を要しない。 

５ ２の欄は、次によること。 

⑴ ①の欄は、第２条第１項に掲げる無線局の種別を記載すること。 

⑵ ②の欄は、現に免許を受けている特定無線局の包括免許の番号を記載すること。 

⑶ ③の欄は、現に免許を受けている特定無線局の運用開始の期限を記載すること。 

⑷ ④の欄は、希望する延長期限及び延長する理由を記載すること。 

６ 申請に対する処分に係る書類及び免許事項証明書（書面申請等による場合に限る。）の

送付を希望するときは、申請者又は代理人の住所の郵便番号、住所及び氏名を記載し、送

付に要する郵便切手等を貼付した返信用封筒を申請書に添付すること。この場合において

、封筒は、当該書類を封入し得るもの（書類を折らずに送付することを希望する場合は、

相当の大きさのもの）とする。 

７ 申請書の用紙は、日本産業規格Ａ列４番とし、該当欄に全部を記載することができない

場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この別表に定める規格の用紙に適宜記載す

ること。 

人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人の場合は、代表者の

氏名の記載を要しない。 

⑷ 代理人による申請の場合は、申請者に関する必要事項を記載するほか、これに準じ

て当該代理人に関する必要事項を枠下に記載すること。この場合においては、委任状

を添付すること。ただし、包括委任状の番号が通知されている場合は、当該番号を記

載することとし、委任状の添付は要しない。 

⑸ 法人番号の欄は、法人又は団体の場合に限り、行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律第２条第 16 項に規定する法人番号を記載するこ

と。ただし、法人番号が不明の場合は記載を要しない。 

３ ２の欄は、次によること。 

⑴ ①の欄は、第２条第１項に掲げる無線局の種別を記載すること。 

⑵ ②の欄は、現に免許を受けている特定無線局の包括免許の番号を記載すること。 

⑶ ③の欄は、現に免許を受けている特定無線局の運用開始の期限を記載すること。 

⑷ ④の欄は、希望する延長期限及び延長する理由を記載すること。 

４ 申請に対する処分に係る書類の送付を希望するときは、申請者又は代理人の住所の郵便

番号、住所及び氏名を記載し、送付に要する郵便切手等を貼付した返信用封筒を申請書に

添付すること。この場合において、封筒は、当該書類を封入し得るもの（書類を折らずに

送付することを希望する場合は、相当の大きさのもの）とする。 

５ 申請書の用紙は、日本産業規格Ａ列４番とし、該当欄に全部を記載することができない

場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この別表に定める規格の用紙に適宜記載す

ること。 

別表第四号 無線局の変更等申請書及び変更届出書の様式(第 12 条第２項及び第 25 条第１項関

係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによること

ができる。) 

別表第四号 無線局の変更等申請書及び変更届出書の様式(第 12 条第２項及び第 25 条第１項関

係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによること

ができる。) 

無線局変更等申請書及び届出書 無線局変更等申請書及び届出書 
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年  月  日  

 総務大臣 殿（注１）  

収入印紙貼付欄 

（注２） 

  

 □電波法第９条第１項又は第４項の規定により、無線局の工事設計等の変更の許可を受けたい

ので、無線局免許手続規則第 12 条第１項に規定する書類を添えて下記のとおり申請しま

す。 

 □電波法第９条第２項の規定により、無線局の工事設計を変更したので、無線局免許手続規則

第 12 条第１項に規定する書類を添えて下記のとおり届け出ます。 

 □電波法第９条第５項第１号の規定により、基幹放送局以外の無線局(同法第 5 条第 2 項各号

に掲げる無線局を除く。)について、同法第６条第１項第 10 号に掲げる事項に変更があつた

ので、無線局免許手続規則第 12 条第１項に規定する書類を添えて下記のとおり届け出ま

す。 

 □電波法第９条第５項第２号の規定により、基幹放送局について、同法第６条第２項第３号、

第４号（事業収支見積りに係る部分に限る。）、第６号、第８号又は第９号に掲げる事項に

変更があつたので、無線局免許手続規則第 12 条第１項に規定する書類を添えて下記のとお

り届け出ます。 

 □電波法第 17 条第１項の規定により、無線局の変更等の許可を受けたいので、無線局免許手

続規則第 25 条第１項において準用する第 12 条第１項に規定する書類を添えて下記のとおり

申請します。 

 □電波法第 17 条第２項第１号の規定により、基幹放送局以外の無線局（同法第５条第２項各

号に掲げる無線局を除く。）について、同法第６条第１項第 10 号に掲げる事項に変更があ

つたので、無線局免許手続規則第 25 条第１項において準用する第 12 条第１項に規定する書

類を添えて下記のとおり届け出ます。 

 □電波法第 17 条第２項第２号の規定により、基幹放送局について、同法第６条第２項第３

号、第４号（事業収支見積りに係る部分に限る。）、第６号、第８号又は第９号に掲げる事

項に変更があつたので、無線局免許手続規則第 25 条第１項において準用する第 12 条第１項

に規定する書類を添えて下記のとおり届け出ます。 

 □電波法第 17 条第３項の規定により、許可を要しない無線設備の軽微な変更工事をしたの

で、無線局免許手続規則第 25 条第１項において準用する第 12 条第１項に規定する書類を添

えて下記のとおり届け出ます。 

 □電波法第 19 条の規定により、無線局の周波数等の指定の変更を受けたいので、無線局免許

手続規則第 25 条第１項において準用する第 12 条第１項に規定する書類を添えて下記のとお

り申請します。   

年  月  日  

 総務大臣 殿（注１） 

 □電波法第９条第１項又は第４項の規定により、無線局の工事設計等の変更の許可を受けたい

ので、無線局免許手続規則第 12 条第１項に規定する書類を添えて下記のとおり申請しま

す。 

 □電波法第９条第２項の規定により、無線局の工事設計を変更したので、無線局免許手続規則

第 12 条第１項に規定する書類を添えて下記のとおり届け出ます。 

 □電波法第９条第５項第１号の規定により、基幹放送局以外の無線局(同法第 5 条第 2 項各号

に掲げる無線局を除く。)について、同法第６条第１項第 10 号に掲げる事項に変更があつた

ので、無線局免許手続規則第 12 条第１項に規定する書類を添えて下記のとおり届け出ま

す。 

 □電波法第９条第５項第２号の規定により、基幹放送局について、同法第６条第２項第３号、

第４号（事業収支見積りに係る部分に限る。）、第６号、第８号又は第９号に掲げる事項に

変更があつたので、無線局免許手続規則第 12 条第１項に規定する書類を添えて下記のとお

り届け出ます。 

 □電波法第 17 条第１項の規定により、無線局の変更等の許可を受けたいので、無線局免許手

続規則第 25 条第１項において準用する第 12 条第１項に規定する書類を添えて下記のとおり

申請します。 

 □電波法第 17 条第２項第１号の規定により、基幹放送局以外の無線局（同法第５条第２項各

号に掲げる無線局を除く。）について、同法第６条第１項第 10 号に掲げる事項に変更があ

つたので、無線局免許手続規則第 25 条第１項において準用する第 12 条第１項に規定する書

類を添えて下記のとおり届け出ます。 

 □電波法第 17 条第２項第２号の規定により、基幹放送局について、同法第６条第２項第３

号、第４号（事業収支見積りに係る部分に限る。）、第６号、第８号又は第９号に掲げる事

項に変更があつたので、無線局免許手続規則第 25 条第１項において準用する第 12 条第１項

に規定する書類を添えて下記のとおり届け出ます。 

 □電波法第 17 条第３項の規定により、許可を要しない無線設備の軽微な変更工事をしたの

で、無線局免許手続規則第 25 条第１項において準用する第 12 条第１項に規定する書類を添

えて下記のとおり届け出ます。 

 □電波法第 19 条の規定により、無線局の周波数等の指定の変更を受けたいので、無線局免許

手続規則第 25 条第１項において準用する第 12 条第１項に規定する書類を添えて下記のとお

り申請します。   

 （注２） 

記 

 １ 申請（届出）者（注３） 

住 所 都道府県―市区町村コード 〔             〕 
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 （注３） 

また、上記の申請等（免許記録に記録した事項の変更に係るものに限る。）に併せて、電波法

第 14 条の２の規定により、免許記録に記録されている事項を証明した書面の交付を請求しま

す。（注４） 

記 

 １ 申請（届出）者（注５） 

住 所 都道府県―市区町村コード 〔             〕 

〒（  ―  ） 

 

  

氏名又は名称及び代

表者氏名 

フリガナ 

 

 

  

法人番号  

 ２ 変更の対象となる無線局に関する事項（注６） 

① 無線局の種別及び局数   

② 識別信号   

③ 免許の番号   

④ 備考   

 ３ 申請（届出）の内容に関する連絡先 

所属、氏名 フリガナ 

 

 

  

電話番号   

電子メールアドレス   

    

〒（  ―  ） 

 

  

氏名又は名称及び代

表者氏名 

フリガナ 

 

 

  

法人番号  

 ２ 変更の対象となる無線局に関する事項（注４） 

① 無線局の種別及び局数   

② 識別信号   

③ 免許の番号   

④ 備考   

 ３ 申請（届出）の内容に関する連絡先 

所属、氏名 フリガナ 

 

 

  

電話番号   

電子メールアドレス   

    

注１ 施行規則第 51 条の 15 第１項第１号又は第２号に掲げる無線局に係る変更の申請又は届

出をする場合は、同条に規定する所轄総合通信局長に宛てること。 

２ 収入印紙については、次によること。ただし、当該部分は、電子申請等による場合にあ

つては、適用しない。 

⑴ 免許記録に記録した事項に変更が生じない場合は、収入印紙の貼付を要しない。 

⑵ 収入印紙貼付欄に全部を貼付できない場合は、その欄に別紙に貼付する旨を記載

し、日本産業規格Ａ列４番の用紙に貼付すること。 

注１ 施行規則第 51 条の 15 第１項第１号又は第２号に掲げる無線局に係る変更の申請又は届

出をする場合は、同条に規定する所轄総合通信局長に宛てること。 

２ 該当する□にレ印を付けること。 

３ １の欄は、次によること。 

⑴ 住所の欄は、日本産業規格ＪＩＳ Ｘ0401 及びＸ0402 に規定する都道府県コード及

び市区町村コード（以下この別表において「都道府県コード」という。）、郵便番号

並びに住所（申請（届出）者が法人又は団体の場合は、本店又は主たる事務所の所在

地）を記載すること。ただし、都道府県コードが不明の場合は、コードの欄への記載
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⑶ 収入印紙を必要額を超えて貼付している場合は、届出書の余白に「過納承諾 氏

名」のように記入すること。 

３ 該当する□にレ印を付けること。 

４ 申請等に併せて免許事項証明書の交付の請求を行わない場合は、当該部分を削除するこ

と。また、当該部分は、電子申請等による場合にあつては、適用しない。 

５ １の欄は、次によること。 

⑴ 住所の欄は、日本産業規格ＪＩＳ Ｘ0401 及びＸ0402 に規定する都道府県コード及

び市区町村コード（以下この別表において「都道府県コード」という。）、郵便番号

並びに住所（申請（届出）者が法人又は団体の場合は、本店又は主たる事務所の所在

地）を記載すること。ただし、都道府県コードが不明の場合は、コードの欄への記載

を要しない。また、都道府県コードを記載した場合は、都道府県及び市区町村の記載

は要しない。 

⑵ 申請（届出）者が外国人である場合は、住所の欄については、国籍及び日本におけ

る居住地を記載すること。 

⑶ 法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載す

ること。ただし、申請（届出）者が国の機関、地方公共団体、法律により直接に設立

された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人の場合は、

代表者の氏名の記載を要しない。 

⑷ 代理人による申請（届出）の場合は、申請（届出）者に関する必要事項を記載する

ほか、これに準じて当該代理人に関する必要事項を枠下に記載すること。この場合に

おいては、委任状を添付すること。ただし、包括委任状の番号が通知されている場合

は、当該番号を記載することとし、委任状の添付は要しない。 

⑸ 法人番号の欄は、法人又は団体の場合に限り、行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律第２条第 16 項に規定する法人番号を記載するこ

と。ただし、法人番号が不明の場合は記載を要しない。 

６ ２の欄は、次によること。 

⑴ ①の欄は、第２条第１項に掲げる無線局の種別を記載し、第 25 条第７項において準

用する第 15 条の２の２第１項又は第２項の規定並びに第 25 条第８項の規定により一

括して申請（届出）する場合は、無線局の種別ごとの局数を併せて記載すること。こ

の場合において、基幹放送局にあつては、第２条第５項第４号に掲げる基幹放送の種

類による区分を付記すること。 

⑵ ②の欄は、現に予備免許又は免許を受けている無線局に指定されている識別信号

（識別信号の指定の変更の申請の場合にあつては、希望する識別信号）を記載するこ

と。 

⑶ ③の欄は、現に免許を受けている無線局の免許の番号（予備免許を受けているもの

にあつては、予備免許通知書の番号）を記載すること。 

を要しない。また、都道府県コードを記載した場合は、都道府県及び市区町村の記載

は要しない。 

⑵ 申請（届出）者が外国人である場合は、住所の欄については、国籍及び日本におけ

る居住地を記載すること。 

⑶ 法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載す

ること。ただし、申請（届出）者が国の機関、地方公共団体、法律により直接に設立

された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人の場合は、

代表者の氏名の記載を要しない。 

⑷ 代理人による申請（届出）の場合は、申請（届出）者に関する必要事項を記載する

ほか、これに準じて当該代理人に関する必要事項を枠下に記載すること。この場合に

おいては、委任状を添付すること。ただし、包括委任状の番号が通知されている場合

は、当該番号を記載することとし、委任状の添付は要しない。 

⑸ 法人番号の欄は、法人又は団体の場合に限り、行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律第２条第 16 項に規定する法人番号を記載するこ

と。ただし、法人番号が不明の場合は記載を要しない。 

４ ２の欄は、次によること。 

⑴ ①の欄は、第２条第１項に掲げる無線局の種別を記載し、第 25 条第７項において準

用する第 15 条の２の２第１項又は第２項の規定並びに第 25 条第８項の規定により一

括して申請（届出）する場合は、無線局の種別ごとの局数を併せて記載すること。こ

の場合において、基幹放送局にあつては、第２条第５項第４号に掲げる基幹放送の種

類による区分を付記すること。 

⑵ ②の欄は、現に予備免許又は免許を受けている無線局に指定されている識別信号

（識別信号の指定の変更の申請の場合にあつては、希望する識別信号）を記載するこ

と。 

⑶ ③の欄は、現に免許を受けている無線局の免許の番号（予備免許を受けているもの

にあつては、予備免許通知書の番号）を記載すること。 

⑷ ④の欄の記載は、次のよること。 

ア 認定開設者が認定計画に従つて開設する特定基地局の申請（届出）をする場合

は、認定計画の認定の番号及び認定の年月日を記載すること。なお、年月日は、

「H28.12.21」のように記載すること。 

イ ２以上の無線局について１の免許状の交付を受けている場合に当該無線局の一部

について変更するときは、免許状に記載された免許番号の範囲を記載すること。 

ウ その他必要な事項がある場合は、その内容について記載すること。 

５ 基幹放送局における電波法第６条第２項第９号に掲げる事項の変更の場合にあつては、

第 12 条第１項（第 25 条第１項において準用する場合を含む。）に基づき添付する無線局

事項書の当該変更に係る様式において、変更箇所に※印を付し、備考欄又は余白に変更年
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⑷ ④の欄の記載は、次のよること。 

ア 認定開設者が認定計画に従つて開設する特定基地局の申請（届出）をする場合

は、認定計画の認定の番号及び認定の年月日を記載すること。なお、年月日は、

「H28.12.21」のように記載すること。 

イ ２以上の無線局について１の免許記録が作成されている場合に当該無線局の一部

について変更するときは、免許記録に記録されている免許番号の範囲を記載するこ

と。 

ウ 第 25 条第７項において準用する第 15 条の２の２第１項又は第２項の規定により

一括して申請（届出）する場合であつて、このうち一部の無線局において免許事項

証明書の交付の請求を併せて行う場合は、当該交付の請求を行う無線局の免許番号

を記載すること。 

エ その他必要な事項がある場合は、その内容について記載すること。 

７ 基幹放送局における電波法第６条第２項第９号に掲げる事項の変更の場合にあつては、

第 12 条第１項（第 25 条第１項において準用する場合を含む。）に基づき添付する無線局

事項書の当該変更に係る様式において、変更箇所に※印を付し、備考欄又は余白に変更年

月日を記載し、当該様式の注において当該様式の内容を証する書類として添付することと

されている書類を添付すること。 

８ 申請に対する処分に係る書類及び免許事項証明書（書面申請等による場合に限る。）の

送付を希望するときは、申請者又は代理人の住所の郵便番号、住所及び氏名を記載し、送

付に要する郵便切手等を貼付した返信用封筒を申請書に添付すること。この場合におい

て、封筒は、当該書類を封入し得るもの（書類を折らずに送付することを希望する場合

は、相当の大きさのもの）とする。 

９ 申請（届出）書の用紙は、日本産業規格Ａ列４番とし、該当欄に全部を記載することが

できない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この別表に定める規格の用紙に適

宜記載すること。 

月日を記載し、当該様式の注において当該様式の内容を証する書類として添付することと

されている書類を添付すること。 

６ 申請に対する処分に係る書類の送付を希望するときは、申請者又は代理人の住所の郵便

番号、住所及び氏名を記載し、送付に要する郵便切手等を貼付した返信用封筒を申請書に

添付すること。この場合において、封筒は、当該書類を封入し得るもの（書類を折らずに

送付することを希望する場合は、相当の大きさのもの）とする。 

７ 申請（届出）書の用紙は、日本産業規格Ａ列４番とし、該当欄に全部を記載することが

できない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この別表に定める規格の用紙に適

宜記載すること。 

別表第四号の二 特定無線局の変更等申請書の様式（第 25 条の２第１項及び第２項関係）（総

合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。） 

別表第四号の二 特定無線局の変更等申請書の様式（第 25 条の２第１項及び第２項関係）（総

合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。） 

特定無線局変更等申請書 

年  月  日  

 （何）総合通信局長 殿（注１）  

収入印紙貼付欄 

（注２） 

  

 □電波法第 27 条の８第１項の規定により、特定無線局の変更等の許可を受けたいので、無線

局免許手続規則第 25 条の２に規定する書類を添えて下記のとおり申請します。 

特定無線局変更等申請書 

年  月  日  

 （何）総合通信局長 殿（注１） 

 □電波法第 27 条の８第１項の規定により、特定無線局の変更等の許可を受けたいので、無線

局免許手続規則第 25 条の２に規定する書類を添えて下記のとおり申請します。 

 □電波法第 27 条の９の規定により、特定無線局の周波数等の指定の変更を受けたいので、無

線局免許手続規則第 25 条の２に規定する書類を添えて下記のとおり申請します。 

 （注２） 

記 
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 □電波法第 27 条の９の規定により、特定無線局の周波数等の指定の変更を受けたいので、無

線局免許手続規則第 25 条の２に規定する書類を添えて下記のとおり申請します。 

 （注３） 

また、上記の申請等（免許記録に記録した事項の変更に係るものに限る。）に併せて、電波法

第 14 条の２の規定により、免許記録に記録されている事項を証明した書面の交付を請求しま

す。（注４） 

記 

 １ 申請者（注５） 

住 所 都道府県―市区町村コード 〔             〕 

〒（  ―  ） 

 

  

氏名又は名称及び代

表者氏名 

フリガナ 

 

 

  

法人番号  

 ２ 変更等の対象となる無線局に関する事項（注４） 

① 特定無線局の種別   

② 包括免許の番号   

③ 備考   

 ３ 申請の内容に関する連絡先 

所属、氏名 フリガナ 

 

 

  

電話番号   

電子メールアドレス   

    

 １ 申請者（注３） 

住 所 都道府県―市区町村コード 〔             〕 

〒（  ―  ） 

 

  

氏名又は名称及び代

表者氏名 

フリガナ 

 

 

  

法人番号  

 ２ 変更等の対象となる無線局に関する事項（注４） 

① 特定無線局の種別   

② 包括免許の番号   

③ 備考   

 ３ 申請の内容に関する連絡先 

所属、氏名 フリガナ 

 

 

  

電話番号   

電子メールアドレス   

    

注１ 沖縄県の区域においては、沖縄総合通信事務所長とする。 

２ 収入印紙については、次によること。ただし、当該部分は、電子申請等による場合にあ

つては、適用しない。 

⑴ 免許記録に記録した事項に変更が生じない場合は、収入印紙の貼付を要しない。 

⑵ 収入印紙貼付欄に全部を貼付できない場合は、その欄に別紙に貼付する旨を記載

し、日本産業規格Ａ列４番の用紙に貼付すること。 

注１ 沖縄県の区域においては、沖縄総合通信事務所長とする。 

２ 該当する□にレ印を付けること。 

３ １の欄は、次によること。 

⑴ 住所の欄は、日本産業規格Ｊ Ｉ Ｓ  Ｘ 0401 及 び Ｘ 0402 に規定する都道府県

コード及び市区町村コード(以下この別表において「都道府県コード」という。)、郵

便番号並びに住所(申請者が法人又は団体の場合は、本店又は主たる事務所の所在地)

を記載すること。ただし、都道府県コードが不明の場合は、コードの欄への記載を要
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⑶ 収入印紙を必要額を超えて貼付している場合は、届出書の余白に「過納承諾 氏

名」のように記入すること。 

３ 該当する□にレ印を付けること。 

４ 申請等に併せて免許事項証明書の交付の請求を行わない場合は、当該部分を削除するこ

と。また、当該部分は、電子申請等による場合にあつては、適用しない。 

５ １の欄は、次によること。 

⑴ 住所の欄は、日本産業規格Ｊ Ｉ Ｓ  Ｘ 0401 及 び Ｘ 0402 に規定する都道府県

コード及び市区町村コード(以下この別表において「都道府県コード」という。)、郵

便番号並びに住所(申請者が法人又は団体の場合は、本店又は主たる事務所の所在地)

を記載すること。ただし、都道府県コードが不明の場合は、コードの欄への記載を要

しない。また、都道府県コードを記載した場合は、都道府県及び市区町村の記載は要

しない。 

⑵ 申請者が外国人である場合は、住所については、国籍及び日本における居住地を記

載すること。 

⑶ 法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載す

ること。ただし、申請者が国の機関、地方公共団体、法律により直接に設立された法

人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人の場合は、代表者の

氏名の記載を要しない。 

⑷ 代理人による申請の場合は、申請者に関する必要事項を記載するほか、これに準じ

て当該代理人に関する必要事項を枠下に記載すること。この場合においては、委任状

を添付すること。ただし、包括委任状の番号が通知されている場合は、当該番号を記

載することとし、委任状の添付は要しない。 

⑸ 法人番号の欄は、法人又は団体の場合に限り、行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律第 2 条第 16 項に規定する法人番号を記載するこ

と。ただし、法人番号が不明の場合は記載を要しない。 

６ ２の欄は、次によること。 

⑴ ①の欄は、第２条第１項に掲げる無線局の種別を記載すること。 

⑵ ②の欄は、現に免許を受けている特定無線局の包括免許の番号を記載すること。 

⑶ ③の欄は、その他必要な事項がある場合は、その内容について記載すること。 

７ 申請に対する処分に係る書類及び免許事項証明書（書面申請等による場合に限る。）の

送付を希望するときは、申請者又は代理人の住所の郵便番号、住所及び氏名を記載し、送

付に要する郵便切手等を貼付した返信用封筒を申請書に添付すること。この場合におい

て、封筒は、当該書類を封入し得るもの(書類を折らずに送付することを希望する場合

は、相当の大きさのもの)とする。 

しない。また、都道府県コードを記載した場合は、都道府県及び市区町村の記載は要

しない。 

⑵ 申請者が外国人である場合は、住所については、国籍及び日本における居住地を記

載すること。 

⑶ 法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載す

ること。ただし、申請者が国の機関、地方公共団体、法律により直接に設立された法

人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人の場合は、代表者の

氏名の記載を要しない。 

⑷ 代理人による申請の場合は、申請者に関する必要事項を記載するほか、これに準じ

て当該代理人に関する必要事項を枠下に記載すること。この場合においては、委任状

を添付すること。ただし、包括委任状の番号が通知されている場合は、当該番号を記

載することとし、委任状の添付は要しない。 

⑸ 法人番号の欄は、法人又は団体の場合に限り、行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律第 2 条第 16 項に規定する法人番号を記載するこ

と。ただし、法人番号が不明の場合は記載を要しない。 

４ ２の欄は、次によること。 

⑴ ①の欄は、第２条第１項に掲げる無線局の種別を記載すること。 

⑵ ②の欄は、現に免許を受けている特定無線局の包括免許の番号を記載すること。 

⑶ ③の欄は、その他必要な事項がある場合は、その内容について記載すること。 

５ 申請に対する処分に係る書類の送付を希望するときは、申請者又は代理人の住所の郵便

番号、住所及び氏名を記載し、送付に要する郵便切手等を貼付した返信用封筒を申請書に

添付すること。この場合において、封筒は、当該書類を封入し得るもの(書類を折らずに

送付することを希望する場合は、相当の大きさのもの)とする。 

６ 申請書の用紙は、日本産業規格Ａ列４番とし、該当欄に全部を記載することができない

場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この別表に定める規格の用紙に適宜記載す

ること。 
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８ 申請書の用紙は、日本産業規格Ａ列４番とし、該当欄に全部を記載することができない

場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この別表に定める規格の用紙に適宜記載す

ること。 

別表第四号の三 登録局の変更登録の申請書（届出書）の様式（第 25 条の 25 第３項）（総合通

信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。） 

別表第四号の三 登録局の変更登録の申請書（届出書）の様式（第 25 条の 25 第３項）（総合通

信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。） 

登録局変更登録申請書（届出書） 

年  月  日  

 （何）総合通信局長 殿（注１）  

収入印紙貼付欄 

（注２） 

  

 □電波法第 27 条の 26 第２項の規定により、登録局の変更登録を受けたいので、下記のとおり

申請します。 

 □電波法第 27 条の 26 第４項の規定により、登録局を変更したので、下記のとおり届け出ま

す。 

 □電波法第 27 条の 33 第２項の規定により、包括登録に係る登録局の変更登録を受けたいの

で、下記のとおり申請します。 

 □電波法第 27 条の 33 第４項の規定により、包括登録に係る登録局を変更したので、下記のと

おり届け出ます。 

 （注３） 

また、上記の申請等（登録記録に記録した事項の変更に係るものに限る。）に併せて、電波法

第 27 条の 23 の規定により、登録記録に記録されている事項を証明した書面の交付を請求しま

す。（注４） 

記 

 １ 申請（届出）者（注５）  

住 所 都道府県―市区町村コード 〔             〕 

〒（  ―  ） 

 

  

氏名又は名称及び代

表者氏名 

フリガナ 

 

 

  

法人番号  

 ２ 登録局の変更登録に関する事項（注６） 

登録局変更登録申請書（届出書） 

年  月  日  

 （何）総合通信局長 殿（注１） 

 □電波法第 27 条の 26 第２項の規定により、登録局の変更登録を受けたいので、下記のとおり

申請します。 

 □電波法第 27 条の 26 第４項の規定により、登録局を変更したので、下記のとおり届け出ま

す。 

 □電波法第 27 条の 33 第２項の規定により、包括登録に係る登録局の変更登録を受けたいの

で、下記のとおり申請します。 

 □電波法第 27 条の 33 第４項の規定により、包括登録に係る登録局を変更したので、下記のと

おり届け出ます。 

 （注２） 

記 

 １ 申請（届出）者（注３） 

住 所 都道府県―市区町村コード 〔             〕 

〒（  ―  ） 

 

  

氏名又は名称及び代

表者氏名 

フリガナ 

 

 

  

法人番号  

 ２ 登録局の変更登録に関する事項（注４） 

① 登録の番号   

② 変更の具体的内容及び理由   

 ３ 申請(届出)の内容に関する連絡先 

所属、氏名 フリガナ 
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① 登録の番号   

② 変更の具体的内容及び理由   

 ３ 申請(届出)の内容に関する連絡先 

所属、氏名 フリガナ 

 

 

  

電話番号   

電子メールアドレス   

    

電話番号   

電子メールアドレス   

    

注１ 沖縄県の区域においては、沖縄総合通信事務所長とする。 

２ 収入印紙については、次によること。ただし、当該部分は、電子申請等による場合にあ

つては、適用しない。 

⑴ 登録記録に記録した事項に変更が生じない場合は、収入印紙の貼付を要しない。 

⑵ 収入印紙貼付欄に全部を貼付できない場合は、その欄に別紙に貼付する旨を記載

し、日本産業規格Ａ列４番の用紙に貼付すること。 

⑶ 収入印紙を必要額を超えて貼付している場合は、届出書の余白に「過納承諾 氏

名」のように記入すること。 

３ 該当する□にレ印を付けること。 

４ 申請等に併せて登録事項証明書の交付の請求を行わない場合は、当該部分を削除するこ

と。また、当該部分は、電子申請等による場合にあつては、適用しない。 

５ １の欄は、次によること。 

⑴ 住所の欄は、日本産業規格Ｊ Ｉ Ｓ  Ｘ 0401 及 び Ｘ 0402 に規定する都道府県

コード及び市区町村コード(以下この別表において「都道府県コード」という。)、郵

便番号並びに住所(申請(届出)者が法人又は団体の場合は、本店又は主たる事務所の所

在地)を記載すること。ただし、都道府県コードが不明の場合は、コードの欄への記載

を要しない。また、都道府県コードを記載した場合は、都道府県及び市区町村の記載

は要しない。 

⑵ 申請(届出)者が外国人である場合は、住所については、国籍及び日本における居住

地を記載すること。 

⑶ 法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載す

ること。ただし、申請(届出)者が国の機関、地方公共団体、法律により直接に設立さ

れた法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人の場合は、代

表者の氏名の記載を要しない。 

⑷ 代理人による申請(届出)の場合は、申請(届出)者に関する必要事項を記載するほ

か、これに準じて当該代理人に関する必要事項を枠下に記載すること。この場合にお

注１ 沖縄県の区域においては、沖縄総合通信事務所長とする。 

２ 該当する□にレ印を付けること。 

３ １の欄は、次によること。 

⑴ 住所の欄は、日本産業規格Ｊ Ｉ Ｓ  Ｘ 0401 及 び Ｘ 0402 に規定する都道府県

コード及び市区町村コード(以下この別表において「都道府県コード」という。)、郵

便番号並びに住所(申請(届出)者が法人又は団体の場合は、本店又は主たる事務所の所

在地)を記載すること。ただし、都道府県コードが不明の場合は、コードの欄への記載

を要しない。また、都道府県コードを記載した場合は、都道府県及び市区町村の記載

は要しない。 

⑵ 申請(届出)者が外国人である場合は、住所については、国籍及び日本における居住

地を記載すること。 

⑶ 法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載す

ること。ただし、申請(届出)者が国の機関、地方公共団体、法律により直接に設立さ

れた法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人の場合は、代

表者の氏名の記載を要しない。 

⑷ 代理人による申請(届出)の場合は、申請(届出)者に関する必要事項を記載するほ

か、これに準じて当該代理人に関する必要事項を枠下に記載すること。この場合にお

いては、委任状を添付すること。ただし、包括委任状の番号が通知されている場合

は、当該番号を記載することとし、委任状の添付は要しない。 

⑸ 法人番号の欄は、法人又は団体の場合に限り、行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律第２条第 16 項に規定する法人番号を記載するこ

と。ただし、法人番号が不明の場合は記載を要しない。 

４ ２の欄は、次によること。 

⑴ ①の欄は、現に登録を受けている無線局の登録の番号を記載すること。 

⑵ ②の欄は、変更の具体的内容及び理由を記載すること。 
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いては、委任状を添付すること。ただし、包括委任状の番号が通知されている場合

は、当該番号を記載することとし、委任状の添付は要しない。 

⑸ 法人番号の欄は、法人又は団体の場合に限り、行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律第２条第 16 項に規定する法人番号を記載するこ

と。ただし、法人番号が不明の場合は記載を要しない。 

６ ２の欄は、次によること。 

⑴ ①の欄は、現に登録を受けている無線局の登録の番号を記載すること。 

⑵ ②の欄は、変更の具体的内容及び理由を記載すること。 

７ 申請に対する処分に係る書類及び登録事項証明書（書面申請等による場合に限る。）の

送付を希望するときは、申請者又は代理人の住所の郵便番号、住所及び氏名を記載し、送

付に要する郵便切手等を貼付した返信用封筒を申請書に添付すること。この場合におい

て、封筒は、当該書類を封入し得るもの(書類を折らずに送付することを希望する場合

は、相当の大きさのもの)とする。 

８ 申請(届出)書の用紙は、日本産業規格Ａ列４番とし、該当欄に全部を記載することがで

きない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この別表に定める規格の用紙に適宜

記載すること。 

５ 申請に対する処分に係る書類の送付を希望するときは、申請者又は代理人の住所の郵便

番号、住所及び氏名を記載し、送付に要する郵便切手等を貼付した返信用封筒を申請書に

添付すること。この場合において、封筒は、当該書類を封入し得るもの(書類を折らずに

送付することを希望する場合は、相当の大きさのもの)とする。 

６ 申請(届出)書の用紙は、日本産業規格Ａ列４番とし、該当欄に全部を記載することがで

きない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この別表に定める規格の用紙に適宜

記載すること。 

別表第五号 無線局の免許承継申請書（届出書）の様式（第 20 条の２第２項、第 20 条の３第３

項、第 20 条の３の２第３項及び第 20 条の３の３第２項関係）（総務大臣又は総合通信局長が

この様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。） 

別表第五号 無線局の免許承継申請書（届出書）の様式（第 20 条の２第２項、第 20 条の３第３

項、第 20 条の３の２第３項及び第 20 条の３の３第２項関係）（総務大臣又は総合通信局長が

この様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。） 

無線局免許承継申請書（届出書） 

年  月  日  

 総務大臣 殿（注１）  

収入印紙貼付欄 

（注２） 

  

 □電波法第 20 条第１項、第７項若しくは第８項又は第 10 項の規定により、無線局の免許人

（又は予備免許を受けた者）の地位を承継したので、同条第９項の規定により、別紙の書類

を添えて下記のとおり届け出ます。（無線局免許手続規則第 20 条の２に関する手続） 

 □電波法第 20 条第２項、第４項（分割に係る部分に限る。）若しくは第５項（合併に係る部

分に限る。）又は第 10 項の規定により、無線局の免許人（又は予備免許を受けた者）の地

位を承継したいので、別紙の書類を添えて下記のとおり申請します。（無線局免許手続規則

第 20 条の３に関する手続） 

 □電波法第 20 条第３項、第４項後段（特定地上基幹放送局の免許人が当該基幹放送局を譲渡

し、譲受人が当該基幹放送局を譲渡人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとす

る場合に係る部分に限る。）若しくは第５項後段（地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送

無線局免許承継申請書（届出書） 

年  月  日  

 総務大臣 殿（注１） 

 □電波法第 20 条第１項、第７項若しくは第８項又は第 10 項の規定により、無線局の免許人

（又は予備免許を受けた者）の地位を承継したので、同条第９項の規定により、別紙の書類

を添えて下記のとおり届け出ます。（無線局免許手続規則第 20 条の２に関する手続） 

 □電波法第 20 条第２項、第４項（分割に係る部分に限る。）若しくは第５項（合併に係る部

分に限る。）又は第 10 項の規定により、無線局の免許人（又は予備免許を受けた者）の地

位を承継したいので、別紙の書類を添えて下記のとおり申請します。（無線局免許手続規則

第 20 条の３に関する手続） 

 □電波法第 20 条第３項、第４項後段（特定地上基幹放送局の免許人が当該基幹放送局を譲渡

し、譲受人が当該基幹放送局を譲渡人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとす

る場合に係る部分に限る。）若しくは第５項後段（地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送

事業者又は特定地上基幹放送局の免許人が当該地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局

を譲り受ける場合に係る部分に限る。）又は第 10 項の規定により、無線局の免許人（又は

予備免許を受けた者）の地位を承継したいので、別紙の書類を添えて下記のとおり申請しま

す。（無線局免許手続規則第 20 条の３の２に関する手続） 
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事業者又は特定地上基幹放送局の免許人が当該地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局

を譲り受ける場合に係る部分に限る。）又は第 10 項の規定により、無線局の免許人（又は

予備免許を受けた者）の地位を承継したいので、別紙の書類を添えて下記のとおり申請しま

す。（無線局免許手続規則第 20 条の３の２に関する手続） 

 □電波法第 20 条第４項後段（特定地上基幹放送局の免許人が地上基幹放送の業務を譲渡し、

その譲渡人が当該基幹放送局を譲受人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行うとする

場合に係る部分に限る。）若しくは第５項前段（他人の地上基幹放送の業務の用に供する基

幹放送局の免許人が当該地上基幹放送の業務を行う事業を譲り受ける場合に係る部分に限

る。）又は第 10 項の規定により、無線局の免許人（又は予備免許を受けた者）の地位を承

継したいので、別紙の書類を添えて下記のとおり申請します。（無線局免許手続規則第 20

条の３の３に関する手続） 

  （注３） 

また、上記の申請等（免許記録に記録した事項の変更に係るものに限る。）に併せて、電波法

第 14 条の２の規定により、免許記録に記録されている事項を証明した書面の交付を請求しま

す。（注４） 

記 

 １ 申請（届出）者（注５） 

住 所 都道府県―市区町村コード 〔             〕 

〒（  ―  ） 

 

  

氏名又は名称及び代

表者氏名 

フリガナ 

 

 

  

法人番号  

 ２ 承継に係る無線局（注６） 

① 識別信号   

② 種別   

③ 免許の番号又は予備免許通知

書の番号 

  

④ 免許人又は予備免許を受けた

者の氏名、商号又は名称 

  

⑤ 免許の有効期間  

 ３ 電波法第５条に規定する欠格事由（注７） 

 □電波法第 20 条第４項後段（特定地上基幹放送局の免許人が地上基幹放送の業務を譲渡し、

その譲渡人が当該基幹放送局を譲受人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行うとする

場合に係る部分に限る。）若しくは第５項前段（他人の地上基幹放送の業務の用に供する基

幹放送局の免許人が当該地上基幹放送の業務を行う事業を譲り受ける場合に係る部分に限

る。）又は第 10 項の規定により、無線局の免許人（又は予備免許を受けた者）の地位を承

継したいので、別紙の書類を添えて下記のとおり申請します。（無線局免許手続規則第 20

条の３の３に関する手続） 

  （注２） 

記 

 １ 申請（届出）者（注３） 

住 所 都道府県―市区町村コード 〔             〕 

〒（  ―  ） 

 

  

氏名又は名称及び代

表者氏名 

フリガナ 

 

 

  

法人番号  

 ２ 承継に係る無線局（注４） 

① 識別信号   

② 種別   

③ 免許の番号又は予備免許通知

書の番号 

  

④ 免許人又は予備免許を受けた

者の氏名、商号又は名称 

  

⑤ 免許の有効期間  

 ３ 電波法第５条に規定する欠格事由（注５） 

開設しようとす

る無線局 
無線局の種類（法第５条第２項各号） 

□ 該当 

□ 該当しない 

外国性の有無 国籍等（同条第１項第１号から第３号まで） □ 有 □ 無 

代表者及び役員の割合（同項第４号） □ 有 □ 無 

議決権の割合（同号） □ 有 □ 無 

相対的欠格事由 処分歴等（同条第３項） □ 有 □ 無 

国籍等（同条第４項第１号） □ 有 □ 無 

処分歴等（同号） □ 有 □ 無 
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開設しようとす

る無線局 
無線局の種類（法第５条第２項各号） 

□ 該当 

□ 該当しない 

外国性の有無 国籍等（同条第１項第１号から第３号まで） □ 有 □ 無 

代表者及び役員の割合（同項第４号） □ 有 □ 無 

議決権の割合（同号） □ 有 □ 無 

相対的欠格事由 処分歴等（同条第３項） □ 有 □ 無 

一部の基幹放送

をする無線局の

欠格事由 

国籍等（同条第４項第１号） □ 有 □ 無 

処分歴等（同号） □ 有 □ 無 

特定役員（同項第２号） □ 有 □ 無 

議決権の割合（同項第２号及び第３号） □ 有 □ 無 

役員の処分歴等（同項第４号） □ 有 □ 無 

 ４ 各手続に係る個別事項（注３）（注８） 

  □無線局免許手続規則第 20 条の３に関する手続 

   ① 合併又は分割当事者の商号又は名称、住所及び代表者の氏名 

   ② 合併又は分割決議の年月日及び合併又は分割がその効力を生ずる予定の年月日 

   ③ 合併又は分割の理由 

   ④ 免許人又は予備免許を受けた者の地位の承継を必要とする理由 

   ⑤ 事業計画（基幹放送局（受信障害対策中継放送を行うものを除く。）の場合に限る。

）（注９） 

   ⑥ 事業収支見積り（基幹放送局（受信障害対策中継放送を行うものを除く。）の場合に

限る。）（注９） 

   ⑦ 無線局の運用費の支弁方法（基幹放送局(受信障害対策中継放送を行うものを除く。)

の場合に限る。）（注９） 

   ⑧ 基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要、電気通信設備の一部を構成する設

備の設備等維持業務を他人に委託する場合における当該一部を構成する設備の概要、当

該設備等維持業務の委託先の氏名又は名称及び基幹放送の業務を維持するに足りる技術

的能力（基幹放送局(受信障害対策中継放送を行うものを除く。)の場合に限る。）（注

９） 

  □無線局免許手続規則第 20 条の３の２に関する手続 

   ① 譲受人が事業を譲り受ける年月日 

   ② 事業の譲受けの理由 

   ③ 免許人又は予備免許を受けた者の地位の承継を必要とする理由 

   ④ 事業計画（基幹放送局（受信障害対策中継放送を行うものを除く。）の場合に限る。

）（注９） 

   ⑤ 事業収支見積り（基幹放送局（受信障害対策中継放送を行うものを除く。）の場合に

限る。）（注９） 

一部の基幹放送

をする無線局の

欠格事由 

特定役員（同項第２号） □ 有 □ 無 

議決権の割合（同項第２号及び第３号） □ 有 □ 無 

役員の処分歴等（同項第４号） □ 有 □ 無 

 ４ 各手続に係る個別事項（注２）（注６） 

  □無線局免許手続規則第 20 条の３に関する手続 

   ① 合併又は分割当事者の商号又は名称、住所及び代表者の氏名 

   ② 合併又は分割決議の年月日及び合併又は分割がその効力を生ずる予定の年月日 

   ③ 合併又は分割の理由 

   ④ 免許人又は予備免許を受けた者の地位の承継を必要とする理由 

   ⑤ 事業計画（基幹放送局（受信障害対策中継放送を行うものを除く。）の場合に限る。

）（注７） 

   ⑥ 事業収支見積り（基幹放送局（受信障害対策中継放送を行うものを除く。）の場合に

限る。）（注７） 

   ⑦ 無線局の運用費の支弁方法（基幹放送局(受信障害対策中継放送を行うものを除く。)

の場合に限る。）（注７） 

   ⑧ 基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要、電気通信設備の一部を構成する設

備の設備等維持業務を他人に委託する場合における当該一部を構成する設備の概要、当

該設備等維持業務の委託先の氏名又は名称及び基幹放送の業務を維持するに足りる技術

的能力（基幹放送局(受信障害対策中継放送を行うものを除く。)の場合に限る。）（注

７） 

  □無線局免許手続規則第 20 条の３の２に関する手続 

   ① 譲受人が事業を譲り受ける年月日 

   ② 事業の譲受けの理由 

   ③ 免許人又は予備免許を受けた者の地位の承継を必要とする理由 

   ④ 事業計画（基幹放送局（受信障害対策中継放送を行うものを除く。）の場合に限る。

）（注７） 

   ⑤ 事業収支見積り（基幹放送局（受信障害対策中継放送を行うものを除く。）の場合に

限る。）（注７） 

   ⑥ 無線局の運用費の支弁方法（基幹放送局（受信障害対策中継放送を行うものを除く。

）の場合に限る。）（注７） 

   ⑦ 基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要、電気通信設備の一部を構成する設

備の設備等維持業務を他人に委託する場合における当該一部を構成する設備の概要、当

該設備等維持業務の委託先の氏名又は名称及び基幹放送の業務を維持するに足りる技術

的能力（基幹放送局（受信障害対策中継放送を行うものを除く。）の場合に限る。）（

注７） 

  □無線局免許手続規則第 20 条の３の３に関する手続 
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   ⑥ 無線局の運用費の支弁方法（基幹放送局（受信障害対策中継放送を行うものを除く。

）の場合に限る。）（注９） 

   ⑦ 基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要、電気通信設備の一部を構成する設

備の設備等維持業務を他人に委託する場合における当該一部を構成する設備の概要、当

該設備等維持業務の委託先の氏名又は名称及び基幹放送の業務を維持するに足りる技術

的能力（基幹放送局（受信障害対策中継放送を行うものを除く。）の場合に限る。）（

注９） 

  □無線局免許手続規則第 20 条の３の３に関する手続 

   ① 譲受人が事業を譲り受ける年月日 

   ② 事業の譲渡し（法第 20 条第４項後段の場合）又は譲受け（法第 20 条第５項前段の場

合）の理由 

   ③ 譲渡人（法第 20 条第４項後段の場合）又は譲受人（法第 20 条第５項前段の場合）の

事業計画（注９） 

   ④ 譲渡人（法第 20 条第４項後段の場合）又は譲受人（法第 20 条第５項前段の場合）の

事業収支見積り（注９） 

   ⑤ 譲渡人の無線局の運用費の支弁方法（注９） 

   ⑥ 基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要、電気通信設備の一部を構成する設

備の設備等維持業務を他人に委託する場合における当該一部を構成する設備の概要、当

該設備等維持業務の委託先の氏名又は名称及び基幹放送の業務を維持するに足りる技術

的能力（注９） 

 ５ 添付書類（注３） 

  ⑴ 無線局免許手続規則第 20 条の２に関する手続 

   □免許人又は予備免許を受けた者の地位を承継した事実を証する書面 

   □相続人が２人以上ある場合において、その協議により、免許人又は予備免許を受けた者

の地位を承継すべき相続人を定めたときは、他の相続人がこれに同意した事実を証する

書面 

  ⑵ 無線局免許手続規則第 20 条の３に関する手続 

   □合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し 

   □株主総会又は社員総会の決議録、無限責任社員又は総社員の同意書、その他合併又は分

割に関する意思の決定を証するに足りる書類（地上基幹放送の業務の用に供する基幹放

送局の場合は、放送法第 118 条の規定による放送局設備供給役務に係る契約書の写しを

含む。） 

   □合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により無線局をその用

に供する事業の全部を承継する法人の定款案 

  ⑶ 無線局免許手続規則第 20 条の３の２に関する手続 

   ① 譲受人が事業を譲り受ける年月日 

   ② 事業の譲渡し（法第 20 条第４項後段の場合）又は譲受け（法第 20 条第５項前段の場

合）の理由 

   ③ 譲渡人（法第 20 条第４項後段の場合）又は譲受人（法第 20 条第５項前段の場合）の

事業計画（注７） 

   ④ 譲渡人（法第 20 条第４項後段の場合）又は譲受人（法第 20 条第５項前段の場合）の

事業収支見積り（注７） 

   ⑤ 譲渡人の無線局の運用費の支弁方法（注７） 

   ⑥ 基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要、電気通信設備の一部を構成する設

備の設備等維持業務を他人に委託する場合における当該一部を構成する設備の概要、当

該設備等維持業務の委託先の氏名又は名称及び基幹放送の業務を維持するに足りる技術

的能力（注７） 

 ５ 添付書類（注２） 

  ⑴ 無線局免許手続規則第 20 条の２に関する手続 

   □免許人又は予備免許を受けた者の地位を承継した事実を証する書面 

   □相続人が２人以上ある場合において、その協議により、免許人又は予備免許を受けた者

の地位を承継すべき相続人を定めたときは、他の相続人がこれに同意した事実を証する

書面 

  ⑵ 無線局免許手続規則第 20 条の３に関する手続 

   □合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し 

   □株主総会又は社員総会の決議録、無限責任社員又は総社員の同意書、その他合併又は分

割に関する意思の決定を証するに足りる書類（地上基幹放送の業務の用に供する基幹放

送局の場合は、放送法第 118 条の規定による放送局設備供給役務に係る契約書の写しを

含む。） 

   □合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により無線局をその用

に供する事業の全部を承継する法人の定款案 

  ⑶ 無線局免許手続規則第 20 条の３の２に関する手続 

   □事業の譲渡に関する契約書の写し（地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局の場合

は、放送法第 118 条の規定による放送局設備供給役務に係る契約書の写しを含む。） 

   □譲受人が法人であるときは、その定款 

   □譲受人が法人格なき組合であるときは、その組合契約書 

  ⑷ 無線局免許手続規則第 20 条の３の３に関する手続 

   □事業の譲渡に関する契約書の写し 

   □譲渡人が法人であるときは、その定款 

   □譲渡人が法人格なき組合であるときは、その組合契約書 

 ６ 申請(届出)の内容に関する連絡先 
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   □事業の譲渡に関する契約書の写し（地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局の場合

は、放送法第 118 条の規定による放送局設備供給役務に係る契約書の写しを含む。） 

   □譲受人が法人であるときは、その定款 

   □譲受人が法人格なき組合であるときは、その組合契約書 

  ⑷ 無線局免許手続規則第 20 条の３の３に関する手続 

   □事業の譲渡に関する契約書の写し 

   □譲渡人が法人であるときは、その定款 

   □譲渡人が法人格なき組合であるときは、その組合契約書 

 ６ 申請(届出)の内容に関する連絡先 

所属、氏名 フリガナ 

 

 

  

電話番号   

電子メールアドレス   

    

所属、氏名 フリガナ 

 

 

  

電話番号   

電子メールアドレス   

    

注１ 施行規則第 51 条の 15 第１項第１号に掲げる無線局の地位の承継の申請又は届出をする

場合は、同条に規定する所轄総合通信局長に宛てること。 

２ 収入印紙については、次によること。ただし、当該部分は、電子申請等による場合にあ

つては、適用しない。 

⑴ 収入印紙貼付欄に全部を貼付できない場合は、その欄に別紙に貼付する旨を記載

し、日本産業規格Ａ列４番の用紙に貼付すること。 

⑵ 収入印紙を必要額を超えて貼付している場合は、届出書の余白に「過納承諾 氏

名」のように記入すること。 

３ 該当する□にレ印を付けること。 

４ 申請等に併せて免許事項証明書の交付の請求を行わない場合は、当該部分を削除するこ

と。また、当該部分は、電子申請等による場合にあつては、適用しない。 

５～９ ［略］ 

10 免許事項証明書（書面申請等による場合に限る。）又は申請に対する処分に係る書類の

送付を希望するときは、申請者又は代理人の住所の郵便番号、住所及び氏名を記載し、送

付に要する郵便切手等を貼付した返信用封筒を申請書に添付すること。この場合において

、封筒は、当該書類を封入し得るもの(書類を折らずに送付することを希望する場合は、

相当の大きさのもの)とする。 

11 申請(届出)書の用紙は、日本産業規格 A 列 4 番とし、該当欄に全部を記載することがで

きない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この別表に定める規格の用紙に適宜

記載すること。 

注１ 施行規則第 51 条の 15 第１項第１号に掲げる無線局の地位の承継の申請又は届出をする

場合は、同条に規定する所轄総合通信局長に宛てること。 

２ 該当する□にレ印を付けること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３～７ ［同左］ 

８ 申請に対する処分に係る書類の送付を希望するときは、申請者又は代理人の住所の郵便

番号、住所及び氏名を記載し、送付に要する郵便切手等を貼付した返信用封筒を申請書に

添付すること。この場合において、封筒は、当該書類を封入し得るもの(書類を折らずに

送付することを希望する場合は、相当の大きさのもの)とする。 

９ 申請(届出)書の用紙は、日本産業規格 A 列 4 番とし、該当欄に全部を記載することがで

きない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この別表に定める規格の用紙に適宜

記載すること。 
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別表第五号の三 登録局の登録承継届出書の様式（第 25 条の 15 第２項関係）（総合通信局長が

この様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。） 

別表第五号の三 登録局の登録承継届出書の様式（第 25 条の 15 第２項関係）（総合通信局長が

この様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。） 

登録局登録承継届出書 

年  月  日  

 （何）総合通信局長 殿（注１）  

収入印紙貼付欄 

（注２） 

  

 電波法第 27 条の 27 第１項の規定により、登録局の登録人の地位を承継したので、同条第２項

の規定により、別紙の書類を添えて下記のとおり届け出ます。 

また、上記の届出に併せて、電波法第 27 条の 23 の規定により、登録記録に記録されている事

項を証明した書面の交付を請求します。（注３） 

 

記 

 １ 届出者（注４） 

住 所 都道府県―市区町村コード 〔             〕 

〒（  ―  ） 

 

  

氏名又は名称及び代

表者氏名 

フリガナ 

 

 

  

法人番号  

 ２ 承継に係る登録局（注５） 

① 登録の番号   

② 登録人の住所  都道府県―市区町村コード 〔        〕 

〒（  ―  ） 

 

 

③ 登録人の氏名又は名称 フリガナ 

 

④ 登録人の代表者氏名 フリガナ 

 

登録局登録承継届出書 

年  月  日  

 （何）総合通信局長 殿（注１） 

 電波法第 27 条の 27 第１項の規定により、登録局の登録人の地位を承継したので、同条第２項

の規定により、別紙の書類を添えて下記のとおり届け出ます。 

記 

 １ 届出者（注２） 

住 所 都道府県―市区町村コード 〔             〕 

〒（  ―  ） 

 

  

氏名又は名称及び代

表者氏名 

フリガナ 

 

 

  

法人番号  

 ２ 承継に係る登録局（注３） 

① 登録の番号   

② 登録人の住所  都道府県―市区町村コード 〔        〕 

〒（  ―  ） 

 

 

③ 登録人の氏名又は名称 フリガナ 

 

④ 登録人の代表者氏名 フリガナ 

 

⑤ 承継の理由  

⑥ 承継の期日  

 ３ 添付書類（注４） 

  □登録人の地位を承継した事実を証する書面 

  □登録人の地位を承継することができる者が２人以上ある場合において、その協議により、

登録人の地位を承継すべき者を定めたときは、他の登録人の地位を承継することができる

者がこれに同意した事実を証する書面 

 ４ 届出の内容に関する連絡先 
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⑤ 承継の理由  

⑥ 承継の期日  

 ３ 添付書類（注６） 

  □登録人の地位を承継した事実を証する書面 

  □登録人の地位を承継することができる者が２人以上ある場合において、その協議により、

登録人の地位を承継すべき者を定めたときは、他の登録人の地位を承継することができる

者がこれに同意した事実を証する書面 

 ４ 届出の内容に関する連絡先 

所属、氏名 フリガナ 

 

 

  

電話番号   

電子メールアドレス   

    

所属、氏名 フリガナ 

 

 

  

電話番号   

電子メールアドレス   

    

注１ 沖縄県の区域においては、沖縄総合通信事務所長とする。 

２ 収入印紙については、次によること。ただし、当該部分は、電子申請等による場合にあ

つては、適用しない。 

⑴ 収入印紙貼付欄に全部を貼付できない場合は、その欄に別紙に貼付する旨を記載

し、日本産業規格Ａ列４番の用紙に貼付すること。 

⑵ 収入印紙を必要額を超えて貼付している場合は、届出書の余白に「過納承諾 氏

名」のように記入すること。 

３  届出に併せて登録事項証明書の交付の請求を行わない場合は、当該部分を削除するこ

と。また、当該部分は、電子申請等による場合にあつては、適用しない。 

４ １の欄は、次によること。 

⑴ 住所の欄は、日本産業規格Ｊ Ｉ Ｓ  Ｘ 0401 及 び Ｘ 0402 に規定する都道府県

コード及び市区町村コード（以下この別表において「都道府県コード」という。）、

郵便番号並びに住所（申請（届出）者が法人又は団体の場合は、本店又は主たる事務

所の所在地）を記載すること。ただし、都道府県コードが不明の場合は、コードの欄

への記載を要しない。また、都道府県コードを記載した場合は、都道府県及び市区町

村の記載は要しない。なお、申請（届出）者が外国人である場合は、国籍及び日本に

おける居住地を記載すること。 

⑵ 法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載す

ること。ただし、届出者が国の機関、地方公共団体、法律により直接に設立された法

人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人の場合は、代表者の

氏名の記載を要しない。 

注１ 沖縄県の区域においては、沖縄総合通信事務所長とする。 

２ １の欄は、次によること。 

⑴ 住所の欄は、日本産業規格Ｊ Ｉ Ｓ  Ｘ 0401 及 び Ｘ 0402 に規定する都道府県

コード及び市区町村コード（以下この別表において「都道府県コード」という。）、

郵便番号並びに住所（申請（届出）者が法人又は団体の場合は、本店又は主たる事務

所の所在地）を記載すること。ただし、都道府県コードが不明の場合は、コードの欄

への記載を要しない。また、都道府県コードを記載した場合は、都道府県及び市区町

村の記載は要しない。なお、申請（届出）者が外国人である場合は、国籍及び日本に

おける居住地を記載すること。 

⑵ 法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載す

ること。ただし、届出者が国の機関、地方公共団体、法律により直接に設立された法

人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人の場合は、代表者の

氏名の記載を要しない。 

⑶ 代理人による届出の場合は、届出者に関する必要事項を記載するほか、これに準じ

て当該代理人に関する必要事項を枠下に記載すること。この場合においては、委任状

を添付すること。ただし、包括委任状の番号が通知されている場合は、当該番号を記

載することとし、委任状の添付は要しない。 

⑷ 法人番号の欄は、法人又は団体の場合に限り、行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律第２条第 16 項に規定する法人番号を記載するこ

と。ただし、法人番号が不明の場合は記載を要しない。 

３ ２の欄は、次によること。 
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⑶ 代理人による届出の場合は、届出者に関する必要事項を記載するほか、これに準じ

て当該代理人に関する必要事項を枠下に記載すること。この場合においては、委任状

を添付すること。ただし、包括委任状の番号が通知されている場合は、当該番号を記

載することとし、委任状の添付は要しない。 

⑷ 法人番号の欄は、法人又は団体の場合に限り、行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律第２条第 16 項に規定する法人番号を記載するこ

と。ただし、法人番号が不明の場合は記載を要しない。 

５ ２の欄は、次によること。 

⑴ ①の欄は、承継に係る登録局の登録の番号を記載すること。 

⑵ ②の欄は、登録の承継に係る承継前の登録人の住所を注２⑴に準じて記載するこ

と。 

⑶ ③の欄は、登録の承継に係る承継前の登録人の氏名又は名称を記載すること。 

⑷ ④の欄は、登録の承継に係る承継前の登録人が法人又は団体の場合に限り、その代

表者の役職及び氏名を記載すること。ただし、登録の承継に係る承継前の登録人が国

の機関、地方公共団体、法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別

の設立行為をもつて設立された法人の場合は、代表者の氏名の記載を要しない。 

⑸ ⑤の欄は、承継の理由を記載すること。 

⑹ ⑥の欄は、承継の期日（年月日）を記載すること。 

６ 該当する□にレ印を付けること。 

７ 登録事項証明書（書面申請等による場合に限る。）の送付を希望するときは、届出者又

は代理人の住所の郵便番号、住所及び氏名を記載し、送付に要する郵便切手等を貼付した

返信用封筒を届出書に添付すること。この場合において、封筒は、当該書類を封入し得る

もの(書類を折らずに送付することを希望する場合は、相当の大きさのもの)とする。 

８ 届出書の用紙は、日本産業規格Ａ列４番とし、該当欄に全部を記載することができない

場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この別表に定める規格の用紙に適宜記載す

ること。 

⑴ ①の欄は、承継に係る登録局の登録の番号を記載すること。 

⑵ ②の欄は、登録の承継に係る承継前の登録人の住所を注２⑴に準じて記載するこ

と。 

⑶ ③の欄は、登録の承継に係る承継前の登録人の氏名又は名称を記載すること。 

⑷ ④の欄は、登録の承継に係る承継前の登録人が法人又は団体の場合に限り、その代

表者の役職及び氏名を記載すること。ただし、登録の承継に係る承継前の登録人が国

の機関、地方公共団体、法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別

の設立行為をもつて設立された法人の場合は、代表者の氏名の記載を要しない。 

⑸ ⑤の欄は、承継の理由を記載すること。 

⑹ ⑥の欄は、承継の期日（年月日）を記載すること。 

４ 該当する□にレ印を付けること。 

５ 届出書の用紙は、日本産業規格Ａ列４番とし、該当欄に全部を記載することができない

場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この別表に定める規格の用紙に適宜記載す

ること。 

別表第六号 基幹放送局の免許事項証明書等の様式（第 21 条の３、第 21 条の５関係） 別表第六号 基幹放送局に交付する免許状の様式（第 21 条第１項関係） 

（表 略） 

  注１・２ （略） 

（表 同左） 

  注１・２ （同左） 

別表第六号の二 基幹放送局及びアマチュア局以外の無線局の免許事項証明書等の様式（第

21 条の３、第 21 条の５関係） 

別表第六号の二 基幹放送局及びアマチュア局以外の無線局に交付する免許状の様式（第

21 条第１項関係） 

（表 略） 

  注１～３ （略） 

（表 同左） 

  注１～３ （同左） 

別表第六号の三 アマチュア局の免許事項証明書等の様式（第 21 条の３、第 21 条の５関係） 別表第六号の三 アマチュア局に交付する免許状の様式（第 21 条第１項関係） 

第１ 人工衛星等のアマチュア局及び法第５条第１項各号に掲げる者が開設するアマチュア局

以外のアマチュア局 

第１ 人工衛星等のアマチュア局及び法第５条第１項各号に掲げる者が開設するアマチュア局

以外のアマチュア局 
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（表 略） 

  注 （略） 

 第２ 人工衛星等のアマチュア局及び法第５条第１項各号に掲げる者が開設するアマチュア局 

  （略） 

（表 同左） 

  注 （同左） 

 第２ 人工衛星等のアマチュア局及び法第５条第１項各号に掲げる者が開設するアマチュア局 

  （同左） 

別表第六号の四 包括免許の免許事項証明書等の様式（第 21 条の３、第 21 条の５関係 ） 別表第六号の四 包括免許に交付する免許状の様式（第 21 条の２関係） 

第１ 特定無線局(法第 27 条の２第１号に掲げる無線局に係るものに限る。) 

（表 略） 

  注１・２ （略） 

第２ 特定無線局(法第 27 条の２第２号に掲げる無線局に係るものに限る。) 

（表 略） 

   注１・２ （略） 

第１ 特定無線局(法第 27 条の２第１号に掲げる無線局に係るものに限る。) 

（表 同左） 

  注１・２ （同左） 

第２ 特定無線局(法第 27 条の２第２号に掲げる無線局に係るものに限る。) 

（表 同左） 

  注１・２ （同左） 

別表第六号の五 無線局の免許記録の変更届出書の様式（第 22 条第２項関係）（総務大臣又は

総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。） 

別表第六号の五 無線局の免許状の訂正申請書の様式（第 22 条第２項関係）（総務大臣又は総

合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。） 

 

無線局免許記録変更届出書 

年  月  日  

 総務大臣 殿（注１）  

収入印紙貼付欄 

（注２） 

 

 電波法第21条第２項の規定により、無線局の免許記録に変更があつたので、下記のとおり届け

出ます。 

また、上記の届出に併せて、電波法第14条の２の規定により、免許記録に記録されている事項

を証明した書面の交付を請求します。（注３） 

記 

 １ 届出者（注４） 

住所 都道府県―市区町村コード 〔              〕 

〒(  ―  ) 

 

  

氏名又は名称及び

代表者氏名 

フリガナ 

 

 

  

 

無線局免許状訂正申請書 

年  月  日  

 総務大臣 殿（注１） 

 電波法第21条の規定により、無線局の免許状の訂正を受けたいので、下記のとおり申請しま

す。 

記 

 １ 申請者（注２） 

住所 都道府県―市区町村コード 〔              〕 

〒(  ―  ) 

 

  

氏名又は名称及び

代表者氏名 

フリガナ 

 

 

  

法人番号  

 ２ 免許状の訂正に関する事項（注３） 

① 無線局の種別及び局数   

② 識別信号   

③ 免許の番号又は包括免
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法人番号  

 ２ 免許記録の変更に関する事項（注５） 

① 無線局の種別及び局数   

② 識別信号 
  

③ 免許の番号又は包括免

許の番号 

  

④ 変更箇所及び変更理由   

 ３ 届出の内容に関する連絡先 

所属、氏名 フリガナ 

  

 

  
電話番号   

電子メールアドレス   

   

許の番号 

④ 訂正を受ける箇所及び

訂正を受ける理由 

  

 ３ 申請の内容に関する連絡先 

所属、氏名 フリガナ 

  

 

  
電話番号   

電子メールアドレス   

   

注１ 施行規則第 51 条の 15 第１項第１号に掲げる無線局に係る申請をする場合は、同条に規

定する所轄総合通信局長に宛てること。 

２ 収入印紙については、次によること。ただし、当該部分は、電子申請等による場合にあ

つては、適用しない。 

⑴ 収入印紙貼付欄に全部を貼付できない場合は、その欄に別紙に貼付する旨を記載

し、日本産業規格Ａ列４番の用紙に貼付すること。 

⑵ 収入印紙を必要額を超えて貼付している場合は、届出書の余白に「過納承諾 氏

名」のように記入すること。 

３ 申請に併せて免許事項証明書の交付の請求を行わない場合は、当該部分を削除するこ

と。また、当該部分は、電子申請等による場合にあつては、適用しない。 

４ １の欄は、次によること。 

⑴ 住所の欄は、日本産業規格Ｊ Ｉ Ｓ  Ｘ 0401 及 び Ｘ 0402 に規定する都道府県コ

ード及び市区町村コード（以下この別表において「都道府県コード」という。）、郵

便番号並びに住所（届出者が法人又は団体の場合は、本店又は主たる事務所の所在地

）を記載すること。ただし、都道府県コードが不明の場合は、コードの欄への記載を

要しない。また、都道府県コードを記載した場合は、都道府県及び市区町村の記載は

要しない。 

⑵ 届出者が外国人である場合は、住所については、国籍及び日本における居住地を記

載すること。 

注１ 施行規則第 51 条の 15 第１項第１号に掲げる無線局に係る申請をする場合は、同条に規

定する所轄総合通信局長に宛てること。 

２ １の欄は、次によること。 

⑴ 住所の欄は、日本産業規格Ｊ Ｉ Ｓ  Ｘ 0401 及 び Ｘ 0402 に規定する都道府県コ

ード及び市区町村コード（以下この別表において「都道府県コード」という。）、郵

便番号並びに住所（申請者が法人又は団体の場合は、本店又は主たる事務所の所在地

）を記載すること。ただし、都道府県コードが不明の場合は、コードの欄への記載を

要しない。また、都道府県コードを記載した場合は、都道府県及び市区町村の記載は

要しない。 

⑵ 申請者が外国人である場合は、住所については、国籍及び日本における居住地を記

載すること。 

⑶ 法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載す

ること。ただし、申請者が国の機関、地方公共団体、法律により直接に設立された法

人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人の場合は、代表者の

氏名の記載を要しない。 

⑷ 代理人による申請の場合は、申請者に関する必要事項を記載するほか、これに準じ

て当該代理人に関する必要事項を枠下に記載すること。この場合においては、委任状

を添付すること。ただし、包括委任状の番号が通知されている場合は、当該番号を記

載することとし、委任状の添付は要しない。 



六十七 頁  
 

 

 

⑶ 法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載す

ること。ただし、届出者が国の機関、地方公共団体、法律により直接に設立された法

人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人の場合は、代表者の

氏名の記載を要しない。 

⑷ 代理人による申請の場合は、届出者に関する必要事項を記載するほか、これに準じ

て当該代理人に関する必要事項を枠下に記載すること。この場合においては、委任状

を添付すること。ただし、包括委任状の番号が通知されている場合は、当該番号を記

載することとし、委任状の添付は要しない。 

⑸ 法人番号の欄は、法人又は団体の場合に限り、行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律第２条第 16 項に規定する法人番号を記載するこ

と。ただし、法人番号が不明の場合は記載を要しない。 

４ ２の欄は、次によること。 

⑴ ①の欄は、第２条第１項に掲げる無線局の種別を記載し、複数の無線局について一括し

て届出を行う場合は、無線局の種別ごとの局数を併せて記載すること。この場合において

、基幹放送局にあつては、第２条第５項第４号に掲げる基幹放送の種類による区分を付記

すること。 

⑵ ②の欄は、現に免許を受けている無線局（包括免許に係る特定無線局を除く。）に指定

されている識別信号を記載すること。 

⑶ ③の欄は、無線局（包括免許に係る特定無線局を除く。）の場合は現に免許を受けてい

る免許の番号を記載し、包括免許に係る特定無線局の場合は現に免許を受けている包括免

許の番号を記載すること。 

⑷ ④の欄は、変更箇所及び変更理由を記載すること。 

５ 免許事項証明書（書面申請等による場合に限る。）の送付を希望するときは、届出者又は

代理人の住所の郵便番号、住所及び氏名を記載し、送付に要する郵便切手等を貼付した返信

用封筒を届出書に添付すること。この場合において、封筒は、当該書類を封入し得るもの(

書類を折らずに送付することを希望する場合は、相当の大きさのもの)とする。 

６ 届出書の用紙は、日本産業規格Ａ列４番とし、該当欄に全部を記載することができない場

合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この別表に定める規格の用紙に適宜記載するこ

と。 

⑸ 法人番号の欄は、法人又は団体の場合に限り、行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律第２条第 16 項に規定する法人番号を記載するこ

と。ただし、法人番号が不明の場合は記載を要しない。 

３ ２の欄は、次によること。 

⑴ ①の欄は、第２条第１項に掲げる無線局の種別を記載し、複数の無線局について一括し

て申請を行う場合は、無線局の種別ごとの局数を併せて記載すること。この場合において

、基幹放送局にあつては、第２条第５項第４号に掲げる基幹放送の種類による区分を付記

すること。 

⑵ ②の欄は、現に免許を受けている無線局（包括免許に係る特定無線局を除く。）に指定

されている識別信号を記載すること。 

⑶ ③の欄は、無線局（包括免許に係る特定無線局を除く。）の場合は現に免許を受けてい

る免許の番号を記載し、包括免許に係る特定無線局の場合は現に免許を受けている包括免

許の番号を記載すること。 

⑷ ④の欄は、訂正を受ける箇所及び訂正を受ける理由を記載すること。 

４ 申請に対する処分に係る書類の送付を希望するときは、申請者又は代理人の住所の郵便番

号、住所及び氏名を記載し、送付に要する郵便切手等を貼付した返信用封筒を申請書に添付

すること。この場合において、封筒は、当該書類を封入し得るもの（書類を折らずに送付す

ることを希望する場合は、相当の大きさのもの）とする。 

５ 申請書の用紙は、日本産業規格Ａ列４番とし、該当欄に全部を記載することができない場

合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この別表に定める規格の用紙に適宜記載すること。 

別表第六号の六 登録又は包括登録の無線局の登録事項証明書等の様式（第 25 条の 21 の３、第

25 条の 21 の５関係） 

別表第六号の六 登録又は包括登録の無線局に交付する登録状の様式（第 25 条の 21 第２項関係

） 

 （表 略）  （表 同左） 

別表第六号の七 削除 別表第六号の七 登録局の登録状の訂正申請書の様式（第 25 条の 22 第２項関係）（総合通信

局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。） 

 登録局の登録状訂正申請書 

年  月  日  
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 （何）総合通信局長 殿（注１） 

 電波法第 27 条の 28 の規定により、登録局の登録状の訂正を受けたいので、下記のとおり申請

します。 

記 

 １ 申請者(注 2) 

住 所 都道府県―市区町村コード 〔             〕 

〒（  ―  ） 

 

  

氏名又は名称及び代

表者氏名 

フリガナ 

 

 

  

法人番号  

 ２ 登録状の訂正に関する事項(注 3) 

① 登録の番号   

② 訂正を受ける箇所及び訂正を受

ける理由 

  

 ３ 申請の内容に関する連絡先 

所属、氏名 フリガナ 

 

 

  

電話番号   

電子メールアドレス   

  

 注１ 沖縄県の区域においては、沖縄総合通信事務所長とする。 

２ １の欄は、次によること。 

⑴ 住所の欄は、日本産業規格Ｊ Ｉ Ｓ  Ｘ 0401 及 び Ｘ 0402 に規定する都道府県

コード及び市区町村コード(以下この別表において「都道府県コード」という。)、郵

便番号並びに住所(申請者が法人又は団体の場合は、本店又は主たる事務所の所在地)

を記載すること。ただし、都道府県コードが不明の場合は、コードの欄への記載を要

しない。また、都道府県コードを記載した場合は、都道府県及び市区町村の記載は要

しない。 

⑵ 申請者が外国人である場合は、住所については、国籍及び日本における居住地を記

載すること。 
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⑶ 法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載す

ること。ただし、申請者が国の機関、地方公共団体、法律により直接に設立された法

人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人の場合は、代表者の

氏名の記載を要しない。 

⑷ 代理人による申請の場合は、申請者に関する必要事項を記載するほか、これに準じ

て当該代理人に関する必要事項を枠下に記載すること。この場合においては、委任状

を添付すること。ただし、包括委任状の番号が通知されている場合は、当該番号を記

載することとし、委任状の添付は要しない。 

⑸ 法人番号の欄は、法人又は団体の場合に限り、行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律第 2 条第 16 項に規定する法人番号を記載するこ

と。ただし、法人番号が不明の場合は記載を要しない。 

３ ２の欄は、次によること。 

⑴ ①の欄は、現に登録を受けている無線局の登録の番号を記載すること。 

⑵ ②の欄は、訂正を受ける箇所及び訂正を受ける理由を記載すること。 

４ 申請に対する処分に係る書類の送付を希望するときは、申請者又は代理人の住所の郵便

番号、住所及び氏名を記載し、送付に要する郵便切手等を貼付した返信用封筒を申請書に

添付すること。この場合において、封筒は、当該書類を封入し得るもの(書類を折らずに

送付することを希望する場合は、相当の大きさのもの)とする。 

５ 申請書の用紙は、日本産業規格 A 列 4 番とし、該当欄に全部を記載することができない場合

は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この別表に定める規格の用紙に適宜記載すること。 

別表第六号の八 無線局の免許事項証明書及び登録事項証明書の交付請求書の様式（第 21 条の

６第２項及び第 25 条の 21 の６第２項関係）（総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わる

ものとして認めた場合は、それによることができる。） 

別表第六号の八 無線局の免許状の再交付申請書及び登録局の登録状の再交付申請書の様式（第

23 条第２項及び第 25 条の 22 の２第２項関係）（総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わ

るものとして認めた場合は、それによることができる。） 

免許事項証明書（登録事項証明書）交付請求書 

年  月  日 

総務大臣 殿（注１）  

収入印紙貼付欄 

（注２） 

 

□電波法第 14 条の２の規定により、免許記録に記載されている事項を証明した書面の交付を

請求します。 

□電波法第 27 条の 23 の規定により、登録記録に記載されている事項を証明した書面の交付を

請求します。 

  （注３） 

記（注４） 

免許状（登録状）再交付申請書 

年  月  日 

総務大臣 殿（注１）  

収入印紙貼付欄 

（注２） 

 

□無線局免許手続規則第 23 条第１項の規定により、無線局の免許状の再交付を受けたいの

で、下記のとおり申請します。 

□無線局免許手続規則第 25 条の 22 の２第１項の規定により、登録局の登録状の再交付を受け

たいので、下記のとおり申請します。 

（注３） 

記（注４） 
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１ 請求者（注５） 

住 所 都道府県―市区町村コード 〔             〕 

〒（  ―  ） 

 

  

氏名又は名称及び代

表者氏名 

フリガナ 

 

 

  

法人番号  

２ 請求に関する事項（注６） 

① 無線局の種別及び局数  

② 識別信号  

③ 免許の番号、包括免許の番号又

は登録の番号 

 

 

３ 請求の内容に関する連絡先 

所属、氏名 フリガナ 

 

 

  

電話番号   

電子メールアドレス   
 

１ 申請者（注５） 

住 所 都道府県―市区町村コード 〔             〕 

〒（  ―  ） 

 

  

氏名又は名称及び代

表者氏名 

フリガナ 

 

 

  

法人番号  

２ 再交付に関する事項（注６） 

① 無線局の種別及び局数  

② 識別信号  

③ 免許の番号、包括免許の番号又

は登録の番号 

 

 

④ 再交付を求める理由  

３ 申請の内容に関する連絡先 

所属、氏名 フリガナ 

 

 

  

電話番号   

電子メールアドレス   
 

注１ 施行規則第 51 条の 15 第１項第１号に掲げる無線局に係る請求をする場合は、同条に規

定する所轄総合通信局長に宛てること。 

２ 収入印紙については、次によること。 

⑴ 複数の無線局を請求する場合は、２①の欄の記載事項に対応した手数料の内訳を請

求書の余白に記載すること。 

⑵ 収入印紙貼付欄に全部を貼付できない場合は、その欄に別紙に貼付する旨を記載

し、日本産業規格Ａ列４番の用紙に貼付すること。 

⑶ 収入印紙を必要額を超えて貼付している場合は、請求書の余白に「過納承諾 氏

名」のように記入すること。 

３ 該当する□にレ印を付けること。 

４ 各欄の記載は次の表のとおりとし、記載を要しない記載事項及び記載欄は必要に応じて

削除することができる。 

注１ 施行規則第 51 条の 15 第１項第１号に掲げる無線局に係る申請をする場合は、同条に規

定する所轄総合通信局長に宛てること。 

２ 収入印紙については、次によること。 

⑴ 複数の無線局を申請する場合は、２①の欄の記載事項に対応した手数料の内訳を申

請書の余白に記載すること。 

⑵ 収入印紙貼付欄に全部を貼付できない場合は、その欄に別紙に貼付する旨を記載

し、日本産業規格Ａ列４番の用紙に貼付すること。 

⑶ 収入印紙を必要額を超えて貼付している場合は、申請書の余白に「過納承諾 氏

名」のように記入すること。 

３ 該当する□にレ印を付けること。 

４ 各欄の記載は次の表のとおりとし、記載を要しない記載事項及び記載欄は必要に応じて

削除することができる。 
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区別 記載する欄 備考 

１ 免許事項証明書の

交付請求の場合 

１ ２（注） ３ （注） 特定無線局の免許事項

証明書の交付請求の場合

は、２①の欄は無線局の種

別を記載することとし、局

数の記載は要しない。ま

た、２②の欄の記載は要し

ない。 

２ 登録事項証明書の

交付請求の場合 

 

１ ２（③ ④） ３  

５ １の欄は、次によること。 

⑴ 住所の欄は、日本産業規格Ｊ Ｉ Ｓ  Ｘ 0401 及 び Ｘ 0402 に規定する都道府県

コード及び市区町村コード（以下この別表において「都道府県コード」という。）、

郵便番号並びに住所（請求者が法人又は団体の場合は、本店又は主たる事務所の所在

地）を記載すること。ただし、都道府県コードが不明の場合は、コードの欄への記載

を要しない。また、都道府県コードを記載した場合は、都道府県及び市区町村の記載

は要しない。 

⑵ 請求者が外国人である場合は、住所については、国籍及び日本における居住地を記

載すること。 

⑶ 法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載す

ること。ただし、請求者が国の機関、地方公共団体、法律により直接に設立された法

人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人の場合は、代表者の

氏名の記載を要しない。 

⑷ 代理人による請求の場合は、請求者に関する必要事項を記載するほか、これに準じ

て当該代理人に関する必要事項を枠下に記載すること。この場合においては、委任状

を添付すること。ただし、包括委任状の番号が通知されている場合は、当該番号を記

載することとし、委任状の添付は要しない。 

⑸ 法人番号の欄は、法人又は団体の場合に限り、行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律第２条第 16 項に規定する法人番号を記載するこ

と。ただし、法人番号が不明の場合は記載を要しない。 

６ ２の欄は、次によること。 

⑴ ①の欄は、第２条第１項に掲げる無線局の種別を記載し、複数の無線局について一

括して請求を行う場合は、無線局の種別ごとの局数を併せて記載すること。この場合

区別 記載する欄 備考 

１ 免許状の再交付の

申請の場合 

１ ２（注） ３ （注） 特定無線局の免許状の

再交付申請の場合は、２①

の欄は無線局の種別を記載

することとし、局数の記載

は要しない。また、２②の

欄の記載は要しない。 

２ 登録状の再交付の

申請の場合 

 

１ ２（③ ④） ３  

５ １の欄は、次によること。 

⑴ 住所の欄は、日本産業規格Ｊ Ｉ Ｓ  Ｘ 0401 及 び Ｘ 0402 に規定する都道府県

コード及び市区町村コード（以下この別表において「都道府県コード」という。）、

郵便番号並びに住所（申請者が法人又は団体の場合は、本店又は主たる事務所の所在

地）を記載すること。ただし、都道府県コードが不明の場合は、コードの欄への記載

を要しない。また、都道府県コードを記載した場合は、都道府県及び市区町村の記載

は要しない。 

⑵ 申請者が外国人である場合は、住所については、国籍及び日本における居住地を記

載すること。 

⑶ 法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載す

ること。ただし、申請者が国の機関、地方公共団体、法律により直接に設立された法

人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人の場合は、代表者の

氏名の記載を要しない。 

⑷ 代理人による申請の場合は、申請者に関する必要事項を記載するほか、これに準じ

て当該代理人に関する必要事項を枠下に記載すること。この場合においては、委任状

を添付すること。ただし、包括委任状の番号が通知されている場合は、当該番号を記

載することとし、委任状の添付は要しない。 

⑸ 法人番号の欄は、法人又は団体の場合に限り、行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律第２条第 16 項に規定する法人番号を記載するこ

と。ただし、法人番号が不明の場合は記載を要しない。 

６ ２の欄は、次によること。 

⑴ ①の欄は、第２条第１項に掲げる無線局の種別を記載し、複数の無線局について一

括して申請を行う場合は、無線局の種別ごとの局数を併せて記載すること。この場合
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において、基幹放送局にあつては、第２条第５項第４号に掲げる基幹放送の種類によ

る区分を付記すること。 

⑵ ②の欄は、現に免許を受けている無線局（包括免許に係る特定無線局を除く。）に

指定されている識別信号を記載すること。 

⑶ ③の欄は、次によること。 

ア 免許事項証明書の交付請求においては、無線局（包括免許に係る特定無線局を除

く。）の場合は現に免許を受けている免許の番号を記載し、包括免許に係る特定無

線局の場合は現に免許を受けている包括免許の番号を記載すること。 

イ 登録事項証明書の交付請求においては、登録局（包括登録に係る登録局の場合を

除く。）の場合は現に登録を受けている登録の番号を記載し、包括登録に係る登録

局の場合は現に包括登録を受けている登録の番号を記載すること。 

７ 免許事項証明書又は登録事項証明書の送付を希望するときは、請求者又は代理人の住所

の郵便番号、住所及び氏名を記載し、送付に要する郵便切手等を貼付した返信用封筒を請

求書に添付すること。この場合において、封筒は、当該書類を封入し得るもの（書類を折

らずに送付することを希望する場合は、相当の大きさのもの）とする。 

８ 請求書の用紙は、日本産業規格Ａ列４番とし、該当欄に全部を記載することができない

場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この別表に定める規格の用紙に適宜記載す

ること。 

において、基幹放送局にあつては、第２条第５項第４号に掲げる基幹放送の種類によ

る区分を付記すること。 

⑵ ②の欄は、現に免許を受けている無線局（包括免許に係る特定無線局を除く。）に

指定されている識別信号を記載すること。 

⑶ ③の欄は、次によること。 

ア 免許状の再交付申請においては、無線局（包括免許に係る特定無線局を除く。）

の場合は現に免許を受けている免許の番号を記載し、包括免許に係る特定無線局の

場合は現に免許を受けている包括免許の番号を記載すること。 

イ 登録状の再交付申請においては、登録局（包括登録に係る登録局の場合を除

く。）の場合は現に登録を受けている登録の番号を記載し、包括登録に係る登録局

の場合は現に包括登録を受けている登録の番号を記載すること。 

⑷ ④の欄は、再交付を求める理由を記載すること。 

７ 申請に対する処分に係る書類の送付を希望するときは、申請者又は代理人の住所の郵便

番号、住所及び氏名を記載し、送付に要する郵便切手等を貼付した返信用封筒を申請書に

添付すること。この場合において、封筒は、当該書類を封入し得るもの（書類を折らずに

送付することを希望する場合は、相当の大きさのもの）とする。 

８ 申請書の用紙は、日本産業規格Ａ列４番とし、該当欄に全部を記載することができない

場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この別表に定める規格の用紙に適宜記載す

ること。 

別表第九号 高周波利用設備の許可申請書の様式（第 26 条第２項関係）（総合通信局長がこの

様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。） 

別表第九号 高周波利用設備の許可申請書の様式（第 26 条第２項関係）（総合通信局長がこの

様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。） 

第１ 申請書 

 

長 

 

 

 

 

 

辺 

高周波利用設備許可申請書 

年  月  日 

（何）総合通信局長 殿（注１） 

申請者（注２） 住所（法人又は団体にあつては本 

店又は主たる事務所の所在 

地）           

氏名              

高周波利用設備（    ）（注３）を設置いたしたいので、電波法第 100 条の規

定により別紙の書類を添えて申請します。 

また、上記の申請に対する許可を受けた場合は、電波法第 100 条第５項により準用

する同法第 14 条の２の規定により、許可記録に記録されている事項を証明した書面

の交付を請求します。（注４） 

  

短   辺      （日本工業規格Ａ列４番） 
 

第１ 申請書 

 

長 

 

 

 

 

 

辺 

高周波利用設備許可申請書 

年  月  日 

（何）総合通信局長 殿（注１） 

申請者（注２） 住所（法人又は団体にあつては本 

店又は主たる事務所の所在 

地）           

氏名              

高周波利用設備（    ）（注３）を設置いたしたいので、電波法第 100 条の規

定により別紙の書類を添えて申請します。 

  

短   辺      （日本工業規格Ａ列４番） 
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注１ 沖縄県の区域においては、沖縄総合通信事務所長とする。 

２ 記載は、次によること。 

⑴ 法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載す

ること。ただし、申請者が国の機関、地方公共団体、法律により直接に設立された法

人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人の場合は、代表者の

氏名の記載を要しない。 

⑵ 代理人による申請の場合は、申請者に関する必要事項を記載するほか、これに準じ

て当該代理人に関する必要事項を記載するとともに、当該代理人の住所の郵便番号及

び電話番号を付記すること(この場合には申請者の押印は必要としないこと。)。 

３ 電力線搬送通信設備、誘導式通信設備、誘導式読み書き通信設備、医療用設備、工業用

加熱設備又は各種設備の別を記載すること。 

４ 申請に併せて許可事項証明書の交付の請求を行わない場合は、当該部分を削除すること

。また、当該部分は、電子申請等による場合にあつては、適用しない。 

５ 許可事項証明書その他の処分に係る書類の送付を希望するときは、申請者の住所の郵便

番号、住所及び氏名を記載し、送付に要する郵便切手等を貼付した返信用封筒を申請書に

添付すること。この場合において、封筒は当該書類を封入し得るものとする。 

 

 

 

 

 

注１ 沖縄県の区域においては、沖縄総合通信事務所長とする。 

２ 記載は、次によること。 

⑴ 法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載す

ること。ただし、申請者が国の機関、地方公共団体、法律により直接に設立された法

人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人の場合は、代表者の

氏名の記載を要しない。 

⑵ 代理人による申請の場合は、申請者に関する必要事項を記載するほか、これに準じ

て当該代理人に関する必要事項を記載するとともに、当該代理人の住所の郵便番号及

び電話番号を付記すること(この場合には申請者の押印は必要としないこと。)。 

３ 電力線搬送通信設備、誘導式通信設備、誘導式読み書き通信設備、医療用設備、工業用

加熱設備又は各種設備の別を記載すること。 

４ 許可状その他の処分に係る書類の送付を希望するときは、申請者の住所の郵便番号、住

所及び氏名を記載し、送付に要する郵便切手等を貼付した返信用封筒を申請書に添付する

こと。この場合において、封筒は当該書類を封入し得るものとする。 

第２ 添付書類(設備規則第 60 条第 2 号の規定の適用を受ける電力線搬送通信設備の場合を除

く。)(第 26 条第 2 項及び第 29 条第 1 項関係) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高周波利用設備     (注 1)の添付書類 

( 装置分)(注 2) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 整 理 番

号 
 

 

 １  

 

工

事

設

計

書 

(装置の別

) 

⑴ 使

用周

波数 

⑵ 発

振方

式 

⑶ 占

有周

波数

帯幅

又は

周波

数変

動幅 

⑷ 高周

波出力 

⑸ 負

荷と

電極

の結

合方

式 

⑹ 

装

置

内

電

源

ろ

波

器 

第２ 添付書類(設備規則第 60 条第 2 号の規定の適用を受ける電力線搬送通信設備の場合を除

く。)(第 26 条第 2 項及び第 29 条第 1 項関係) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高周波利用設備     (注 1)の添付書類 

( 装置分)(注 2) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 整 理 番

号 
 

 

 １  

 

工

事

設

計

書 

(装置の別

) 

⑴ 使

用周

波数 

⑵ 発

振方

式 

⑶ 占

有周

波数

帯幅

又は

周波

数変

動幅 

⑷ 高周

波出力 

⑸ 負

荷と

電極

の結

合方

式 

⑹ 

装

置

内

電

源

ろ

波

器 

申 請 書  

届 出 書  

申 請 書  

届 出 書  
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長 

 

 

 

 

 

辺 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(装置の別

) 

⑺ 遮蔽部

分 

⑻ 機器の

製造者名 

⑼ 機器の型

式又は名称 

⑽ 機器の

製造番号 

     

⑾ 高周

波そく

流線輪 

⑿ 電源ろ

波器 

⒀ 遮蔽室

等 

⒁ その他

の工事設

計 

⒂ 添付図面 

□有 

 

□無 

 

ア 遮蔽室 

□有 

□無 

材料 

構造 

イ 設備を

設置する

建物の構

造 

 

□ア 線路系

統図 

□イ 装置の

系統図 

□ウ 装置の

外観を示

す図又は

写真 

 ⒃ 設備規則第 65 条第 1 項における区別 ⒄ 定格入力電力 

  

⒅ 無変調搬送波状の妨害波の発生 
⒆ 無変調搬送波状以外の変動

妨害波の発生 

 □有  □無 □有  □無 

２ 設置場所付近

の図面 
□設置場所付近の建造物等の状況を示す図 

３ 参考事項  

   フリガナ  ６ 設備

の種別 
 

４ 氏名又は名称  

５ 住 所  

 ７ 設置の目的  

８ 設置場所  

長 

 

 

 

 

 

辺 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(装置の別

) 

⑺ 遮蔽部

分 

⑻ 機器の

製造者名 

⑼ 機器の型

式又は名称 

⑽ 機器の

製造番号 

     

⑾ 高周

波そく

流線輪 

⑿ 電源ろ

波器 

⒀ 遮蔽室

等 

⒁ その他

の工事設

計 

⒂ 添付図面 

□有 

 

□無 

 

ア 遮蔽室 

□有 

□無 

材料 

構造 

イ 設備を

設置する

建物の構

造 

 

□ア 線路系

統図 

□イ 装置の

系統図 

□ウ 装置の

外観を示

す図又は

写真 

 ⒃ 設備規則第 65 条第 1 項における区別 ⒄ 定格入力電力 

  

⒅ 無変調搬送波状の妨害波の発生 
⒆ 無変調搬送波状以外の変動

妨害波の発生 

 □有  □無 □有  □無 

２ 設置場所付近

の図面 
□設置場所付近の建造物等の状況を示す図 

３ 参考事項  

   フリガナ  ６ 設備

の種別 
 

４ 氏名又は名称  

５ 住 所  

 ７ 設置の目的  

８ 設置場所  



七十五 頁  
 

 

 

９ 高周波電

流を通ずる

線路 

⑴ 種別 ⑵ 区間 
10 許可の番

号 

11 許可

の年月

日 

 

 

 

 

 

←

2

5

ミ

リ

メ

ー

ト

ル

→  

 
    

12 電波法施行規則別表第６号第１の

表２の項の⑴の適用の条件への適合 

□適合している □適合していな

い 

※

備

考 

 

      

短   辺      （日本工業規格Ａ列４番） 
 

９ 高周波電

流を通ずる

線路 

⑴ 種別 ⑵ 区間 
10 許可の番

号 

11 許可

の年月

日 

 

 

 

 

 

←

2

5

ミ

リ

メ

ー

ト

ル

→  

 
    

12 電波法施行規則別表第６号第１の

表２の項の⑴の適用の条件への適合 

□適合している □適合していな

い 

※

備

考 

 

      

短   辺      （日本工業規格Ａ列４番） 
 

注１ 不要の文字は抹消すること。 

２ 2 以上の装置を一の申請書又は届書に記載する場合は、その装置の数を記載すること

(第 26 条第 1 項参照)。 

３ 各欄の記載は、次のとおりとすること。 

区 別 記載する欄 備 考 

1 電力線搬

送通信設備

、誘導式通

信設備又は

誘導式読み

書き通信設

備(以下こ

の様式にお

いて「通信

設備」とい

う。) 

(1)新設許可の申請(

法第 100 条第 1 項

の許可の申請をい

う。以下この表に

おいて同じ。)の

場合 

1 の(1)、(2)、(3)

、(4)、(8)、

(9)、(10)、

(11)(注 1)、

(12)、(14)及び

(15)、3 から 8

まで並びに 9(注

1) 

(注 1) 電力線搬送

通信設備及び

誘導式通信設

備の場合に限

る。 

(注 2) 行政手続等

における情報

通信の技術の

利用に関する

法律(平成 14

年法律第 151

号)第 3 条第 1

項の規定によ

る電子情報処

理組織を使用

(2) 変更の許可の

申請等 (法第 100

条第 5 項において

準用する法第 17

条の許可又は届出

をいう。以下この

1 の(1)(注 2)、(2)(

注 2)、(3)(注 2)、

(4)(注 2)、(8)(注 2)

、(9)(注 2)、(10)(注

2)、(11)(注 2)、

(12)(注 2)、(14)(注

2)及び(15)(注 2)、3

注１ 不要の文字は抹消すること。 

２ 2 以上の装置を一の申請書又は届書に記載する場合は、その装置の数を記載すること

(第 26 条第 1 項参照)。 

３ 各欄の記載は、次のとおりとすること。 

区 別 記載する欄 備 考 

1 電力線搬

送通信設備

、誘導式通

信設備又は

誘導式読み

書き通信設

備(以下こ

の様式にお

いて「通信

設備」とい

う。) 

(1)新設許可の申請(

法第 100 条第 1 項

の許可の申請をい

う。以下この表に

おいて同じ。)の

場合 

1 の(1)、(2)、(3)

、(4)、(8)、

(9)、(10)、

(11)(注 1)、

(12)、(14)及び

(15)、3 から 8

まで並びに 9(注

1) 

(注 1) 電力線搬送

通信設備及び

誘導式通信設

備の場合に限

る。 

(注 2) 行政手続等

における情報

通信の技術の

利用に関する

法律(平成 14

年法律第 151

号)第 3 条第 1

項の規定によ

る電子情報処

理組織を使用

(2) 変更の許可の

申請又は届出(法

第 100 条第 5 項に

おいて準用する法

第 17 条の許可又

は届出をいう。以

1 の(1)(注 2)、(2)(

注 2)、(3)(注 2)、

(4)(注 2)、(8)(注 2)

、(9)(注 2)、(10)(注

2)、(11)(注 2)、

(12)(注 2)、(14)(注

2)及び(15)(注 2)、3
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表において同じ。

)の場合 

、4、5、6(注 3)、7(

注 3)、8(注 3)、9(注

3)、10 並びに 11 

せずに、申請

等を行う場合

においては、

記載事項を変

更する欄に限

る。 

(注 3) 8 の欄又は 9

の欄の記載事

項を変更する

場合に限る。(

注 4)設備規則

第 65 条第 1 項

第 1 号及び第

3 号の設備で

あつて、

400MHz を超え

る周波数で動

作するものの

場合に限る。 

(注 5) 設備規則第

65 条第 1 項第

1 号の設備で

あつて、

400MHz を超え

る周波数で動

作するものの

場合に限る。 

(注 6) 施行規則別

表第六号第 1

の表 2 の項の

(1)の高周波発

生装置の変更

の工事であつ

て、当該部分

の全部の取替

2 医療用設

備、工業用

加熱設備又

は各種設備 

(1) 新設許可の申

請の場合 

 

1 の(1)、(2)、(3)、

(4)、(5)、(6)、(7)

、(8)、(9)、(10)、

(12)、(13)、(14)、

(15)、(16)、(17)、

(18)(注 4)及び(19)(

注 5)並びに 2 から 8

まで 

(2) 変更の許可の

申請等の場合 

1 の(1)(注 2)、(2)(

注 2)、(3)(注 2)、

(4)(注 2)、(5)(注 2)

、(6)(注 2)、(7)(注

2)、(8)(注 2)、(9)(

注 2)、(10)(注 2)、

(12)(注 2)、(13)(注

2)、(14)(注 2)、

(15)(注 2)、(16)(注

2)、(17)(注 2)、

(18)(注 2)及び(注 4)

並びに(19)(注 2)及び

(注 5)、2(注 2)、3、

4、5、6(注 3)、7(注

3)、8(注 3)、10、11

並びに 12(注 6) 

下この表において

同じ。)の場合 

、4、5、6(注 3)、7(

注 3)、8(注 3)、9(注

3)、10 並びに 11 

せずに、申請

等を行う場合

においては、

記載事項を変

更する欄に限

る。 

(注 3) 8 の欄又は 9

の欄の記載事

項を変更する

場合に限る。(

注 4)設備規則

第 65 条第 1 項

第 1 号及び第

3 号の設備で

あつて、

400MHz を超え

る周波数で動

作するものの

場合に限る。 

(注 5) 設備規則第

65 条第 1 項第

1 号の設備で

あつて、

400MHz を超え

る周波数で動

作するものの

場合に限る。 

(注 6) 施行規則別

表第六号第 1

の表 2 の項の

(1)の高周波発

生装置の変更

の工事であつ

て、当該部分

の全部の取替

2 医療用設

備、工業用

加熱設備又

は各種設備 

(1) 新設許可の申

請の場合 

 

1 の(1)、(2)、(3)、

(4)、(5)、(6)、(7)

、(8)、(9)、(10)、

(12)、(13)、(14)、

(15)、(16)、(17)、

(18)(注 4)及び(19)(

注 5)並びに 2 から 8

まで 

(2) 変更の許可の

申請又は届出の場

合 

1 の(1)(注 2)、(2)(

注 2)、(3)(注 2)、

(4)(注 2)、(5)(注 2)

、(6)(注 2)、(7)(注

2)、(8)(注 2)、(9)(

注 2)、(10)(注 2)、

(12)(注 2)、(13)(注

2)、(14)(注 2)、

(15)(注 2)、(16)(注

2)、(17)(注 2)、

(18)(注 2)及び(注 4)

並びに(19)(注 2)及び

(注 5)、2(注 2)、3、

4、5、6(注 3)、7(注

3)、8(注 3)、10、11

並びに 12(注 6) 



七十七 頁  
 

 

 

えの場合に限

る。 

４ ※印を付けた欄は、記載しないこと。 

５ 1(1)の欄から(10)の欄までは、通信設備の場合には送信装置、通信設備以外の設備の場

合には高周波発生装置について記載すること。申請者に係る設備が 2 以上の装置を有する

場合には、1 の欄の(装置の別)の欄に「第 1、第 2」(移動する装置を有しない設備の場合

に限る。)又は「固定第 1、固定第 2、移動第 1、………」(移動する装置を有する通信設

備の場合に限る。)のように記載し、1(1)の欄から(10)の欄までに各装置に対応する該当

事項を記載すること。この場合において、各欄の記載事項が同一のものについては、装置

の別との対応が明らかな限度において、次のように一括して記載することができる。 

(装置の別) 
(1) 使用周波

数 
(2) 発振方式 

(3) 占有周波

数帯幅又は

周波数変動

幅 

(4) 高周波出

力 

第 1、第 2 

第 3～第 10 

255kHz 

355kHz 
水晶発振 

6kHz 

40kHz 
100W 

６ 1(1)の欄は、「255kHz」のように占有周波数帯幅又は周波数変動幅の中央における周波

数を記載すること。 

７ 1(2)の欄は、「水晶発振」、「自励発振」、「火花発振」、「マグネトロン発振」のよ

うに記載すること。 

８ 1(3)の欄は、通信設備の場合には占有周波数帯幅を「6kHz」のように、通信設備以外の

設備の場合には周波数変動幅(負荷をかけたときの最高周波数と最低周波数との差とする

。)を使用周波数を基準として「(±)100kHz」のように記載すること。 

９ 1(4)の欄は、最大出力を「1kW」のように記載すること。 

10 1(5)の欄は、「誘電結合」、「誘導結合」のように記載すること。 

11 1(6)の欄は、高周波発生装置の筐(きょう)体内に収められている電源ろ波器の有無を記

載すること。この場合において、2 以上の装置を有する場合には、次のように記載するこ

と。 

(装置の別)  
(6) 装置内電

源ろ波器 

第 1～第 3 

第 4～第 10 
 

無 

有 

12 1(7)の欄は、装置ごとに遮蔽が施されているものについて、その遮蔽されている部分を

「全部」、「電源部」、「出力回路」のように記載すること。 

13 1(11)の欄の□には、該当する事項にレ印を付けること。 

えの場合に限

る。 

４ ※印を付けた欄は、記載しないこと。 

５ 1(1)の欄から(10)の欄までは、通信設備の場合には送信装置、通信設備以外の設備の場

合には高周波発生装置について記載すること。申請者に係る設備が 2 以上の装置を有する

場合には、1 の欄の(装置の別)の欄に「第 1、第 2」(移動する装置を有しない設備の場合

に限る。)又は「固定第 1、固定第 2、移動第 1、………」(移動する装置を有する通信設

備の場合に限る。)のように記載し、1(1)の欄から(10)の欄までに各装置に対応する該当

事項を記載すること。この場合において、各欄の記載事項が同一のものについては、装置

の別との対応が明らかな限度において、次のように一括して記載することができる。 

(装置の別) 
(1) 使用周波

数 
(2) 発振方式 

(3) 占有周波

数帯幅又は

周波数変動

幅 

(4) 高周波出

力 

第 1、第 2 

第 3～第 10 

255kHz 

355kHz 
水晶発振 

6kHz 

40kHz 
100W 

６ 1(1)の欄は、「255kHz」のように占有周波数帯幅又は周波数変動幅の中央における周波

数を記載すること。 

７ 1(2)の欄は、「水晶発振」、「自励発振」、「火花発振」、「マグネトロン発振」のよ

うに記載すること。 

８ 1(3)の欄は、通信設備の場合には占有周波数帯幅を「6kHz」のように、通信設備以外の

設備の場合には周波数変動幅(負荷をかけたときの最高周波数と最低周波数との差とする

。)を使用周波数を基準として「(±)100kHz」のように記載すること。 

９ 1(4)の欄は、最大出力を「1kW」のように記載すること。 

10 1(5)の欄は、「誘電結合」、「誘導結合」のように記載すること。 

11 1(6)の欄は、高周波発生装置の筐(きょう)体内に収められている電源ろ波器の有無を記

載すること。この場合において、2 以上の装置を有する場合には、次のように記載するこ

と。 

(装置の別)  
(6) 装置内電

源ろ波器 

第 1～第 3 

第 4～第 10 
 

無 

有 

12 1(7)の欄は、装置ごとに遮蔽が施されているものについて、その遮蔽されている部分を

「全部」、「電源部」、「出力回路」のように記載すること。 

13 1(11)の欄の□には、該当する事項にレ印を付けること。 
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14 1(12)の欄は、送信装置又は高周波発生装置の筐体外に設けられる電源ろ波器の有無を

記載すること。この場合において、2 以上の装置に共用される場合は、その旨を記載する

こと。 

(記載例) 第 1～第 3  有(共用) 

第 4、第 5  有(個別) 

第 6           無 

15 1(13)の欄は、次によること。 

⑴ 遮蔽室の□には、該当する事項にレ印を付けるとともに、遮蔽室を有する場合には

、その材料及び構造(寸法、形状及び接地箇所の数)を記載し、収容する装置の別を付

記すること。 

(記載例) ア 遮蔽室 ☑有 □無 (第 1～第 3、第 6) 

材料 厚さ 1mm 亜鉛鍍鉄板(径 5mm 円孔打抜き) 

構造 3m×4m×2.5m 接地 1 

⑵ 遮蔽室の□には、該当する事項にレ印を付けるとともに、遮蔽室を有する場合には

、その材料及び構造(寸法、形状及び接地箇所の数)を記載し、収容する装置の別を付

記すること。 

16 1(14)の欄は、(1)の欄から(13)の欄までの記載事項以外の工事設計について、「電波法

第 100 条第 5 項において準用する同法第 28 条、第 30 条及び第 38 条に規定する条件に合

致している。」旨を記載すること。 

17 1(15)の欄の添付図面は、次の表に掲げるところにより提出するものとし、同欄の□に

は、該当する事項にレ印を付けること。 

区 別 添付する図面 内 容 

1  電力線搬送

通信設備 
(1) アの図 

高周波電流を通ずる線路の系統について、

当該線路の長さ及び線種、固定装置(送信装

置の設置場所と設置場所を異にする受信装

置を含む。)の位置、高周波そく流線輪及び

電源ろ波器の挿入箇所、各支線の分岐点並

びに固定装置(送信装置に限る。)の設置場

所(構内及び構外)付近における他の送電線

等の施設状況を併せて表示すること。 

2  誘導式通信

設備 
(1) アの図 

高周波電流を通ずる線路の経路を示すもの(

当該線路の長さ及び線種、固定装置(送信装

置の設置場所と設置場所を異にする受信装

置を含む。)の位置、高周波そく流線輪及び

電源ろ波器の挿入箇所並びにこの経路に接

14 1(12)の欄は、送信装置又は高周波発生装置の筐体外に設けられる電源ろ波器の有無を

記載すること。この場合において、2 以上の装置に共用される場合は、その旨を記載する

こと。 

(記載例) 第 1～第 3  有(共用) 

第 4、第 5  有(個別) 

第 6           無 

15 1(13)の欄は、次によること。 

⑴ 遮蔽室の□には、該当する事項にレ印を付けるとともに、遮蔽室を有する場合には

、その材料及び構造(寸法、形状及び接地箇所の数)を記載し、収容する装置の別を付

記すること。 

(記載例) ア 遮蔽室 ☑有 □無 (第 1～第 3、第 6) 

材料 厚さ 1mm 亜鉛鍍鉄板(径 5mm 円孔打抜き) 

構造 3m×4m×2.5m 接地 1 

⑵ 遮蔽室の□には、該当する事項にレ印を付けるとともに、遮蔽室を有する場合には

、その材料及び構造(寸法、形状及び接地箇所の数)を記載し、収容する装置の別を付

記すること。 

16 1(14)の欄は、(1)の欄から(13)の欄までの記載事項以外の工事設計について、「電波法

第 100 条第 5 項において準用する同法第 28 条、第 30 条及び第 38 条に規定する条件に合

致している。」旨を記載すること。 

17 1(15)の欄の添付図面は、次の表に掲げるところにより提出するものとし、同欄の□に

は、該当する事項にレ印を付けること。 

区 別 添付する図面 内 容 

1  電力線搬送

通信設備 
(1) アの図 

高周波電流を通ずる線路の系統について、

当該線路の長さ及び線種、固定装置(送信装

置の設置場所と設置場所を異にする受信装

置を含む。)の位置、高周波そく流線輪及び

電源ろ波器の挿入箇所、各支線の分岐点並

びに固定装置(送信装置に限る。)の設置場

所(構内及び構外)付近における他の送電線

等の施設状況を併せて表示すること。 

2  誘導式通信

設備 
(1) アの図 

高周波電流を通ずる線路の経路を示すもの(

当該線路の長さ及び線種、固定装置(送信装

置の設置場所と設置場所を異にする受信装

置を含む。)の位置、高周波そく流線輪及び

電源ろ波器の挿入箇所並びにこの経路に接
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近して存在する他の電線路との相互間の距

離を併せて表示すること。) 

3  誘導式読み

書き通信設備 

(1) イの図 

(2) ウの図 

装置の系統図 

装置の外観を示す図又は写真 

4  医療用設備

、工業用加熱

設備又は各種

設備の場合 

(1) ウの図 装置の外観を示す図又は写真 

18 1(16)の欄は、設備規則第 65 条第 1 項第 1 号から第 7 号までのうち該当するものを「第

1 号」のように記載すること。また、別に告示するものに該当するときはその旨を記載す

ること。 

19 1(17)の欄は、定格入力電力を「1kVA」のように記載すること。 

20 1(18)の欄の□には、該当する事項にレ印を付けること。 

21 1(19)の欄の□には、該当する事項にレ印を付けること。 

22 2 の欄の設置場所付近の図面は、医療用設備、工業用加熱設備又は各種設備に限り、そ

の設置場所を中心とした概略半径 200 メートルの円内の略図に建造物、道路、空地等の状

況を示して提出すること(提出する場合には、□にレ印を付けること。)。 

23 3 の欄は、次の事項を記載すること。 

⑴ 第 26 条第 3 項(第 29 条第 2 項において準用する場合を含む。)の規定により工事設

計の記載を省略する場合は、その旨 

⑵ 実験を目的とする電力線搬送通信設備又は施行規則第 45 条第 3 号に規定する各種設

備(450kHz 以下の周波数の電波を使用し、高周波出力が 500 ワットを超え、かつ、30

メートルの距離における磁界強度が 37.1＋20log10√500/P デシベル(毎メートル 1 マ

イクロアンペアを 0 デシベルとする。)を超えるものに限る。)(以下「実験設備」とい

う。)の場合は、実験に係る計画書を添付する旨記載し、当該計画書に次に掲げる事項

を記載すること。 

ア 設置者の連絡担当者及び連絡先 

イ 実験の期間 

ウ 実験設備によつて副次的に発する電波又は高周波電流が他の通信に混信又は障害

を与えない技術的根拠 

エ 混信等の対策 

（ア） 実験設備を運用する際の総合通信局長への事前連絡方法 

（イ） 他の通信設備への混信若しくは障害又は通信設備以外の設備への障害が発

生した場合における混信又は障害の除去のために必要な措置についての内容 

（ウ） 漏えい電界強度の測定方法、測定場所、同一測定場所における運用時間当

たりの記録回数等 

近して存在する他の電線路との相互間の距

離を併せて表示すること。) 

3  誘導式読み

書き通信設備 

(1) イの図 

(2) ウの図 

装置の系統図 

装置の外観を示す図又は写真 

4  医療用設備

、工業用加熱

設備又は各種

設備の場合 

(1) ウの図 装置の外観を示す図又は写真 

18 1(16)の欄は、設備規則第 65 条第 1 項第 1 号から第 7 号までのうち該当するものを「第

1 号」のように記載すること。また、別に告示するものに該当するときはその旨を記載す

ること。 

19 1(17)の欄は、定格入力電力を「1kVA」のように記載すること。 

20 1(18)の欄の□には、該当する事項にレ印を付けること。 

21 1(19)の欄の□には、該当する事項にレ印を付けること。 

22 2 の欄の設置場所付近の図面は、医療用設備、工業用加熱設備又は各種設備に限り、そ

の設置場所を中心とした概略半径 200 メートルの円内の略図に建造物、道路、空地等の状

況を示して提出すること(提出する場合には、□にレ印を付けること。)。 

23 3 の欄は、次の事項を記載すること。 

⑴ 第 26 条第 3 項(第 29 条第 2 項において準用する場合を含む。)の規定により工事設

計の記載を省略する場合は、その旨 

⑵ 実験を目的とする電力線搬送通信設備又は施行規則第 45 条第 3 号に規定する各種設

備(450kHz 以下の周波数の電波を使用し、高周波出力が 500 ワットを超え、かつ、30

メートルの距離における磁界強度が 37.1＋20log10√500/P デシベル(毎メートル 1 マ

イクロアンペアを 0 デシベルとする。)を超えるものに限る。)(以下「実験設備」とい

う。)の場合は、実験に係る計画書を添付する旨記載し、当該計画書に次に掲げる事項

を記載すること。 

ア 設置者の連絡担当者及び連絡先 

イ 実験の期間 

ウ 実験設備によつて副次的に発する電波又は高周波電流が他の通信に混信又は障害

を与えない技術的根拠 

エ 混信等の対策 

（ア） 実験設備を運用する際の総合通信局長への事前連絡方法 

（イ） 他の通信設備への混信若しくは障害又は通信設備以外の設備への障害が発

生した場合における混信又は障害の除去のために必要な措置についての内容 

（ウ） 漏えい電界強度の測定方法、測定場所、同一測定場所における運用時間当

たりの記録回数等 
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オ 実験設備によつて副次的に発する電波又は高周波電流による影響を受けるおそれ

がある無線設備又は無線設備以外の設備を所有又は占有する者のうち、次に掲げる

設備を所有又は占有する者に対する実験に係る計画に関する説明の有無(「無」の場

合は、その理由。) 

（ア） 実験設備の設置場所周辺の無線設備又は無線設備以外の設備 

（イ） 実験設備の設置場所付近の見晴らしの良い地点から目視で確認できる、当

該実験設備が使用する周波数帯を受信可能な受信設備 

（ウ） 実験設備を接続する配電線 

（エ） 法第 25 条第 1 項の規定により公開されている無線局の無線設備、日本国

内を設置場所とする短波放送事業者の無線局の無線設備又はその放送を受信する

受信設備その他の設備のうち、設置者が説明することを必要と判断した設備 

カ 申請書、添付書類及び実験に係る計画書に記載する各項目のうち、当該実験設備

に関して公開できない事項及び総務省における情報の公開時に設置者から周知を希

望する事項 

⑶ その他参考となる事項 

24 4 の欄は、申請者が法人の場合はその名称を、団体の場合はその名称及び代表者の氏名

を記載し、それぞれにフリガナを付けること。 

25 5 の欄は、申請者が法人又は団体の場合は、本店又は主たる事務所の所在地を記載する

こと。 

26 6 の欄は、電力線搬送通信設備、誘導式通信設備、誘導式読み書き通信設備、医療用設

備、工業用加熱設備又は各種設備の別を記載すること。 

27 7 の欄は、「保安通信用」、「給電指令用」、「何業務の連絡用」、「木材の乾燥用」

、「金属の熔融用」のように具体的に記載すること。 

28 8 の欄の記載は、次によること。 

⑴ 移動しない装置については、その設置場所を「何県何市何町○―○―○何内」のよ

うに記載すること。 

⑵ 移動する装置については、その常置場所及び移動範囲を記載すること。この場合に

おいて、常置場所は、(1)の設置場所に準じて記載するものとする。 

⑶ 2 以上の装置を有する通信設備の申請の場合は、次によること。 

ア 設置場所が同一である装置ごとに一括して記載すること。 

イ 送信装置の設置場所と設置場所を異にする受信装置についても記載すること。た

だし、移動する装置で受信装置のみのものについては記載を要しない。 

ウ 変更の許可の申請の場合は、既に許可を受けた装置で変更のないものについても

併せて記載すること。 

29 9(1)の欄は、「送電線」、「配電線」、「誘導線」のように、9(2)の欄は「何変電所～

何変電所」のように記載すること。 

オ 実験設備によつて副次的に発する電波又は高周波電流による影響を受けるおそれ

がある無線設備又は無線設備以外の設備を所有又は占有する者のうち、次に掲げる

設備を所有又は占有する者に対する実験に係る計画に関する説明の有無(「無」の場

合は、その理由。) 

（ア） 実験設備の設置場所周辺の無線設備又は無線設備以外の設備 

（イ） 実験設備の設置場所付近の見晴らしの良い地点から目視で確認できる、当

該実験設備が使用する周波数帯を受信可能な受信設備 

（ウ） 実験設備を接続する配電線 

（エ） 法第 25 条第 1 項の規定により公開されている無線局の無線設備、日本国

内を設置場所とする短波放送事業者の無線局の無線設備又はその放送を受信する

受信設備その他の設備のうち、設置者が説明することを必要と判断した設備 

カ 申請書、添付書類及び実験に係る計画書に記載する各項目のうち、当該実験設備

に関して公開できない事項及び総務省における情報の公開時に設置者から周知を希

望する事項 

⑶ その他参考となる事項 

24 4 の欄は、申請者が法人の場合はその名称を、団体の場合はその名称及び代表者の氏名

を記載し、それぞれにフリガナを付けること。 

25 5 の欄は、申請者が法人又は団体の場合は、本店又は主たる事務所の所在地を記載する

こと。 

26 6 の欄は、電力線搬送通信設備、誘導式通信設備、誘導式読み書き通信設備、医療用設

備、工業用加熱設備又は各種設備の別を記載すること。 

27 7 の欄は、「保安通信用」、「給電指令用」、「何業務の連絡用」、「木材の乾燥用」

、「金属の熔融用」のように具体的に記載すること。 

28 8 の欄の記載は、次によること。 

⑴ 移動しない装置については、その設置場所を「何県何市何町○―○―○何内」のよ

うに記載すること。 

⑵ 移動する装置については、その常置場所及び移動範囲を記載すること。この場合に

おいて、常置場所は、(1)の設置場所に準じて記載するものとする。 

⑶ 2 以上の装置を有する通信設備の申請の場合は、次によること。 

ア 設置場所が同一である装置ごとに一括して記載すること。 

イ 送信装置の設置場所と設置場所を異にする受信装置についても記載すること。た

だし、移動する装置で受信装置のみのものについては記載を要しない。 

ウ 変更の許可の申請の場合は、既に許可を受けた装置で変更のないものについても

併せて記載すること。 

29 9(1)の欄は、「送電線」、「配電線」、「誘導線」のように、9(2)の欄は「何変電所～

何変電所」のように記載すること。 
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30 該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、

この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。 

31 添付書類(添付図面を除く。)の写しの用紙は、この様式に定める規格の用紙とする。 

32 変更の許可の申請等の場合は、注 1 から注 30 まで(注 16 を除く。)によるほか、次によ

ること。 

⑴ 変更に係る事項は、該当欄に変更後の事項を記載すること。 

⑵ 5 の欄から 11 の欄まで(8 の欄及び 9 の欄は、当該欄の事項に係る変更の場合を除く

。)は、許可記録の記録事項により記載すること。 

⑶ 12 の欄の□には、該当する事項にレ印を付けること。 

30 該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、

この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。 

31 添付書類(添付図面を除く。)の写しの用紙は、この様式に定める規格の用紙とする。 

32 変更の許可の申請又は届出の場合は、注 1 から注 30 まで(注 16 を除く。)によるほか、

次によること。 

⑴ 変更に係る事項は、該当欄に変更後の事項を記載すること。 

⑵ 5 の欄から 11 の欄まで(8 の欄及び 9 の欄は、当該欄の事項に係る変更の場合を除く

。)は、許可状の記載事項により記載すること。 

⑶ 12 の欄の□には、該当する事項にレ印を付けること。 

第３ 添付書類(設備規則第 60 条第 2 号の規定の適用を受ける電力線搬送通信設備の場合に限

る。)(第 26 条第 2 項及び第 29 条第 1 項関係) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高周波利用設備    (注 1)の添付書類(設備分)(注 2) 

    

※ 整 理

番号 
 

 

 

１  

 

工

事

設

計

書 

(設備の別

) 

⑴ 使用

周波数 

⑵ 製造

者名 

⑶ 型式

又は名称 
⑷ 型式又は名称 

     

⑸ 設備の区分 
⑹ 電力線への伝導

妨害波の電流 

⑺ 電力線への伝導

妨害波の電圧 

□施行規則第 44 条第 2

項第 2 号の(1)に規定

する設備 

□施行規則第 44 条第 2

項第 2 号の(2)に規定

する設備 

  

⑻ 通信線又はそれに相

当する部分への伝導妨

害波の電流 

⑼ 放射妨害波の電

界強度 

⑽ 他の広帯域電力

線搬送通信設備(

同一の者が占有す

る連続した敷地内

に設置されたもの

を除く。)との通

信 

  □有 □無 

第３ 添付書類(設備規則第 60 条第 2 号の規定の適用を受ける電力線搬送通信設備の場合に限

る。)(第 26 条第 2 項及び第 29 条第 1 項関係) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高周波利用設備    (注 1)の添付書類(設備分)(注 2) 

    

※ 整 理

番号 
 

 

 

１  

 

工

事

設

計

書 

(設備の別

) 

⑴ 使用

周波数 

⑵ 製造

者名 

⑶ 型式

又は名称 
⑷ 型式又は名称 

     

⑸ 設備の区分 
⑹ 電力線への伝導

妨害波の電流 

⑺ 電力線への伝導

妨害波の電圧 

□施行規則第 44 条第 2

項第 2 号の(1)に規定

する設備 

□施行規則第 44 条第 2

項第 2 号の(2)に規定

する設備 

  

⑻ 通信線又はそれに相

当する部分への伝導妨

害波の電流 

⑼ 放射妨害波の電

界強度 

⑽ 他の広帯域電力

線搬送通信設備(

同一の者が占有す

る連続した敷地内

に設置されたもの

を除く。)との通

信 

  □有 □無 

申 請 書  

届 出 書  

申 請 書  

届 出 書  
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⑾ 屋外の電力線(コン

セントに直接接続され

る電力線及びこの電力

線の状態と同様の電力

線を除く。)の使用 

⑿ 電力線の片線の

設置 

⒀ 電力線等への分

岐線の直列接続又

は電力線等の片線

のみへのスイッチ

若しくは負荷の接

続 

□有 □無 □有 □無 □有 □無 

⒁ その他の工事設計 

 

２ 参考事項  

フリガナ  

３ 氏名又は名称  

４ 住 所  

５ 設置場所  

６ 許可の番号  ７ 許可の年月日  

※備考  

    

 短   辺      （日本工業規格Ａ列４番） 
 

⑾ 屋外の電力線(コン

セントに直接接続され

る電力線及びこの電力

線の状態と同様の電力

線を除く。)の使用 

⑿ 電力線の片線の

設置 

⒀ 電力線等への分

岐線の直列接続又

は電力線等の片線

のみへのスイッチ

若しくは負荷の接

続 

□有 □無 □有 □無 □有 □無 

⒁ その他の工事設計 

 

２ 参考事項  

フリガナ  

３ 氏名又は名称  

４ 住 所  

５ 設置場所  

６ 許可の番号  ７ 許可の年月日  

※備考  

    

 短   辺      （日本工業規格Ａ列４番） 
 

注１ 不要の文字は抹消すること。 

２ 同一の通信系統に属する送信設備の数を記載すること。 

３ ※印を付けた欄は、記載しないこと。 

４ 1⑴から⑼までの欄は、申請に係る設備の記載内容が同一のものについては、設備の別

が分かるように一括して記載することができる。 

５ 1⑴の欄は、使用する周波数の範囲(搬送波の変調方式がスペクトル拡散方式のものにあ

つては、搬送波が拡散される周波数の範囲)を「4MHz から 28MHz まで」のように記載す

ること。 

６ 1(5)から(9)までの欄は、次によること。 

⑴ 1(5)の欄は、申請に係る設備に関して、施行規則第 44 条第 2 項第 2 号(1)に規定す

る設備又は同号(2)に規定する設備の場合は、該当する事項にレ印を付けること。 

⑵ 1(6)の欄は、通信状態における電力線への伝導妨害波の電流の準尖頭値及び平均値

をデシベル(1 マイクロアンペアを 0 デシベルとする。)で記載すること。この場合にお

いて、平均値は括弧を付して記載すること。 

⑶ 1(7)の欄は、非通信状態における電力線への伝導妨害波の電圧の準尖頭値及び平均

値をデシベル(1 マイクロボルトを 0 デシベルとする。)で記載すること。この場合にお

いて、平均値は括弧を付して記載すること。 

注１ 不要の文字は抹消すること。 

２ 同一の通信系統に属する送信設備の数を記載すること。 

３ ※印を付けた欄は、記載しないこと。 

４ 1⑴から⑼までの欄は、申請に係る設備の記載内容が同一のものについては、設備の別

が分かるように一括して記載することができる。 

５ 1⑴の欄は、使用する周波数の範囲(搬送波の変調方式がスペクトル拡散方式のものにあ

つては、搬送波が拡散される周波数の範囲)を「4MHz から 28MHz まで」のように記載す

ること。 

６ 1(5)から(9)までの欄は、次によること。 

⑴ 1(5)の欄は、申請に係る設備に関して、施行規則第 44 条第 2 項第 2 号(1)に規定す

る設備又は同号(2)に規定する設備の場合は、該当する事項にレ印を付けること。 

⑵ 1(6)の欄は、通信状態における電力線への伝導妨害波の電流の準尖頭値及び平均値

をデシベル(1 マイクロアンペアを 0 デシベルとする。)で記載すること。この場合にお

いて、平均値は括弧を付して記載すること。 

⑶ 1(7)の欄は、非通信状態における電力線への伝導妨害波の電圧の準尖頭値及び平均

値をデシベル(1 マイクロボルトを 0 デシベルとする。)で記載すること。この場合にお

いて、平均値は括弧を付して記載すること。 
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⑷ 1(8)の欄は、通信状態における通信線又はそれに相当する部分への伝導妨害波の電

流の準尖頭値及び平均値をデシベル(1 マイクロアンペアを 0 デシベルとする。)で記載

すること。この場合において、平均値は括弧を付して記載すること。 

⑸ 1(9)の欄は、通信状態における放射妨害波の電界強度の準尖頭値をデシベル(毎メー

トル 1 マイクロボルトを 0 デシベルとする。)で記載すること。 

⑹ (2)から(5)までの記載に当たつては、設備規則第 60 条第 2 号(1)の各表に掲げる周

波数帯と許容値との関係が分かるように記載すること。 

７ 1(10)から(13)までの欄は、次によること。ただし、屋内広帯域電力線搬送通信設備(施

行規則第 44 条第 2 項第 2 号(1)に規定する屋内広帯域電力線搬送通信設備をいう。)の場

合は記載を要しない。 

⑴ 1(10)の欄の□には、申請に係る設備と他の広帯域電力線搬送通信設備(同一の者が

占有する連続した敷地内に設置されたものを除く。)との通信の有無について、該当す

る事項にレ印を付けること。 

⑵ 1(11)の欄の□には、申請に係る設備において使用される屋外の電力線(施行規則第

44 条第 2 項第 2 号(2)に規定するコンセントに直接接続される電力線及びこの電力線の

状態と同様の電力線(屋内電気配線と直接に電気的に接続されたものに限る。)を除

く。)の有無について、該当する事項にレ印を付けること。 

⑶ 1(12)の欄の□には、申請に係る設備において使用される電力線の状態に関して、片

線の接地の有無について、該当する事項にレ印を付けること。 

⑷ 1(13)の欄の□には、申請に係る設備において使用される屋外の電力線又はその分岐

線の状態に関して、屋外の電力線若しくはその分岐線に他の分岐線が直列に接続され

ている状態又は屋外の電力線の片線若しくはその分岐線の片線のみにスイッチ若しく

は負荷が接続されている状態の有無について、該当する事項にレ印を付けること。 

８ 1(14)の欄は、1(1)から(13)までの欄の記載事項以外の工事設計について、「電波法第

100 条第 5 項において準用する同法第 28 条、第 30 条及び第 38 条に規定する条件に合致

している。」旨を記載すること。 

９ 2 の欄は、第 26 条第 3 項(第 29 条第 2 項において準用する場合を含む。)の規定により

、工事設計の記載を省略する場合はその旨を記載し、又はその他参考となる事項を記載す

ること。 

10 3 の欄は、申請者が法人又は団体の場合は、その名称を記載し、フリガナを付けること

。 

11 4 の欄は、申請者が法人又は団体の場合は、本店又は主たる事務所の所在地を記載する

こと。 

12 5 の欄は、「何県何市何町○―○―○何内」のように記載すること。 

13 6 及び 7 の欄は、変更の許可の申請等の場合に限り、許可記録の記録事項により記載す

ること。 

⑷ 1(8)の欄は、通信状態における通信線又はそれに相当する部分への伝導妨害波の電

流の準尖頭値及び平均値をデシベル(1 マイクロアンペアを 0 デシベルとする。)で記載

すること。この場合において、平均値は括弧を付して記載すること。 

⑸ 1(9)の欄は、通信状態における放射妨害波の電界強度の準尖頭値をデシベル(毎メー

トル 1 マイクロボルトを 0 デシベルとする。)で記載すること。 

⑹ (2)から(5)までの記載に当たつては、設備規則第 60 条第 2 号(1)の各表に掲げる周

波数帯と許容値との関係が分かるように記載すること。 

７ 1(10)から(13)までの欄は、次によること。ただし、屋内広帯域電力線搬送通信設備(施

行規則第 44 条第 2 項第 2 号(1)に規定する屋内広帯域電力線搬送通信設備をいう。)の場

合は記載を要しない。 

⑴ 1(10)の欄の□には、申請に係る設備と他の広帯域電力線搬送通信設備(同一の者が

占有する連続した敷地内に設置されたものを除く。)との通信の有無について、該当す

る事項にレ印を付けること。 

⑵ 1(11)の欄の□には、申請に係る設備において使用される屋外の電力線(施行規則第

44 条第 2 項第 2 号(2)に規定するコンセントに直接接続される電力線及びこの電力線の

状態と同様の電力線(屋内電気配線と直接に電気的に接続されたものに限る。)を除

く。)の有無について、該当する事項にレ印を付けること。 

⑶ 1(12)の欄の□には、申請に係る設備において使用される電力線の状態に関して、片

線の接地の有無について、該当する事項にレ印を付けること。 

⑷ 1(13)の欄の□には、申請に係る設備において使用される屋外の電力線又はその分岐

線の状態に関して、屋外の電力線若しくはその分岐線に他の分岐線が直列に接続され

ている状態又は屋外の電力線の片線若しくはその分岐線の片線のみにスイッチ若しく

は負荷が接続されている状態の有無について、該当する事項にレ印を付けること。 

８ 1(14)の欄は、1(1)から(13)までの欄の記載事項以外の工事設計について、「電波法第

100 条第 5 項において準用する同法第 28 条、第 30 条及び第 38 条に規定する条件に合致

している。」旨を記載すること。 

９ 2 の欄は、第 26 条第 3 項(第 29 条第 2 項において準用する場合を含む。)の規定により

、工事設計の記載を省略する場合はその旨を記載し、又はその他参考となる事項を記載す

ること。 

10 3 の欄は、申請者が法人又は団体の場合は、その名称を記載し、フリガナを付けること

。 

11 4 の欄は、申請者が法人又は団体の場合は、本店又は主たる事務所の所在地を記載する

こと。 

12 5 の欄は、「何県何市何町○―○―○何内」のように記載すること。 

13 6 及び 7 の欄は、変更の許可の申請又は届出の場合に限り、許可状の記載事項により記

載すること。 
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14 変更の許可の申請等の場合は、氏名又は名称及び住所(いずれも変更があつた場合は、

その変更後のもの)を記載するほか、変更後の事項を記載すること(1(1)から(13)までに変

更があつた場合は、1(14)の欄も記載すること。)。 

15 該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、

この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。 

16 添付書類の写しは、この様式に定める規格の用紙とする。 

14 変更の許可の申請又は届出の場合は、氏名又は名称及び住所(いずれも変更があつた場

合は、その変更後のもの)を記載するほか、変更後の事項を記載すること(1(1)から(13)ま

でに変更があつた場合は、1(14)の欄も記載すること。)。 

15 該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、

この様式に定める規格の用紙に適宜記載すること。 

16 添付書類の写しは、この様式に定める規格の用紙とする。 

別表第十号 高周波利用設備の許可事項証明書等の様式（第 27 条、第 27 条の３関係） 別表第十号 高周波利用設備許可状の様式（第 27 条第１項関係） 

  

  

別表第十三号第１ アマチュア局（空中線電力が 50Ｗ以下の適合表示無線設備のみを使用するも

のであつて移動するもの（個人が開設するものに限る。））の無線局免許申請書並びに無線局

事項書及び工事設計書の様式（第 20 条の 13 関係）（総合通信局長がこの様式に代わるものと

して認めた場合は、それによることができる。） 

別表第十三号第１ アマチュア局（空中線電力が 50Ｗ以下の適合表示無線設備のみを使用するも

のであつて移動するもの（個人が開設するものに限る。））の無線局免許申請書並びに無線局

事項書及び工事設計書の様式（第 20 条の 13 関係）（総合通信局長がこの様式に代わるものと

して認めた場合は、それによることができる。） 

アマチュア局免許申請書並びに無線局事項書及び工事設計書（特例様式） 

年  月  日  

 （何）総合通信局長（注１）殿  
収入印紙をはるところ 

(この欄にはりきれないときは、別紙にはる

と書いて、日本産業規格Ａ列４番の用紙に

はってください。) 

(必要額を超えて収入印紙をはっている場合

は、申請書の余白に「過納承諾 氏名」の

ように記入してください。) 

 アマチュア無線をはじめたいので申請します。 

(電波法第６条の規定により、無線局の免許を受けたいので、無線局免許手続規則第 4 条に規

定する書類を添えて下記のとおり申請します。) 

また、免許になったら、免許の証明書をください。 

（また、上記の申請に対する免許を受けた場合は、電波法第 14 条の２の規定により、免許記

録に記録されている事項を証明した書面の交付を請求します。（注２）） 

記 

 １ 申請者（注３） 

住 所 〒（  ―  ） 

  

国籍（外国人のみ記載） 〔             〕  

氏名又は名称及び代

表者氏名 

フリガナ 

 

アマチュア局免許申請書並びに無線局事項書及び工事設計書（特例様式） 

年  月  日  

 （何）総合通信局長（注１）殿  
収入印紙をはるところ 

(この欄にはりきれないときは、別紙にはる

と書いて、日本産業規格Ａ列４番の用紙に

はってください。) 

(必要額を超えて収入印紙をはっている場合

は、申請書の余白に「過納承諾 氏名」の

ように記入してください。) 

 アマチュア無線をはじめたいので申請します。 

(電波法第６条の規定により、無線局の免許を受けたいので、無線局免許手続規則第 4 条に規

定する書類を添えて下記のとおり申請します。) 

記 

 １ 申請者（注２） 

住 所 〒（  ―  ） 

  

国籍（外国人のみ記載） 〔             〕  

氏名又は名称及び代

表者氏名 

フリガナ 

 

  

 ２ 電波法第５条に規定する欠格事由（注３） 

電波法又は放送法に基づく処分歴等(同条第3項) □有 □無 
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 ２ 電波法第５条に規定する欠格事由（注４） 

電波法又は放送法に基づく処分歴等(同条第3項) □有 □無 

 ３ 免許に関する事項（注５） 

① 無線局の種別及び局数 アマチュア局 １局 

② 希望する免許の有効期間 □５年 

□  年 月 日まで（５年未満の希望する日） 

③ 備考 
 

 ４ 電波利用料の前納(2 年目以降の前払)(注６)   

① 電波利用料の前納の申出の有無 □有    □無（毎年納付） 

② 電波利用料の前納に係る期間 □無線局の免許の有効期間まで前納します(5年分納

付)。 

□3年(4年分納付) □2年(3年分納付) 

□1年(2年分納付) 

 ５ 申請の内容に関する連絡先 

氏名 フリガナ 

□上記１と同じ 

  

電話番号   

電子メールアドレス   

無線局事項書及び工事設計書(注７) 

６ 免許の番号 ※記載不要    A第      号 

７ 申請(届出)の区分 開設 

８ 住所及び氏名 上記1と同じ 

９ 無線従事者免許証の番

号 

 

□無線従事者免

許同時申請 

同時申請の資格 

国家試験受験番号 

修了証明書の番号 

10 無線局の目的・通信事

項 
アマチュア業務用・アマチュア業務に関する事項 

11 呼出符号 ※記載不要 

12 無線設備の常

置場所 
住所 

□上記1及び8の住所と同じ 

13 移動範囲 移動する(陸上、海上及び上空) 

 ３ 免許に関する事項（注４） 

① 無線局の種別及び局数 アマチュア局 １局 

② 希望する免許の有効期間 □５年 

□  年 月 日まで（５年未満の希望する日） 

③ 備考 
 

 ４ 電波利用料の前納(2 年目以降の前払)(注 5)   

① 電波利用料の前納の申出の有無 □有    □無（毎年納付） 

② 電波利用料の前納に係る期間 □無線局の免許の有効期間まで前納します(5年分納

付)。 

□3年(4年分納付) □2年(3年分納付) 

□1年(2年分納付) 

 ５ 申請の内容に関する連絡先 

氏名 フリガナ 

□上記１と同じ 

  

電話番号   

電子メールアドレス   

無線局事項書及び工事設計書(注 6) 

６ 免許の番号 ※記載不要    A第      号 

７ 申請(届出)の区分 開設 

８ 住所及び氏名 上記1と同じ 

９ 無線従事者免許証の番

号 

 

□無線従事者免

許同時申請 

同時申請の資格 

国家試験受験番号 

修了証明書の番号 

10 無線局の目的・通信事

項 
アマチュア業務用・アマチュア業務に関する事項 

11 呼出符号 ※記載不要 

12 無線設備の常

置場所 
住所 

□上記1及び8の住所と同じ 

13 移動範囲 移動する(陸上、海上及び上空) 

14 電波の型式並びに希望

する周波数及び空中線電

力 

 

□指定可能な全ての電波の型式、周波数及び空中線電力 

15 備 考  
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14 電波の型式並びに希望

する周波数及び空中線電

力 

 

□指定可能な全ての電波の型式、周波数及び空中線電力 

15 備 考  

16  

 

工

事

設

計

書 

第     送信機 適合表示無線設備の番号  

第     送信機 適合表示無線設備の番号  

第     送信機 適合表示無線設備の番号  

第     送信機 適合表示無線設備の番号  

第     送信機 適合表示無線設備の番号  

その他の工事設計 □電波法第3章に規定する条件に合致する。 

備考 この様式は、次の全てに当てはまるアマチュア局に限り使用することができる。 

⑴ 空中線電力が 50W 以下の無線設備を使用するもの 

⑵ 適合表示無線設備のみを使用するもの 

⑶ 移動するもの 

⑷ 個人が開設するもの 

⑸ 人工衛星等のアマチュア局でないもの 

16  

 

工

事

設

計

書 

第     送信機 適合表示無線設備の番号  

第     送信機 適合表示無線設備の番号  

第     送信機 適合表示無線設備の番号  

第     送信機 適合表示無線設備の番号  

第     送信機 適合表示無線設備の番号  

その他の工事設計 □電波法第3章に規定する条件に合致する。 

備考 この様式は、次の全てに当てはまるアマチュア局に限り使用することができる。 

⑴ 空中線電力が 50W 以下の無線設備を使用するもの 

⑵ 適合表示無線設備のみを使用するもの 

⑶ 移動するもの 

⑷ 個人が開設するもの 

⑸ 人工衛星等のアマチュア局でないもの 

注１ 所轄総合通信局長を記載すること。なお、沖縄県の区域においては、沖縄総合通信事務

所長とする。 

２ 申請に併せて免許事項証明書の交付の請求を行わない場合は、当該部分を削除するこ

と。また、当該部分は、電子申請等による場合にあつては、適用しない。 

３ 1 の欄は、次によること。 

⑴ 住所の欄は、郵便番号及び住所を記載すること。 

⑵ 申請者が外国人である場合は、住所の欄に日本における居住地を記載すること。ま

た、国籍の欄に当該者の国籍を記載すること。 

⑶ 代理人による申請の場合は、申請者に関する必要事項を記載するほか、これに準じ

て当該代理人に関する必要事項を枠下に記載すること。この場合においては、委任状

を添付すること。ただし、包括委任状の番号が通知されている場合は、当該番号を記

載することとし、委任状の添付は要しない。 

４ 2 の欄は、法第 5 条第 3 項に規定する欠格事由(電波法又は放送法に基づく処分歴等)の

有無について、該当する□にレ印を付けること。 

５ 3 の欄は、次によること。 

⑴ ②の欄は、該当する□にレ印を付けること。5 年未満の免許の有効期間を希望する場

合は、その期間を記載すること。 

⑵ ③の欄は、次によること。 

ア 2 の欄が「有」に該当する場合は、その内容について記載すること。 

イ その他必要な事項がある場合は、その内容について記載すること。 

注１ 所轄総合通信局長を記載すること。なお、沖縄県の区域においては、沖縄総合通信事務

所長とする。 

２ 1 の欄は、次によること。 

⑴ 住所の欄は、郵便番号及び住所を記載すること。 

⑵ 申請者が外国人である場合は、住所の欄に日本における居住地を記載すること。ま

た、国籍の欄に当該者の国籍を記載すること。 

⑶ 代理人による申請の場合は、申請者に関する必要事項を記載するほか、これに準じ

て当該代理人に関する必要事項を枠下に記載すること。この場合においては、委任状

を添付すること。ただし、包括委任状の番号が通知されている場合は、当該番号を記

載することとし、委任状の添付は要しない。 

３ 2 の欄は、法第 5 条第 3 項に規定する欠格事由(電波法又は放送法に基づく処分歴等)の

有無について、該当する□にレ印を付けること。 

４ 3 の欄は、次によること。 

⑴ ②の欄は、該当する□にレ印を付けること。5 年未満の免許の有効期間を希望する場

合は、その期間を記載すること。 

⑵ ③の欄は、次によること。 

ア 2 の欄が「有」に該当する場合は、その内容について記載すること。 

イ その他必要な事項がある場合は、その内容について記載すること。 

５ 4 の欄は、施行規則第 51 条の 10 の 6 第 3 項の規定による電波利用料の前納について、

次により記載すること。 
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６ 4 の欄は、施行規則第 51 条の 10 の 6 第 3 項の規定による電波利用料の前納について、

次により記載すること。 

⑴ ①の欄は、電波利用料の前納の申出の有無について、該当する□にレ印を付けるこ

と。なお、前納の申出をした場合、口座振替により納付することはできない。 

⑵ ②の欄は、①の欄が「有」に該当する場合は、電波利用料の前納に係る期間につい

て記載することとし、無線局の免許の有効期間のうち該当する□にレ印を付けるこ

と。 

７ 無線局事項書及び工事設計書に係る記載は、次によること。 

⑴ 9 の欄は、申請者が保有する無線従事者免許証の番号を記載し、施行規則第 34 条の

8 に規定する外国政府の証明書を保有するものについては、その証明書による資格及び

その資格の取得国名を記載すること。ただし、無線従事者規則第 46 条に基づく無線従

事者の免許の申請又は第 50 条に基づく免許証再交付の申請と同時に申請する場合は、

□にレ印を付けるとともに、同時に申請する無線従事者資格及び国家試験受験番号又

は養成課程修了証明書の番号を記載すること。この場合において、申請者は、無線従

事者免許証の番号の欄について、総合通信局長による補正に同意したものとみなす。 

⑵ 12 の欄は、次によること。 

ア 無線設備の常置場所の欄は、無線設備の常置場所を「何県何市何町○―○―○ 

何内」のように記載すること。なお、無線設備の常置場所と 1 及び 8 の欄の住所が

同一の場合は、□にレ印を付けることにより記載を省略することができる。 

イ 船舶を常置場所とするものにあつては、その船舶が主に停泊する場所の住所、そ

の停泊する港の名称及び船舶名を記載すること。 

ウ 航空機を常置場所とするものにあつては、その航空機の定置場の住所、定置場の

名称及び航空機の登録記号を記載すること。 

⑶ 14 の欄は、指定可能な全ての電波の型式、周波数及び空中線電力を希望するとき

は、□にレ印を付けること。 

⑷ 15 の欄は、次によること。 

ア 申請者が現にアマチュア局を開設しているときは、その免許の番号及び呼出符号

を記載すること。 

イ 申請者が過去にアマチュア局を開設していた場合であつて、そのアマチュア局に

指定されていた呼出符号の指定を希望する場合は、その呼出符号を記載すること。

ただし、当該アマチュア局の廃止の日又は免許の有効期間満了の日から 5 年を経過

している場合は、その呼出符号が指定されていた旨を証する書面を添付すること。 

ウ 遠隔操作を行う場合は、遠隔操作を行うこと及びその方法(専用線、リモコン局又

はインターネットの利用のいずれかをいう。)を記載するとともに、工事設計として

次に掲げる要件に適合することを説明した書類を添付すること。ただし、電波の送

信の地点(無線設備の設置場所又は常置場所に限る。)及び無線設備の操作を行う地

⑴ ①の欄は、電波利用料の前納の申出の有無について、該当する□にレ印を付けるこ

と。なお、前納の申出をした場合、口座振替により納付することはできない。 

⑵ ②の欄は、①の欄が「有」に該当する場合は、電波利用料の前納に係る期間につい

て記載することとし、無線局の免許の有効期間のうち該当する□にレ印を付けるこ

と。 

６ 無線局事項書及び工事設計書に係る記載は、次によること。 

⑴ 9 の欄は、申請者が保有する無線従事者免許証の番号を記載し、施行規則第 34 条の

8 に規定する外国政府の証明書を保有するものについては、その証明書による資格及び

その資格の取得国名を記載すること。ただし、無線従事者規則第 46 条に基づく無線従

事者の免許の申請又は第 50 条に基づく免許証再交付の申請と同時に申請する場合は、

□にレ印を付けるとともに、同時に申請する無線従事者資格及び国家試験受験番号又

は養成課程修了証明書の番号を記載すること。この場合において、申請者は、無線従

事者免許証の番号の欄について、総合通信局長による補正に同意したものとみなす。 

⑵ 12 の欄は、次によること。 

ア 無線設備の常置場所の欄は、無線設備の常置場所を「何県何市何町○―○―○ 

何内」のように記載すること。なお、無線設備の常置場所と 1 及び 8 の欄の住所が

同一の場合は、□にレ印を付けることにより記載を省略することができる。 

イ 船舶を常置場所とするものにあつては、その船舶が主に停泊する場所の住所、そ

の停泊する港の名称及び船舶名を記載すること。 

ウ 航空機を常置場所とするものにあつては、その航空機の定置場の住所、定置場の

名称及び航空機の登録記号を記載すること。 

⑶ 14 の欄は、指定可能な全ての電波の型式、周波数及び空中線電力を希望するとき

は、□にレ印を付けること。 

⑷ 15 の欄は、次によること。 

ア 申請者が現にアマチュア局を開設しているときは、その免許の番号及び呼出符号

を記載すること。 

イ 申請者が過去にアマチュア局を開設していた場合であつて、そのアマチュア局に

指定されていた呼出符号の指定を希望する場合は、その呼出符号を記載すること。

ただし、当該アマチュア局の廃止の日又は免許の有効期間満了の日から 5 年を経過

している場合は、その呼出符号が指定されていた旨を証する書面を添付すること。 

ウ 遠隔操作を行う場合は、遠隔操作を行うこと及びその方法(専用線、リモコン局又

はインターネットの利用のいずれかをいう。)を記載するとともに、工事設計として

次に掲げる要件に適合することを説明した書類を添付すること。ただし、電波の送

信の地点(無線設備の設置場所又は常置場所に限る。)及び無線設備の操作を行う地

点のいずれもが免許人が所有又は管理する一の構内である場合であつて、免許人以

外の者が無線設備をみだりに取り扱うことのないよう措置するなど無線局の適正な
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点のいずれもが免許人が所有又は管理する一の構内である場合であつて、免許人以

外の者が無線設備をみだりに取り扱うことのないよう措置するなど無線局の適正な

運用の確保について免許人により適切な監督が行われているときは、当該記載及び

書類の添付を要しない。 

a 電波の発射の停止を確認することができること。 

b 免許人以外の者がインターネットの利用により、無線設備を操作することがで

きないように措置しているものであること。 

c インターネットの利用による運用中は、免許人が常に無線設備を監視及び制御

するための具体的措置がなされていること。 

エ 他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に

関する契約を締結しているときは、その契約の内容を記載すること。ただし、第 15

条第 2 項の規定により記載を省略する場合には、その旨及びその契約の内容が同一

である無線局の免許の番号を記載すること。 

オ 周波数測定装置を備え付けている場合は、その旨を記載すること。ただし、

26.175MHz を超える周波数の電波のみを使用する送信機の場合又は空中線電力が 10W

以下の送信機のみの場合は、記載を要しない。また、施行規則第 11 条の 3 第 7 号の

装置を備え付けていない場合は、その旨を記載すること。 

カ その他参考になる事項がある場合は、その事項を記載すること。 

⑸ 16 の欄は、次によること。 

ア 2 以上の送信機を有する場合は、第 1 送信機、第 2 送信機と表示して送信機ごと

に、その適合表示無線設備の番号の欄に技術基準適合証明番号又は工事設計認証番

号を記載すること。 

イ その他の工事設計の欄は、この無線局事項書及び工事設計書の記載事項以外の工

事設計について、法第 3 章に規定する条件に合致している場合は、□にレ印を付け

ること。 

８ 免許事項証明書又は申請に対する処分に係る書類の送付を希望するときは、申請者又は

代理人の住所の郵便番号、住所及び氏名を記載し、送付に要する郵便切手等を貼付した返

信用封筒を申請書に添付すること。この場合において、封筒は、当該書類を封入し得るも

の(書類を折らずに送付することを希望する場合は、相当の大きさのもの)とする。 

９ 申請書並びに無線局事項書及び工事設計書の用紙は、日本産業規格 A 列 4 番とし、該当

欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この別

表に定める規格の用紙に適宜記載すること。 

運用の確保について免許人により適切な監督が行われているときは、当該記載及び

書類の添付を要しない。 

a 電波の発射の停止を確認することができること。 

b 免許人以外の者がインターネットの利用により、無線設備を操作することがで

きないように措置しているものであること。 

c インターネットの利用による運用中は、免許人が常に無線設備を監視及び制御

するための具体的措置がなされていること。 

エ 他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に

関する契約を締結しているときは、その契約の内容を記載すること。ただし、第 15

条第 2 項の規定により記載を省略する場合には、その旨及びその契約の内容が同一

である無線局の免許の番号を記載すること。 

オ 周波数測定装置を備え付けている場合は、その旨を記載すること。ただし、

26.175MHz を超える周波数の電波のみを使用する送信機の場合又は空中線電力が 10W

以下の送信機のみの場合は、記載を要しない。また、施行規則第 11 条の 3 第 7 号の

装置を備え付けていない場合は、その旨を記載すること。 

カ その他参考になる事項がある場合は、その事項を記載すること。 

⑸ 16 の欄は、次によること。 

ア 2 以上の送信機を有する場合は、第 1 送信機、第 2 送信機と表示して送信機ごと

に、その適合表示無線設備の番号の欄に技術基準適合証明番号又は工事設計認証番

号を記載すること。 

イ その他の工事設計の欄は、この無線局事項書及び工事設計書の記載事項以外の工

事設計について、法第 3 章に規定する条件に合致している場合は、□にレ印を付け

ること。 

７ 無線局免許状等の申請に対する処分に係る書類の送付を希望するときは、申請者又は代

理人の住所の郵便番号、住所及び氏名を記載し、送付に要する郵便切手等を貼付した返信

用封筒を申請書に添付すること。この場合において、封筒は、当該書類を封入し得るもの

(書類を折らずに送付することを希望する場合は、相当の大きさのもの)とする。 

８ 申請書並びに無線局事項書及び工事設計書の用紙は、日本産業規格 A 列 4 番とし、該当

欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この別

表に定める規格の用紙に適宜記載すること。 

別表第十三号第２ アマチュア局（空中線電力が 50Ｗ以下の適合表示無線設備のみを使用するも

のであつて移動するもの（個人が開設するものに限る。））の無線局変更等申請書及び届出書

並びに無線局事項書及び工事設計書の様式（第 20 条の 13 関係）（総合通信局長がこの様式に

代わるものとして認めた場合は、それによることができる。） 

別表第十三号第２ アマチュア局（空中線電力が 50Ｗ以下の適合表示無線設備のみを使用するも

のであつて移動するもの（個人が開設するものに限る。））の無線局変更等申請書及び届出書

並びに無線局事項書及び工事設計書の様式（第 20 条の 13 関係）（総合通信局長がこの様式に

代わるものとして認めた場合は、それによることができる。） 
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アマチュア局変更等申請書及び届出書並びに無線局事項書及び工事設計書(特例様式) 

年  月  日  

 （何）総合通信局長（注１）殿  
収入印紙をはるところ 

(この欄にはりきれないときは、別紙にはる

と書いて、日本産業規格Ａ列４番の用紙に

はってください。) 

(必要額を超えて収入印紙をはっている場合

は、申請書の余白に「過納承諾 氏名」の

ように記入してください。) 

(本申請等により免許記録に変更が生じない

場合は、印紙をはる必要はありません。) 

 

以下のことについて、アマチュア局の変更の許可を受けたい(変更した)ので、下記のとおり

申請(届出)します。 

(申請(届出)にあたり、無線局免許手続規則第 12 条第 1 項(第 25 条第 1 項において準用する

場合を含む。)に規定する書類を添えます。) 

□無線設備の増設・取替・撤去(電波法第 17 条) 

□電波の型式並びに周波数及び空中線電力(一括して表示する記号)の変更(電波法第 19

条)(無線従事者免許証の番号の変更を伴う場合を含む。) 

□免許人住所の変更(電波法第 21 条) 

□無線設備の常置場所の変更(施行規則第 43 条) 

□呼出符号の変更(電波法第 19 条) 

□その他の変更(                         ) 

（注３） 

また、免許になったら、免許の証明書をください。 

（また、上記の申請等（免許記録に記録した事項の変更に係るものに限る。）に併せて、電

波法第 14 条の２の規定により、免許記録に記録されている事項を証明した書面の交付を請

求します。（注４）） 

記 

 １ 申請(届出)者(注５) 

住 所 〒（  ―  ） 

  

国籍（外国人のみ記載） 〔             〕  

氏名又は名称及び代

表者氏名 

フリガナ 

 

アマチュア局変更等申請書及び届出書並びに無線局事項書及び工事設計書(特例様式) 

年  月  日  

 （何）総合通信局長（注１）殿 

以下のことについて、アマチュア局の変更の許可を受けたい(変更した)ので、下記のとおり

申請(届出)します。 

(申請(届出)にあたり、無線局免許手続規則第 12 条第 1 項(第 25 条第 1 項において準用する

場合を含む。)に規定する書類を添えます。) 

□無線設備の増設・取替・撤去(電波法第 17 条) 

□電波の型式並びに周波数及び空中線電力(一括して表示する記号)の変更(電波法第 19

条)(無線従事者免許証の番号の変更を伴う場合を含む。) 

□免許人住所の変更(電波法第 21 条) 

□無線設備の常置場所の変更(施行規則第 43 条) 

□呼出符号の変更(電波法第 19 条) 

□その他の変更(                         ) 

(注 2) 

記 

 １ 申請(届出)者(注 3) 

住 所 〒（  ―  ） 

  

国籍（外国人のみ記載） 〔             〕  

氏名又は名称及び代

表者氏名 

フリガナ 

 

  

 ２ 変更の対象となる無線局に関する事項(注 4) 

① 無線局の種別及び局数 アマチュア局 1局 

② 呼出符号 
 

③ 免許の番号 A第      号 

④ 備考 
 

 ３ 申請(届出)の内容に関する連絡先 

氏名 フリガナ 

□上記１と同じ 

  

電話番号   

電子メールアドレス   

無線局事項書及び工事設計書(注 5) 

４ 免許の番号 上記2③と同じ 
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 ２ 変更の対象となる無線局に関する事項(注６) 

① 無線局の種別及び局数 アマチュア局 1局 

② 呼出符号 
 

③ 免許の番号 A第      号 

④ 備考 
 

 ３ 申請(届出)の内容に関する連絡先 

氏名 フリガナ 

□上記１と同じ 

  

電話番号   

電子メールアドレス   

無線局事項書及び工事設計書(注７) 

４ 免許の番号 上記2③と同じ 

５ 申請(届出)の区分 変更 

６ 住所及び氏名 上記1と同じ 

７ 無線従事者免許証の番

号 

 

□無線従事者免

許同時申請 

同時申請の資格 

国家試験受験番号 

修了証明書の番号 

８ 無線局の目的・通信事

項 
アマチュア業務用・アマチュア業務に関する事項 

９ 呼出符号  

10 無線設備の常

置場所 
住所 

□上記1及び6の住所と同じ 

11 移動範囲 移動する(陸上、海上及び上空) 

12 電波の型式並びに希望

する周波数及び空中線電

力 

 

□指定可能な全ての電波の型式、周波数及び空中線電力 

13 変更する欄の番

号 
□6 □7 □9 □10 □12 □15 

14 備 考 
 

 

15  

 
第     送信機 

変更の種別 □取替 □増設 □撤去 

適合表示無線設備の番号  

５ 申請(届出)の区分 変更 

６ 住所及び氏名 上記1と同じ 

７ 無線従事者免許証の番

号 

 

□無線従事者免

許同時申請 

同時申請の資格 

国家試験受験番号 

修了証明書の番号 

８ 無線局の目的・通信事

項 
アマチュア業務用・アマチュア業務に関する事項 

９ 呼出符号  

10 無線設備の常

置場所 
住所 

□上記1及び6の住所と同じ 

11 移動範囲 移動する(陸上、海上及び上空) 

12 電波の型式並びに希望

する周波数及び空中線電

力 

 

□指定可能な全ての電波の型式、周波数及び空中線電力 

13 変更する欄の番

号 
□6 □7 □9 □10 □12 □15 

14 備 考 
 

 

15  

 

工

事

設

計

書 

第     送信機 
変更の種別 □取替 □増設 □撤去 

適合表示無線設備の番号  

第     送信機 
変更の種別 □取替 □増設 □撤去 

適合表示無線設備の番号  

第     送信機 
変更の種別 □取替 □増設 □撤去 

適合表示無線設備の番号  

第     送信機 
変更の種別 □取替 □増設 □撤去 

適合表示無線設備の番号  

第     送信機 
変更の種別 □取替 □増設 □撤去 

適合表示無線設備の番号  

その他の工事設計 □電波法第3章に規定する条件に合致する。 

備考 1 この様式は、次の全てに当てはまるアマチュア局に限り使用することができる。 

⑴ 空中線電力が 50W 以下の無線設備を使用するもの 

⑵ 適合表示無線設備のみを使用するもの 

⑶ 移動するもの 

⑷ 個人が開設するもの 
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工

事

設

計

書 

第     送信機 
変更の種別 □取替 □増設 □撤去 

適合表示無線設備の番号  

第     送信機 
変更の種別 □取替 □増設 □撤去 

適合表示無線設備の番号  

第     送信機 
変更の種別 □取替 □増設 □撤去 

適合表示無線設備の番号  

第     送信機 
変更の種別 □取替 □増設 □撤去 

適合表示無線設備の番号  

その他の工事設計 □電波法第3章に規定する条件に合致する。 

備考 1 この様式は、次の全てに当てはまるアマチュア局に限り使用することができる。 

⑴ 空中線電力が 50W 以下の無線設備を使用するもの 

⑵ 適合表示無線設備のみを使用するもの 

⑶ 移動するもの 

⑷ 個人が開設するもの 

⑸ 人工衛星等のアマチュア局でないもの 

2 無線従事者免許証の番号の変更は、無線従事者資格の変更の場合に限る。なお、無線

従事者免許証の再交付による番号の変更の場合は、届出を要しない。 

⑸ 人工衛星等のアマチュア局でないもの 

2 無線従事者免許証の番号の変更は、無線従事者資格の変更の場合に限る。なお、無線

従事者免許証の再交付による番号の変更の場合は、届出を要しない。 

注１ 所轄総合通信局長を記載すること。なお、沖縄県の区域においては、沖縄総合通信事務

所長とする。 

２ 収入印紙については、次によること。ただし、当該部分は、電子申請等による場合にあ

つては、適用しない。 

⑴ 免許記録に記録した事項に変更が生じない場合は、収入印紙の貼付を要しない。 

⑵ 収入印紙貼付欄に全部を貼付できない場合は、その欄に別紙に貼付する旨を記載

し、日本産業規格Ａ列４番の用紙に貼付すること。 

⑶ 収入印紙を必要額を超えて貼付している場合は、届出書の余白に「過納承諾 氏

名」のように記入すること。 

３ 該当する□にレ印を付けること。 

４ 申請等に併せて免許事項証明書の交付の請求を行わない場合は、当該部分を削除するこ

と。また、当該部分は、電子申請等による場合にあつては、適用しない。 

５ 1 の欄は、次によること。 

⑴ 住所の欄は、郵便番号及び住所を記載すること。 

⑵ 申請(届出)者が外国人である場合は、住所の欄に日本における居住地を記載するこ

と。また、国籍の欄に当該者の国籍を記載すること。 

⑶ 代理人による申請(届出)の場合は、申請(届出)者に関する必要事項を記載するほ

か、これに準じて当該代理人に関する必要事項を枠下に記載すること。この場合にお

注１ 所轄総合通信局長を記載すること。なお、沖縄県の区域においては、沖縄総合通信事務

所長とする。 

２ 該当する□にレ印を付けること。 

３ 1 の欄は、次によること。 

⑴ 住所の欄は、郵便番号及び住所を記載すること。 

⑵ 申請(届出)者が外国人である場合は、住所の欄に日本における居住地を記載するこ

と。また、国籍の欄に当該者の国籍を記載すること。 

⑶ 代理人による申請(届出)の場合は、申請(届出)者に関する必要事項を記載するほ

か、これに準じて当該代理人に関する必要事項を枠下に記載すること。この場合にお

いては、委任状を添付すること。ただし、包括委任状の番号が通知されている場合

は、当該番号を記載することとし、委任状の添付は要しない。 

４ 2 の欄は、次によること。 

⑴ ②の欄は、現に免許を受けている無線局に指定されている呼出符号を記載するこ

と。 

⑵ ③の欄は、現に免許を受けている無線局の免許の番号を記載すること。 

⑶ ④の欄は、その他必要な事項がある場合は、その内容について記載すること。 

５ 無線局事項書及び工事設計書に係る記載は、次によること。 

⑴ 4 の欄は、現に免許を受けている無線局の免許の番号を記載すること。 
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いては、委任状を添付すること。ただし、包括委任状の番号が通知されている場合

は、当該番号を記載することとし、委任状の添付は要しない。 

６ 2 の欄は、次によること。 

⑴ ②の欄は、現に免許を受けている無線局に指定されている呼出符号を記載するこ

と。 

⑵ ③の欄は、現に免許を受けている無線局の免許の番号を記載すること。 

⑶ ④の欄は、その他必要な事項がある場合は、その内容について記載すること。 

７ 無線局事項書及び工事設計書に係る記載は、次によること。 

⑴ 4 の欄は、現に免許を受けている無線局の免許の番号を記載すること。 

⑵ 7 の欄は、申請者が保有する無線従事者免許証の番号を記載し、施行規則第 34 条の

8 に規定する外国政府の証明書を保有するものについては、その証明書による資格及び

その資格の取得国名を記載すること。ただし、無線従事者規則第 46 条に基づく無線従

事者の免許の申請又は第 50 条に基づく免許証再交付の申請と同時に申請する場合は、

□にレ印を付けるとともに、同時に申請する無線従事者資格及び国家試験受験番号又

は養成課程修了証明書の番号を記載すること。この場合において、申請者は、無線従

事者免許証の番号の欄について、総合通信局長による補正に同意したものとみなす。 

⑶ 10 の欄は、次によること。 

ア 無線設備の常置場所の欄は、無線設備の常置場所を「何県何市何町○―○―○ 

何内」のように記載すること。なお、無線設備の常置場所と 1 及び 6 の欄の住所が

同一の場合は、□にレ印を付けることにより記載を省略することができる。 

イ 船舶を常置場所とするものにあつては、その船舶が主に停泊する場所の住所、そ

の停泊する港の名称及び船舶名を記載すること。 

ウ 航空機を常置場所とするものにあつては、その航空機の定置場の住所、定置場の

名称及び航空機の登録記号を記載すること。 

⑷ 12 の欄は、指定可能な全ての電波の型式、周波数及び空中線電力を希望するとき

は、□にレ印を付けること。 

⑸ 13 の欄は、該当する□にレ印を付けること。 

⑹ 14 の欄は、次によること。 

ア 申請者が過去にアマチュア局を開設していた場合であつて、そのアマチュア局に

指定されていた呼出符号の指定を希望する場合は、その呼出符号を記載すること。

ただし、当該アマチュア局の廃止の日又は免許の有効期間満了の日から 5 年を経過

している場合は、その呼出符号が指定されていた旨を証する書面を添付すること。 

イ 遠隔操作を行う場合は、遠隔操作を行うこと及びその方法(専用線、リモコン局又

はインターネットの利用のいずれかをいう。)を記載するとともに、工事設計として

次に掲げる要件に適合することを説明した書類を添付すること。ただし、電波の送

信の地点(無線設備の設置場所又は常置場所に限る。)及び無線設備の操作を行う地

⑵ 7 の欄は、申請者が保有する無線従事者免許証の番号を記載し、施行規則第 34 条の

8 に規定する外国政府の証明書を保有するものについては、その証明書による資格及び

その資格の取得国名を記載すること。ただし、無線従事者規則第 46 条に基づく無線従

事者の免許の申請又は第 50 条に基づく免許証再交付の申請と同時に申請する場合は、

□にレ印を付けるとともに、同時に申請する無線従事者資格及び国家試験受験番号又

は養成課程修了証明書の番号を記載すること。この場合において、申請者は、無線従

事者免許証の番号の欄について、総合通信局長による補正に同意したものとみなす。 

⑶ 10 の欄は、次によること。 

ア 無線設備の常置場所の欄は、無線設備の常置場所を「何県何市何町○―○―○ 

何内」のように記載すること。なお、無線設備の常置場所と 1 及び 6 の欄の住所が

同一の場合は、□にレ印を付けることにより記載を省略することができる。 

イ 船舶を常置場所とするものにあつては、その船舶が主に停泊する場所の住所、そ

の停泊する港の名称及び船舶名を記載すること。 

ウ 航空機を常置場所とするものにあつては、その航空機の定置場の住所、定置場の

名称及び航空機の登録記号を記載すること。 

⑷ 12 の欄は、指定可能な全ての電波の型式、周波数及び空中線電力を希望するとき

は、□にレ印を付けること。 

⑸ 13 の欄は、該当する□にレ印を付けること。 

⑹ 14 の欄は、次によること。 

ア 申請者が過去にアマチュア局を開設していた場合であつて、そのアマチュア局に

指定されていた呼出符号の指定を希望する場合は、その呼出符号を記載すること。

ただし、当該アマチュア局の廃止の日又は免許の有効期間満了の日から 5 年を経過

している場合は、その呼出符号が指定されていた旨を証する書面を添付すること。 

イ 遠隔操作を行う場合は、遠隔操作を行うこと及びその方法(専用線、リモコン局又

はインターネットの利用のいずれかをいう。)を記載するとともに、工事設計として

次に掲げる要件に適合することを説明した書類を添付すること。ただし、電波の送

信の地点(無線設備の設置場所又は常置場所に限る。)及び無線設備の操作を行う地

点のいずれもが免許人が所有又は管理する一の構内である場合であつて、免許人以

外の者が無線設備をみだりに取り扱うことのないよう措置するなど無線局の適正な

運用の確保について免許人により適切な監督が行われているときは、当該記載及び

書類の添付を要しない。 

a 電波の発射の停止を確認することができること。 

b 免許人以外の者がインターネットの利用により、無線設備を操作することがで

きないように措置しているものであること。 

c インターネットの利用による運用中は、免許人が常に無線設備を監視及び制御

するための具体的措置がなされていること。 
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点のいずれもが免許人が所有又は管理する一の構内である場合であつて、免許人以

外の者が無線設備をみだりに取り扱うことのないよう措置するなど無線局の適正な

運用の確保について免許人により適切な監督が行われているときは、当該記載及び

書類の添付を要しない。 

a 電波の発射の停止を確認することができること。 

b 免許人以外の者がインターネットの利用により、無線設備を操作することがで

きないように措置しているものであること。 

c インターネットの利用による運用中は、免許人が常に無線設備を監視及び制御

するための具体的措置がなされていること。 

ウ 他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に

関する契約を締結しているときは、その契約の内容を記載すること。ただし、第 15

条第 2 項の規定により記載を省略する場合には、その旨及びその契約の内容が同一

である無線局の免許の番号を記載すること。 

エ 周波数測定装置を備え付けている場合は、その旨を記載すること。ただし、

26.175MHz を超える周波数の電波のみを使用する送信機の場合又は空中線電力が 10W

以下の送信機のみの場合は、記載を要しない。また、施行規則第 11 条の 3 第 7 号の

装置を備え付けていない場合は、その旨を記載すること。 

オ その他参考になる事項がある場合は、その事項を記載すること。 

⑺ 16 の欄は、次によること。 

ア 2 以上の送信機を有する場合は、第 1 送信機、第 2 送信機と表示して送信機ごと

に該当する事項を記載すること。 

イ 変更の種別の欄は、変更する送信機において該当する□にレ印を付けること。 

ウ 適合表示無線設備の番号の欄は、技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号を

記載すること。 

エ 変更に係る部分について、当該変更後の事項を記載すること。 

オ その他の工事設計の欄は、この無線局事項書及び工事設計書の記載事項以外の工

事設計について、法第 3 章に規定する条件に合致している場合は、□にレ印を付け

ること。 

８ 免許事項証明書又は申請(届出)に対する処分に係る書類の送付を希望するときは、申請

(届出)者又は代理人の住所の郵便番号、住所及び氏名を記載し、送付に要する郵便切手等

を貼付した返信用封筒を申請書に添付すること。この場合において、封筒は、当該書類を

封入し得るもの(書類を折らずに送付することを希望する場合は、相当の大きさのもの)と

する。 

９ 申請(届出)書並びに無線局事項書及び工事設計書の用紙は、日本産業規格 A 列 4 番と

し、該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載

し、この別表に定める規格の用紙に適宜記載すること。 

ウ 他の無線局の免許人等との間で混信その他の妨害を防止するために必要な措置に

関する契約を締結しているときは、その契約の内容を記載すること。ただし、第 15

条第 2 項の規定により記載を省略する場合には、その旨及びその契約の内容が同一

である無線局の免許の番号を記載すること。 

エ 周波数測定装置を備え付けている場合は、その旨を記載すること。ただし、

26.175MHz を超える周波数の電波のみを使用する送信機の場合又は空中線電力が 10W

以下の送信機のみの場合は、記載を要しない。また、施行規則第 11 条の 3 第 7 号の

装置を備え付けていない場合は、その旨を記載すること。 

オ その他参考になる事項がある場合は、その事項を記載すること。 

⑺ 16 の欄は、次によること。 

ア 2 以上の送信機を有する場合は、第 1 送信機、第 2 送信機と表示して送信機ごと

に該当する事項を記載すること。 

イ 変更の種別の欄は、変更する送信機において該当する□にレ印を付けること。 

ウ 適合表示無線設備の番号の欄は、技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号を

記載すること。 

エ 変更に係る部分について、当該変更後の事項を記載すること。 

オ その他の工事設計の欄は、この無線局事項書及び工事設計書の記載事項以外の工

事設計について、法第 3 章に規定する条件に合致している場合は、□にレ印を付け

ること。 

６ 無線局免許状等の申請(届出)に対する処分に係る書類の送付を希望するときは、申請

(届出)者又は代理人の住所の郵便番号、住所及び氏名を記載し、送付に要する郵便切手等

を貼付した返信用封筒を申請書に添付すること。この場合において、封筒は、当該書類を

封入し得るもの(書類を折らずに送付することを希望する場合は、相当の大きさのもの)と

する。 

７ 申請(届出)書並びに無線局事項書及び工事設計書の用紙は、日本産業規格 A 列 4 番と

し、該当欄に全部を記載することができない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載

し、この別表に定める規格の用紙に適宜記載すること。 
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別表第十四号第１ アマチュア局の再免許申請書（無線局事項書及び工事設計書の添付を省略す

る場合に限る。）の様式（第 20 条の 13 関係）（総合通信局長がこの様式に代わるものとして

認めた場合は、それによることができる。） 

別表第十四号第１ アマチュア局の再免許申請書（無線局事項書及び工事設計書の添付を省略す

る場合に限る。）の様式（第 20 条の 13 関係）（総合通信局長がこの様式に代わるものとして

認めた場合は、それによることができる。） 

アマチュア局再免許申請書(特例様式) 

年  月  日  

 （何）総合通信局長（注１）殿  
収入印紙をはるところ 

(この欄にはりきれないときは、別紙にはる

と書いて、日本産業規格A列4番の用紙に

はってください。) 

(必要額を超えて収入印紙をはっている場合

は、申請書の余白に「過納承諾 氏名」の

ように記入してください。) 

 アマチュア無線を引き続き運用したいので申請します。 

(無線局免許手続規則第 16 条第 1 項の規定により、無線局の再免許を受けたいので、第 16 条

の 3 の規定により、添付書類の提出を省略して下記のとおり申請します。) 

また、免許になったら、免許の証明書をください。 

（また、上記の申請に対する再免許を受けた場合は、電波法第 14 条の２の規定により、免許

記録に記録されている事項を証明した書面の交付を請求します。（注２）） 

 

記 

 １ 申請者(注３) 

住 所 〒（  ―  ） 

  

国籍（外国人のみ記載） 〔             〕  

氏名又は名称及び代

表者氏名 

フリガナ 

 

  

 ２ 電波法第 5 条に規定する欠格事由(注４) 

電波法又は放送法に基づく処分歴等(法第5条第3項) □有 □無 

 ３ 免許に関する事項(注 4) 

① 無線局の種別及び局数 アマチュア局 1局 

② 呼出符号  

③ 免許の番号 A第      号 

④ 免許の年月日 年   月   日 

⑤ 希望する免許の有効期間 □5年 

アマチュア局再免許申請書(特例様式) 

年  月  日  

 （何）総合通信局長（注１）殿  
収入印紙をはるところ 

(この欄にはりきれないときは、別紙にはる

と書いて、日本産業規格A列4番の用紙に

はってください。) 

(必要額を超えて収入印紙をはっている場合

は、申請書の余白に「過納承諾 氏名」の

ように記入してください。) 

 アマチュア無線を引き続き運用したいので申請します。 

(無線局免許手続規則第 16 条第 1 項の規定により、無線局の再免許を受けたいので、第 16 条

の 3 の規定により、添付書類の提出を省略して下記のとおり申請します。) 

記 

 １ 申請者(注 2) 

住 所 〒（  ―  ） 

  

国籍（外国人のみ記載） 〔             〕  

氏名又は名称及び代

表者氏名 

フリガナ 

 

  

 ２ 電波法第 5 条に規定する欠格事由(注 3) 

電波法又は放送法に基づく処分歴等(法第5条第3項) □有 □無 

 ３ 免許に関する事項(注 4) 

① 無線局の種別及び局数 アマチュア局 1局 

② 呼出符号  

③ 免許の番号 A第      号 

④ 免許の年月日 年   月   日 

⑤ 希望する免許の有効期間 □5年 

□  年 月 日まで（5年未満の希望する日） 

⑥ 備考 
 

 ４ 電波利用料の前納(2 年目以降の前払)(注 5)   
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□  年 月 日まで（5年未満の希望する日） 

⑥ 備考 
 

 ４ 電波利用料の前納(2 年目以降の前払)(注５)   

① 電波利用料の前納の申出の有無 □有    □無（毎年納付） 

② 電波利用料の前納に係る期間 □無線局の免許の有効期間まで前納します(5年分納

付)。 

□3年(4年分納付) □2年(3年分納付) 

□1年(2年分納付) 

 ５ 申請の内容に関する連絡先 

氏名 フリガナ 

□上記１と同じ 

  

電話番号   

電子メールアドレス   

備考 この様式は、人工衛星局等のアマチュア局でないもの及び無線局事項書及び工事

設計書の添付を省略するものに限り使用することができる。 

① 電波利用料の前納の申出の有無 □有    □無（毎年納付） 

② 電波利用料の前納に係る期間 □無線局の免許の有効期間まで前納します(5年分納

付)。 

□3年(4年分納付) □2年(3年分納付) 

□1年(2年分納付) 

 ５ 申請の内容に関する連絡先 

氏名 フリガナ 

□上記１と同じ 

  

電話番号   

電子メールアドレス   

備考 この様式は、人工衛星局等のアマチュア局でないもの及び無線局事項書及び工事設

計書の添付を省略するものに限り使用することができる。 

注１ 所轄総合通信局長を記載すること。なお、沖縄県の区域においては、沖縄総合通信事務

所長とする。 

２ 申請に併せて免許事項証明書の交付の請求を行わない場合は、当該部分を削除するこ

と。また、当該部分は、電子申請等による場合にあつては、適用しない。 

３ 1 の欄は、次によること。 

⑴ 住所の欄は、郵便番号及び住所を記載すること。 

⑵ 申請者が外国人である場合は、住所の欄に日本における居住地を記載すること。ま

た、国籍の欄に当該者の国籍を記載すること。 

⑶ 申請者が個人の場合は氏名を、社団の場合はその名称及び代表者の氏名(公益社団法

人その他これに準ずるものであつて総務大臣が認めるものの場合は代表者の氏名を除

く。)を記載し、それぞれにフリガナを付けること。 

⑷ 代理人による申請の場合は、申請者に関する必要事項を記載するほか、これに準じ

て当該代理人に関する必要事項を枠下に記載すること。この場合においては、委任状

を添付すること。ただし、包括委任状の番号が通知されている場合は、当該番号を記

載することとし、委任状の添付は要しない。 

４ 2 の欄は、法第 5 条第 3 項に規定する欠格事由(電波法又は放送法に基づく処分歴等)の

有無について、該当する□にレ印を付けること。 

５ 3 の欄は、次によること。 

⑴ ⑤の欄は、該当する□にレ印を付けること。5 年未満の免許の有効期間を希望する場

合は、その期間を記載すること。 

注１ 所轄総合通信局長を記載すること。なお、沖縄県の区域においては、沖縄総合通信事務

所長とする。 

２ 1 の欄は、次によること。 

⑴ 住所の欄は、郵便番号及び住所を記載すること。 

⑵ 申請者が外国人である場合は、住所の欄に日本における居住地を記載すること。ま

た、国籍の欄に当該者の国籍を記載すること。 

⑶ 申請者が個人の場合は氏名を、社団の場合はその名称及び代表者の氏名(公益社団法

人その他これに準ずるものであつて総務大臣が認めるものの場合は代表者の氏名を除

く。)を記載し、それぞれにフリガナを付けること。 

⑷ 代理人による申請の場合は、申請者に関する必要事項を記載するほか、これに準じ

て当該代理人に関する必要事項を枠下に記載すること。この場合においては、委任状

を添付すること。ただし、包括委任状の番号が通知されている場合は、当該番号を記

載することとし、委任状の添付は要しない。 

３ 2 の欄は、法第 5 条第 3 項に規定する欠格事由(電波法又は放送法に基づく処分歴等)の

有無について、該当する□にレ印を付けること。 

４ 3 の欄は、次によること。 

⑴ ⑤の欄は、該当する□にレ印を付けること。5 年未満の免許の有効期間を希望する場

合は、その期間を記載すること。 

⑵ ⑥の欄は、次によること。 

ア 2 の欄が「有」に該当する場合は、その内容について記載すること。 
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⑵ ⑥の欄は、次によること。 

ア 2 の欄が「有」に該当する場合は、その内容について記載すること。 

イ その他必要な事項がある場合は、その内容について記載すること。 

６ 4 の欄は、施行規則第 51 条の 10 の 6 第 3 項の規定による電波利用料の前納について、

次により記載すること。 

⑴ ①の欄は、電波利用料の前納の申出の有無について、該当する□にレ印を付けるこ

と。なお、前納の申出をした場合、口座振替により納付することはできない。 

⑵ ②の欄は、①の欄が「有」に該当する場合は、電波利用料の前納に係る期間につい

て記載することとし、無線局の免許の有効期間のうち該当する□にレ印を付けるこ

と。 

７ 免許事項証明書又は申請に対する処分に係る書類の送付を希望するときは、申請者又は

代理人の住所の郵便番号、住所及び氏名を記載し、送付に要する郵便切手等を貼付した返

信用封筒を申請書に添付すること。この場合において、封筒は、当該書類を封入し得るも

の(書類を折らずに送付することを希望する場合は、相当の大きさのもの)とする。 

８ 申請書の用紙は、日本産業規格 A 列 4 番とし、該当欄に全部を記載することができない

場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この別表に定める規格の用紙に適宜記載す

ること。 

イ その他必要な事項がある場合は、その内容について記載すること。 

５ 4 の欄は、施行規則第 51 条の 10 の 6 第 3 項の規定による電波利用料の前納について、

次により記載すること。 

⑴ ①の欄は、電波利用料の前納の申出の有無について、該当する□にレ印を付けるこ

と。なお、前納の申出をした場合、口座振替により納付することはできない。 

⑵ ②の欄は、①の欄が「有」に該当する場合は、電波利用料の前納に係る期間につい

て記載することとし、無線局の免許の有効期間のうち該当する□にレ印を付けるこ

と。 

６ 無線局免許状等の申請に対する処分に係る書類の送付を希望するときは、申請者又は代

理人の住所の郵便番号、住所及び氏名を記載し、送付に要する郵便切手等を貼付した返信

用封筒を申請書に添付すること。この場合において、封筒は、当該書類を封入し得るもの

(書類を折らずに送付することを希望する場合は、相当の大きさのもの)とする。 

７ 申請書の用紙は、日本産業規格 A 列 4 番とし、該当欄に全部を記載することができない

場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この別表に定める規格の用紙に適宜記載す

ること。 

別表第十四号第２ アマチュア局の変更等申請書及び届出書の様式（第 20 条の 13 関係）（総合

通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。） 

別表第十四号第２ アマチュア局の変更等申請書及び届出書の様式（第 20 条の 13 関係）（総合

通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。） 

アマチュア局変更等申請書及び届出書(特例様式) 

年  月  日  

 （何）総合通信局長（注１）殿  

収入印紙貼付欄 

（注２） 

 

以下の事項について、アマチュア局の変更の許可を受けたい(変更した)ので、無線局免許手

続規則第 12 条第 1 項に規定する書類を添えて、下記のとおり申請(届出)します。 

(申請(届出)にあたり、無線局免許手続規則第 12 条第 1 項(第 25 条第 1 項において準用する

場合を含む。)に規定する書類を添えます。) 

□無線設備の増設・取替・変更・撤去(電波法第 17 条) 

□電波の型式並びに周波数及び空中線電力(一括して表示する記号)の変更(電波法第 19 条)(

無線従事者免許証の番号の変更を伴う場合を含む。) 

□免許人住所の変更(電波法第 21 条) 

□移動する局の無線設備の常置場所の変更(施行規則第 43 条) 

□移動しない局の無線設備の設置場所の変更(電波法第 17 条) 

アマチュア局変更等申請書及び届出書(特例様式) 

年  月  日  

 （何）総合通信局長（注１）殿 

以下の事項について、アマチュア局の変更の許可を受けたい(変更した)ので、無線局免許手

続規則第 12 条第 1 項に規定する書類を添えて、下記のとおり申請(届出)します。 

(申請(届出)にあたり、無線局免許手続規則第 12 条第 1 項(第 25 条第 1 項において準用する

場合を含む。)に規定する書類を添えます。) 

□無線設備の増設・取替・変更・撤去(電波法第 17 条) 

□電波の型式並びに周波数及び空中線電力(一括して表示する記号)の変更(電波法第 19 条)(

無線従事者免許証の番号の変更を伴う場合を含む。) 

□免許人住所の変更(電波法第 21 条) 

□移動する局の無線設備の常置場所の変更(施行規則第 43 条) 

□移動しない局の無線設備の設置場所の変更(電波法第 17 条) 

□呼出符号の変更(電波法第 19 条) 

□社団(クラブ)の定款又は理事に関する変更(施行規則第 43 条) 

□その他の変更(                         ) 

(注 2) 
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□呼出符号の変更(電波法第 19 条) 

□社団(クラブ)の定款又は理事に関する変更(施行規則第 43 条) 

□その他の変更(                         ) 

（注３） 

また、上記の申請等（免許記録に記録した事項の変更に係るものに限る。）に併せて、電波

法第 14 条の２の規定により、免許記録に記録されている事項を証明した書面の交付を請求

します。（注４） 

記 

 １ 申請(届出)者(注５) 

住 所 〒（  ―  ） 

  

国籍（外国人のみ記載） 〔             〕  

氏名又は名称及び代

表者氏名 

フリガナ 

 

  

 ２ 変更の対象となる無線局に関する事項(注６) 

① 無線局の種別及び局数 アマチュア局 1局 

② 呼出符号 
 

③ 免許の番号 A第      号 

④ 備考 
 

 ３ 申請(届出)の内容に関する連絡先 

氏名 フリガナ 

 

  

電話番号   

電子メールアドレス   

備考 1 この申請書及び届出書には、別表第二号の三第 3「アマチュア局の無線局事項書及び

工事設計書の様式」を添付すること。 

2 無線従事者免許証の番号の変更にあつては、無線従事者資格の変更の場合に限る。なお、

無線従事者免許証の再交付による番号の変更の場合は、届出を要しない。 

記 

 １ 申請(届出)者(注 3) 

住 所 〒（  ―  ） 

  

国籍（外国人のみ記載） 〔             〕  

氏名又は名称及び代

表者氏名 

フリガナ 

 

  

 ２ 変更の対象となる無線局に関する事項(注 4) 

① 無線局の種別及び局数 アマチュア局 1局 

② 呼出符号 
 

③ 免許の番号 A第      号 

④ 備考 
 

 ３ 申請(届出)の内容に関する連絡先 

氏名 フリガナ 

 

  

電話番号   

電子メールアドレス   

備考 1 この申請書及び届出書には、別表第二号の三第 3「アマチュア局の無線局事項書及び

工事設計書の様式」を添付すること。 

2 無線従事者免許証の番号の変更にあつては、無線従事者資格の変更の場合に限る。なお、

無線従事者免許証の再交付による番号の変更の場合は、届出を要しない。 

注１ 所轄総合通信局長を記載すること。なお、沖縄県の区域においては、沖縄総合通信事務

所長とする。 

２ 収入印紙については、次によること。ただし、当該部分は、電子申請等による場合にあ

つては、適用しない。 

⑴ 収入印紙貼付欄に全部を貼付できない場合は、その欄に別紙に貼付する旨を記載

し、日本産業規格Ａ列４番の用紙に貼付すること。 

注１ 所轄総合通信局長を記載すること。なお、沖縄県の区域においては、沖縄総合通信事務

所長とする。 

２ 該当する□にレ印を付けること。 

３ 1 の欄は、次によること。 

⑴ 住所の欄は、郵便番号及び住所を記載すること。 
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⑵ 収入印紙を必要額を超えて貼付している場合は、届出書の余白に「過納承諾 氏

名」のように記入すること。 

３ 該当する□にレ印を付けること。 

４ 申請等に併せて免許事項証明書の交付の請求を行わない場合は、当該部分を削除するこ

と。また、当該部分は、電子申請等による場合にあつては、適用しない。 

５ 1 の欄は、次によること。 

⑴ 住所の欄は、郵便番号及び住所を記載すること。 

⑵ 申請(届出)者が外国人である場合は、住所の欄に日本における居住地を記載するこ

と。また、国籍の欄に当該者の国籍を記載すること。 

⑶ 申請者が個人の場合は氏名を、社団の場合はその名称及び代表者の氏名(公益社団法

人その他これに準ずるものであつて総務大臣が認めるものの場合は代表者の氏名を除

く。)を記載し、それぞれにフリガナを付けること。 

⑷ 代理人による申請(届出)の場合は、申請(届出)者に関する必要事項を記載するほ

か、これに準じて当該代理人に関する必要事項を枠下に記載すること。この場合にお

いては、委任状を添付すること。ただし、包括委任状の番号が通知されている場合

は、当該番号を記載することとし、委任状の添付は要しない。 

６ 2 の欄は、次によること。 

⑴ ②の欄は、現に予備免許又は免許を受けている無線局に指定されている呼出符号を

記載すること。 

⑵ ③の欄は、現に免許を受けている無線局の免許の番号(予備免許を受けているものに

あつては、予備免許通知書の番号)を記載すること。 

⑶ ④の欄は、その他必要な事項がある場合は、その内容について記載すること。 

７ 免許事項証明書又は申請(届出)に対する処分に係る書類の送付を希望するときは、申請

(届出)者又は代理人の住所の郵便番号、住所及び氏名を記載し、送付に要する郵便切手等

を貼付した返信用封筒を申請書に添付すること。この場合において、封筒は、当該書類を

封入し得るもの(書類を折らずに送付することを希望する場合は、相当の大きさのもの)と

する。 

８ 申請(届出)書の用紙は、日本産業規格 A 列 4 番とし、該当欄に全部を記載することがで

きない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この別表に定める規格の用紙に適宜

記載すること。 

⑵ 申請(届出)者が外国人である場合は、住所の欄に日本における居住地を記載するこ

と。また、国籍の欄に当該者の国籍を記載すること。 

⑶ 申請者が個人の場合は氏名を、社団の場合はその名称及び代表者の氏名(公益社団法

人その他これに準ずるものであつて総務大臣が認めるものの場合は代表者の氏名を除

く。)を記載し、それぞれにフリガナを付けること。 

⑷ 代理人による申請(届出)の場合は、申請(届出)者に関する必要事項を記載するほ

か、これに準じて当該代理人に関する必要事項を枠下に記載すること。この場合にお

いては、委任状を添付すること。ただし、包括委任状の番号が通知されている場合

は、当該番号を記載することとし、委任状の添付は要しない。 

４ 2 の欄は、次によること。 

⑴ ②の欄は、現に予備免許又は免許を受けている無線局に指定されている呼出符号を

記載すること。 

⑵ ③の欄は、現に免許を受けている無線局の免許の番号(予備免許を受けているものに

あつては、予備免許通知書の番号)を記載すること。 

⑶ ④の欄は、その他必要な事項がある場合は、その内容について記載すること。 

５ 無線局免許状等の申請(届出)に対する処分に係る書類の送付を希望するときは、申請(

届出)者又は代理人の住所の郵便番号、住所及び氏名を記載し、送付に要する郵便切手等

を貼付した返信用封筒を申請書に添付すること。この場合において、封筒は、当該書類を

封入し得るもの(書類を折らずに送付することを希望する場合は、相当の大きさのもの)と

する。 

６ 申請(届出)書の用紙は、日本産業規格 A 列 4 番とし、該当欄に全部を記載することがで

きない場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この別表に定める規格の用紙に適宜

記載すること。 

  

備 考 表 中 の ［  ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。 

 

  



九十九 頁  
 

 

 

（ 無 線 局 運 用 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 三 条  無 線 局 運 用 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る

 。  

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ

る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め る 。  

  



百 頁  
 

 

 

改   正   後 改   正   前 

  

（ 一 括 呼 出 し の 応 答 順 位 ） 

第 百 二 十 七 条 免 許 記 録 に 記 録 さ れ て い る 通 信 の 相 手 方 で あ る 無 線 局 を 一 括 し て 呼 び 出 そ う と す

る と き は 、 左 の 事 項 を 順 次 送 信 す る も の と す る 。 

一  Ｃ Ｑ  三 回 

二  Ｄ Ｅ  一 回 

三  自 局 の 呼 出 符 号 三 回 以 下 

四  Ｋ 一 回 

２  前 項 の 一 括 呼 出 し に 対 す る 各 無 線 局 の 応 答 順 位 は 、 関 係 の 免 許 人 に お い て あ ら か じ め 定 め て

お か な け れ ば な ら な い 。 

３  第 一 項 の 呼 出 し を 受 け た 無 線 局 は 、 前 項 の 順 序 に 従 つ て 応 答 し な け れ ば な ら な い 。 

（ 一 括 呼 出 し の 応 答 順 位 ） 

第 百 二 十 七 条 免 許 状 に 記 載 さ れ た 通 信 の 相 手 方 で あ る 無 線 局 を 一 括 し て 呼 び 出 そ う と す る と き

は 、 左 の 事 項 を 順 次 送 信 す る も の と す る 。 

一  Ｃ Ｑ  三 回 

二  Ｄ Ｅ  一 回 

三  自 局 の 呼 出 符 号 三 回 以 下 

四  Ｋ 一 回 

２  前 項 の 一 括 呼 出 し に 対 す る 各 無 線 局 の 応 答 順 位 は 、 関 係 の 免 許 人 に お い て あ ら か じ め 定 め て

お か な け れ ば な ら な い 。 

３  第 一 項 の 呼 出 し を 受 け た 無 線 局 は 、 前 項 の 順 序 に 従 つ て 応 答 し な け れ ば な ら な い 。 

（ 各 局 あ て 同 報 ） 

第 百 二 十 七 条 の 四 第 五 十 九 条 第 一 項 の 規 定 は 、 免 許 記 録 に 記 録 さ れ て い る 通 信 の 相 手 方 に 対 し

て 同 時 に 通 報 を 送 信 す る 場 合 に 準 用 す る 。 

（ 各 局 あ て 同 報 ） 

第 百 二 十 七 条 の 四 第 五 十 九 条 第 一 項 の 規 定 は 、 免 許 状 に 記 載 さ れ た 通 信 の 相 手 方 に 対 し て 同 時

に 通 報 を 送 信 す る 場 合 に 準 用 す る 。 

  

備 考 表 中 の ［  ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。 

 

  



百一 頁  
 

 

 

（ 登 録 検 査 等 事 業 者 等 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 四 条  登 録 検 査 等 事 業 者 等 規 則 （ 平 成 九 年 郵 政 省 令 第 七 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 （ 下 線 を 含 む 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） を 付 し

た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及

び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線 を 付 し た 規 定 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 対 象 規

定 」 と い う 。 ） は 、 そ の 標 記 部 分 が 同 一 の も の は 当 該 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る も の の よ う に 改

め 、 そ の 標 記 部 分 が 異 な る も の は 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 と し て 移

動 し 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 後 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を

削 り 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 前 欄 に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を

加 え る 。  

  



百二 頁  
 

 

 

改   正   後 改   正   前 
（ 登 録 の 更 新 ） 

第 三 条 法 第 二 十 四 条 の 三 第 一 項 の 登 録 の 更 新 の 申 請 は 、 登 録 の 有 効 期 間 満 了 前 三 箇 月 以 上 六 箇

月 を 超 え な い 期 間 に お い て 行 わ な け れ ば な ら な い 。 

（ 登 録 の 更 新 ） 

第 三 条 法 第 二 十 四 条 の 二 の 二 第 一 項 の 登 録 の 更 新 の 申 請 は 、 登 録 の 有 効 期 間 満 了 前 三 箇 月 以 上

六 箇 月 を 超 え な い 期 間 に お い て 行 わ な け れ ば な ら な い 。 

［ ２ 略 ］ ［ ２ 同 上 ］ 

 

第 四 条 削 除 

（ 登 録 証 の 様 式 ） 

第 四 条 法 第 二 十 四 条 の 四 第 一 項 の 登 録 証 の 様 式 は 、 別 表 第 四 号 の と お り と す る 。 

（ 変 更 の 届 出 ） 

第 五 条 登 録 検 査 等 事 業 者 は 、 法 第 二 十 四 条 の 五 の 届 出 を し よ う と す る と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項

を 記 載 し た 申 請 書 を 総 合 通 信 局 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

（ 変 更 の 届 出 ） 

第 五 条 登 録 検 査 等 事 業 者 は 、 法 第 二 十 四 条 の 五 第 一 項 の 届 出 を し よ う と す る と き は 、 次 に 掲 げ

る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 を 総 合 通 信 局 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

 ［ 一 ～ 三 略 ］  ［ 一 ～ 三 同 上 ］ 

［ 削 る ］ ２  前 項 の 届 出 が あ っ た 場 合 に お い て 、 総 合 通 信 局 長 は 、 新 た な 登 録 証 の 交 付 に よ る 訂 正 を 行 う

こ と が あ る 。 

［ ２ ～ ４  略 ］ ［ ３ ～ ５  同 上 ］ 

５  総 合 通 信 局 長 は 、 法 第 二 十 四 条 の 五 の 規 定 に よ る 届 出 が あ っ た 場 合 に は 、 そ の 届 出 が あ っ た

事 項 を 登 録 検 査 等 事 業 者 登 録 フ ァ イ ル に 記 録 し な け れ ば な ら な い 。 

６  総 合 通 信 局 長 は 、 法 第 二 十 四 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 が あ っ た 場 合 に は 、 そ の 届 出 が

あ っ た 事 項 を 登 録 検 査 等 事 業 者 登 録 簿 に 登 録 し な け れ ば な ら な い 。 

 

第 六 条 削 除 

（ 登 録 証 の 再 交 付 ） 

第 六 条 登 録 検 査 等 事 業 者 は 、 登 録 証 を 破 損 し 、 汚 し 、 失 っ た 等 の た め に 登 録 証 の 再 交 付 を 申 請

し よ う と す る と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 を 総 合 通 信 局 長 に 提 出 し な け れ ば な ら

な い 。 

 一  登 録 又 は そ の 更 新 の 年 月 日 及 び 登 録 番 号 

 二  再 交 付 の 理 由 

 ２  登 録 検 査 等 事 業 者 は 、 新 た な 登 録 証 の 交 付 を 受 け た と き は 、 遅 滞 な く 旧 登 録 証 を 返 納 し な け

れ ば な ら な い 。 た だ し 、 登 録 証 を 失 っ た 等 の た め に こ れ を 返 納 す る こ と が で き な い 場 合 は 、 こ

の 限 り で な い 。  

（ 外 国 点 検 事 業 者 の 登 録 の 申 請 ） 

第 九 条 法 第 二 十 四 条 の 十 二 第 一 項 の 登 録 を 受 け よ う と す る 者 は 、 別 表 第 一 号 に 定 め る 様 式 の 申

請 書 を 関 東 総 合 通 信 局 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る と こ ろ

に よ り 行 う 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。 

（ 外 国 点 検 事 業 者 の 登 録 の 申 請 ） 

第 九 条 法 第 二 十 四 条 の 十 三 第 一 項 の 登 録 を 受 け よ う と す る 者 は 、 別 表 第 一 号 に 定 め る 様 式 の 申

請 書 を 関 東 総 合 通 信 局 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る と こ ろ

に よ り 行 う 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。 

２  法 第 二 十 四 条 の 十 二 第 二 項 に お い て 準 用 す る 法 第 二 十 四 条 の 二 第 三 項 の 業 務 の 実 施 の 方 法 を

定 め る 書 類 （ 以 下 「 外 国 業 務 実 施 方 法 書 」 と い う 。 ） に は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 す る も の と

す る 。 

２  法 第 二 十 四 条 の 十 三 第 二 項 に お い て 準 用 す る 法 第 二 十 四 条 の 二 第 三 項 の 業 務 の 実 施 の 方 法 を

定 め る 書 類 （ 以 下 「 外 国 業 務 実 施 方 法 書 」 と い う 。 ） に は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 す る も の と

す る 。 

［ 一 ～ 八  略 ］ ［ 一 ～ 八  同 上 ］ 

［ ３ ・ ４  略 ］ ［ ３ ・ ４  同 上 ］ 



百三 頁  
 

 

 

５  法 第 二 十 四 条 の 十 二 第 二 項 に お い て 準 用 す る 法 第 二 十 四 条 の 二 第 三 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 書

類 は 、 法 第 二 十 四 条 の 十 二 第 二 項 に お い て 準 用 す る 法 第 二 十 四 条 の 二 第 五 項 各 号 に 該 当 し な い

こ と を 示 す 別 表 第 三 号 に 定 め る 様 式 の 書 類 と す る 。 

５  法 第 二 十 四 条 の 十 三 第 二 項 に お い て 準 用 す る 法 第 二 十 四 条 の 二 第 三 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 書

類 は 、 法 第 二 十 四 条 の 十 三 第 二 項 に お い て 準 用 す る 法 第 二 十 四 条 の 二 第 五 項 各 号 に 該 当 し な い

こ と を 示 す 別 表 第 三 号 に 定 め る 様 式 の 書 類 と す る 。 

 

第 十 条 削 除 

（ 登 録 外 国 点 検 事 業 者 の 登 録 証 の 様 式 ） 

第 十 条 法 第 二 十 四 条 の 十 三 第 二 項 に お い て 準 用 す る 第 二 十 四 条 の 四 第 一 項 の 登 録 外 国 点 検 事 業

者 の 登 録 証 の 様 式 は 、 別 表 第 四 号 の と お り と す る 。 

（ 登 録 外 国 点 検 事 業 者 の 変 更 の 届 出 ） 

第 十 一 条  登 録 外 国 点 検 事 業 者 は 、 法 第 二 十 四 条 の 十 二 第 二 項 に お い て 準 用 す る 法 第 二 十 四 条 の

五 の 届 出 を し よ う と す る と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 届 出 書 を 関 東 総 合 通 信 局 長 に 提 出

し な け れ ば な ら な い 。 

（ 登 録 外 国 点 検 事 業 者 の 変 更 の 届 出 ） 

第 十 一 条  登 録 外 国 点 検 事 業 者 は 、 法 第 二 十 四 条 の 十 三 第 二 項 に お い て 準 用 す る 法 第 二 十 四 条 の

五 第 一 項 の 届 出 を し よ う と す る と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 届 出 書 を 関 東 総 合 通 信 局 長

に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

［ 一 ～ 三  略 ］ ［ 一 ～ 三  同 上 ］ 

［ 削 る ］ ２  前 項 の 届 出 が あ っ た 場 合 に お い て 、 関 東 総 合 通 信 局 長 は 、 新 た な 登 録 証 の 交 付 に よ る 訂 正 を

行 う こ と が あ る 。 

２  ［ 略 ］ ３  ［ 同 上 ］ 

３  ［ 略 ］ ４  ［ 同 上 ］ 

４  関 東 総 合 通 信 局 長 は 、 法 第 二 十 四 条 の 十 二 第 二 項 に お い て 準 用 す る 法 第 二 十 四 条 の 五 の 規 定

に よ る 届 出 が あ っ た 場 合 に は 、 そ の 届 出 が あ っ た 事 項 を 登 録 外 国 点 検 事 業 者 登 録 フ ァ イ ル に 記

録 し な け れ ば な ら な い 。 

５  関 東 総 合 通 信 局 長 は 、 法 第 二 十 四 条 の 十 三 第 二 項 に お い て 準 用 す る 法 第 二 十 四 条 の 五 第 一 項

の 規 定 に よ る 届 出 が あ っ た 場 合 に は 、 そ の 届 出 が あ っ た 事 項 を 登 録 外 国 点 検 事 業 者 登 録 簿 に 登

録 し な け れ ば な ら な い 。 

 

第 十 二 条  削 除   

（ 登 録 外 国 点 検 事 業 者 の 登 録 証 の 再 交 付 ） 

第 十 二 条  登 録 外 国 点 検 事 業 者 は 、 登 録 証 を 破 損 し 、 汚 し 、 失 っ た 等 の た め に 登 録 証 の 再 交 付 を

申 請 し よ う と す る と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 請 書 を 関 東 総 合 通 信 局 長 に 提 出 し な け

れ ば な ら な い 。 

 一  登 録 の 年 月 日 及 び 登 録 番 号 

 二  再 交 付 の 理 由 

 ２  登 録 外 国 点 検 事 業 者 は 、 新 た な 登 録 証 の 交 付 を 受 け た と き は 、 遅 滞 な く 旧 登 録 証 を 返 納 し な

け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 登 録 証 を 失 っ た 等 の た め に こ れ を 返 納 す る こ と が で き な い 場 合 は 、

こ の 限 り で な い 。  

 （ 登 録 に 係 る 事 業 の 承 継 の 届 出 ） 

第 十 三 条  法 第 二 十 四 条 の 十 二 第 二 項 に お い て 準 用 す る 法 第 二 十 四 条 の 六 第 二 項 の 届 出 を し よ う

と す る と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 届 出 書 に 法 第 二 十 四 条 の 十 二 第 二 項 に お い て 準 用 す

る 法 第 二 十 四 条 の 六 第 二 項 の 事 実 を 証 す る 書 面 及 び 法 第 二 十 四 条 の 十 二 第 二 項 に お い て 準 用 す

る 法 第 二 十 四 条 の 二 第 五 項 各 号 に 該 当 し な い こ と を 示 す 別 表 第 三 号 に 定 め る 様 式 の 書 類 を 添 え

て 、 関 東 総 合 通 信 局 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 

 （ 登 録 に 係 る 事 業 の 承 継 の 届 出 ） 

第 十 三 条  法 第 二 十 四 条 の 十 三 第 二 項 に お い て 準 用 す る 法 第 二 十 四 条 の 六 第 二 項 の 届 出 を し よ う

と す る と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 届 出 書 に 法 第 二 十 四 条 の 十 三 第 二 項 に お い て 準 用 す

る 法 第 二 十 四 条 の 六 第 二 項 の 事 実 を 証 す る 書 面 及 び 法 第 二 十 四 条 の 十 三 第 二 項 に お い て 準 用 す

る 法 第 二 十 四 条 の 二 第 五 項 各 号 に 該 当 し な い こ と を 示 す 別 表 第 三 号 に 定 め る 様 式 の 書 類 を 添 え

て 、 関 東 総 合 通 信 局 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

［ 一 ・ 二  略 ］ ［ 一 ・ 二  同 上 ］ 

［ ２ 略 ］ ［ ２ 同 上 ］ 

（ 登 録 外 国 点 検 事 業 者 の 廃 止 の 届 出 ） （ 登 録 外 国 点 検 事 業 者 の 廃 止 の 届 出 ） 
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第 十 四 条  登 録 外 国 点 検 事 業 者 は 、 法 第 二 十 四 条 の 十 二 第 二 項 に お い て 準 用 す る 法 第 二 十 四 条 の

九 第 一 項 の 規 定 に よ る 登 録 に 係 る 事 業 の 廃 止 の 届 出 を し よ う と す る と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を

記 載 し た 届 出 書 を 関 東 総 合 通 信 局 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

第 十 四 条  登 録 外 国 点 検 事 業 者 は 、 法 第 二 十 四 条 の 十 三 第 二 項 に お い て 準 用 す る 法 第 二 十 四 条 の

九 第 一 項 の 規 定 に よ る 登 録 に 係 る 事 業 の 廃 止 の 届 出 を し よ う と す る と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を

記 載 し た 届 出 書 を 関 東 総 合 通 信 局 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

 ［ 一 ～ 四 略 ］ ［ 一 ～ 四  同 上 ］ 

 

［ 削 る ］ 

（ 公 表 ） 

第 二 十 三 条 総 務 大 臣 は 、 登 録 検 査 等 事 業 者 等 に 係 る 次 の 事 項 を 公 表 す る も の と す る 。 

一  登 録 検 査 等 事 業 者 等 の 名 称 

二  登 録 検 査 等 事 業 者 等 の 住 所 

三  登 録 又 は そ の 更 新 の 年 月 日 

四  登 録 番 号 

五  有 効 年 月 日 （ 登 録 検 査 等 事 業 者 （ 点 検 の 事 業 の み を 行 う も の を 除 く 。 ） に 限 る 。 ） 

六  無 線 設 備 等 の 点 検 の 事 業 の み を 行 う も の に あ っ て は 、 そ の 旨 

２  前 項 の 公 表 は 、 イ ン タ ー ネ ッ ト の 利 用 そ の 他 の 適 切 な 方 法 に よ っ て 行 う も の と す る 。 

（ 総 合 通 信 局 長 に 提 出 す る 書 類 の 作 成 ） 

第 二 十 三 条 こ の 省 令 の 規 定 に よ り 総 合 通 信 局 長 に 提 出 す る 書 類 は 、 日 本 語 で 作 成 す る も の と す

る 。 

（ 総 合 通 信 局 長 に 提 出 す る 書 類 の 作 成 ） 

第 二 十 四 条 こ の 省 令 の 規 定 に よ り 総 合 通 信 局 長 に 提 出 す る 書 類 は 、 日 本 語 で 作 成 す る も の と す

る 。 

（ 電 子 情 報 処 理 組 織 に よ る 手 続 等 ） 

第 二 十 四 条 こ の 省 令 の 規 定 に よ る 申 請 等 を 電 子 申 請 等 に よ り 行 う 場 合 は 、 総 務 大 臣 が 定 め る 方

法 等 に 従 い 行 う も の と す る 。 

２  こ の 省 令 の 規 定 に よ る 申 請 等 に 対 す る 処 分 通 知 等 を 電 子 交 付 等 に よ り 受 け る こ と を 希 望 す る

者 は 、 総 務 大 臣 が 定 め る 方 法 等 に 従 い 、 そ の 旨 を 表 示 し て 電 子 申 請 等 に よ り 行 う も の と す る 。 

３  こ の 省 令 の 規 定 に よ る 申 請 等 に 対 す る 電 子 処 分 通 知 等 に 係 る 公 印 は 、 押 印 を 省 略 す る も の と

す る 。 

 

［ 新 設 ］ 

  

別表第一号（第２条第１項、第３条第２項及び第９条第１項関係） 別表第一号（第２条第１項、第３条第２項及び第９条第１項関係） 

 登 録 検 査 等 事 業 者 等 申 請 書 

 年  月  日 

  （何）総合通信局長 殿（注１） 

                    申請者（注２） 

                    郵 便 番 号 

長                    住 所 

                    氏     名             

                    電 話 番 号 

  

           第24条の２第１項の登録 

 下記のとおり、電波法第24条の３第１項の登録の更新（注３）を受けたいので、 

 登 録 検 査 等 事 業 者 等 申 請 書 

 年  月  日 

  （何）総合通信局長 殿（注１） 

                    申請者（注２） 

                    郵 便 番 号 

長                    住 所 

                    氏     名             

                    電 話 番 号 

  

           第24条の２第１項の登録 

 下記のとおり、電波法第24条の２の２第１項の登録の更新（注３）を受けたいので、 
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辺           第24条の12第１項の登録 

 申請します。 

 記 

 １ 事務所の名称及び所在地（注４） 

 ２ 点検に用いる測定器その他の設備の概要（注５） 

 ３ 備考（注６） 
 

辺           第24条の13第１項の登録 

 申請します。 

 記 

 １ 事務所の名称及び所在地（注４） 

 ２ 点検に用いる測定器その他の設備の概要（注５） 

 ３ 備考（注６） 
 

                短        辺    （日本産業規格Ａ列４番）                 短        辺    （日本産業規格Ａ列４番） 

［注１～６ 略］ ［注１～６ 同左］ 

別表第三号（第２条第５項、第３条第２項、第７条第１項及び第 13 条第１項関係） 別表第三号（第２条第５項、第３条第２項、第７条第１項及び第 13 条第１項関係） 

 誓   約   書 

 年  月  日 

長  （何）総合通信局長 （注１）殿 

                申請者（注２）郵 便 番 号 

                       住 所 

辺                       氏     名 

  

 登録申請者及びその役員は、電波法第24条の２第５項各号又は法第24条の12第２項

において準用する法第24条の２第５項各号に該当しないことを誓約します。 
 

 誓   約   書 

 年  月  日 

長  （何）総合通信局長 （注１）殿 

                申請者（注２）郵 便 番 号 

                       住 所 

辺                       氏     名 

  

 登録申請者及びその役員は、電波法第24条の２第５項各号又は法第24条の13第２項

において準用する法第24条の２第５項各号に該当しないことを誓約します。 
 

                短        辺    （日本産業規格Ａ列４番）                 短        辺    （日本産業規格Ａ列４番） 

［注１・２ 略］ ［注１・２ 同左］ 

別表第四号 削除 別表第四号（第４条及び第 10 条関係） 

  登  録  証 

 

長  

登録又はその更新の年月日  登録番号  

有効年月日（注１）  

登録検査等事業者等の名称  

登録検査等事業者等の住所  

備考（注２）  
 

 電波法第24条の２第４項の規定により上記のとおり登録したことを証する。（注３） 

   年  月  日 

辺                  

                 （注４）（何）総合通信局長 （印） 

  
 

                短        辺    （日本産業規格Ａ列４番） 

 注１ 登録検査等事業者（点検の事業のみを行う者を除く。）に限り記載する。 

 ２ 登録を受けた者が点検の事業のみを行う者である場合はその旨を記載する。 
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 ３ 外国点検事業者の登録の場合は、「電波法第 24 条の２第４項」とある部分は、「電波

法第 24 条の 13 第２項」とする。 

 ４ 「（何）総合通信局長」とある部分は、沖縄総合通信事務所にあっては、沖縄総合通

信事務所長とする。 

別 表 第 五 号 登 録 検 査 等 事 業 者 （ 点 検 の 事 業 の み を 行 う 者 を 除 く 。) が 行 う 検 査 の 実 施 項 目 （ 第

十 六 条 第 一 項 関 係)  

［ 第 一 略 ］ 

第 二 法 第 六 十 条 の 時 計 及 び 備 付 書 類 

一  時 計 の 備 付 け 

二  免 許 記 録 の 備 付 け （ 船 舶 局 、 無 線 航 行 移 動 局 及 び 船 舶 地 球 局 に あ っ て は 、 掲 示 を 含 む 。 ） 

三  無 線 業 務 日 誌 の 備 付 け 及 び 保 存 並 び に 記 載 内 容 

四  そ の 他 の 書 類 の 備 付 け 

［ 第 三 略 ］ 

別 表 第 五 号 登 録 検 査 等 事 業 者 （ 点 検 の 事 業 の み を 行 う 者 を 除 く 。) が 行 う 検 査 の 実 施 項 目 （ 第

十 六 条 第 一 項 関 係 ）  

［ 第 一 同 上 ］ 

第 二 ［ 同 上 ］ 

［ 一 同 上 ］ 

二  無 線 局 免 許 状 の 備 付 け （ 船 舶 局 、 無 線 航 行 移 動 局 及 び 船 舶 地 球 局 に あ っ て は 、 掲 示 ） 

［ 三 同 上 ］ 

［ 四 同 上 ］ 

［ 第 三 同 上 ］ 

別 表 第 七 号 登 録 検 査 等 事 業 者 等 が 行 う 点 検 の 実 施 項 目( 第 十 九 条 第 一 項 関 係) 

［ 第 一 略 ］ 

第 二 法 第 六 十 条 の 時 計 及 び 備 付 書 類 

点 検 の 種 別 点 検 の 項 目 

［ 一 略 ］ 

二  法 第 七 十 三 条 第 四 項 の 点 検 ［ イ 略 ］ 

ロ  免 許 記 録 の 備 付 け （ 船 舶 局 、 無 線 航 行 移 動

局 及 び 船 舶 地 球 局 に あ っ て は 、 掲 示 を 含 む 。

） 

［ ハ ・ ニ  略 ］ 

［ 第 三 略 ］ 

別 表 第 七 号 登 録 検 査 等 事 業 者 等 が 行 う 点 検 の 実 施 項 目( 第 十 九 条 第 一 項 関 係) 

［ 第 一 同 上 ］ 

第 二 ［ 同 上 ］ 

点 検 の 種 別 点 検 の 項 目 

［ 一 同 上 ］ 

二  法 第 七 十 三 条 第 四 項 の 点 検 ［ イ 同 上 ］ 

ロ  無 線 局 免 許 状 の 備 付 け （ 船 舶 局 、 無 線 航

行 移 動 局 及 び 船 舶 地 球 局 に あ っ て は 、 掲 示

） 

［ ハ ・ ニ  同 上 ］ 

［ 第 三 同 上 ］ 

別表第八号 点検結果通知書の様式（第 21 条関係） 別表第八号 点検結果通知書の様式（第 21 条関係） 

法第 10 条第２項、第 18 条第２項及び第 73 条第４項の点検を依頼した者宛て通知する点検結

果通知書（総合通信局長が、この様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができ

る。） 

法第 10 条第２項、第 18 条第２項及び第 73 条第４項の点検を依頼した者宛て通知する登録点

検結果通知書（総合通信局長が、この様式に代わるものとして認めた場合は、それによることが

できる。） 

 （１枚目）  （１枚目） 

 年  月  日 

 点 検 結 果 通 知 書 

   点検を依頼した無線局の免許人 

  又は予備免許を受けた者   宛て 

                    登録検査等事業者 

                    の氏名又は名称（注１） 

                    登録番号 

 年  月  日 

 点 検 結 果 通 知 書 

   点検を依頼した無線局の免許人 

  又は予備免許を受けた者   宛て 

                    登録検査等事業者 

                    の氏名又は名称（注１） 

                    登録番号 



百七 頁  
 

 

 

                    点検員の氏名 

長  登録検査等事業者等規則第２条第２項に規定する業務実施方法書に基づき貴所属無 

 線局の無線設備等の点検を行ったので、下記のとおり通知します。（注２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

辺 

点検年月日  無 線 局 の 種 別  

点 検 場 所  免許番号 (注３ )  

識 別 信 号 

(注４) 

  

点 検 項 目 点 検 結 果 

第１ 無線従事者の資格及び員数 

１ 専任されている無線従事者の

資格及び員数 

資 格 名 員 数 

  

２ 選任されている無線従事者の

従事事実 
従事の事実   有□   無□ 

３ 船舶局無線従事者証明書の所

有及び当該証明の効力 

所 有   有□ 無□ 免除□ 

効 力   有□ 無□ 

４ 主任無線従事者を選任してい

る場合は監督の事実 

監督の事実  有□  無□ 

５ 主任無線従事者を選任してい

る場合は主任講習の事実 

講習の受講  有□  無□ 

  年  月  日受講 

６ 遭難通信責任者の配置 配 置   有□ 無□ 免除□ 

第２ 時計及び書類 

 

１ 時計の備付け 

 

備付け    有□  無□ 

 

２ 免許記録の備付け（注５） 

 

 

備付け（注５）有□  無□ 

３ 無線業務日誌の備付け、記載

内容及び保存 

 

備付け    有□  無□ 免除□ 

保 存    有□  無□ 

記載内容 

４ その他の書類の備付け 備付書類 現  行  化 

 されている    □ 

されていない   □ 
 

  
 

                    点検員の氏名 

長  登録検査等事業者等規則第２条第２項に規定する業務実施方法書に基づき貴所属無 

 線局の無線設備等の点検を行ったので、下記のとおり通知します。（注２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

辺 

点検年月日  無 線 局 の 種 別  

点 検 場 所  免許番号 (注３ )  

識 別 信 号 

 

  

点 検 項 目 点 検 結 果 

第１ 無線従事者の資格及び員数 

１ 専任されている無線従事者の

資格及び員数 

資 格 名 員 数 

  

２ 選任されている無線従事者の

従事事実 
従事の事実   有□   無□ 

３ 船舶局無線従事者証明書の所

有及び当該証明の効力 

所 有   有□ 無□ 免除□ 

効 力   有□ 無□ 

４ 主任無線従事者を選任してい

る場合は監督の事実 

監督の事実  有□  無□ 

５ 主任無線従事者を選任してい

る場合は主任講習の事実 

講習の受講  有□  無□ 

  年  月  日受講 

６ 遭難通信責任者の配置 配 置   有□ 無□ 免除□ 

第２ 時計及び書類 

 

１ 時計の備付け 

 

備付け    有□  無□ 

 

２ 無線局免許状の備付け（注５） 

 

 

備付け（注５）有□  無□ 

３ 無線業務日誌の備付け、記載

内容及び保存 

 

備付け    有□  無□ 免除□ 

保 存    有□  無□ 

記載内容 

４ その他の書類の備付け 備付書類 現  行  化 

 されている    □ 

されていない   □ 
 

  
 

                短        辺    （日本産業規格Ａ列４番）                 短        辺    （日本産業規格Ａ列４番） 

［注１～４ 略］ ［注１～４ 同左］ 
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 ５ 船舶局、無線航行移動局及び船舶地球局の点検の場合は、「備付け」とあるのは、「

備付け（掲示を含む。）」とする。 

 ５ 船舶局、無線航行移動局及び船舶地球局の点検の場合は、「備付け」とあるのは、「

掲示」とする。 

［２～４枚目 略］ ［２～４枚目 同左］ 

  

備 考 表 中 の ［  ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。 
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附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

第 一 条  こ の 省 令 は 、 電 波 法 及 び 放 送 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 七 年 法 律 第 二 十 七 号 。 以 下 「 改

正 法 」 と い う 。 ） の 施 行 の 日 （ 令 和 ○ 年 ○ 月 ○ 日 ） か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

第 二 条  こ の 省 令 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） か ら 五 年 を 経 過 す る 日 ま で の 間 は 、 第 一 条

の 規 定 に よ る 改 正 前 の 電 波 法 施 行 規 則 第 三 十 八 条 第 四 項 、 第 八 項 （ 同 令 第 三 十 八 条 第 四 項 の 規 定 の

準 用 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） 、 第 十 項 、 第 三 十 八 条 の 三 第 一 項 （ 同 令 第 三 十 八 条 第 四 項 の 規 定 の 準 用

に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） 並 び に 第 四 十 五 条 の 三 第 二 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 施 行 日 前 に 免 許 状 、

登 録 状 又 は 許 可 状 を ス キ ャ ナ に よ り 読 み 取 る 方 法 そ の 他 こ れ に 類 す る 方 法 に よ り 作 成 し た 電 磁 的 記

録 を そ の 写 し と し 、 当 該 写 し を 備 え 付 け て い る 無 線 局 、 登 録 局 又 は 高 周 波 利 用 設 備 に 限 り 、 な お 従

前 の 例 に よ る こ と が で き る 。  

第 三 条  第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 電 波 法 施 行 規 則 に 規 定 す る 様 式 及 び 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 前

の 無 線 局 免 許 手 続 規 則 に 規 定 す る 様 式 に よ り 調 製 し た 用 紙 は 、 こ の 省 令 に よ る 改 正 後 の 様 式 に か か

わ ら ず 、 こ の 省 令 の 施 行 の 日 か ら 起 算 し て 六 月 を 経 過 す る 日 ま で の 間 は 、 使 用 す る こ と が で き る 。

こ の 場 合 に お い て 、 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 電 波 法 施 行 規 則 に 規 定 す る 様 式 及 び 第 二 条 の 規 定

に よ る 改 正 前 の 無 線 局 免 許 手 続 規 則 に 規 定 す る 様 式 に よ り 調 製 し た 用 紙 を 修 補 し て 使 用 す る も の と

す る 。  
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 （ 免 許 事 項 証 明 書 に 係 る 経 過 措 置 ）  

第 四 条  改 正 法 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 電 波 法 （ 以 下 「 旧 法 」 と い う 。 ） 第 十 四 条 第 一 項 及 び 第

二 十 七 条 の 五 第 二 項 の 規 定 に よ り 交 付 さ れ た 免 許 状 は 、 施 行 日 以 後 、 免 許 事 項 証 明 書 （ 改 正 法 に よ

る 改 正 後 の 法 第 十 四 条 の 二 に 規 定 す る 書 面 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） と み な し て 、 こ の 省 令 に よ る 改 正

後 の 電 波 法 施 行 規 則 及 び 無 線 局 免 許 手 続 規 則 の 規 定 を 適 用 す る 。  

第 五 条  改 正 法 の 施 行 の 際 現 に さ れ て い る 無 線 局 の 免 許 に 係 る 申 請 等 （ 情 報 通 信 技 術 を 活 用 し た 行 政

の 推 進 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 百 五 十 一 号 。 以 下 「 情 報 通 信 技 術 活 用 法 」 と い う 。 ） 第

三 条 第 八 号 に 規 定 す る 申 請 等 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に つ い て は 、 総 務 大 臣 又 は 総 合 通 信 局 長 が 免 許

を 与 え 又 は 免 許 に 係 る 許 可 等 を し た こ と に よ り 、 免 許 記 録 を 作 成 又 は 変 更 し た と き は 、 免 許 事 項 証

明 書 を 交 付 す る 。  

（ 登 録 事 項 証 明 書 に 係 る 経 過 措 置 ）  

第 六 条  旧 法 第 二 十 七 条 の 二 十 五 第 一 項 の 規 定 に よ り 交 付 さ れ た 登 録 状 は 、 施 行 日 以 後 、 登 録 事 項 証

明 書 （ 改 正 法 に よ る 改 正 後 の 法 第 二 十 七 条 の 二 十 三 に 規 定 す る 書 面 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） と み な し

て 、 こ の 省 令 に よ る 改 正 後 の 電 波 法 施 行 規 則 及 び 無 線 局 免 許 手 続 規 則 の 規 定 を 適 用 す る 。  

第 七 条  改 正 法 の 施 行 の 際 現 に さ れ て い る 無 線 局 の 登 録 に 係 る 申 請 等 に つ い て は 、 総 合 通 信 局 長 が 登

録 又 は 登 録 に 係 る 許 可 等 を し た こ と に よ り 、 登 録 記 録 を 作 成 又 は 変 更 し た と き は 、 登 録 事 項 証 明 書

を 交 付 す る 。  

 （ 許 可 事 項 証 明 書 に 係 る 経 過 措 置 ）  
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第 八 条  旧 法 第 百 条 第 五 項 に お い て 準 用 す る 旧 法 第 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 交 付 さ れ た 許 可 状 は 、

施 行 日 以 後 、 許 可 事 項 証 明 書 （ 改 正 法 に よ る 改 正 後 の 法 第 百 条 第 五 項 に お い て 準 用 す る 第 十 四 条 第

一 項 の 規 定 に よ り 作 成 さ れ た 電 磁 的 記 録 に 記 録 さ れ て い る 事 項 を 証 明 し た 書 面 を い う 。 以 下 同

じ 。 ） と み な し て 、 こ の 省 令 に よ る 改 正 後 の 電 波 法 施 行 規 則 及 び 無 線 局 免 許 手 続 規 則 の 規 定 を 適 用

す る 。  

第 九 条  改 正 法 の 施 行 の 際 現 に さ れ て い る 電 波 法 第 百 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 許 可 に 係 る 申 請 等 に つ い

て は 、 総 合 通 信 局 長 が 許 可 等 を し た こ と に よ り 、 許 可 記 録 を 作 成 又 は 変 更 し た と き は 、 許 可 事 項 証

明 書 を 交 付 す る 。  

 


